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１．「子育て安心プラン」の着実な推進について

（１）待機児童解消に向けた取組状況について

（関連資料１～３参照）

子育て家庭における仕事と家庭の両立と、女性の活躍を推進していく

上で、待機児童の解消は取り組むべき最重要課題であり、やれることは

全てやるという姿勢で、待機児童解消に向けた取組を進めてきたところ

である。

来年度が最終年度となる「子育て安心プラン」による保育の受け皿拡

大量は、現時点の各自治体の計画を積み上げると、平成30年から令和２

年度末までの３年間で約29.7万人分の拡大を見込んでいるが、政府目標

の約32万人には届いていない状況である。

国としては、待機児童を解消し、女性の就業率８割に対応するために

は32万人分の保育の受け皿の整備が必要と考えており、潜在的なニーズ

も含めて十分な整備量となっているか改めて確認いただきたい。

実際の保育の受け皿整備に当たっては、保育の実施主体である市区町

村において、保育コンシェルジュ等を活用しながら保育を必要としてい

るが申込みに至らないようなケースも含め、潜在的な保育ニーズを的確

に把握し、それを整備計画に反映して整備を進めることが重要である。

来年度についても、子育て安心プランの採択を行うこととしているた

め、実際の保育ニーズを適正に踏まえた計画を作成していただくようお

願いする。

待機児童については、全体で見れば自治体毎のバラつきは低減し減少

傾向となっている一方、待機児童が増加している自治体等もあることか

ら、今年度から、各自治体における待機児童数の状況について、

①見込みを上回る申込者数の増により、待機児童が増加した自治体

②待機児童数が３年間100人台前後で推移（停滞）している自治体

などの分析を行い、地域の特性に応じて重点的な支援が必要な自治体を

特定し、全国82自治体に対し要因・対策のヒアリングを行い、待機児童

が数名の地域や少子化の影響などにより、保育所等を作ることに躊躇し

ている自治体や、保育人材不足により定員まで預かれないことにより待

機児童が発生している自治体など個別案件に対し、丁寧なフォローを行

ったところである。今後は、「子育て安心プラン実施計画」の定期的な

フォローアップをすることとしているのでご承知置き願いたい。

各自治体においては、令和２年度末までの待機児童の解消に向けて取

組の強化・徹底を図っていただくとともに、各都道府県におかれては、

市区町村が策定する保育ニーズの見込み等が適切かどうかを十分に精査
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していただくようお願いする。

現在、都道府県・市町村において、令和２年度から始まる５カ年計画

となる第２期子ども・子育て支援事業支援計画について、必要な手続き

を進めていただいているところであるが、第２期計画の数値について、

いずれ国としても数値をとりまとめ、今後の施策推進の参考とさせてい

ただき、必要な支援について検討していきたいと考えているので、引き

続きよろしくお願いする。

（２）保育の受け皿整備等について （関連資料４参照）

保育の受け皿整備については、「子育て安心プラン」に基づき、令和

２年度末までに約32万人分の受け皿を整備することとしており、令和元

年度補正予算案及び令和２年度予算案では、「子育て安心プラン」の目

標達成に向け、合わせて7.4万人分に対応する予算として令和元年度補

正予算案に228億円、令和２年度予算案に767億円、合計995億円を計上

し、地方自治体における受け皿整備を引き続き支援することとしている。

保育所等整備交付金及び保育所等改修費等支援事業については、引き

続き「子育て安心プラン実施計画」の採択を受けている等一定の要件を

満たす場合の国庫補助率の嵩上げを実施する。

加えて、保育の受け皿整備の更なる促進を図るため、令和元年度補正

予算案及び令和２年度予算案では、賃貸物件を活用して保育所等を設置

する場合の改修費等の補助について、定員規模に応じた補助基準額を設

定し、引上げを行うこととしているので、待機児童の解消に向け、積極

的にご活用いただきたい。

（３）待機児童対策協議会について （関連資料５参照）

待機児童対策の一層の推進を図るため、平成30年から、保育所等の広

域利用の推進、待機児童解消等の取組について、都道府県等が関係市区

町村等と協議する場（待機児童対策協議会（以下、「協議会」という。））

を設置できることとしている。

協議会は令和元年12月末時点で、19都府県において設置されており、

国としては、更なる協議会の設置及び取組を支援するため、令和元年度

度より、「受け皿整備等」、「保育人材の確保」、「各自治体からの提案型

事業」に対する支援を盛り込んでおり、その結果、平成30年12月末時点

から８県増加した。引き続き、令和２年度においても、より強力に待機

児童対策に取り組む自治体を支援することとしているので、各都道府県

においては、積極的に設置していただきたい。
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２．保育人材の確保に向けた総合的な対策について

（１）保育人材の確保に向けた総合的な対策について

（関連資料６参照）

「子育て安心プラン」に基づく保育の受け皿整備に伴い必要となる保

育人材を確保するため、処遇改善のほか、保育士資格の取得促進や就業

継続のための環境づくり、離職者の再就職の促進といった支援に総合的

に取り組むこととしている。

まず、処遇改善については、これまでの処遇改善に加え、令和元年人

事院勧告に伴う国家公務員給与の改定に準じた保育士等の処遇改善（保

育士平均＋1.0％）を令和２年度の公定価格にも反映することとしてい

る。

また、令和元年度補正予算案に

・保育所等へのＩＣＴ導入支援による保育士の業務負担軽減

を盛り込むとともに、

令和２年度予算案においては、

・保育士資格の取得や再就職を目指す者等に対する修学資金等の貸付原

資等を補助し、安定的な財源を確保

・保育士宿舎借り上げ支援事業について、待機児童数及び保育士の有効

求人倍率の要件に該当するか否かを決める時点を直近２カ年の状況で

対象者の年数（採用日から５年又は10年以内）を決定する仕組み等に

見直すこと

などを盛り込んでいる。

各都道府県においては、これらの事業等を積極的に活用するなど、引

き続き、保育人材確保の推進にご尽力いただきたい。また、保育人材の

確保に当たっては、市区町村における取組も重要であり、保育士の子ど

もの保育所への優先入所等の取組も含め、管内市区町村に対し、保育人

材確保に積極的に取り組んでいただくよう周知等についても御配意願い

たい。

（２）保育の現場・職業の魅力向上について （関連資料７参照）

現在、「子育て安心プラン」に基づき、認可保育所等を中心に整備を

進める中で、保育の担い手の確保が困難な状況が続いている。また、令

和元年10月から幼児教育・保育の重要性にかんがみ無償化が始まった中

で、子どもの豊かで健やかな育ちを支え促す保育の機会を保障するため

には、保育の質を確保・向上させていくことが不可欠であり、保育の質

を担う保育士等の役割は一層重要になっている。
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これらの背景を踏まえつつ、保育士を目指す人や保育士に復帰しよう

とする人が増え、保育現場に参加・復帰しやすくなるよう、保育士とい

う職業や、働く場所としての保育所の魅力向上とその発信策について、

１月中旬を目途に、学識者等を参集して、検討会を設置することとして

いる。今後、本検討会の議論等については、厚生労働省のホームページ

で公開する予定であるので、各都道府県におかれては、地域の保育人材

確保対策の参考にされたい。

また、本検討会の開催に当たり、保育士という職業や、働く場所とし

ての保育所の魅力向上とその発信策について、保育所で勤務している方

等から幅広く提案・意見募集することとしているので、関係機関への周

知等についても御協力願いたい。

３．子ども・子育て支援新制度施行後５年の見直し（令和２

年度の公定価格の見直し等）について

（１）子ども・子育て支援新制度施行後５年の見直しについて

（関連資料８～10参照）

子ども・子育て支援新制度に関しては、子ども・子育て支援法（平成

24年法律第65号）附則第２条第４項等において、法律の施行後５年を目

途として、施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、法律の規

定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものと

されている。

今年度は、新制度の施行から５年目に当たるため、この検討規定を踏

まえ、内閣府の子ども・子育て会議において、新制度の見直し事項につ

いて、地方分権改革に関する提案事項等も含めて幅広く議論が行われ、

昨年12月10日に方向性がまとめられた（「子ども・子育て支援新制度施

行後５年の見直しに係る対応方針について」令和元年12月10日子ども・

子育て会議）。今後、同方針に基づき、所要の法令の改正や通知の発出

等を行うこととしており、各自治体におかれては、それに基づき適切な

対応をお願いする。

今般の見直しにおける主な事項としては、

・少子高齢化の急速な進行も踏まえ、離島・へき地を含めた人口減少

地域における保育に関するニーズの見通しや取組事例を把握するた

めの実態調査の実施など、その実態の把握や対応策として何が考え

られるかの検討に着手すべき

・保育士等を目指す人や保育士等に復帰しようとする人が増え、保育
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現場に参加・復帰しやすくなるよう、保育士等という職業や働く場

としての保育所等の魅力の向上とその発信に向けた取組等の検討に

着手すべき

などがある。他にも、取扱いの改善や明確化の観点から、

・家庭的保育事業や小規模保育事業C型に従事する者の研修要件の見

直し、

・地域型保育事業における連携施設について、先行利用調整等の促進、

・その他、事業の運用等についての各種明確化、周知

が盛り込まれた。これらについて、今後、必要な法令・通知の改正・発

出等を行うこととしており、各自治体におかれては、その内容の管内へ

の周知等の必要な対応をお願いする。

（２）令和２年度の公定価格の見直しについて （関連資料11参照）

令和２年度における公定価格の見直しについては、子ども・子育て会

議における「子ども・子育て支援新制度施行後の５年の見直しに係る対

応方針について」（令和元年12月10日子ども・子育て会議）を踏まえ、

公定価格の設定方法について「積み上げ方式」を維持するとともに、①

土曜日に閉所した場合の減算の見直し、②地域区分の見直し、③栄養管

理加算の拡充、④チーム保育推進加算の要件緩和等の見直しを行うこと

としている。

また、公定価格における各種加算については、例えば、保育人材確保

のための処遇改善等加算やチーム保育推進加算、全ての保育所等が取得

可能な冷暖房加算など、人材確保や施設の運営等の観点から重要と考え

られるため、各自治体におかれては、保育所等に対する各種加算の内容

や取得要件、追ってお示しする今回の公定価格の見直しの内容等を周知

するなど積極的な対応をお願いする。

なお、子ども・子育て支援新制度施行５年後の見直しに合わせた公定

価格の検討に資するよう、幼稚園・保育所・認定こども園等における経

営実態や職員給与の状況等を把握するために、内閣府において「令和元

年度幼稚園・保育所・認定こども園等の経営実態調査」を行ったところ

である。この実態調査の集計結果（速報値）については関連資料12に添

付しているので、参照願いたい。

＜公定価格（保育所等関係）の充実事項等＞

① 公定価格全般に関する事項

ア 公定価格の設定方法について
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公定価格の設定方法について、「積み上げ方式」を維持。

イ 旧副食費の取扱い

令和元年10月の改定により２号認定子どもの公定価格に存置された

旧副食費相当額を、２号認定子どもの人件費に上乗せ。

ウ 土曜日に閉所した場合の減算の見直し

土曜日の閉所日数に応じた減算調整の仕組みを導入。

※ 現在、全ての土曜日を閉所している場合に６～８％減算。

エ 地域区分の見直し

国家公務員等の地域手当の設定がある地域について、当該地域の地

域区分よりも支給割合の高い地域に囲まれている場合に、当該地域を

囲んでいる地域のうち支給割合が最も近い地域区分まで引上げ。

※ 子ども・子育て支援新制度施行時の経過措置については継続。

オ 減価償却費加算の地域区分の見直し

地域区分（4区分）を廃止し、加算額を最も高い単価に統一。

カ 所長設置加算・管理者設置加算の基本分単価への組み入れ

所長設置加算・管理者設置加算を基本分単価に組み入れ。

※ 所長・管理者が配置されていない場合は減算。

キ 幼保連携型認定こども園における施設長に係る加算措置の廃止

新制度施行後も引き続き２名の施設長を配置している幼保連携型認

定こども園に対する施設長に係る加算措置について、経過措置期間（令

和元年度末まで）の終了に伴い廃止。

② 処遇改善や事務負担軽減等、教育・保育の現場で働く人材の確保

に関する事項

ア 保育士等の処遇改善

令和元年人事院勧告に伴う国家公務員給与の改定に準じた保育士等

の処遇改善（保育士平均＋1.0％）を令和２年度の公定価格にも反映。

イ 処遇改善等加算に係る運用改善及び事務負担の軽減

・処遇改善等加算Ⅱにおける加算額の配分ルールをさらに緩和。

・賃金改善の基準年度を含め、実務への影響を精査しつつ、計画・実

績報告の手続をより簡素に行うことを選択できるようにするなど、
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事務負担の軽減を検討。

※ 併せて、処遇改善等加算の認定権限について、都道府県との間

で協議が調った場合には、希望する市町村に移譲。

ウ 夜間保育加算の拡充

夜間保育加算について、固有の業務や経費に鑑み、加算額を拡充。

エ 休日保育における共同保育への加算

休日保育加算について、複数の施設が輪番制により年間を通じて利

用児童を受け入れる場合も対象。

オ 入所児童処遇特別加算の名称変更

高齢者等を非常勤職員として雇用した場合に加算される「入所児童

処遇特別加算」の名称を、その趣旨・目的を適切に表現できるよう「高

齢者等活躍促進加算」 （仮称）に変更。

カ 申請書類の様式の統一化

施設型給付の請求様式について、市町村が実際に使用している様式

も参考に、統一的な請求様式の作成・普及を推進。

③ 教育・保育の質の向上に関する事項

ア 栄養管理加算の拡充 ※0.3兆円超メニューの一部実施

栄養士を雇用等した場合に、週３日程度の費用を措置。

イ チーム保育推進加算の要件緩和

１人分の常勤保育士の人件費相当額が加算される「チーム保育推進

加算」の要件について、職員の平均経験年数を「15年以上」から「12

年以上」に緩和。

これらのほか、子ども・子育て支援新制度の施行後５年で経過措置の

期限が到来する事項について、平成30年秋の子ども・子育て会議で議論

され、方向性が示されたところである。昨年の担当者会議でもその内容

について周知したところであるが、今回改めてその内容をお知らせする

ので、来年度からの必要な対応につき、改めてご留意願いたい。
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４．幼児教育・保育の無償化について

（関連資料13～16参照）

幼児教育・保育の無償化に当たっては、平素より円滑な施行に御尽力

いただき厚く御礼申し上げる。

令和元年10月から開始された幼児教育・保育の無償化は、幼児教育の

負担軽減を図る少子化対策と生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教

育の重要性に鑑みて実施するものである。

無償化の対象として、法律により、幼児教育の質が制度的に担保され

た施設であり、広く国民が利用している幼稚園 、保育所、認定こども

園及び地域型保育等を利用する３歳から５歳までの子どもたちの利用料

及び住民税非課税世帯の０歳から２歳までの子どもたちの利用料を無償

化した。

また、待機児童問題により、認可保育所に入りたくても入れず、やむ

を得ず認可外保育施設等を利用せざるを得ない子どもたちについても、

代替的な措置として、保育の必要性があると認定された３歳から５歳ま

での子どもたちを対象として、認可保育所における保育料の全国平均額

（月額3.7万円）までの利用料を無償化した。

財政措置については、内閣府において、初年度（令和元年度）及び２

年目（令和２年度）の導入時に必要な事務費について、それぞれ全額国

費による負担として措置。令和元年度の所要額については、国と地方の

所要額が合わせて493億円増加したことから、令和元年度補正予算案に

当該額を計上したところである。さらに、新たに対象となる認可外保育

施設の無償化に係る事務費については、経過措置期間（～令和５年度）

に係る費用相当額を全額国費で負担するべく措置を講ずることとされて

いた。このたび、地域の実情に応じた柔軟な執行を可能とするため、全

額、各都道府県に設置されている「安心こども基金」に積み増すことと

している。具体的な運用上の取扱いについては、今後とも、地方自治体

からの意見も伺いつつ、検討してまいりたい。

幼児教育・保育の無償化の円滑な施行については、これまでも、内閣

府によるＣＭ等を活用した広報や、内閣府・文部科学省・厚生労働省の

３府省でＦＡＱの作成及び更新等を行い、制度周知や事務等の改善に随

時取り組んできたところ。幼児教育・保育の無償化は、国と自治体との

間でＰＤＣＡサイクルを回すことが重要であり、今後とも現場の御意見

を伺いながら進めてまいりたい。各自治体の皆様におかれても、引き続

き制度に関するご理解と管内市区町村への周知などのご協力をお願いす

る。
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５．認可外保育施設の質の確保・向上について

（関連資料17～22参照）

（１）認可外保育施設の指導監督の充実等について

幼児教育・保育の無償化を契機に認可外保育施設の質の確保・向上を

図ることが重要であり、児童福祉法に基づく都道府県等における指導監

督の徹底を図ることが重要である。具体的には、利用料変更理由の説明

や掲示の義務づけ、認可外の居宅訪問型保育事業に係る指導監督基準の

創設等の取組を行っている。

また、無償化給付の実施に伴い、市町村が、都道府県等が有する認可

外保育施設の情報を確認可能とする情報共有システムを構築することと

している。

さらに、令和元年度予算において、

①認可保育所などに移行を希望する施設への運営費補助の拡充（（２）

参照）

②認可化移行調査事業の支援対象に、指導監督基準を満たさない認可外

保育施設が指導監督基準を満たすよう継続的な助言・指導する場合の

追加

③認可外保育施設が守るべき基準の内容についての助言などを行う「巡

回支援指導員」の配置の拡充

等の取組を行っており、各地方自治体におかれては、これらの事業を積

極的に活用いただきたい。

なお、令和元年度から、認可外保育施設の指導監督の強化等を目的と

する地方財政措置が講じられている。

（２）認可外保育施設の認可化移行の促進について

保育の受け皿確保に当たっては、保育の質が確保されている認可保育

所等を増やしていくことが望ましいが、現状においては、認可外保育施

設が認可保育所等では受けきることができない多様な保育ニーズに応え

ている側面がある。このため、国においては、認可外保育施設について、

認可保育所、認定こども園、小規模保育事業等への移行を支援しており、

移行を希望する施設には、課題の調査、施設の改修、運営の経費等の補

助を行っている。

令和元年度予算においては、認可外保育施設の認可化移行を更に推進

するため、認可化移行運営費支援事業について、

・ 補助基準額を、公定価格ベースの２／３相当から公定価格に準じた

水準（保育士の配置割合に応じた減額調整あり）まで引き上げる。
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・ 公定価格に準じた各種加算を創設する。

・ 認可施設との差を設けるため、保育士の配置割合が基準の「10割」

である補助区分を廃止し、新たに「９割以上」等の補助区分を創設す

る。

・ 保育士の配置割合が基準の「９割以上」の施設について、公定価格

に準じた利用料を設定する。

等の拡充を図っている。

また、令和２年度予算案においては、認可外保育施設の指導監督基準

のうち職員配置基準は満たしているが設備基準を満たしていない認可

外保育施設に対して、認可保育所等の設備の基準を満たすために必要

な改修費や移転費等を支援する事業を計上している。

各地方自治体におかれては、これらの事業の活用により、認可外保育

施設の認可保育所等への移行促進を積極的に図っていただきたい。

６．令和２年度における社会保障（子ども・子育て支援）の

充実等について

（１）令和２年度における社会保障（子ども・子育て支援）の充実等

について （関連資料23～26参照）

子ども・子育て支援の充実に関しては、「質の向上」及び「量的拡充」

を実施するため、令和２年度の「社会保障の充実」に充てられる消費税

増収分3.89兆円のうちの0.7兆円を充てることとしている。

また、消費税財源以外の財源で実施する「質の向上」としてはこれま

で、保育士等の２％の処遇改善の実施について平成29年度から取り組ん

でおり、令和２年度においても引き続き実施していく。

さらに、令和２年度においては、保育所等において非常勤栄養士の配

置を促進するための加算の充実や、一時預かり事業を保育所以外で実施

する施設の普及を促進するための事務経費に対する支援の実施に取り組

むこととしている。

これらにより必要となる地方負担については、地方財政措置が講じら

れるものであり、各地方自治体においても積極的な取組をお願いする。

また、平成29年12月８日に閣議決定された「新しい経済政策パッケー

ジ」に基づき、消費税10％への引き上げによる財源を活用し、「子育て

安心プラン」の前倒しによる保育の受け皿整備や保育士の更なる処遇改

善、幼児教育・保育の無償化に取り組んでおり、令和２年度においても

引き続き実施していく。
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（２）一時預かり事業の充実について （関連資料27参照）

在宅の子育て家庭の育児疲れによるレスパイトや孤立した子育てによ

って虐待につながることがないよう、特に、地域子育て支援拠点など、

いつでも気兼ねなく集まり、交流できる場における実施促進を図ること

が重要である。

このため、来年度から、利用児童数900人未満の施設等の補助基準額

を拡充するとともに、0.3兆円超メニューの事務経費補助や障害児、多

胎児を預かる場合の加算の創設、その他、次世代育成支援対策施設整備

交付金のメニューに一時預かり事業の整備費を追加するなど充実を図っ

たところであり、各地方自治体においては、こうした充実メニューにつ

いても、来年度からの実施に向け、予算措置等を講じていただくよう、

積極的な取組をお願いしたい。

７．放課後児童対策について

（１）放課後児童クラブの主な動向について

①「新・放課後子ども総合プラン」の推進について

放課後児童クラブの実施状況について、毎年５月１日現在の状況を

取りまとめているところであるが、令和元年においては、クラブ数、

登録児童数ともに増加し、過去最高値となった。また、利用できなか

った児童（待機児童）数は982人増加し、18,261人（うち小学１年生

～３年生8,724人、小学４年生～６年生9,537人）となったところであ

る。

１．放課後児童クラブ数：前年比553か所増加

25,328か所（平成30年） → 25,881か所（令和元年）

２．放課後児童クラブの支援の単位数：前年比1,447支援の単位増加

31,643支援の単位（平成30年） → 33,090支援の単位（令和元年）

３．登録児童数：前年比64,941人増加

1,234,366人（平成30年） → 1,299,307人（令和元年）

４．利用できなかった児童数：前年比982人増加

17,279人（平成30年） → 18,261人（令和元年）

うち、小学１年生～３年生：前年比72人減少

8,796人（平成30年） → 8,724人（令和元年）

小学４年生～６年生：前年比1,054人増加

8,483人（平成30年） → 9,537人（令和元年）
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次代を担う人材を育成し、加えて共働き家庭等が直面する「小１の

壁」を解消する観点から、厚生労働省と文部科学省の連携のもと、平

成30年９月に「新・放課後子ども総合プラン」を策定し、放課後児童

クラブの待機児童の早期解消、放課後児童クラブと放課後子供教室の

一体的な実施の推進等による全ての児童（小学校に就学している児童）

の安全・安心な居場所の確保を図ることとしている。

（関連資料28参照）

（ア）国全体の目標達成に向けた整備について

「新・放課後子ども総合プラン」では、

（ⅰ）放課後児童クラブについて、2021年度末までに約25万人分を整

備し、待機児童の解消を目指し、その後、女性就業率の更なる上

昇に対応できる整備を行い、2019年度から2023年度までの５年間

で約30万人分の整備を図る（約122万人から約152万人）

（ⅱ）全ての小学校区（約２万か所）で、放課後児童クラブ及び放課

後子供教室を一体的に又は連携して実施し、うち一体型の放課後

児童クラブ及び放課後子供教室について、１万か所以上で実施す

ることを目指す

（ⅲ）新たに放課後児童クラブ又は放課後子供教室を整備等する場合

には、学校施設を徹底的に活用することとし、新たに開設する放

課後児童クラブの約80％を小学校内で実施することを目指す

（ⅳ）放課後児童クラブは、単に保護者が労働等により昼間家庭にい

ない小学校に就学している児童を授業の終了後に預かるだけでは

なく、児童が放課後児童支援員の助けを借りながら、基本的な生

活習慣や異年齢児童等との交わり等を通じた社会性の習得、発達

段階に応じた主体的な遊びや生活ができる「遊びの場」「生活の

場」であり、子どもの主体性を尊重し、子どもの健全な育成を図

る役割を負っているものであることを踏まえ、こうした放課後児

童クラブの役割を徹底し、子どもの自主性、社会性等のより一層

の向上を図る

こととしている。

引き続き、市町村（特別区含む。以下同じ）においては子ども・子

育て支援事業計画を踏まえつつ、放課後児童クラブのニーズに応じた

受け皿整備を着実に進めていただきたい。なお、第２期市町村子ども

・子育て支援事業計画における量の見込みの算出にあたっては、「第

二期市町村子ども・子育て支援事業計画における「量の見込み」の算

出等の考え方（改訂版）について」（平成31年４月23日付け内閣府子

ども・子育て本部参事官（子ども・子育て支援担当）事務連絡）や「「新
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・放課後子ども総合プラン」に基づく放課後児童健全育成事業に係る

「量の見込み」の算出等の考え方について」（平成30年12月27日付け

内閣府子ども・子育て本部参事官（子ども・子育て支援担当）、厚生

労働省子ども家庭局子育て支援課事務連絡）を参考に適切に行ってい

ただきたい。

また、「一体型」の取組を進めるため、総合教育会議の活用や関係

者が参画する市町村毎または学校区毎の協議会の設置などにより、学

校施設の徹底活用を進めていただきたい。なお、学校内で放課後児童

クラブを実施する場合の、学校施設の管理運営に関する関係者の不安

を払拭するため、学校、教育委員会、事業の実施主体等の間で取り決

める協定書のひな形を作成し、令和元年７月４日付け事務連絡で周知

しているので参考にされたい。加えて、「一体型」の取組を進めるに

あたっては、小学校の余裕教室の改修、設備の整備・修繕及び備品の

購入のための経費を放課後子ども環境整備事業において補助している

ので、積極的にご活用いただきたい。 （関連資料29・30参照）

（イ）「一体型」の推進について

「一体型」の放課後児童クラブと放課後子供教室は、同一の小学校

内等で両事業を実施することで、全ての児童の安全・安心な居場所が

確保できること、また、共働き家庭等の児童を含めた全ての児童が放

課後子供教室の活動プログラムに参加し、多様な体験ができること、

さらに、地域のボランティア及び異年齢児との交流が図られることと

いうメリットがある。

厚生労働省としては「新・放課後子ども総合プラン」において、20

23年度末までに、１万か所の一体型による実施を目指している。同一

学校内で両事業を実施する場合、どのように共通プログラムを実施で

きるか検討いただき、できる部分から取り組んでいただきたい。

なお、「一体型」として実施する場合でも、両事業の機能を維持し

ながら取り組んでいただく必要があり、特に放課後児童クラブについ

ては、児童が安心して生活できる場としての機能を十分に担保するこ

とが重要であるため、市町村が条例で定める基準を満たすことが必要

である。

②放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準について

（ア）設備運営基準で定める事項を全て「参酌すべき基準」とすること

について

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関

係法律の整備に関する法律（令和元年法律第26号）において、市町村
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が、放課後児童クラブの設備及び運営に関して、条例で基準を定める

に当たっては、事業に従事する者及びその員数を含む全ての事項につ

いて、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準（平成26

年厚生労働省令第63号）（以下「設備運営基準」という。）を参酌す

ることとした。

なお、事業に従事する者及びその員数について、「従うべき基準」

から「参酌すべき基準」とされたが、その基準の内容は変わるもので

はなく、事業をいかなる体制で運営する場合でも、利用者の安全の確

保に最大限留意し、児童が安心して放課後の時間を過ごせるようにす

ることが必要である。そのため、市町村が地域の実情に応じて条例で

基準を定める場合については、設備運営基準の内容を十分参酌した上

で、責任を持って判断しなければならない。また、条例制定過程にお

いては、利用者の保護者や関係者、関係団体等から広く意見を求める

とともに、その内容について説明責任を果たすことが必要である。

（関連資料31・32参照）

（イ）放課後児童支援員認定資格研修の実施主体を中核市まで拡大する

ことについて

放課後児童支援員の人材確保を推進するため、放課後児童支援員認

定資格研修の受講機会の拡大を図っていく必要がある。このため、都

道府県及び指定都市に加えて、希望する中核市が認定資格研修を実施

できるよう、設備運営基準の改正を行う予定である（令和二年四月一

日施行（予定））。

（２）放課後児童対策関係・令和２年度予算案の概要

令和２年度予算案については、「新・放課後子ども総合プラン」に

基づき、2023年度末までの約30万人分（約122万人から約152万人）の

新たな受け皿確保に向け、施設整備費の補助率嵩上げを継続し、放課

後児童クラブの受入児童数の拡大を図ることとしている。また、放課

後の子どもの居場所の確保や、放課後児童クラブの育成支援の内容の

質の向上を図るなど、放課後児童対策を推進するために必要な予算を

計上している。

（関連資料33・34参照）

① ソフト面（運営費）について

令和２年度予算案においては、受入児童数の更なる拡大を促すため、

受入児童数の拡大［約8.5万人増］
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130.2万人（令和元年度）→138.6万人（令和２年度）

を予定している。

また、地方分権一括法による従うべき基準の参酌化に伴い、常時職

員１名配置とする等のクラブについて、職員配置に応じた補助基準額

を設定する。

加えて、放課後児童支援員等の処遇改善についても引き続き実施す

ることとしているので、積極的な事業実施をお願いしたい。

② ハード面（整備費）について

令和２年度予算案の内容としては、

ア 昨今の資材費及び労務費の上昇傾向等を踏まえた国庫補助基準

額の引上げ

イ 放課後児童クラブに待機児童が発生している場合等に、補助率

の嵩上げを実施

○ 公立の場合の国庫補助率 １／３→２／３

○ 民立の場合の国庫補助率 ２／９→１／２

を予定している。

③ 放課後児童対策の推進について

放課後児童対策の推進を図るため、児童館、公民館等の既存の社会

資源の活用や、小規模・多機能による放課後の子どもの居場所の確保

を促進するために必要な予算を計上している。

また、放課後児童クラブの育成支援の内容の質の向上や安全確保を

図るため、放課後児童クラブを巡回するアドバイザーを市区町村等に

配置する事業等を実施するために必要な予算を計上している。

④ 研修事業について

研修事業については、放課後児童支援員に係る都道府県認定資格研

修を実施するために必要な経費の補助、及び放課後児童支援員等の資

質の向上のための現任研修を実施するために必要な経費の補助を引き

続き計上している。

認定資格研修については、令和元年５月現在で、放課後児童支援員

のうち当該研修を受講した者の割合は、71.3％であった。都道府県等

におかれては、放課後児童支援員の質の確保の観点から多くの放課後

児童支援員が研修受講できるよう、計画的な研修の実施に特段のご配

慮をいただきたい。また、来年度より希望する中核市が実施主体とし

て認定資格研修を実施できるよう、放課後児童健全育成事業の設備運

営基準の改正を行うこととしている。それに伴い、令和２年度予算案
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において、認定資格研修の実施主体に中核市を追加している。研修の

実施にあたっては、研修の内容を実施要綱（「職員の資質向上・人材

確保等研修事業の実施について」）に則ったものにするとともに、都

道府県等において研修の内容の検討、検証に努めていただきたい。ま

た、認定資格研修の教材として、放課後児童クラブ運営指針及び運営

指針解説書を使用することを必須とするよう実施要綱の改正を予定し

ているので、ご了知いただいきたい。さらに、指定都市、中核市が所

在する都道府県においては、都道府県、指定都市、中核市の間で十分

協議を行い、地域によって研修が受講できないといったことが起きな

いよう、都道府県内全体として研修受講機会の確保、研修内容の質の

確保に努めていただきたい。

資質向上研修事業については、平成27年３月にとりまとめられた「放

課後児童クラブに従事する者の研修体系の整理－放課後児童クラブの

質の向上のための研修企画検討会まとめ－」において、「放課後児童

支援員等の資質の向上を図るためには、個々の職員の経験年数や保有

資格、スキルに応じて、（略）計画的に育成していくシステムを構築

していくことが必要」とされている。また、放課後児童支援員キャリ

アアップ処遇改善事業のうち、経験年数が概ね５年以上の放課後児童

支援員に対する支援については、一定の研修を修了した者が対象とな

っているため、地域における現任研修に積極的に取り組んでいただき

たい。

８．妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援について

（１）成育基本法（略称）について （関連資料35、36参照）

「成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医

療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律」（平

成30年法律第104号。以下「成育基本法」という。）は2018（平成30）

年12月14日に公布され、2019（令和元）年12月１日に施行された。

本法は、子どもたちの健やかな成育を確保するため、

・成長過程を通じた切れ目ない支援

・科学的な知見に基づく適切な成育医療等の提供

・安心して子どもを産み育てることができる環境の整備

などを基本理念として、関係する施策を総合的に推進していくことを目

的としている。

今後、厚生労働省においては、本法律に基づき、
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・成育医療等に従事する者や有識者から構成される成育医療等協議会の

設置

・関係する施策を総合的に推進するための成育医療等基本方針の策定

を行うこととしている。

本法律において、都道府県は、医療計画その他政令で定める計画を作

成するに当たっては、成育過程にある者等に対する成育医療等の提供が

確保されるよう適切な配慮するよう努めるものとされている。

各都道府県におかれては、上記の医療計画等を作成するに当たり、法

の趣旨や今後策定する予定の成育医療等基本方針の記載内容を踏まえ、

当該都道府県における成育医療等の提供に関する施策の内容等を記載す

るよう努めていただきたい。

（２）産前・産後の支援について

①母子保健法の一部を改正する法律について （関連資料37、38参照）

「母子保健法の一部を改正する法律」（令和元年法律第69号）につい

ては、第200回国会にて成立し、2019（令和元）年12月６日に公布され

た。

本法律において、市町村は、

・ 出産後一年を経過しない女子及び乳児につき、産後ケア事業を行う

よう努めなければならないこと、

・ 産後ケア事業を行うに当たっては、産後ケア事業の人員、設備及び

運営に関する基準として厚生労働省令で定める基準に従って行わなけ

ればならないこと

・ 産後ケア事業の実施に当たっては、妊娠中から出産後に至る支援を

切れ目なく行う観点から、母子健康包括支援センターその他の関係機

関や、母子保健に関する他の事業等との連携を図ることにより、妊産

婦及び乳児に対する支援の一体的な実施その他の措置を講ずるよう努

めなければならないこと

が規定されている。

また、本法律は、公布の日から起算して２年を超えない範囲内におい

て政令で定める日から施行することとされている。

今後、厚生労働省においては、本法律の施行に向けて、関係省令の策

定や実施要綱の改正等に取り組んでいくので、各都道府県におかれても

ご承知いただくとともに、管内市町村への周知をお願いしたい。

2020（令和２）年度予算案においては、産後ケア事業の運営に際し、

十分な予算を確保しているほか、今般の母子保健法の改正を踏まえ、次

世代育成支援対策施設整備交付金において、産後ケア事業を実施する施
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設に対する整備費の補助を計上しているため、積極的な活用をお願いし

たい。

②産前・産後サポート事業（多胎妊産婦への支援について）

（関連資料39、40参照）

産前・産後サポート事業については、2020（令和２）年度予算案にお

いて、各市町村の実施予定等を踏まえ、事業実施箇所数の増に必要な予

算を計上したところである。また、多胎妊産婦への支援として、多胎児

の育児経験者家族によるピアサポート事業や、多胎家庭等へ育児サポー

ターを派遣する多胎妊産婦サポーター等事業を計上した。

各自治体におかれては、2017（平成29）年８月に策定した産前・産後

サポート事業についてのガイドラインを参照の上、積極的な取組をお願

いしたい。

③産婦健康診査事業 （関連資料41参照）

産後うつの予防や新生児への虐待予防等を図る観点から、産後２週間、

産後１か月などの出産後間もない時期の産婦に対する健康診査（母体の

身体的機能の回復、授乳状況及び精神状態の把握等）に係る補助事業を

実施している。

2020（令和２）年度予算案において、必要な件数の増を計上したとこ

ろである。

なお、産婦健康診査事業の実施に当たっては、産後うつへの早期対応

を行うため、産後ケア事業を実施することを要件としていることから、

産後ケア事業とともに積極的な取り組みをお願いしたい。

④新生児聴覚検査の体制整備事業 （関連資料42、43参照）

聴覚障害は早期に発見され適切な支援が行われた場合は、聴覚障害に

よる音声言語発達等への影響が最小限に抑えられることから、その早期

発見・早期療育が図られるよう、全ての新生児を対象として新生児聴覚

検査を実施することが重要である。

しかしながら、2017（平成29）年度の母子保健課による調査結果では、

検査の受診者数を把握している市区町村における検査の受診率は81.8

％、公費負担を実施している市区町村は22.6％となっており、その取組

は十分とはいえない結果となっている。

このような状況を踏まえ、2020（令和２）年度予算案では、都道府県

における新生児聴覚検査結果の情報集約や医療機関・市町村への情報共

有・指導等、難聴と診断された子を持つ親への相談支援や、産科医療機

関等の検査状況・制度管理等の実施を支援するための補助を計上してい
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る。

各市町村におかれては、検査の実施、公費による負担への取組をお願

いするとともに、各都道府県におかれては、関係者からなる協議会を設

置するなど新生児聴覚検査体制整備事業を活用し、管内市区町村におけ

る新生児聴覚検査の実施体制の整備に積極的に取り組まれるようお願い

したい。

（３）子育て世代包括支援センターの全国展開について

（関連資料44参照）

子育て世代包括支援センターでは、地域のつながりの希薄化等により、

妊産婦等の孤立感や負担感が高まっている中、妊娠期から子育て期まで

の支援を切れ目なく提供するために相談支援等を行うこととしている。

2019（平成31）年４月１日時点で983市区町村(1,717か所)に設置されて

おり、2020（令和２）年度末までの全国展開を目指して整備を進めてい

くこととしている。

子育て世代包括支援センターの設置は、市町村の努力義務として母子

保健法上、位置づけられているところである（法律上の名称は「母子健

康包括支援センター」）。

各市町村におかれては、開設準備経費の補助や、2020（令和２）年度

予算案で計上している市町村間での共同実施に係る補助の活用や、令和

元年９月にお示しした子育て世代包括支援センター事例集を参照の上、

地域の実情に応じた積極的な取組をお願いしたい。

各都道府県においても、管内市町村のセンター設置に向けた支援をお

願いしたい。

（４）予期せぬ妊娠等で悩む若年妊婦等への支援について

（関連資料45、46参照）

児童虐待による死亡事例については、専門委員会での検証によると、

生後０日で子どもが亡くなった事案の要因は、大半が予期せぬ妊娠であ

り、予期せぬ妊娠に対する対応が０日児の死亡を防ぐことにつながると

考えれる。

そのため、2020（令和２）年度予算案では、予期せぬ妊娠などにより、

身体的、精神的な悩みや不安を抱えた若年妊婦等が、身近な地域で必要

な支援を受けられるよう、若年妊婦等への支援に積極的で、機動力のあ

るNPO等による、ＳＮＳ等やアウトリーチによる相談支援や、緊急一時

的な居場所の確保などを実施するための費用を計上している。

また、当該若年妊婦等への支援については、ＮＰＯ等による実施だけ
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でなく、女性健康支援センターで実施することも可能であることから、

様々な地域の実情に応じた支援の方法を検討いただき、当該補助を積極

的にご活用いただきたい。

（５）母子保健施策を通じた児童虐待防止対策の推進について

（関連資料47、48参照）

児童虐待については、児童相談所への児童虐待相談対応件数が年々増

加の一途をたどっており、重篤な児童虐待事件も後を絶たないなど依然

として深刻な社会問題となっている。

2019（令和元）年６月26日には、「児童虐待防止対策の強化を図るた

めの児童福祉法等の一部を改正する法律」が交付されるなど児童虐待等

への対応の充実が必要となっている。

これらの状況を踏まえ、2019（令和元）年８月１日付け子母0801第１

号「乳幼児健康診査未受診者等に対する取組事例等の周知について」に

おいて、児童虐待防止に資する乳幼児健康診査の取組事例として、当省

が実施した調査研究等のポイントや、自治体における取組事例を周知し

た。当通知でお示ししたとおり、未受診者等に対する取組については、

定期的にフォローアップを行うこととしているので、引き続き、対応を

お願いしたい。

児童虐待の防止については、これらの取組以外にも、母子保健部署と

子育てに関わる様々な部署との連携がとても重要であることから、多機

関での情報共有や支援体制の構築などの取組みを、より一層推進してい

ただきたい。

・「母子保健施策を通じた児童虐待防止対策の推進について」（平成30

年７月20日厚生労働省子ども家庭局母子保健課長通知）

・「乳幼児健康診査未受診者等に対する取組事例等の周知について」（令

和元年８月１日厚生労働省子ども家庭局母子保健課長通知）

（６）不妊治療への助成等について

①不妊治療への助成 （関連資料49参照）

不妊治療の経済的負担の軽減を図るため、高額な医療費がかかる配偶

者間の体外受精及び顕微授精に要する費用の一部を助成している。

2020（令和２）年度予算案では、引き続き事業を安定的に実施するた

めの予算を確保している。

都道府県等におかれては、引き続き不妊治療への助成の適切な実施と

ともに、男性不妊治療も含め、不妊治療に関する正確な情報の提供や普

及啓発を併せてお願いしたい。
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②不妊専門相談センター （関連資料50参照）

不妊専門相談センターについては、令和元年度末までに全都道府県・

指定都市・中核市に配置して相談機能を強化することとしているが、20

19（令和元）年７月１日時点で76箇所の設置にとどまっていることから、

センター未設置の指定都市・中核市におかれては、設置に向けた積極的

な検討をお願いしたい。なお、指定都市や中核市が単独で実施すること

が難しい場合、都道府県と市による共同実施や複数の市による共同実施

により協力・連携して実施する方法なども含め、設置に向けた検討をお

願いしたい。

2020（令和２）年度予算案においては、当該目標の達成に向けて必要

な箇所数の予算を計上しているほか、2018（平成30）年度子ども・子育

て支援推進調査研究事業により取りまとめられた「不妊症及び不育症に

おける相談支援体制の現状及び充実に向けた調査研究事業報告書」を周

知したところであるので、ご活用いただきたい。

既に設置している都道府県等におかれては、開設時間の延長や開設日

数の拡充を行うなど、相談窓口の利便性の向上や相談機能の強化につい

て、積極的な取組をお願いしたい。

（７）母子保健情報の利活用の推進について （関連資料51、52参照）

厚生労働省「データヘルス改革推進本部」事務局に設置された「自身

のデータを日常生活改善等につなげるＰＨＲの推進」プロジェクトチー

ムにおいて、自らの健診・検診情報の利活用を推進することとしている。

その一環として、2019（令和２）年６月からマイナンバー制度を活用

し乳幼児健診及び妊婦健診情報をマイナポータルで自身が閲覧したり市

町村間での情報連携ができるよう、今年度予算において、市町村のシス

テム改修に必要な予算を計上しているが、次年度以降の予算については

確保していないため、システム改修を予定している自治体におかれては、

令和２年１月末までに補助金の申請をお願いしたい。

各自治体においては、引き続き、データ標準レイアウトに基づき、マ

イナンバー制度における中間サーバーへの副本登録にかかる準備を進め

ていただきたい。

（８）ＣＤＲ（Child Death Review）について （関連資料53参照）

子どもの死因究明（Child Death Review（以下「ＣＤＲ」という。））

は、子どもが死亡した時に、複数の機関や専門家（医療機関、警察、消

防、行政関係者等）が、子どもの既往歴や家族背景、死に至る直接の経

緯等に関する様々な情報を収集し、死因の検証を行うことにより、効果
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的な予防対策を導き出し予防可能な子どもの死亡を減らすことを目的と

するものである。

今般、成育基本法や、死因究明等推進法の成立を踏まえ、2020（令和

２）年度に一部の都道府県において、実施体制の整備をモデル事業とし

て試行的に実施するための予算を計上しており、その結果を国へフィー

ドバックすることで、ＣＤＲの制度化に向けた検討材料とすることとし

ている。

都道府県においては、趣旨をご理解いただき、積極的に実施を検討い

ただくようお願いする。

（９）出生前遺伝学的検査（ＮＩＰＴ） （関連資料54、55参照）

ＮＩＰＴについては、日本産科婦人科学会が策定した指針を受け、20

13（平成25）年度から関係学会等の連携の下、日本医学会の認定制度に

基づき実施されてきた。

他方、ここ数年、認定施設以外の医療機関での検査が増加し、妊婦の

不安や悩みに寄り添う適切なカウンセリングが行われていない等の問題

が指摘されている。

こうした状況を踏まえ、ＮＩＰＴの実施体制等の検討に資する必要な

データや事例の収集等を行い、その実態を把握・分析することを目的と

して、ワーキンググループを立ち上げ、2019（令和元）年10月に第１回

会議を開始したところである。

９．児童虐待防止対策の強化について

（１）令和元年児童福祉法等改正法等について

（関連資料56参照）

昨年３月、抜本的強化の決定に併せて、「児童虐待防止対策の強化を

図るための児童福祉法等の一部を改正する法律案」を閣議決定し、国会

に提出した。同法案は、国会での審議を経て、同年６月に成立した。

この改正法では、①児童の権利擁護として、親権者は児童のしつけに

際して体罰を加えてはならないこと、②児童相談所の体制強化として、

都道府県は一時保護等の介入的対応を行う職員と保護者支援を行う職員

を分ける等の措置を講ずること、③児童相談所の設置促進として、児童

相談所の設置に関する参酌基準を定めること、中核市及び特別区が児童

相談所を設置できるよう施設整備、人材確保・育成の支援等の措置を講

ずること、④関係機関間の連携強化として、ＤＶ対策との連携強化のた
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め、配偶者暴力相談支援センター等の職員は児童虐待の早期発見に努め

ることなどが定められている。

また、同法附則の検討規定においては、一時保護その他の措置に係る

手続の在り方、児童の権利擁護の在り方及び児童家庭福祉に関わる者の

資質の向上を図るための方策の検討並びに中核市等における児童相談所

の設置促進のための国の支援等について規定がおかれている。

上記①の施行（令和２年４月）に向けて、現在、体罰等によらない子

育ての推進に関する検討会を開催し、体罰等によらない子育てに関する

指針の作成等に向けた検討を行っているところである。

都道府県、指定都市、児童相談所設置市におかれては、本改正の円滑

な施行に向けて、内容について御了知いただくとともに、体罰等によら

ない子育てについて周知啓発等を行っていただくようお願いする。

（２）児童相談所及び市町村の体制強化（新プラン）等について

① 「児童虐待防止対策体制総合強化プラン」（新プラン）について

（関連資料57・58参照）

児童虐待については、児童相談所への児童虐待相談対応件数が年々増

加の一途をたどっており、重篤な児童虐待事件も後を絶たないなど依然

として深刻な社会問題となっている。

こうした中、平成30年３月に東京都目黒区で発生した児童虐待事案を

受け、「児童虐待防止対策の強化に向けた緊急総合対策」（平成30年７

月20日児童虐待防止対策に関する関係閣僚会議決定）がとりまとめられ

た。この緊急総合対策に基づき、暮らす場所や年齢にかかわらず、全て

の子どもが、地域でのつながりを持ち、虐待予防のための早期対応から

発生時の迅速な対応、虐待を受けた子どもの自立支援等に至るまで、切

れ目ない支援を受けられる体制の構築を目指すことが必要である。この

ため、児童虐待に対応する専門機関である児童相談所や市町村の体制と

専門性強化を更に進めるため、「児童虐待防止対策体制総合強化プラン」

（新プラン）（平成30年12月18日児童虐待防止対策に関する関係府省庁

連絡会議決定）を策定したところである。

新プランでは、児童相談所及び市町村の体制強化を図るため、2019年

度からの４年間で、児童相談所について、児童福祉司を2017年度の

約3,240人から2,020人程度を増員（注１）するとともに、市町村につい

て、子ども家庭総合支援拠点を全市町村に設置するほか、要保護児童対

策地域協議会の調整機関に常勤の調整担当者を全市町村に配置すること

などを目標として定めている。

児童相談所の体制強化について、新プランの初年度である2019年度に

おいては、児童福祉司を約4,300人、児童心理司を約1,610人（注２）と

することを計画しており、これを踏まえた地方財政措置が講じられた。
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注１ 次のとおり児童福祉司の配置標準を見直した上で、2017年度の約3,240人から2022年度

までに全国で2,020人程度増員することを計画。

・児童相談所の管轄区域の人口を４万人から３万人に見直す

・里親養育支援児童福祉司（注３）を各児童相談所に配置

・市町村支援児童福祉司（注４）を都道府県の管内30市町村につき１人（指定都市は

１人）配置

注２ 2024年度までに児童福祉司（里親養育支援児童福祉司及び市町村支援児童福祉司を除

く）２人につき１人配置

注３ 里親養育支援体制の構築及び里親委託の推進を図るための児童福祉司

注４ 市町村における相談支援体制・専門性の強化を図るための児童福祉司

また、新プランの２年度目である2020年度においては、児童福祉司を

約4,700人、児童心理司を約1,790人とすることを計画しており、これを

踏まえて、地方財政措置が拡充される予定である。

各自治体においては、新プランに基づく児童相談所・市町村の体制及

び専門性の強化に着実に取り組んでいただくようお願いする。

なお、新プランの目標達成に向けた予算制度等については、「「児童

虐待防止対策体制総合強化プラン」（新プラン）に係る2020年度予算案

及び地方財政措置について」（令和元年12月25日付け子発1225第２号厚

生労働省子ども家庭局長通知）をご参照いただきたい。

（参考）市町村に対する地方交付税措置（令和元年度から実施）

子ども家庭総合支援拠点職員：標準団体（人口10万人）につき１名

要保護児童対策地域協議会調整担当者：標準団体（人口10万人）につき１名

② 中核市・特別区における児童相談所の設置について

（関連資料59参照）

児童相談所の設置については、平成16年の児童福祉法等の改正におい

て、子育て支援から要保護児童対策まで一環した児童福祉施策の実施が

可能となることや、保健福祉にわたる総合的サービスの提供も可能とな

ることから、都道府県・指定都市に加え、児童相談所の設置を希望する

市についても政令による指定を受けることで児童相談所を設置すること

ができることとされた。現在、児童相談所を設置している指定都市以外

の市は横須賀市、金沢市、明石市の３市となっている。

しかしながら、児童虐待相談対応件数は増加の一途をたどり、複雑・

困難なケースも増加するなど、特に都市部において児童相談所を中心に

きめ細かな対応が求められていることから、平成28年の児童福祉法改正

において、特別区についても児童相談所を設置できるよう、児童相談所

－24－



設置自治体の拡大が図られたところである。

また、平成28年改正法の附則において「政府は、この法律の施行後５

年を目途として、地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の22第１

項の中核市及び特別区が児童相談所を設置することができるよう、その

設置に係る支援その他の必要な措置を講ずるものとする。」と規定され

ている。

このため、これまでに、

・ 中核市及び特別区が児童相談所の設置に向けた準備に伴い、増加

する業務に対応するための補助職員や、児童相談所の業務を学ぶた

めの研修に職員を派遣する間の代替職員の配置に要する費用を計上

・ 児童相談所の設置を目指す中核市及び特別区に職員を派遣する都

道府県等に対する、代替職員の配置に要する費用の補助の創設

・ 新たに児童相談所を設置する中核市・特別区が、個々の子どもの

特性に配慮した処遇が可能となるような一時保護所を整備する場合

の補助の加算（平成30年度創設）について、単価の引上げ

などを行ったところである。

さらに、本年６月に公布された「児童虐待防止対策の強化を図るため

の児童福祉法等の一部を改正する法律」の附則において、「政府は、こ

の法律の施行後５年間を目途として、児童相談所及び児童を一時保護す

る施設の整備の状況、児童福祉司その他の児童相談所の職員の確保の状

況等を勘案し、中核市及び特別区が児童相談所を設置することができる

よう、児童相談所等の整備並びに職員の確保及び育成の支援その他必要

な措置を講ずるものとすること」と規定されており、令和２年度予算案

等においては、

・児童相談所及び市区町村において、児童虐待の対応に当たる職員

の専門性の向上を図るため、児童相談所におけるケースワークの

実務に精通した者や、市区町村における子ども家庭総合支援拠点

の立ち上げに知見を有する者を、アドバイザーとして各自治体に

派遣する事業を創設

・中核市及び特別区における児童相談所の設置促進を図るため、職

員派遣の際の代替職員の確保に係る補助を拡充

・一時保護を必要とする子どもを適切な環境において保護し、安心

・安全に、一人ひとりに応じた個別的な対応が出来るよう、施設

整備に係る費用の補助（※１）及び職員体制（※２）の抜本的な

拡充

・児童相談所整備に係る一般財源化前の国庫補助金相当額（総事業

費1/2）が地方債の対象となり、その元利償還金について地方交付

税措置が講じられているところ、残余の1/2部分についても、地方
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債充当率及びその元利償還金にかかる地方交付税措置を拡充

を行うこととしている。

※１ 一時保護所が安心・安全な場となるよう、個別的な対応が出来る環境整備（基礎単価

の引き上げや個別対応に対応するための整備を行った場合の加算上限の引き上げ）を実

施。なお、国庫補助率は1/2相当だが、自治体負担分について地方交付税措置を拡充。

※２ ・ 職員の配置改善【現行】子ども：職員＝最大４：１【改善案】最大２：１

・ 個別の対応が必要な子どもに対する支援体制の強化（利用児童数に応じた職員配

置加算の創設）

なお、中核市・特別区の児童相談所の設置に向けては、すでに児童相

談所を設置している自治体の協力が必要不可欠であるため、「児童相談

所設置に向けた検討及び児童相談所設置自治体の拡大に向けた協力につ

いて」（平成30年７月20日付け子発0720第６号厚生労働省子ども家庭局

長通知）に基づき、都道府県・指定都市・児童相談所設置市におかれて

は、管内中核市・特別区が児童相談所の設置を検討する際には、必要な

支援をお願いしたい。

③ 市町村における子ども家庭総合支援の設置促進

新プランに基づき、市町村の体制強化を進めるため、今年度より、子

ども家庭総合支援拠点に対して、地方交付税措置（標準団体（人口10万

人）につき１名分の財政措置）が講じられるとともに、開設準備に要す

る費用が補助金の補助対象に加わるなど、財政措置の拡充を図ったとこ

ろである。

また、昨年７月より、子ども家庭総合支援拠点の立ち上げに知見を有

する者をアドバイザーとして各自治体に派遣を行う仕組みを開始してお

り、令和２年度予算案では、このアドバイザー派遣の取組を西日本こど

も研修センターあかしの事業として予算化し、取組の強化を図ることと

している。

2022年度までに全ての市町村に子ども家庭総合支援拠点が設置される

よう、こうした事業を積極的に活用していただきたい。

④ 児童相談所虐待対応ダイヤル（１８９）の無料化等について

（関連資料60参照）

児童相談所虐待対応ダイヤルは、平成27年７月１日から10桁から３桁

の番号「１８９」（いち・はや・く）に変更し、平成28年４月１日から、

利用者の利便性向上のために、音声ガイダンスの短縮などの改善を行っ

てきた。
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今般、「児童虐待防止対策の抜本的強化について」（平成31年３月19日

付け児童虐待防止対策に関する関係閣僚会議決定）に基づき、通話料の

無料化等（※１）を行い、利便性の向上を図った。

令和２年度予算案において児童虐待・ＤＶ対策等総合支援事業（24時

間・365日体制強化事業）の単価の拡充（※２）を行っていることから、

各自治体におかれては、補助金も活用のうえ、通告・相談体制の確保を

お願いしたい。

※１ 今回実施した内容

①児童相談所虐待対応ダイヤルの通話料の無料化

・これまで有料であった通話料の無料化

※名称変更（旧）児童相談所全国共通ダイヤル→（新）児童相談所虐待対応ダイヤル

②児童相談所相談専用ダイヤルの開設

・相談専用ダイヤルを開設し、利用者の利便性の向上を図る。（0570-783-189（なやみ

・いち・はや・く））

※２ 令和２年度予算案における24時間・365日体制強化事業の補助単価案

時間外受付を22時まで実施した場合 １児童相談所当たり 4,956.5千円→5,110千円

時間外受付を22時以降まで実施した場合

１児童相談所当たり 9,913千円→12,775千円

⑤ 要保護児童対策地域協議会の構成員について

要保護児童等の早期発見や適切な保護を図るため、市町村が設置する

要保護児童対策地域協議会（以下「要対協」という。）においては、関

係機関で子どもとその家族に関する情報や支援方針を共有し、適切な連

携の下で対応していくこととしている。

しかしながら、個々のケースへの対応について、関係機関の連携が十

分でなく、深刻な事態に至ったケースも見受けられることから、要対協

による関係機関の協力・連携を徹底する必要がある。とりわけ、児童相

談所、教育委員会及び警察は、児童虐待の通告、早期発見、早期対応等

に関与する機会が多い公的機関であり、要対協を構成する主たる機関で

あること、また、配偶者暴力相談支援センターや福祉事務所は、児童虐

待の特性とＤＶの特性が相互に重複して発生することを踏まえて参画が

求められる機関であることから、これらの機関が要対協の構成員となっ

ていない市町村においては、構成員への参画について速やかにこれらの

機関と調整していただくよう、「要保護児童対策地域協議会構成員への

参画について（依頼）」（令和元年８月１日付け子家発0801第３号厚生

労働省子ども家庭局家庭福祉課長通知）を発出したところである。

こうしたことを踏まえながら、引き続き、要対協の仕組みを活用した

関係機関の連携強化に取り組んでいただきたい。
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⑥ 警察との連携強化について

児童虐待への対応における警察との連携については、「児童虐待への

対応における警察との連携の強化について」（平成30年7月20日付け厚

生労働省子ども家庭局家庭福祉課長通知）により、警察との間で共有す

る情報の基準の明確化、警察職員等の知見の活用、合同研修の積極的な

実施等を示しているところであり、これらを参考に都道府県警察と協議

を行うなど、警察との連携の強化に努められたい。

また、令和２年度予算案において、児童相談所において子どもの安全

確認を適切に行うことができる体制を確保するための補助に関して、警

察OBを配置した場合、補助額を拡充することを盛り込んでいることから、

積極的に活用されたい。

⑦ 児童福祉司等に義務化された研修の実施について

平成28年の児童福祉法改正により義務付けられた児童福祉司任用前講

習会、児童福祉司任用後研修、児童福祉司スーパーバイザー研修、要保

護児童対策調整機関調整担当者研修（以下「児童福祉司等の研修等」と

いう。）については、「児童福祉司等及び要保護児童対策調整機関の調

整担当者の研修等の実施について」（平成29年３月31日付け雇児発0331

第16号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）において、研修等の実

施方法等の詳細（カリキュラム、実施主体、対象者、講師要件、研修の

修了評価等）についてお示ししているところである。

各自治体におかれては、児童福祉司等の専門職が適切に研修を受講で

きるよう、引き続き、研修の実施をお願いしたい。なお、児童福祉司等

の研修等の実施に当たっては、児童虐待防止対策支援事業における児童

虐待防止対策研修事業を積極的にご活用いただきたい。

また、児童福祉司等の研修等の実施に当たっては、法律で定められた

者以外の者が受講することも差し支えなく、特に児童福祉司任用前講習

会や要保護児童対策調整機関調整担当者研修については、児童福祉司や

市町村における児童虐待防止対策に関する業務の遂行に当たり必要な知

識に関する内容が多く含まれているため、市区町村子ども家庭総合支援

拠点の職員も含め、市町村の児童家庭相談に携わる職員にも積極的に受

講していただくことが望ましい。

また、来年度（2020年度）の児童福祉司スーパーバイザー研修につい

ては、「子どもの虹情報研修センター」（横浜市）及び「西日本こども

研修センターあかし」（明石市）において実施する予定としており、日

程等が決まり次第お知らせするので、ご承知おき願いたい。
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（３）児童虐待防止対策の抜本的強化について

（関連資料61参照）

児童虐待への対応については、これまで、児童虐待の防止等に関する

法律（以下「児童虐待防止法」という。）及び児童福祉法の累次の改正

や、民法などの改正により、制度的な充実が図られてきたところである

が、増加する児童虐待に関する相談に対応し、子どもの生命が奪われる

痛ましい事件が二度と繰り返されないよう、昨年度以来、「児童虐待防

止対策の強化に向けた緊急総合対策」、「児童虐待防止対策体制総合強

化プラン」（新プラン）、「「児童虐待防止対策の強化に向けた緊急総合

対策」の更なる徹底・強化について」などの必要な対策を講じてきた。

昨年３月には、関係閣僚会議において、児童虐待の発生予防・早期発

見や児童虐待発生時の迅速・的確な対応等を強化する内容とする「児童

虐待防止対策の抜本的強化について」を決定した。

※ 児童虐待防止対策の抜本的強化についての概要

・ 児童福祉司への処遇改善などによる児童相談所の体制強化

・ 一時保護所の環境整備、職員体制の強化なども含めた児童相談

所の設置促進

・ 児童相談所と市町村の情報共有システムの推進など関係機関間

での連携強化

・ 保護者支援プログラムに関する支援の拡充や専門人材の養成

（４）令和２年度予算案について

（関連資料62参照）

令和２年予算案においては、「児童虐待防止対策の強化に向けた緊急

総合対策」、「児童虐待防止対策体制総合強化プラン」（新プラン）及び

「児童虐待防止対策対策の抜本的強化」を踏まえ、児童虐待防止対策の

強化を図るための予算措置を行っている。

① 児童相談所の体制強化等

児童相談所の体制を一層強化するため、昨年３月に決定した抜本的強

化等を踏まえ、令和２年度予算案において、以下の予算を盛り込んでお

り、これらを積極的に活用し、新プランの目標達成に向けて取り組むと

ともに、児童虐待対応等の迅速かつ的確な対応に努められたい。

○ 児童相談所及び市区町村において、児童虐待の対応に当たる職員の

専門性の向上を図るため、児童相談所におけるケースワークの実務に

精通した者や、市区町村における子ども家庭総合支援拠点の立ち上げ

に知見を有する者を、アドバイザーとして各自治体に派遣する事業を
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創設。

○ 常時、弁護士による指導又は助言のもとで対応できるよう、弁護士

の配置及び計画的な人材確保を進めるための採用活動に係る補助を拡

充。

○ 児童相談所における医師の配置や日常的に医師とともに対応できる

体制の整備及び自治体が行う医療機関従事者向けの研修について補助

を拡充。

○ 中核市及び特別区における児童相談所の設置促進を図るため、職員

派遣の際の代替職員の確保に係る補助を拡充。

○ 一時保護を必要とする子どもを適切な環境において保護し、安心・

安全に、一人ひとりに応じた個別的な対応が出来るよう、施設整備に

係る費用の補助及び職員体制の抜本的な拡充。

・一時保護所において個別的な対応が出来る環境整備のとして、整

備に係る補助の基礎単価の引き上げや個別対応に対応するための

整備を行った場合の加算上限の引き上げ。

・職員の配置改善【現行】子ども：職員＝最大４：１【改善案】最

大２：１

・個別の対応が必要な子どもに対する支援体制の強化（利用児童数

に応じた職員配置加算の創設）

・アレルギー対応等が必要な子どもへの対応の強化（利用児童の規

模に応じて調理員を加配するとともに、利用児童が一定数以上の

一時保護所において栄養士を配置）。

・一時保護している子どもが適切に教育を受けられる、また、学校

等に通園・通学できるよう支援を拡充。

○ 精神的･肉体的負担が大きい業務の性質や専門性を有する人材の確

保が求められている一時保護所職員について、児童入所施設措置費

を拡充（月額２万円）し、処遇改善を図ることとしている。

○ また、児童相談所に勤務している児童福祉司、児童心理司、保健

師についても、一時保護所職員と同様に処遇改善を図ることとして

おり、これを踏まえ地方交付税措置を拡充（月額２万円相当）す

る。

② 市町村における取組の充実

令和２年度予算案においては、市区町村において、地域とつながりの

ない未就園児等のいる家庭等への訪問支援を強化するため、育児不安の

ある家庭に継続的な訪問を行えるよう、補助を拡充する。また、訪問と

併せて、育児用品の配布を行うなど、保護者が支援を受け入れやすくす

る取組に対する補助を創設する。
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また、子ども家庭総合支援拠点において、民生委員・児童委員など、

身近な地域住民に対する児童虐待防止対策に関する普及啓発活動を強化

するとともに、地域における見守りの活動の活性化を促すため、要支援

児童の居場所づくり等の取組に対する補助を創設する。

③ 要保護児童等に関する情報共有システムの構築

児童相談所・市区町村における情報共有や、転居ケース等における対

応を効率的・効果的に行うため、要保護児童等に関する情報共有システ

ムの整備を進めることとしており、令和２年度予算案では、全国統一の

情報共有システムの開発に要する費用を計上するとともに、自治体にお

けるシステム改修費等に対する補助を行うこととしている。

全国統一の情報共有システムの開発については、今年度、仕様書を作

成することとしており、現在、自治体等に対して、仕様書案の意見招請

を行っている。各自治体においては、システムの利用者となる立場から、

仕様書案の内容を確認いただき、ご意見いただきたい。

④ 子どもの権利擁護の推進

児童福祉審議会は、具体的なケースについて実情をより正確に把握し、

児童自身の権利を擁護していくため、平成28年の児童福祉法改正におい

て、関係行政機関に加えて、児童、その家族その他の関係者に対し、必

要な報告等を求め、その意見を聴くことができることとされた。このた

め、児童相談所が子どもの権利を守っていないと考えられるときや子ど

もの意向が児童相談所の措置や対応と一致しないときなどに、子ども自

身や関係機関が児童福祉審議会に対して申立てを行うことができるよ

う、申立窓口の連絡先の整備・周知など、児童福祉審議会における意見

聴取等の仕組みを活用できるための体制の整備に努められたい。

なお、平成30年度子ども・子育て支援推進調査研究事業において、子

どもが意見表明できるような仕組みなど子どもの権利擁護に取り組む自

治体における体制整備や枠組み等に関するガイドラインを作成したこと

に加え、令和元年度予算では、子どもの権利擁護を推進する観点から、

電話やハガキによる相談、第三者の訪問による聴取等の方法により、児

童相談所が関与した子どもの意見表明を受け止める体制の構築を図るた

めの実証モデル事業を実施しており、令和２年度予算案においても引き

続き実施することとしていることから、各自治体において積極的に活用

いただきたい。
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10．社会的養育の充実について

（１）都道府県社会的養育推進計画について

（関連資料63参照）

平成28年改正児童福祉法の理念のもと、「新しい社会的養育ビジョン」

で掲げられた取組を通じて、「家庭養育優先原則」を徹底し、子どもの

最善の利益を実現していくため、平成30年７月に、各都道府県に対して

計画の策定要領をお示しし、社会的養育の充実に向けた新たな計画を

今年度末までに策定いただくよう依頼している。

この計画は、

・ 全ての地域において、質の高い里親養育を実現するため、里親の

リクルート及びアセスメント、里親登録前後及び委託後における里

親に対する研修、子どもと里親とのマッチング、子どもの里親委託

中における里親養育への支援、里親委託解除後における支援に至る

までの一連の業務（フォスタリング業務）を一貫して担う、包括的

な実施体制を2020年までに構築すること

・ 乳児院や児童養護施設については、施設での養育を必要とするケ

アニーズの高い子どものための質の高い養育や、小規模かつ地域分

散化の推進、里親や在宅家庭への支援等を行うなどの多機能化・機

能転換を進めること

・ 一時保護について、子どもの権利擁護が図られ、安全・安心な環

境で適切なケアが提供されることが重要であることから、一時保護

の改革を行い、見直しや体制整備を図ること

など、在宅での支援から特別養子縁組、代替養育や自立支援などが網羅

されたものとなっている。これらの項目全ては緊密につながっており、

一体的かつ全体的な視点をしっかり持って進めていただきたい。

なお、計画の策定に当たっては、これまでの地域の実情は踏まえつつ

も、子どもの権利や子どもの最善の利益はどの地域においても実現され

るべきものであること、及び国においてお示しした数値目標を十分に念

頭に置き策定いただくよう改めてお願いしたい。

また、上記の包括的な里親養育支援体制の構築や、乳児院・児童養護

施設の高機能化及び多機能化・機能転換、小規模かつ地域分散化の推進、

一時保護改革に当たっては、策定要領と併せてガイドライン等を発出し

ており、これらも十分踏まえて取組を進めていただきたい。

現在、各都道府県における里親等委託率の目標値の検討状況をご報告

いただいたところであるが、目標値が低調な都道府県に対して、その考

え方などについて、順次ヒアリングを実施している。ヒアリングの結果
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を踏まえ、必要な助言を行うとともに、目標値の更なる検討をお願いす

る場合があるのでご承知置きいただきたい。

（２）令和２年度予算案における社会的養育の推進関係事業等につい

て

（関連資料62参照）

（１）のとおり、都道府県社会的養育推進計画の策定を依頼してい

るところであるが、令和２年度予算案においては、こうした各都道府

県等の取組を支援するため、①家庭養育等の推進、②施設の小規模か

つ地域分散化③虐待を受けた子どもなどへの自立支援の充実に必要な

予算を計上しており、具体的には、

①家庭養育等を推進するための予算として、

ア ２人目以降の里親手当の充実

イ 里親委託前のマッチングに対する支援（面会交流等の係る交

通費及び委託前養育期間中の生活費）の創設

ウ フォスタリング機関における24時間の相談体制及び緊急対応

体制の整備

エ 養子縁組民間あっせん機関に対する支援や、養親希望者の手

数料負担の軽減策の拡充 等

②施設の小規模かつ地域分散化を推進するための予算として、

ア 児童養護施設における施設の職員配置基準の強化（子ども：

職員＝６：４→最大６：６）

イ 児童養護施設及び乳児院の改修期間中に発生する建物賃借料

の補助 等

③虐待を受けた子どもなどへの自立支援の充実のための予算として、

ア 児童養護施設等における進学・就職等の自立支援や退所後の

アフターケアを担う職員の配置

イ 都道府県等における自助グループへの支援（専任職員の配置、

事務費等）の充実

ウ 都道府県及び社会的養護経験者等を対象とした全国大会の開

催 等

を計上している。

（３）特別養子縁組の推進について

（関連資料64参照）

保護者のない子どもや、虐待を受けた子どもなど、社会的養育が必要

な子どもに対し、温かく安定した家庭の中での養育を確保する上で、養
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子縁組あっせん事業が果たす役割は重要であり、その業務の適正な運営

を確保する観点から、民間あっせん機関による養子縁組あっせんに係る

児童の保護等に関する法律（平成28年法律第110号）が制定され、平成

30年４月１日より施行されている。

金品による優先的なあっせんや、実親への不十分な意思確認など、養

子縁組あっせん事業を行う者の対応が不適切な事案も生じており、同事

業の適正かつ円滑な運営が図られるよう、今後、新たに許可申請を希望

する者への対応を含め、引き続き、適正に対応していただくようお願い

したい。

また、令和２年度予算案においては、民法の改正により、特別養子縁

組の対象が原則６歳未満から原則15歳未満に引き上げられたことを踏ま

え、

① 比較的年齢の高い養子とその養親に対する支援体制を構築するモ

デル事業の創設

② 養子縁組民間あっせん機関の職員の資質向上を図るモデル事業の

創設

③ 養子縁組民間あっせん機関を利用する養親希望者の手数料負担の

更なる軽減策

を盛り込んだところであり、都道府県等におかれては、積極的な実施を

お願いする。

11．ひとり親家庭等の自立支援及び困難な問題を抱える女性

への支援等の推進について

（関連資料65～67参照）

ひとり親家庭を取り巻く状況については、平成28年度に実施した全国ひ

とり親世帯等調査の結果において、母子世帯の就業率は81.8％、父子世帯

の就業率は85.4％と高い水準にあるが、特に母子世帯については雇用環境

や所得状況が平成23年度の前回調査から改善しているものの、就業者のう

ち43.8％はパート・アルバイト等の不安定な就労形態にあり、平均年間就

労収入（母自身の就労収入）は200万円、平均年間収入（母自身の収入）は

243万円となっており、依然として厳しい状況にある。

このため、ひとり親家庭の支援については、子どもの貧困対策を推進す

る観点からも平成27年12月に決定された「すくすくサポート・プロジェク

ト」に基づき、就業による自立に向けた就業支援を基本としつつ、子育て

・生活支援、学習支援など総合的な支援施策を着実に進めることが重要で

ある。

－34－



また、様々な困難な問題を抱える女性に対して、婦人相談所等で行う相

談、保護、自立支援等の取組を推進するとともに、婦人保護事業の運用面

の改善に向けた取組の充実やＤＶ対応と児童虐待対応との連携強化を図る

こととしている。

（１）ひとり親家庭等の自立支援の推進について

令和２年度予算案においては、相談窓口のワンストップ化の推進、

子どもの学習支援、居場所づくり、親の資格取得支援、養育費確保支

援などの支援策を着実に実施するとともに、新たに以下の取組に必要

な予算を確保している。

各自治体におかれては、ひとり親家庭の生活実態や支援ニーズを踏

まえ、国庫補助金の活用も含め、支援施策の積極的な取組をお願いす

る。

① 母子家庭等就業・自立支援事業について

母子・父子自立支援員等のひとり親家庭の相談に従事する職員の

専門性の向上を図る観点から、国、地方自治体等が実施する各種研

修を積極的に受講できるよう、研修派遣のための旅費や派遣中の代

替職員の配置に必要な経費の補助を行う。

② ひとり親家庭等日常生活支援事業について

事業者の参入を促し、支援に必要な人材の確保を図るため、家庭

生活支援員の派遣に係る補助単価の充実を図る。また、定期利用の

対象範囲を小学生を養育する家庭まで拡大する。

③ ひとり親家庭等生活向上事業について

ひとり親家庭等への相談支援の充実を図るため、母子生活支援施

設を活用し、短期間の施設利用による子育てや生活一般に関する助

言・指導、各種支援につなげるための相談等を実施する。

④ 母子・父子自立支援プログラム策定事業について

母子・父子自立支援プログラム策定員等が適切な支援方針の提示

とともに、効果的な資格取得を助言できるよう、キャリアコンサル

タントによる講習を受講する経費を補助する。

⑤ ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業について

ひとり親家庭の親及びその子どもの学び直しを支援することによ

り、より良い条件での就職や転職に向けた可能性を広げ、安定した

雇用につなげていくため、高等学校卒業程度認定試験合格のための

講座を受講する場合に、その費用の一部を支給する給付金の支給割

合の見直しを行う。

⑥ 離婚前後親支援モデル事業について

「親支援講座」に加え、地方自治体が養育費の履行確保等に資す
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るものとして先駆的に実施する事業（公正証書作成への支援による

養育費の取り決めを促進する事業等）に対する補助を行う。

⑦ 社会保障・税番号制度に係る情報連携体制整備事業について

児童扶養手当制度におけるマイナンバーを活用した情報連携のた

め、都道府県等に対して、関連するシステムの改修を行うための費

用の一部を補助する。

⑧ 母子父子寡婦福祉資金について

ひとり親家庭の子どもが大学等に修学しやすい環境を整えるため、

就学支度資金や修学資金に受験料や修学期間中の生活費等を加える。

（２）困難な問題を抱える女性への支援等の推進について

令和２年度予算案における婦人保護事業の対応については、婦人保護

事業の運用面の改善に向けた取組を推進するために必要な予算ととも

に、ＤＶ対応と児童虐待対応との連携強化に必要な予算を盛り込んでい

るので各都道府県等におかれては、地域の実情に応じた積極的な事業の

実施をお願いする。

① 婦人保護事業の運用面の改善に向けた取組について

平成30年７月に設置した「困難な問題を抱える女性への支援のあり

方に関する検討会」の議論等を踏まえ、令和元年６月に「婦人保護事

業の運用面における見直し方針」を取りまとめ、他法他施策優先の取

組の見直しや一時保護委託の対象拡大と積極的活用等に取り組むこと

としている。令和２年度予算案においては、当該見直し方針を踏まえ

た以下の対応に必要な予算を盛り込んでいる。

ア 婦人相談員活動強化事業等について

婦人相談員の専門性の向上を図る観点から、国、地方公共団体等

が実施する各種研修を積極的に受講できるよう婦人相談員の研修派

遣のための旅費や派遣中の代替職員の配置に必要な経費の補助や、

これまで都道府県（婦人相談所を設置する指定都市を含む。）で実

施する専門研修について、婦人相談員を配置する市（特別区を含む。）

でも実施できるよう実施主体を拡大する。

イ 婦人保護施設退所者自立生活援助事業について

婦人保護施設を退所した者が、地域社会で安定した自立生活を継

続して送ることができるよう、気軽に立ち寄って悩みや近況を報告

できる「集いの場の提供支援」を新たに実施する。

ウ 婦人相談所ＳＮＳ相談支援事業について

婦人保護事業では、従来、婦人相談所等において、電話相談から
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始まり、来所相談、一時保護等の支援につなげているところである

が、近年、若年層を中心にＳＮＳがコミュニケーション手段の中心

となっている実態を踏まえ、婦人相談所にＳＮＳを活用した相談体

制を導入し、それを入り口として若年層をはじめとした困難を抱え

る女性が支援に円滑につながるよう、ＳＮＳを活用した相談窓口の

開設準備費用、運用経費への補助を創設することとしている。

また、令和元年度の調査研究において、SNSを活用した相談窓口

の安全な開設方法や相談支援等の運用方法について調査を実施して

おり、報告書が取りまとまり次第、情報提供する。

エ 地域移行支援事業（ステップハウス）について

婦人保護施設において、施設入所者が施設を退所する前の一定期

間、施設本体から離れ、施設付近の住宅において生活することで地

域生活等を体験し、施設退所後の地域生活への円滑な移行等に向け

た支援の充実を図るため、生活資金の自己管理に係る訓練の充実や、

見守り支援を行うための生活支援員を新たに配置する。

オ ＤＶ被害者等自立生活援助事業について

これまでモデル事業として実施してきた、ＤＶシェルター等の一

時的な居場所にいる被害女性への生活相談や就職支援、退所後の相

談支援等を行う当該事業を本格実施する。

② ＤＶ対応と児童虐待対応との連携強化について

平成31年３月に児童虐待防止対策に関する関係閣僚会議で決定され

た、「児童虐待防止対策の抜本的強化について」には、ＤＶ対応と児

童虐待対応との連携強化に向けて、婦人相談所の体制強化や、婦人保

護施設の機能の充実を図ることが盛り込まれている。

また、昨年６月に成立した、「児童虐待防止対策の強化を図るため

の児童福法等の一部を改正する法律」には、ＤＶ対策との連携強化の

ため、婦人相談所及び配偶者暴力相談支援センターの職員については、

児童虐待の早期発見に努めることとされるとともに、児童相談所はＤ

Ｖ被害者の保護のために、配偶者暴力相談支援センターと連携協力す

るよう努めるものとする旨が規定されていることを踏まえ、令和２年

度予算案において以下の対応に必要な予算を盛り込んでいる。

ア ＤＶ対応・児童虐待対応連携強化事業（仮称）について

婦人相談所において、ＤＶ被害者等が同伴する子どもの支援の充

実を図るため、児童相談所、教育機関、福祉部門及び要保護児童対

策地域協議会等の関係団体と連携する「児童虐待防止対応コーディ
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ネーター（仮称）」を配置し、児童虐待対応との連携の強化を図る。

イ 同伴児童への学習支援等の充実について

婦人相談所一時保護所及び婦人保護施設に入所したＤＶ被害者等

が同伴する子どもについて、適切に教育を受けられる体制を充実す

るため、学習指導員の配置や、教材等の整備に必要な補助を行うほ

か、一時保護委託先や婦人保護施設から小・中学校等に安全・安心

に通学するために、生活支援員による通学への同行に必要な旅費等

を補助する。

また、婦人相談所一時保護所及び婦人保護施設の職員配置を促し、

心理的ケアの体制強化を図るため、「心理療法担当職員雇上費加算」

の要件を緩和（※）する。

※ 「心理的ケアを必要とする者が年度当初に１０名以上いること」

から「常時１名以上いること」に緩和。
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（連 絡 事 項）





１．保育対策等の推進について

（１）保育対策関連予算について

（関連資料68参照）

① 待機児童の解消等に向けた取組の推進

待機児童の解消に向け、「子育て安心プラン」に基づき、保育所等

の整備などを推進するとともに、保育を支える人材の確保のため、保

育士修学資金貸付等事業の貸付原資等の確保や保育士宿舎借り上げ支

援事業の要件見直しなどを実施する。

ア 保育の受け皿整備 767億円（787億円）

待機児童の解消に向け、「子育て安心プラン」に基づき保育の受

け皿を確保するため、保育所等の整備などによる受入児童数の拡大

を図る。

《2020（令和２）年度予算案等の主な内容》

○保育所等整備交付金

「子育て安心プラン」に基づき、意欲のある自治体の取組を支

援するため、引き続き国庫補助率を嵩上げ（1/2→2/3）し、保

育の受け皿の整備を推進する。

○保育所等改修費等支援事業【拡充】

「子育て安心プラン」に基づき、意欲のある自治体の取組を

支援するため、引き続き国庫補助率を嵩上げ（1/2→2/3）し、

保育の受け皿の整備を推進する。

賃貸物件を活用して保育所等を設置する場合の改修費等の補

助について、定員規模に応じた補助基準額に見直し、引上げを

行うとともに、幼保連携型認定こども園（保育を実施する部分）

を補助対象に加える。

※ 実施要綱（案）及び補助基準額（案）については、関連

資料63参照。

【2019（令和元）年度補正予算案】 228億円

保育の受け皿整備等を進めるため、施設整備や改修に必要な

費用を補正計上。

※ 保育所等整備交付金及び保育所等改修費等支援事業につ

いて、意欲のある自治体の取組を支援するため、国庫補助
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率を嵩上げ（1/2→2/3）

※ 賃貸物件を活用して保育所を設置する場合の改修費等の

補助について、定員規模に応じた補助基準額に見直し、引

上げを行うとともに、幼保連携型認定こども園（保育を実

施する部分）を補助対象に加える。

＊ 保育所等改修費等支援事業の実施要綱（案）及び補助

基準額（案）については、関連資料69参照。

イ 保育人材確保のための総合的な対策 190億円(152億円)

保育の受け皿整備に伴い必要となる保育人材の確保を図るため、

①保育士資格の取得促進、②就業継続のための環境づくり、③離職

者の再就職の促進といった観点から、総合的に支援を行う。

《2020（令和２）年度予算案等の主な内容》

○保育士修学資金貸付等事業【新規】

保育士資格の取得や再就職を目指す者等に対する修学資金等

の貸付原資等を補助する保育士修学資金貸付等事業について、

当初予算に計上し、安定的な財源確保を図る。

○保育士宿舎借り上げ支援事業【要件見直し】

待機児童数及び保育士の有効求人倍率の要件に該当するか否

かを決める時点を直近２か年の状況で対象者の年数（採用日か

ら５年又は10年以内）を決定する仕組み等に見直すとともに、

全国一律の補助基準額（月額82,000円）について、現行の月額

82,000円を上限としつつ、地域の実勢に合わせ、住宅・土地統

計調査に基づく市区町村単位の金額設定に見直す。（補助基準

額（案）については、関連資料70参照。）

※ 保育士宿舎借り上げ支援事業の対象者

採用された日から起算して10年以内の常勤の保育士

＜要件見直し＞

ただし、以下の場合は５年以内とする。

【現行】

直近４月１日時点の待機児童数が50人未満、かつ、直

近１月の有効求人倍率が全国平均以下の市区町村

【見直しの考え方】

・ 待機児童解消の取組が評価されない仕組みを見直す

とともに、一方で、待機児童解消の取組が進んでいな
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い場合には５年以内に据え置く

・ 対象者の年数（５年又は10年以内）の予見可能性を

上げることで、保育士募集に際して支障が生じないよ

う見直す

【見直し後】

直近２か年の４月１日時点の待機児童数が連続して50

人未満、かつ、直近２か年の１月の保育士の有効求人倍

率が連続して全国平均以下の市区町村

ただし、待機児童数が50人未満（前年度）から50人以

上（事業実施年度）となった場合で、かつ、直近２か年

の１月の保育士の有効求人倍率が連続して全国平均以下

の市区町村も５年以内とする

※ 補助基準額については、令和元年度に事業の対象だった者

で、引き続き令和２年度も事業の対象となる場合、令和元年

度の補助基準額を適用する経過措置を設定。

【2019（令和元）年度補正予算案】

○保育所等におけるＩＣＴ化推進事業 3.6億円

・ 保育士の業務負担軽減を図るため、以下①、②に係る導入

費用の一部を補助する。

① 保育に関する計画・記録や保護者との連絡、子どもの

登降園管理等の業務のＩＣＴ化を行うために必要なシス

テム

② 外国人の子どもの保護者とのやりとりに係る通訳や翻

訳のための機器

・ 病児保育事業所及び一時預かり事業所において、空き状況

の見える化や予約・キャンセル等のＩＣＴ化を行うために必

要なシステムに係る導入費用の一部を補助する。

・ 認可外保育施設において、保育記録の入力支援など、保育

従事者の業務負担軽減につながる機器に係る導入費用の一部

を補助する。

ウ 多様な保育の充実 70億円( 89億円)

保育所等における要支援児童等の対応や関係機関との連携の強

化、医療的ケアを必要とする子どもの受入体制の整備や自宅から距

離のある保育所等の利用を可能にするための保育所等への直接送迎

の実施、家庭的保育における複数の事業者・連携施設による共同実
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施の推進等、様々な形での保育の実施を支援する。

《2020（令和２）年度予算案の主な内容》

○保育所等における要支援児童等対応推進事業【新規】

保育所等において、保育士等が有する専門性を活かした保護

者の状況に応じた相談支援などの業務を行う地域連携推進員

（仮称）の配置を促進し、保育所等における要支援児童等の対

応や関係機関との連携の強化、運営の円滑化を図る。

○医療的ケア児保育支援モデル事業【拡充】

医療的ケアを必要とする子どもの受入体制の整備を推進する

ため、引き続きモデル事業として保育所等における、看護師の

配置や保育士の喀たん吸引等に係る研修の受講等への支援を実

施するとともに、新たに医療的ケア児の受入れの判断をするた

めの検討会設置等の事業費を支援する。

○保育環境改善等事業

保育所等において医療的ケア児の受入れを可能とする体制を

整備するため、障害児受入促進事業に医療的ケア児を受け入れ

るために必要な改修等を加えるとともに、病児保育事業（体調

不良児対応型）設置促進事業・推進事業の実施促進を図るため、

事業の制限「１施設につき１回限り」を見直す（規定の削除）。

エ 保育所等の園外活動時の安全確保（一部再掲）39億円（ 50億円）

交通事故から次世代を担う子どものかけがえのない命を守るた

め、保育支援者又はいわゆるキッズ・ガード（仮称）が園外活動時

の見守り等を行うこと等により、子どもが集団で移動する際の安全

確保を図る。

《2020（令和２）年度予算案の主な内容》

○保育体制強化事業【拡充】

保育支援者の業務に「園外活動時の見守り等」を加えるほか、

いわゆるキッズ・ガード（仮称）への謝金等を補助することで、

保育所外等での活動において、子どもが集団で移動する際の安

全確保を図る。

○保育所等の質の確保・向上のための取組強化事業【拡充】

子どもが集団で移動する際の安全確保を図るため、保育所等

に勤務する職員や巡回支援指導員を対象とした研修の内容に園

外活動時における安全対策を加えるとともに、巡回支援指導の
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内容に園外活動等における安全対策の実地指導等を加える。

オ 認可外保育施設の質の確保・向上（一部再掲） 29億円( 40億円)

認可外保育施設における保育の質の確保・向上を図るため、認可

外保育施設が遵守・留意すべき内容や重大事故防止に関する指導・

助言を行う「巡回支援指導員」の配置や、必要な知識、技能の修得

及び資質の確保の研修の実施等、認可外保育施設の認可保育所等へ

の移行に向けた支援を行う。

《2020（令和２）年度予算案の主な内容》

○保育所等の質の確保・向上のための取組強化事業【拡充】(再掲）

○認可外保育施設改修費等支援事業【新規】

認可外保育施設の指導監督基準について、職員配置基準は満

たしているが設備基準を満たしていない認可外保育施設に対し

て、認可保育所等の設備の基準を満たすために必要な改修費や

移転費等を支援する。

② 子ども・子育て支援新制度の実施 ※内閣府予算

ア 子どものための教育・保育給付（説明資料及び詳細版資料（重点

事項）３参照）

すべての子ども・子育て家庭を対象に、市区町村が実施主体とな

り、教育・保育の子ども・子育て支援の量的拡充及び質の向上を図

るとともに、「新しい経済政策パッケージ」等に基づき、幼児教育

・保育の無償化、保育士の処遇改善を実施する。

さらに、子ども・子育て会議における「子ども・子育て支援新制

度施行後５年の見直しに係る対応方針について」（令和元年12月10

日子ども・子育て会議）を踏まえ、公定価格の設定方法について「積

み上げ方式」を維持するとともに、①土曜日に閉所した場合の減算

の見直し、②地域区分の見直し、③栄養管理加算の拡充、④チーム

保育推進加算の要件緩和等の見直しを行うこととしている。

イ 地域子ども・子育て支援事業

○延長保育事業

夜間保育所が夜間の延長保育（22時以降）を実施する場合の補

助基準額を拡充する。

－43－



○一時預かり事業

在宅の子育て家庭の育児疲れによるレスパイトや孤立した子育

てによって虐待につながることがないよう、特に、地域子育て支

援拠点など、いつでも気兼ねなく集まり、交流できる場における

実施促進を図るため、利用児童数900人未満の施設の補助基準額

の充実を図るとともに、利用しやすいシステムの導入支援や障害

児や多胎児を預かる場合の加算措置等を新たに実施する。

Ⅰ．処遇改善

・ 利用児童数900人未満の施設の補助基準額を拡充

配置基準を満たす職員配置が可能となるよう、特に運

営の厳しい年間延べ利用児童数900人未満の施設について、

実勢に見合った補助基準額に充実するため、職員２人分の

人件費＋事業費等を基本分単価として設定する。

・ 利用児童数に応じた補助基準額の設定

年間延べ利用児童数が3,900人以上で補助基準額が据え

置きとなっている区分について、20,000人の区分まで段階

的に補助基準額を設定するとともに、それ以降は別途協議

とする仕組みを導入する。

Ⅱ．0.3兆円超メニュー「一時預かり事業の充実」

一時預かり事業の充実中、「保育所以外の施設について

事務経費を措置」について、賃借料や、予約、利用料徴収

等の事務のための非常勤職員等事務経費を追加する。

Ⅲ．特別支援加算の創設

職員配置基準に基づく職員配置以上に加配が必要な障害

児や、多胎育児家庭の育児疲れによる心理的・身体的負担

の軽減を図るため、障害児や多胎児を預かる場合の加算を

創設する。

その他、次世代育成支援対策施設整備交付金のメニューに一

時預かり事業の整備費を追加する。

また、令和元年度補正予算案により、一時預かり事業所にお

いて、空き状況の見える化や予約・キャンセル等のＩＣＴ化を

行うために必要なシステムに係る導入費用の一部を補助する。

ウ 企業主導による多様な就労形態等に対応した多様な保育の推進

「子育て安心プラン」に基づき、企業主導型の事業所内保育等の
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保育を支援する。

・企業主導型保育事業

休日や夜間の対応など企業の勤務時間に合わせた保育や、

複数企業による共同利用などの柔軟で多様な保育の提供を可

能とした施設の設置・運営を支援する。

・企業主導型ベビーシッター利用者支援事業

残業や夜勤等の多様な働き方をしている労働者が、ベビー

シッター派遣サービスを利用しやすくなるよう支援する。

（２）認可外保育施設の利用料に係る消費税の非課税措置の拡充に

ついて （関連資料71参照）

今般の無償化を契機に、１日当たり５人以下の乳幼児を保育する認可

外保育施設に係る保育に従事する者に関する基準を見直したことに加

え、原則年１回以上の集団指導を行うこととされている。

これを踏まえ、令和２年度税制改正において、１日当たり５人以下の

乳幼児を保育する認可外保育施設のうち、都道府県知事等から指導監督

基準を満たす旨の証明書の交付を受けた施設において行われる保育に係

る利用料を非課税とすることとした。なお、この非課税措置については、

令和２年10月１日以後に行われる資産の譲渡等について適用する。

運用の詳細については、今後、別途通知する予定。

（３）保育所等における交通安全対策について （関連資料72、73参照）

① 緊急安全点検

幼稚園や保育所等周辺の交通安全対策を行うため、昨年６月に園

児の散歩道の危険箇所の抽出を都道府県や市町村に依頼し、10月末

までに各施設の所管省庁に点検結果を報告することとしていた。昨

年末に開催された関係閣僚会議において、内閣府から点検結果の取

りまとめの中間報告がなされた。各自治体におかれては、点検の実

施及び結果報告にご協力いただき感謝申し上げる。

② キッズ・ゾーン

小学校や幼稚園周りの交通安全対策を行う「スクール・ゾーン」

に準じ、保育所周りの「キッズ・ゾーン」を創設し、昨年11月に都

道府県や市町村の保育担当部局に向け通知を発出したところである。

また、警察庁や国交省からも同旨の通知等が同月に県警や道路管理

者に対し発出されている。各自治体におかれては、都道府県警察や
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道路管理者等と協力の上、交通安全対策を行っていただくようお願

いする。

（４）保育事故防止に係る安全対策の強化について

（関連資料74参照）

保育施設等における事故防止の取組を推進するため、これまで、内閣

府等とともに、死亡事故等の重大事故の予防や事故発生時の対応に関す

るガイドラインの作成及び周知を行ってきた。

平成30年11月には、総務省行政評価局より当省及び内閣府に対し、「子

育て支援に関する行政評価・監視」の結果に基づく勧告があり、保育施

設等における重大事故対策や、それに関する監査の実施方法等に対して

行政評価の視点から指摘があったところである。

重大事故の発生防止と事故発生時の適切な対応の徹底を図るため、各

地方自治体におかれては、引き続き、保育施設等への周知をお願いした

い。

平成29年度からは、保育所等が遵守・留意すべき内容や死亡事故等の

重大事故の防止に関する指導・助言を行う「巡回支援指導員」の配置に

要する費用や、巡回支援指導員等に対して、遵守・留意すべき内容や重

大事故防止に関して必要な知識、技能の修得、資質の確保のための研修

を実施するための費用の一部を補助する事業を行っており、重大事故の

発生や再発防止に取り組んでいるところである。

また、令和２年度予算案では、子どもが集団で移動する際の安全確保

を図るため、保育所等に勤務する職員や巡回支援指導員を対象とした研

修の内容に園外活動時における安全対策を加えるとともに、巡回支援指

導の内容に園外活動等における安全対策の実地指導等を加えることとし

ており、各地方自治体におかれては、本事業を活用し巡回支援指導員を

積極的に配置するようお願いしたい。

なお、巡回支援指導については、指導監督部門との十分な連携を図っ

ていただくことにより、認可外保育施設に対する立入調査等の適切な実

施につなげていただきたい。

さらに、令和２年度予算案において、睡眠中の重大事故が発生しやす

い場面において、事故防止のために活用できる機器を購入した場合の経

費の一部を補助する事業を計上するとともに、令和元年度補正予算案に

おいて、認可外保育施設における保育記録の入力支援など、保育従事者

の業務負担軽減につながる機器の導入に係る費用の一部を補助し、事故

防止につなげる事業を計上している。

各自治体におかれては、これらの事業の積極的な活用により、事故防
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止に関する知識の普及やガイドラインの普及とともに、保育施設等への

適切な指導・立入調査の実施、安全な保育環境の整備等に努めていただ

くようお願いしたい。

（５）今年度実施している各種調査研究の検討状況等について

今年度において、次のような調査研究事業を実施しており、現在の

状況及び今後の見通しについてはそれぞれ以下のとおりである｡

① 保育所等における自然災害発生時又は感染症流行時の対応等に関す

る調査研究

保育所における臨時休園については、平成30年に総務省行政評価局

から、臨時休園の実施基準の設定に係る考え方を整理し自治体に提示

することや、実施基準の設定の検討を自治体に要請することを内容と

する勧告がなされたところである。

厚生労働省としては、臨時休園に関する課題や考え方について整理

することを目的として、調査研究を実施している。この中で、

・既に臨時休園の基準を策定している自治体へのヒアリングにより個

々の事例の詳細を把握するとともに、

・自治体や保育関連の有識者により、臨時休園に関する考え方・判断

基準や課題についての整理を行っており、

令和元年度中に報告書を取りまとめることとしている。

② 保育所等における外国籍等の子ども・保護者への対応に関する調査

研究

一昨年の入管法改正法の成立により、今後、更なる外国人の子ども

の増加が見込まれる。「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応

策の充実について」（令和元年６月18日関係閣僚会議決定）を受け、

調査研究において、

・外国人比率の高い自治体等を中心に、市町村における、外国籍等

の子どもやその保護者への配慮に関する取組の収集やヒアリング

・当該地域の保育所等における、外国籍等の子どもの受入状況や、

施設における子どもの受け入れや保護者対応に係る工夫について収

集等を行うこととしており、

令和元年度中に報告書を取りまとめ、好事例の横展開を行うこととし

ている。

③ 保育所の指導監査における効果的・効率的な取組に関する調査研究

「平成30年の地方からの提案等に関する対応方針」（平成30年12月
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25日閣議決定）等において、事業者等の負担軽減の観点から、都道府

県等による保育所に対する指導監査の効率的かつ効果的な実施の取組

みを検討することとされた。

これを受け、保育所、自治体、学識者からなる研究会を立ち上げる

とともに、各自治体から指導監査の効率的な実施に向けて実施してい

る取組事例や、それに対する保育現場からの意見等を収集したところ

である。今後、自治体による取組の事例集を、令和元年度中に報告書

として取りまとめることとしている。

④ 保育士の業務の負担軽減に関する調査研究

厚生労働省としては、「2040年を見据えた社会保障・働き方改革本

部」（厚生労働省に設置。本部長は厚生労働大臣）における医療・福

祉サービス改革プランにおいて、福祉分野における業務フローの分

析を踏まえた業務の負担軽減と効率化に向けたガイドライン（生産

性向上ガイドライン）の作成、文書量削減に向けた取組等を行うこ

ととしている。

保育士の業務の負担軽減を図るに当たっては、保育業務の書類の

様式の標準化・ICT化や保育補助者等の活用が有効であると考えられ

るため、保育施設において保育士が作成している保育業務の書類作

成や保育士の勤務実態に関する調査研究を実施し、その実態を踏ま

え、検討会において、保育士業務の負担軽減に関する方策を議論し

ているところである。今後、令和元年度中に報告書を取りまとめる

こととしている。

（６）地方分権に係る地方からの提案等への対応方針について

令和元年の地方からの提案等に関する対応方針（令和元年12月23日

閣議決定）において、以下の項目等が盛り込まれており、今後所要の

対応を行うこととしている。

・ 保育士等が行うことができる喀痰吸引等の特定行為の対象に在宅

酸素療法の管理を追加することについては、専門的見地や現場の実

情、必要性等を踏まえた保育所における医療的ケア児の受入れに係

る調査を行った上で検討し、令和２年度中に結論を得る。その結果

に基づいて必要な措置を講ずる。
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・ 里帰り出産等における一時預かり事業の実施については、里帰り

先の市町村（特別区を含む。）が適当であると判断した場合、住所地

市町村の保育所等に在籍している児童を当該事業の対象とすること

が可能であること、この場合における当該事業が子ども・子育て支

援交付金の対象になること等を、地方公共団体に令和元年度中に通

知。

（７）保育所におけるアレルギー対応ガイドラインの改訂について

「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン」については、改定保

育所保育指針（H29.3告示、H30.4適用）の第３章「健康及び安全」にお

いてアレルギー疾患を有する子どもの保育に関する記載の充実が図られ

たことや、アレルギー疾患対策に関する関係法令の制定等及び保育所に

おけるアレルギー対応の状況や最新の知見などを踏まえるとともに、保

育の現場において保育士等が活用する上での実用性に留意し、有識者に

よる検討会において見直しの検討を行い、平成31年４月に改訂を行った。

さらに、本ガイドラインが保育現場で積極的に活用されるよう、研修資

料等を作成するとともに、今後リーフレット及びポスターの作成を予定

している。

（８）保育所における自己評価ガイドラインの改訂について

「保育所における自己評価ガイドライン」（平成21年３月）について

は、保育所保育指針の改定等を踏まえ、平成30年５月より開催されてい

る「保育所等における保育の質の確保・向上に関する検討会」において

「保育の振り返りを通じた質の確保・向上」が検討課題の一つとして示

されたことを受け、同検討会の下に設置された作業チームにより見直し

が行われ、令和元年５月に改訂版の試案が公表された。現在、複数の保

育所等の協力を得てこの試案に基づく試行検証を実施しているところで

あり、令和２年度からの改訂版適用に向けて、試案の内容の精査及び保

育現場での活用に資するハンドブックの作成を進める予定である。

２．児童健全育成対策等について

（１）放課後児童クラブについて

① 認定資格研修講師養成研修の実施

「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」（以下「基

準」という。）第10条において、放課後児童支援員となるためには、

「都道府県知事等が行う研修」（認定資格研修）を修了しなければな
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らないこととしている。

平成27年度から、この認定資格研修の講師となる者を養成するため、

放課後児童クラブに放課後児童支援員として従事するために必要なア

イデンティティ、役割及び育成支援の内容等の共通の理解とそれを実

践する際の基本的な考え方や心得を共通の認識として持ち、講師とし

ての一定の資質及び水準を確保することを目的として、厚生労働省主

催の都道府県等認定資格研修講師養成研修を実施しており、令和２年

度も引き続き本研修を実施することとしている。開催時期等、詳細が

決まり次第お知らせするので、昨年度同様、自治体担当者を含め積極

的な受講者の推薦をお願いしたい。

② 都道府県等認定資格研修の実施（関連資料75参照）

認定資格研修は、放課後児童支援員として必要な知識及び技能を補

完し、基準及び放課後児童クラブ運営指針（以下「運営指針」という。）

に基づく放課後児童支援員としての役割及び育成支援の内容等につい

ての共通の理解を得ることを目的として実施するものである。

認定資格研修は、放課後児童支援員という全国共通の認定資格を付

与するための研修として位置づけられているものであるため、講義内

容や担当する講師等に関して全国共通の一定程度の質が確保されてい

ることが必要である。また、研修科目の講師要件の中には、「放課後

児童クラブにおいて、一定の知識、経験を有すると認められる放課後

児童支援員等」を設けているが、当該都道府県等内で長年放課後児童

クラブに従事してきた者が担当することで、その域内における人材育

成にも寄与することを想定しているものであるため、こうした趣旨も

踏まえて、委託先を選定する必要がある。

認定資格研修の受講希望者が多い自治体においては、受講人数枠及

び研修回数を拡大するなど、地域の実情に応じた適切な研修実施に努

めていただきたい。

各都道府県における実施方法、実施内容等を把握するため、例年同

様、令和元年度における研修の取組状況等を調査することとし、追っ

て正式に依頼するので、ご協力をお願いしたい。

③ 「放課後児童クラブ運営指針解説書」の活用

平成27年３月に策定した運営指針は、最低基準としてではなく、望

ましい方向に導いていくための全国的な標準仕様としての性格を有す

るとともに、子どもの発達過程や家庭環境なども考慮して、異なる専

門性を有して従事している放課後児童支援員等が、放課後児童クラブ

が果たす役割や機能を再確認し、子どもとどのような視点で関わるこ
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とが求められるのかという共通の認識を得ていただくために策定した

ものである。

このため、運営指針の内容が広く事業者（運営主体）及び実践者に

浸透し、その趣旨が正確に理解されるように、また、運営指針の基本

的な考え方を踏まえた上で、放課後児童クラブの多様性を生かしつつ、

放課後児童クラブにおける育成支援の一定水準以上の質の確保を図る

ために、厚生労働省において、「放課後児童クラブ運営指針解説書」

を作成（平成29年３月31日）した。当該運営指針解説書を活用いただ

き放課後児童クラブの質の確保に努めていただきたい。

④ 放課後児童健全育成事業の事務手続に関する留意事項について

以下の２点について、「放課後児童健全育成事業の事務手続に関す

る留意事項について」（平成28年９月20日雇児総発0920第2号厚生労

働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知）を発出しているので、ご了

知願いたい。

○ 優先利用の基本的考え方について

放課後児童健全育成事業の対象は、児童福祉法（昭和22年法律第

164号）上、保護者が労働等により昼間家庭にいない児童とされて

いるが、その家庭の様態は多種多様であり、地域によっては、児童

の受入れに当たって、優先順位を付けて受入れを実施しているとこ

ろもある。

平成25年12月に取りまとめられた「社会保障審議会児童部会放課

後児童クラブの基準に関する専門委員会報告書」（以下「専門委員

会報告書」という。）において、市町村は、放課後児童健全育成事

業の提供体制を整備する必要があるものの、利用ニーズの増加に対

しては優先順位を付けて対応することも考えられ、優先的に受け入

れるべき児童の考え方について国として例示を示すべき、とされた

ところである。

これらを踏まえ、放課後児童健全育成事業の優先利用に関する基

本的考え方として、優先利用の対象として考えられる事項について

例示すると次のとおりである。ただし、それぞれの事項については、

適用される児童・保護者、状況、体制等が異なることが想定される

ため、運用面の詳細を含め、実施主体である市町村において、それ

ぞれ検討・運用する必要があることにご留意いただきたい。

・ ひとり親世帯

・ 生活保護世帯

・ 主として生計を維持する者の失業により、就労の必要性が高
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い場合

・ 虐待又はＤＶのおそれがあることに該当する場合など、社会

的養護が必要な場合

・ 児童が障害を有する場合

・ 低学年の児童など、発達の程度の観点から配慮が必要と考え

られる児童

・ 保護者が育児休業を終了した場合

・ 兄弟姉妹（多胎で生まれた者を含む。）についての同一の放

課後児童クラブの利用を希望する場合

・ その他市町村が定める事由

○ 情報収集及び利用手続等について

放課後児童健全育成事業の利用手続については、現状では、利用

申込先や利用決定機関が市町村である場合や各放課後児童クラブで

ある場合など様々である。

子ども・子育て支援新制度では、市町村は、地域子ども・子育て

支援事業の量の見込み並びに提供体制の確保の内容及びその実施時

期等を記載した事業計画を定め、提供体制を計画的に確保すること

が求められており、市町村は、放課後児童健全育成事業等の実施状

況や利用状況を把握することが必要となっている。

これを踏まえ、市町村が情報の収集を行い、利用のあっせん、調

整及び事業者への要請を行うとした児童福祉法第21条の11の趣旨に

基づき、利用申込み先及び利用決定機関については、可能な限り市

町村とすることが考えられる。また、地域の実情に応じ市町村以外

の者を利用申込み先及び利用決定機関とする場合についても、市町

村が放課後児童クラブの利用申込や待機児童の状況等について随時

報告を受ける等により、利用状況を把握し、利用のあっせん、調整

及び事業者への要請を行うことができるような実施体制を構築する

ことが望ましいので、ご了知願いたい。

⑤ 令和元年の地方からの提案等に関する対応方針について

社会福祉法人が放課後児童クラブを設置する場合、現行は、国又は

地方公共団体以外の者から不動産の貸与を受けることができないが、

関係通知を改正し、これを可能とする。当該通知については、年度内

に発出し、令和２年４月１日から適用することを予定しているので御

了知願いたい。
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○「令和元年の地方からの提案等に関する対応方針」（令和元年12月

23日閣議決定）（抄）

社会福祉法人の資産要件（25条）について、既設法人が放課後児童

健全育成事業所を設置する場合には、当該施設の用に供する不動産の

全て又は一部について、国又は地方公共団体以外の者から貸与を受け

ていても差し支えないこととし、令和元年度中に「国又は地方公共団

体以外の者から不動産の貸与を受けて既設法人が通所施設を設置する

場合の要件緩和について」（平12厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社

会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長）を改正する。

（２）利用者支援事業について

① 利用者支援事業の運営について（関連資料76参照）

利用者支援事業は、保護者の身近な場所で、教育・保育・保健その

他の子育て支援の情報提供及び必要に応じ相談・助言等を行うととも

に、関係機関との連絡調整等を実施する事業である。

このうち、基本型は、地域の子育て支援事業等を円滑に利用できる

よう、当事者目線の寄り添い型の支援を実施するものである。また、

特定型は、待機児童等の解消を図るため、主として保育に関する施設

や事業を円滑に利用できるよう支援を実施するものである。さらに、

母子保健型は、保健師等の専門職が妊産婦等の状況を継続的に把握し、

関係機関との連携や情報の共有化を図りながら、必要に応じて支援プ

ランを策定するなど、妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目のな

い支援を実施することとしている。

このため、「利用者支援事業の実施について」（平成27年5月21日付

け府子本第83号・27文科初第270号・雇児発0521第1号内閣府子ども・

子育て本部統括官、文部科学省初等中等教育局長、厚生労働省雇用均

等・児童家庭局長連名通知）に基づき事業を実施する場合に、運営費

や夜間・休日の時間外相談等の加算事業に対して補助を行っているこ

とから、各自治体におかれては、本事業の積極的な実施をお願いした

い。

➁ 加算事業について（関連資料76参照）

利用者の視点に立った機能強化を推進するため、令和２年度予算案

において、以下の加算事業等を計上しており、積極的にご活用いただ

くようお願いしたい。

ア 多言語対応加算

「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」（平成30年12
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月25日関係閣僚会議決定）において、「外国人子育て家庭や妊産婦

が、保育施設、保健・医療・福祉等の関係機関を円滑に利用できる

よう、市町村が実施する「利用者支援事業」における多言語対応を

促進し、外国人子育て家庭からの相談受理、子育て支援に関する情

報提供等の取組を推進する。」とされていることから、令和元年度

より、利用者支援事業で、通訳者の配置や通訳タブレットサービス

等の利用により外国人子育て家庭等に対してもきめ細やかな支援を

行う場合に加算することとしている。

なお、令和元年12月20日関係閣僚会議決定において改訂された「外

国人材の受入れ・共生のための総合的対応策（改訂）」においても、

上記取組については引き続き推進するとされている。

イ 特別な配慮が必要な子育て家庭等への対応加算の創設

障害児など特別な配慮が必要な子育て家庭等に対して、よりきめ

細かい相談支援等ができるよう、利用者支援事業所に、障害児など

への支援に関する専門的な知識・経験を有する職員を配置した場合

の加算を新たに計上している。

③ 整備費について

利用者支援事業の実施事業所の整備に対する支援は、

・「次世代育成支援対策施設整備交付金」（ハード交付金）

・「子ども・子育て支援交付金（開設準備経費）」（ソフト交付金）

にて実施しているところである。

「次世代育成支援対策施設整備交付金」については、公立施設や社

会福祉法人、日本赤十字社、公益社団法人、公益財団法人が設置する

施設を対象としてきたが、平成29年度より多様な主体の参画による地

域の支え合いの実現に向けて、その対象をＮＰＯ法人等が設置する施

設まで拡充したところであるので、あらゆる地域資源の活用を積極的

に進めていただきたい。

また、「子ども・子育て支援交付金（開設準備経費）」については、

利用者支援事業を新たに開設する場合に必要となる簡易な修繕や備品

の購入にかかる支援に対して必要な予算を計上したところである。

各自治体におかれては、子育て親子の支援の推進のほか、空き店舗

の活用等地域の活性化等にも寄与するため、各支援メニューを積極的

にご活用いただくようお願いしたい。

④ 多胎育児家庭等の個別支援が必要な家庭への対応について

多胎育児家庭等においては、身体的・精神的な負担や経済的な問題、
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社会からの孤立などの困難を抱えるケースが少なくなく、個別の支援

を求める声が増えてきていることから、例えば、両親学級、乳幼児健

康診査等に出向いての相談や情報提供等、個別支援が必要な各家庭の

実情に応じた支援を行うよう、本事業も活用いただきながら対応をお

願いしたい。

（３）地域子育て支援拠点事業について

① 地域子育て支援拠点事業の運営について（関連資料77参照）

現在、少子化や核家族化の進行、地域社会の変化など、子どもや子

育てをめぐる環境が大きく変化する中で、３歳未満児のいる家庭の約

６～７割は在宅で子育てをしており、地域における子育て支援機能の

充実や地域全体で子育て家庭を支える取組の推進が求められている。

地域子育て支援拠点事業は、公共施設、空き店舗、公民館、保育所

等の児童福祉施設等の地域の身近な場所で、子育て家庭の親とその子

ども（以下、「子育て親子」という。）が気軽に集い、交流や子育て

の不安・悩みを相談できる場を設け、子育ての孤立感、負担感の解消

を図るなど、地域における子育て支援の中核的機能として、その取組

を推進してきたところである。

このため、「地域子育て支援拠点事業の実施について」（平成26年

５月29日付け厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）に基づき事業

を実施する場合に、運営費や子育て支援活動の展開を図る取組（一時

預かり事業等）、出張ひろば等の加算事業に対して補助を行っている

ことから、各自治体におかれては、本事業の積極的な実施をお願いし

たい。

② 加算事業について（関連資料77参照）

地域子育て支援拠点事業の更なる機能強化を推進するため、令和２

年度予算案において、以下の加算事業を計上しており、積極的にご活

用いただくようお願いしたい。

ア 特別な配慮が必要な子育て家庭等への対応加算の創設

障害児や多胎児を持つ家庭など特別な配慮が必要な子育て家庭

等の状況に対応した交流の場の提供や相談・援助、講習の実施等

ができるよう、地域子育て支援拠点事業所に、専門的な知識・経

験を有する職員を配置等した場合の加算を新たに計上している。

イ 職員の資質向上のための研修受講機会の確保加算の創設

不安を抱える子育て家庭等に対して適切・効果的な相談・支援
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が行われるよう、職員の資質向上を図るために職員が研修に参加

した際、代替職員を配置した場合の加算を新たに計上している。

③ 整備費について

地域子育て支援拠点の整備に対する支援は、

・「次世代育成支援対策施設整備交付金」（ハード交付金）

・「子ども・子育て支援交付金（開設準備経費）」（ソフト交付金）

・「児童虐待・ＤＶ対策等総合支援事業」（ソフト交付金）

において実施しているところである。

「次世代育成支援対策施設整備交付金」については、公立施設や社

会福祉法人、日本赤十字社、公益社団法人、公益財団法人が設置する

施設を対象としてきたが、平成29年度より多様な主体の参画による地

域の支え合いの実現に向けて、その対象をＮＰＯ法人等が設置する施

設まで拡大したところであるので、あらゆる地域資源の活用を積極的

に進めていただきたい。

また、「子ども・子育て支援交付金（開設準備経費）」については、

地域子育て支援拠点事業を新たに開設する場合に必要となる簡易な修

繕や備品の購入、及び開設前月分の賃借料にかかる支援に対して必要

な予算を計上したところである。

さらに、「児童虐待・ＤＶ対策等総合支援事業」については、既に

開設している地域子育て支援拠点事業を継続的に実施するために必要

な簡易な修繕、備品の購入にかかる費用の支援に対して必要な予算を

計上したところである。

各自治体におかれては、子育て親子の支援の推進のほか、空き店舗

の活用等地域の活性化等にも寄与するため、各支援メニューを積極的

にご活用いただくようお願いしたい。

④ 地域子育て支援拠点従事職員等資質向上研修事業について

（関連資料78参照）

地域子育て支援拠点事業の職員研修については、

・ 地域子育て支援拠点の管理者及び指導的立場の職員を対象とし

た実践的研修として「地域の人材による子育て支援活動強化研修」

【実施主体：国（※公募により民間団体に委託。令和元年度は、

ＮＰＯ法人子育てひろば全国連絡協議会が受託】

・ 地域子育て支援拠点に新たに従事する者や経験年数が浅い職員

を対象とした基礎的研修として「子育て支援員研修（地域子育て

支援コース・地域子育て支援拠点事業）」

【実施主体：都道府県、市町村】
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・ 地域子育て支援拠点の中堅職員に必要となる知識・技能等の取

得等資質の向上を図るための研修として「職員の資質向上・人材

確保等研修事業（地域子育て支援拠点事業所職員等研修事業）」

【実施主体：都道府県、市町村】

の実施にかかる費用に対して必要な予算を計上しているので、経験年

数等や求められる役割等に応じた職員の質の確保・向上を図るため、

積極的に取り組んでいただくようお願いしたい。

⑤ 多胎育児家庭等の個別支援が必要な家庭への対応について

多胎育児家庭等においては、身体的・精神的な負担や経済的な問題、

社会からの孤立などの困難を抱えるケースが少なくなく、個別の支援

を求める声が増えてきていることから、例えば、個別家庭を訪問等し

ての相談や情報提供等、個別支援が必要な各家庭の実情に応じた支援

を行うよう、本事業も活用いただきながら対応をお願いしたい。

（４）子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事

業）について

① 子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業）

の実施について（関連資料79参照）

子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業）

は、乳幼児や小学生等の児童を有する子育て中の保護者等を会員とし

て、児童の預かりの援助を受けたい者と当該援助を行いたい者との相

互援助活動に関する連絡、調整等を行うことにより、地域における育

児の相互援助活動を推進するとともに、病児・病後児の預かり、早朝

・夜間等の緊急時の預かりや、ひとり親家庭等の支援などの多様なニ

ーズへの対応を図る事業である。

このため、「子育て援助活動支援事業（ファミリー･サポート･セン

ター事業）の実施について」（平成26年５月29日付け雇児発0529第17

号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）に基づき事業を実施する

場合に、運営費や土日実施等の加算事業に対して補助を行っているこ

とから、各自治体におかれては、本事業の積極的な実施をお願いした

い。

② 加算事業について（関連資料79参照）

ファミリー･サポート･センター事業の更なる機能強化を推進するた

め、令和２年度予算案において、以下の加算事業を計上しており、積

極的にご活用いただくようお願いしたい。
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ア 外出困難な家庭への対応の充実（創設）

子どもの預かり前に実施するアドバイザー、提供会員、依頼会員

の事前打合せについて、外出することが困難な多胎児や障害児のい

る家庭等に、アドバイザー、提供会員が訪問して事前打合せを行っ

た場合の加算を新たに計上している。

イ 支部設置加算の対象拡大

現行、政令指定都市に認められている支部設置加算について、よ

り身近な場所において事業を実施することができるよう、令和２年

度から会員数2,000人以上の市区町村に対象を拡大することとして

いる。

③ 援助希望者及びアドバイザーの資質向上等について

（関連資料79参照）

ファミリー･サポート･センター事業の実施に当たっては、子ども・

子育て支援交付金の対象か否かに関わらず、預かり中の子どもの安全

確保のため、援助希望者の質の確保・向上を図るための取組等が適切

に行われることが重要であることから、令和元年度より、会員の数に

関わらず、事業の実施に当たり必要な基本的事項について、「子育て

援助活動支援事業（ファミリー･サポート･センター事業）の適切な実

施について」（令和元年９月20日付け子発0920第５号厚生労働省子ど

も家庭局長通知）において示していることから、事業の実施に当たっ

てはご留意をお願いしたい。特に、預かり中の子どもの安全対策等の

ため、ＡＥＤの使用方法や心肺蘇生等の実習を含んだ緊急救命講習及

び事故防止に関する講習について、援助を行う会員全員に対して必ず

実施することとした。また、これらの講習の少なくとも５年に１回の

フォローアップ講習についても、援助を行う会員全員に対して必ず実

施することとしたことから、適切な講習実施についてお願いしたい。

なお、令和２年度予算案では、引き続き子ども・子育て支援体制整

備総合推進事業費において、提供会員等への講習経費やアドバイザー

向け研修経費を助成対象とし、都道府県・市町村へ補助することとし

ているので、ご活用いただきたい。

④ 事故報告等について

児童福祉法施行規則に基づき、市町村には、本事業に関わる事故の

把握及び都道府県への報告が義務づけられていることから、引き続き、

提供会員に事故発生時の速やかな報告を求める等の措置を講ずるよう

お願いする。なお、重大事故については、引き続き国への報告をお願
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いする。

また、児童福祉法施行規則において、市町村は、事故の発生又は再

発防止に努める旨規定されていることから、報告のあった事故につい

ては、類似事故の再発防止のため、事案に応じて公表を行うとともに、

事故が発生した要因や再発防止策等について、提供会員に情報提供す

るなどの対応をお願いする。

（５）児童厚生施設について

① 児童館の運営について

児童館については、地域における子どもの遊びの環境の充実と健全

育成の推進を目的として、「児童館ガイドライン」（平成30年10月1日子

発1001第１号）において、地域のニーズに応えるための基本的事項、

望ましい方向性を提示している。

各都道府県等におかれては、本ガイドラインの趣旨を踏まえ、児童館

の運営の向上に努めるとともに、遊び及び生活を通じて子どもの発達

を促し、子育て支援活動等の役割が十分に発揮されるよう、管内市町

村及び児童館関係者に対して周知を図られたい。

また、児童館ガイドラインにおいては、下記の通り具体的な活動内容

を示している。

＜児童館の活動内容＞

①遊びによる子どもの育成 ②子どもの居場所の提供

③子どもが意見を述べる場の提供 ④配慮を必要とする子どもへの対応

⑤子育て支援の実施 ⑥地域の健全育成の環境づくり

⑦ボランティア等の育成と活動支援⑧放課後児童クラブの実施と連携

子どもの健全育成を図る地域の中核的な活動拠点である児童館は、

子ども・子育て支援新制度と相まって地域を支えていく社会資源とし

て、大きな期待が寄せられているところである。

虐待の発生予防、地域の子育て支援、子どもの主体性を尊重した活

動の支援、放課後児童クラブの実施など地域に根ざした取組を進め、

子どもの健全な育成を地域ぐるみで取り組む中核施設としての役割を

担っていただきたい。

特に、児童虐待の発生予防と早期発見は、子どもと子育て家庭が抱

えている問題について早い段階から適切に対応していくことが求めら

れるため、地域の関係機関等が連携する要保護児童対策地域協議会へ

の児童館の参加が期待されるところであり、各地域での児童館の積極
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的な参画が図られるようご配慮いただきたい。

さらに、放課後児童クラブに待機児童が生じていることに鑑み、特

に高学年児童については、子どもの状況や保護者のニーズに応じて、

放課後児童クラブに限らず、児童館も含めて子どもの放課後の居場所

の確保を図っていただきたい。

② 子ども・子育て支援新制度等における児童館の活用について

ア 地域子育て支援拠点事業について

地域子育て支援拠点事業については、子育て中の親子の交流促進

や育児相談等を実施し、子育ての孤立感、負担感の解消を図り、す

べての子育て家庭を地域で支える取組として事業展開されていると

ころであり、子ども・子育て支援新制度においても重要な事業とし

て位置づけられており、このうち、「連携型」については、児童館

等を主な実施場所としているので、児童館を活用した積極的な事業

実施に努めていただきたい。

イ 利用者支援事業について

利用者支援事業については、子育て家庭にとって身近な場所で相

談に応じ、その個別のニーズを把握して、適切な施設や事業等を円

滑に利用できるよう支援することを内容としているところであり、

地域の子育て家庭のニーズを実際の施設や事業等の利用に結び付け

るうえで、市町村子ども・子育て支援事業計画の策定と「車の両輪」

ともなる極めて重要な事業である。

本事業の実施場所は「子ども及びその保護者の身近な場所」とさ

れており、保護者等が日常的、継続的に利用できる敷居の低い場所

が有効とされているので、その実施に際しては、児童館の積極的な

活用をご検討いただきたい。

③ 児童館等に従事する者の人材育成について

ア 全国子どもの健全育成リーダー養成セミナーについて

厚生労働省では、児童館及び放課後児童クラブにおいて、社会的

問題である児童虐待の発生予防と早期発見、地域の子育て支援、子

どもの主体性を尊重した活動の支援などの取組を進め、地域で子ど

もの健全な育成や成長・発達を支えていくことができる人材の育成

と専門性の向上を図ることを目的として、地域で子どもの健全育成

に携わる指導者及び実践者や行政担当者等を対象とする「全国子ど

もの健全育成リーダー養成セミナー」を実施している。

本年度においては、令和２年２月２日(日)に開催することとして
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おり、令和２年度においても同様に実施する予定である。詳細が決

まり次第、追ってお知らせするので、児童館、放課後児童クラブ等

に周知していただきたい。

イ 児童厚生員等研修事業について

児童館は、総合的な放課後児童対策として子どもの健全育成上重

要な役割を担っているため、都道府県及び市町村が児童厚生員（児

童の遊びを指導する者）等の資質の向上を図るための研修の実施に

必要な経費の補助を行っている。

児童館ガイドラインの普及啓発も含め、すべての子どもを対象と

した遊び及び生活の援助と地域における子育て支援を担う人材の育

成に寄与するよう、本事業の趣旨をご理解いただき、積極的な事業

実施にご尽力いただきたい。

④ 社会保障審議会児童部会「遊びのプログラム等に関する専門委員会」

について

社会保障審議会児童部会「遊びのプログラム等に関する専門委員会」

（平成27年５月設置。以下「専門委員会」という。）では、15回にわた

って、児童館等における遊びのプログラム等の普及啓発や開発につい

ての検討、地域の児童館等の果たすべき機能及び役割の検討を行って

いる。

専門委員会における検討内容及び結果は、「遊びのプログラムの普及

啓発と今後の児童館のあり方について」（平成30年９月20日）として報

告書にまとめられている。（URL； https://www.mhlw.go.jp/content

/000359262.pdf）

専門委員会は今後も継続し、本報告書で示された課題等も踏まえ、遊

びのプログラム等の普及啓発や開発、今後の地域の児童館のあり方等

について引き続き検討していく予定である。また、令和２年度予算案

においても、引き続き「児童館等における遊びのプログラム等の開発

・普及」に係る経費を計上し、これまでの成果を踏まえ、さらに各地

域の児童館等での遊びのプログラム等の普及・浸透を図ることとして

いる。

⑤ 民営児童館に対する財政支援措置について

「民間児童館活動事業」及び「児童福祉施設併設型民間児童館事業」

に係る国庫補助金については、平成22年度税制改正による年少扶養控

除の廃止等に伴う地方増収分について、国と地方の負担調整を行った

結果、平成23年度末で一般財源化されたが、これらの事業に係る経費
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相当分については、基準財政需要額に算入することにより地方交付税

措置を講じているので、各自治体におかれては、地域児童の健全育成

を図るため、引き続き、民営児童館を活用した取組の実施に努めてい

ただきたい。

（６）児童委員・主任児童委員について

① 児童委員・主任児童委員の円滑な活動について

少子化や核家族化に伴う育児不安や子育ての孤立化、児童虐待、い

じめ、少年非行、子どもの自殺や貧困等、子どもや家庭をめぐる課題

が複雑かつ深刻化している。また、都市化に伴う地域のつながりの希

薄化等が課題となっており、社会全体で子育て家庭を支援する必要性

が高まっている。このような状況の中で、住民の立場に立ち、住民と

の信頼関係の中で子どもや子育て家庭への支援をボランティアとして

行う児童委員・主任児童委員への期待は高まっているが、一方、児童

委員・主任児童委員の活動について、地域住民や関係機関における理

解・浸透が十分ではないことが課題となっている。

乳幼児のいる子育て中の親子への訪問支援、中・高校生の居場所づ

くりに配慮した活動など、児童委員・主任児童委員が地域の実情に即

した様々な活動に取り組んでいただいていることを踏まえつつ、今後

も地域における身近な相談役として活躍できるよう、各自治体におか

れては、活動環境の整備について一層のご協力をお願いしたい。

② 関係機関との連携について

児童委員の職務は、地域の実情の把握、地域での相談・支援活動の

他、関係機関（市区町村、児童相談所、学校、保健所等）との連携、

子どもの健全育成のための地域活動(児童館、子育てサークル、子ど

も会等)の援助・協力など、情報の共有を含めた地域との関係づくり

が必要である。児童委員の中から指名される主任児童委員は、関係機

関と区域担当の児童委員との連絡調整や援助・協力などの活動が求め

られている。児童相談所や学校等の関係機関と顔の見える関係をつく

り、地域の子どもやその家庭の実情を把握することで、ひとり親家庭

や多子世帯等の自立支援、児童虐待の発生予防・早期発見を図る上で

も大きな役割を果たすことが期待されている。

特に、虐待を受けている子どもをはじめとする要支援児童等（児

童福祉法（昭和22年法律第164号）第25条の２第２項に規定する「支

援対象児童等」をいう。以下同じ。）の早期発見や適切な支援・保護

を図るためには、関係機関等がその子ども等に関する情報や考え方
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を共有し、適切な連携の下で対応していくことが重要であるため、

要保護児童対策地域協議会の構成員として児童委員・主任児童委員の

積極的な参加が求められる。児童委員・主任児童委員が要保護児童対

策地域協議会の構成員となることで、児童福祉法第25条の５に基づく

守秘義務が課せられ、支援対象児童等に関する情報の共有と支援方策

に係る協議・対応の円滑化が期待できる。なお、児童福祉法第25条の

３に基づく資料又は情報の提供や必要な協力は、個人情報保護法上の

「法令に基づく場合」に該当し、法令違反には当たらないので留意さ

れたい。

また、就学中の子どもに関しては、学校だけでは抱えきれない課題

や問題が多く、学校に配置されるスクールソーシャルワーカーや養護

教諭と児童委員・主任児童委員が連携することで、効果的な支援が期

待できるため、行政において児童福祉部局、教育委員会及び学校等の

関係機関との連携を強化し、児童委員・主任児童委員と学校関係者が

協力・連携して子どもや子育て家庭への支援活動に積極的に取り組む

ことができる環境づくりに努めていただきたい。

各自治体におかれては、児童委員の職務が円滑・適切に遂行される

よう、児童福祉施策等に関する知識や対人援助技術等の習得、守秘義

務の遵守及び違反した場合の罰則規定（児童福祉法第61条の３）に関

すること、子ども家庭支援に関する関係機関との情報の交換・共有を

含む役割や連携のあり方などをカリキュラムに盛り込んだ児童委員・

主任児童委員向け研修を計画的に企画・実施していただくようお願い

したい。

③ 令和２年度における地方交付税措置の拡充について

児童委員・主任児童委員については、昨今の児童虐待相談対応件数

の急増や虐待死亡事案等への対応として、見守りや行政機関とのつな

ぎ役としての役割が一層期待されている。

このため、民生委員・児童委員活動の一層の活性化及びその役割や

活動内容の周知の必要性等を考慮し、令和２年度から、民生委員・児

童委員の活動費に対する地方交付税措置を次のとおり拡充することと

しているので、各自治体においても、こうした状況を踏まえ、民生委

員・児童委員活動費及び地区民生委員協議会活動推進費の見直しにつ

いて、特段のご配慮をお願いしたい。

【令和２年度地方交付税・活動費単価（案）】

・民生委員・児童委員活動費 一人当たり 60,200円（年額）

・地区民生委員協議会活動推進費 一か所当たり 250,000円（年額）
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（７）児童福祉週間について

① 趣旨について

子どもの健やかな成長、子どもや家庭を取り巻く環境について、国

民全体で考えることを目的に、毎年５月５日の「こどもの日」から１

週間を「児童福祉週間（５月５日～11日）」と定め、国、都道府県、

市区町村等が連携して、各種事業及び行事を展開することにより、児

童福祉の理念の一層の周知と子どもを取り巻く諸問題に対する社会的

関心の喚起を図っている。

② 児童福祉週間の標語について

児童福祉週間の理念を広く啓発する標語の全国募集（令和元年９月

１日～10月20日）に際しては、管内市区町村をはじめ広く周知いただ

く等ご協力いただき御礼申し上げる。当該期間中、2,829点の応募が

あり、選考の結果、次の作品を令和２年度の児童福祉週間の標語に決

定した。

＜令和２年度児童福祉週間標語＞

やさしさに つつまれそだつ やさしいこころ

北澤 佳奈さん （和歌山県 13歳)
きたざわ か な

この標語は、児童福祉週間の象徴として、広報・啓発ポスターや、

厚生労働省のホームページ等で広く周知するとともに、貴管内市区町

村への周知及び啓発事業、行事等に幅広くご活用いただき、児童福祉

週間の趣旨等について普及をお願いしたい。

（８）児童福祉文化財について

① 推薦について

児童福祉文化財とは、子どもの道徳、情操等を向上させることや、

児童福祉に関する社会の責任を強調し、子どもの健全な育成に関する

知識を広めること等に積極的な効果を持つものであって、社会保障審

議会が絵本や児童図書等の出版物、演劇やミュージカルの舞台芸術、

映画等の映像・メディア等の優れた作品の推薦を行っている。推薦は、

昭和26年から毎年行われており、平成30年度には、出版物、舞台芸術、

映像・メディア等の３分野で51作品が推薦された。
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② 広報・啓発について

厚生労働省では、児童福祉文化財を毎年度「児童福祉文化財年報」

にまとめ、その一覧をホームページに掲載しているほか、出版物につ

いては、前年度に推薦された作品を紹介する「子どもたちに読んでほ

しい本」と題した広報・啓発ポスター等を作成し、各都道府県等に通

知している。令和２年度においても、子ども達が優良な出版物と出会

う機会が得られるよう管内市区町村を通じて小・中学校、図書館、児

童館等の児童福祉施設、放課後児童クラブ等に広く周知していただく

ようお願いしたい。

③ 文化芸術に関する施策の推進について

文化芸術基本法（平成13年法律第148号）により、文化芸術に関す

る施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、政府は「文化芸術推進

基本計画」(平成30年３月６日閣議決定)を定めた。文化芸術推進基本

計画の期間は、2018年度から2022年度までの５年間（第１期）とし、

４つの目標（「今後の文化芸術政策の目指すべき姿」）と６つの戦略

（「今後５年間の文化芸術政策の基本的な方向性」）を定め、その中

に、児童福祉文化財等が盛り込まれている。各地方公共団体において

も、国の文化芸術推進基本計画を参酌して、地方文化芸術推進基本計

画を定めるよう努めることとされていることから、地域の特性を活か

した文化芸術推進に積極的に努められたい。

（９）地域共生社会について (関連資料81参照)

地域共生社会の実現に向けては、現在社会・援護局を中心に、市町村

における地域生活課題に係る包括的な支援体制の整備促進を図るため、

介護、障害、子ども、生活困窮の属性ごとの支援ではなく、全地域住民

を対象として必要な支援を行う新たな事業を設けるとともに、当該事業

に取り組む市町村に対しては、国等の補助について事業別の縦割りでな

く一括で交付するものとすることなどを内容とする社会福祉法等の改正

に向けた検討が進められている（第２０１回通常国会に法案提出、施行

は令和３年４月見込み）。子ども家庭局の事業で、一括交付の対象とな

るものとしては、利用者支援事業及び地域子育て支援拠点事業が想定さ

れる。
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３．児童福祉施設等の運営上の留意事項等について

（１）児童福祉施設等の整備について

① 次世代育成支援対策施設整備交付金について

(関連資料82・83参照)

児童福祉施設等に係る施設整備事業については、次世代育成支援対

策施設整備交付金において財政支援を講じており、令和２年度当初予

算案では、

○ 「児童虐待防止対策の抜本的強化について」に基づく一時保護所

の環境改善・体制強化等に向けた整備費の充実

○ 一時預かりの受け皿整備を推進するため、一時預かり事業を行う

施設の整備費の創設

○ 母子保健法の一部改正を踏まえた産後ケア事業を行う施設の整備

費の創設

について拡充を行う予定である。

また、近年多発する自然災害を踏まえ、児童福祉施設等における防

災・減災対策を推進していく必要がある。このため、政府においては

「防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策」（平成30年12月

14日閣議決定）を取りまとめ、児童福祉施設等の耐震化等の整備を推

進してきたところであり、令和２年度当初予算案においても所要の財

源を計上している。

加えて、昨年の台風第15号・第19号等では、停電・断水によりライ

フラインが長期間にわたって途絶し、一部の施設においては運営が困

難な状況となった。このことを踏まえ、政府は「安心と成長の未来を

拓く総合経済対策」（令和元年12月５日閣議決定）を取りまとめ、福

祉避難所の指定を受けた児童福祉施設等に対して、長期間の停電・断

水に対応できる充分な容量のある非常用自家発電設備・給水設備の設

置を支援することとしており、令和元年度補正予算案において所要の

財源を計上している。なお、令和２年度当初予算案においては、福祉

避難所の指定の有無に関わらず、すべての児童福祉施設等に対して、

同様の支援を行うこととしている。

各都道府県等におかれては、これらの予算等を有効に活用し、児童

福祉施設等の施設整備を推進するとともに、防災・減災対策を着実に

進めて頂きたい。

なお、令和２年度の整備計画における本交付金に係る協議等の手続

については、追ってお知らせする予定である。
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② 児童福祉施設等の施設整備にかかる補助単価について

令和２年度における児童福祉施設等の施設整備にかかる補助単価に

ついては、昨今の資材費及び労務費の動向等を反映し、９％増の改定

を行う予定（※）であるのでご了知いただくとともに、管内市町村へ

の周知をお願いしたい。

※補助単価の改定を予定している施設整備事業

・ 次世代育成支援対策施設整備交付金

・ 保育所等整備交付金

・ 安心こども基金を活用した保育所緊急整備事業等

・ 子ども・子育て支援整備交付金（内閣府計上）

③ 独立行政法人福祉医療機構福祉貸付事業について

独立行政法人福祉医療機構における福祉貸付事業については、今年

度実施している事業について、令和２年度も引き続き実施するほか、

児童養護施設等における小規模かつ地域分散化を図る整備等に係る融

資条件の優遇措置の拡充を予定しているので、ご了知願いたい。

（継続分）

○ 母子生活支援施設の一時保護委託のための居室を本体整備と併せ

て行った場合に係る融資条件の優遇措置

○ 「児童養護施設等の家庭的養護への転換」の対象となる整備に係

る融資条件の優遇措置

○ 保育関連施設及び放課後児童クラブの整備に係る融資条件の優遇

措置

○ 社会福祉施設等の防災・減災等に係る整備事業の融資条件の優遇

措置

○ アスベスト対策事業に係る融資条件の優遇措置

（新規・拡充分）

○ 自家発電設備等の導入工事に係る融資条件の優遇措置を創設（社

会福祉施設等の防災・減災等に係る整備事業の融資条件の優遇措置

の拡充）（令和元年度補正予算案で対応）

○ 児童養護施設等における小規模かつ地域分散化を図る整備に係る

融資条件の優遇措置の拡充（令和２年度予算案で対応）

④ 木材利用の促進及びＣＬＴの活用について

国や地方自治体が整備する公共建築物については、「公共建築物等

における木材の利用の促進に関する法律」（平成22年法律第36号）に

基づき、木材の利用の促進を図ることとされており、林業及び木材産

業の成長産業化を推進し、地方の持続的な産業の育成と雇用の確保を
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図り、地方創生を実現すること等を目的に、ＣＬＴ（Cross Laminate

d Timber：直交集成板）の公共建築物等への積極的な活用に向けて、

ＣＬＴ活用促進に関する関係省庁連絡会議を開催するなど、ＣＬＴ活

用促進のための取組を政府として行っているところである。

このため、児童福祉施設等の整備に当たっては、木材の持つ柔らか

さ、暖かさを取り入れることにより、施設入所者や利用者に精神的な

ゆとりと安らぎを与えるなどの効果も期待できることから、「社会福

祉施設等における木材の利用の促進及びＣＬＴの活用について」（平

成28年７月21日雇児発0721第17号・社援発0721第５号・障発0721第２

号・老発0721第２号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護

局長、社会・援護局障害保健福祉部長、老健局長連名通知)等に基づ

き、木材の利用やＣＬＴの積極的な活用について御配慮いただきたい。

⑤ しっくい塗りの活用について

平成31年版公共建築工事標準仕様書（建築工事編）（※）の「15章

左官工事」において、しっくい塗りに関する具体的な内容が盛り込ま

れており、児童福祉施設等の整備においても当該仕様の選定が可能と

なっているので、管内市区町村及び社会福祉法人等に対し周知をお願

いする。

なお、令和２年４月に、一般社団法人日本左官業組合連合会におい

て、しっくいの魅力や性能等を紹介するしっくい専門のホームページ

「しっくい丸わかり大辞典」を開設する予定となっているので、ご参

照いただきたい。

※ 国土交通省官庁営繕部及び地方整備局等営繕部が官庁施設の営繕

を実施するための統一基準として制定したもの。

（国土交通省ホームページ）

https://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_seibi_h28hyoujyun.html

⑥ 社会福祉施設等に係るインフラ長寿命化計画（個別施設計画）の策

定について

インフラ老朽化対策については、平成25年11月に策定された「イン

フラ長寿命化基本計画」（インフラ老朽化対策の推進に関する関係省

庁連絡会議決定。）において、今後、老朽化が進行した公共施設等が

一斉に更新時期を迎えることが見込まれる中で、中長期的な維持管理

・更新等に係るトータルコストの縮減や予算の平準化を図る方向性が

打ち出された。

これを受け、厚生労働省では、施設の維持管理等を着実に推進する
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ため、平成27年３月に「厚生労働省インフラ長寿命化計画（行動計画）」

を策定し、さらに、「インフラ老朽化対策の今後の取組について」（平

成29年３月23日インフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議

申合せ）により、令和２年度末までに「個別施設毎の長寿命化計画」

（以下「個別施設計画」という。）の策定を推進することとしている。

また、「経済財政運営と改革の基本方針2018」」(平成30年６月15日

閣議決定)に定められた「新経済・財政再生計画」にのっとり改革を

着実に推進するため、「新経済・財政再生計画 改革工程表2018」（平

成30年12月20日経済財政諮問会議決定）では、個別施設計画の策定率

を2020年度末までに100％とすることを掲げている。

一方、公立の社会福祉施設等の「個別施設計画」の策定率は、平成

31年３月末日時点で28％と低調な状況であるため、厚生労働省では、

社会福祉施設等の長寿命化計画を策定する際の参考となる手引を作成

し、通知したところであるので、各地方公共団体においては、本手引

を活用しながら、速やかに個別施設計画の策定を進めていただくよう

お願いしたい。

その上で、中長期的な維持管理等に係るトータルコストの縮減及び

予算の平準化を図りつつ、インフラの戦略的な維持管理・更新等をお

願いするとともに、都道府県におかれては、貴管内の市区町村(指定

都市、中核市を除く)に周知されたい。

⑦ 社会福祉施設等の防災対策について

ア 建築基準法に基づく建築物の定期報告制度について

建築基準法においては、一定の建築物、昇降機及び排煙設備等の

建築設備について、利用者の安全・安心を確保する観点から、これ

らの建築物等の所有者・管理者に対し、専門技術を有する資格者に

調査・検査をさせ、その結果を特定行政庁（建築主事を置いている

地方公共団体）へ報告することを義務づけている（定期報告制度）。

この定期報告制度については、平成28年６月以降国が政令で定

める施設が定期報告の対象となり、児童福祉施設等では、以下の施

設が報告対象となっているので、ご了知いただくとともに、報告先

となる地方公共団体の建築部局から、報告対象となる施設の所在地

や所有者等に関する情報を求められた場合には、適宜協力いただき

たい。また、当該施設の設置者等に対して、建築基準法に基づく定

期報告の実施を徹底するよう周知していただきたい。

※児童福祉施設等のうち報告対象となっている施設

助産施設及び乳児院のうち、以下のいずれかに該当するもの
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を建築基準法施行令（委任告示を含む）で報告対象として指定。

(ｱ)当該用途（100㎡超の部分）が３階以上の階にある場合

(ｲ)２階にある当該用途の床面積が300㎡以上の場合

(ｳ)当該用途（100㎡超の部分）が地階にある場合

なお、施行令で指定していない規模であっても、地方公共団

体が上乗せの基準で指定することが可能。報告の頻度は、半年～

３年の間で、各地方公共団体が定めることとなっている。

イ 社会福祉施設の防火対策の取り組み

社会福祉施設の防火対策については、入所者の安全確保の観点か

ら、「社会福祉施設における防火安全対策の強化について」（昭和6

2年９月18日社施第107号社会局長、児童家庭局長連名通知)等の趣

旨を踏まえ、管内社会福祉施設に対し指導をお願いしているところ

である。施設の運営上、入所者の安全確保は最重要課題であること

を再認識いただき、スプリンクラー及び屋内消火栓設備の整備、夜

間防火管理体制の整備など、施設における具体的・効果的な防災対

策に万全を期すよう管内社会福祉施設に対する指導の一層の徹底に

努められたい。

なお、乳児院については、消防法関係法令の改正により、平成27

年４月１日（既存の施設にあっては平成30年４月１日）からスプリ

ンクラー設備の設置及び自動火災報知設備の感知器の作動と連動し

た火災通報装置の設置が義務づけられたところであり、指導の徹底

に努めていただくようお願いする。

ウ 社会福祉施設における地震防災対策等について

社会福祉施設における地震防災対策については、「社会福祉施設

における地震防災応急計画の作成について」（昭和55年１月６日社

施第５号社会局施設課長、児童家庭局企画課長連名通知）により、

地震防災応急計画の作成などをお願いしている。

各都道府県等におかれては、引き続き社会福祉施設における地震

防災対策の推進について特段の指導をお願いしたい。

また、災害は、火災、水害・土砂災害、地震など多種多様であり、

多数の人命、財産が失われることがある。児童福祉施設等は、乳幼

児など災害時に特に配慮を要する者が入所（利用）していることか

ら、各種災害に備えた十分な防災対策を期する必要がある。

このため、利用児童等の安全を確保するため、「児童福祉施設等

における利用者の安全確保及び非常災害時の体制整備の強化・徹底

について」（平成28年９月９日雇児総発0909第２号厚生労働省雇用
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均等・児童家庭局総務課長通知）により、特に留意すべき事項をと

りまとめているので、管内市町村及び社会福祉法人等に対し周知を

お願いするとともに、都道府県、市町村においては、非常災害対策

計画の策定状況、避難訓練の実施状況に関し、指導・助言いただき、

その結果について点検いただくようお願いする。

エ 児童福祉施設等の耐震化の推進について

児童福祉施設等の耐震化状況については、平成30年９月に公表し

た「社会福祉施設等の耐震化状況調査」の結果によれば、平成29年

３月時点の耐震化率88.8％（5.7万棟／6.4万棟）であり、未だ耐震

化されていない施設が見受けられる。

特に、自力避難が困難な乳幼児等の利用する施設など、子どもの

安全を確保する観点からできる限り早期に全ての施設の耐震化を完

了する必要がある。

こうした中、「防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策」

において、社会福祉施設等の耐震化を着実に推進していくことを明

記するなど、今後、想定される南海トラフ地震等に備え、引き続き、

未耐震施設の耐震化整備を早急に進めていくことが喫緊の課題であ

ると考えている。

「防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策」においては、

社会福祉施設等の耐震化率を2020年度までに約95％まで向上するこ

とを達成目標としており、来年度は当該対策の最終年度であること

から、各都道府県等におかれては、耐震化が図られていない児童福

祉施設等に対し、積極的に次世代育成支援対策施設整備交付金、保

育所等整備交付金の活用や融資制度等の情報提供、助言を行うなど、

計画的な取組の推進をお願いする。

オ 土砂災害のおそれのある箇所に立地する児童福祉施設等に係る土

砂災害対策における連携の強化について

土砂災害のおそれのある箇所に立地する児童福祉施設等に係る土

砂災害対策については、「土砂災害のおそれのある箇所に立地する

『主として防災上の配慮を要する者が利用する施設』に係る土砂災

害対策における連携の強化について」（平成27年８月20日27文施施

企第19号・科発0820第１号・国水砂第44号、文部科学省・厚生労働

省・国土交通省連名通知）により、土砂災害対策の一層の推進をお

願いしてきたところである。

こうした中、平成28年の台風10号に伴う水害など、近年の水害・

土砂災害の発生等を踏まえ、平成29年６月に土砂災害防止法が改正
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され、洪水等の浸水想定区域内又は土砂災害警戒区域内の要配慮者

利用施設の所有者又は管理者に対し、避難確保計画の作成及び避難

訓練の実施が義務付けられたところである。

各都道府県等におかれては、同法の施行も踏まえ、砂防部局や管

内市町村との連携体制を一層強化し、水害・土砂災害のおそれがあ

る地域に立地する社会福祉施設等を的確に把握するとともに、「要配

慮者利用施設管理者のための土砂災害に関する避難確保計画作成の

手引き」や「水害・土砂災害に係る要配慮者利用施設における避難

計画点検マニュアル」を参考に、当該施設等に対して、改めて指導

・助言等を行っていただくようお願いする。

また、平成29年５月には、総務省行政評価局より、土砂災害対策

の推進を図る観点から「土砂災害対策に関する行政評価・監視の結

果に基づく勧告」がなされたところである。

同勧告においては、土砂災害警戒区域等における社会福祉施設等

の新設計画について、砂防部局への情報提供を行うとともに、土砂

災害警戒区域に係る情報を新設計画者に提供するなどの対応を求め

られている。

これを受け、厚生労働省においては、「土砂災害のおそれのある箇

所に立地する「主として防災上の配慮を要する者が利用する施設」

に係る土砂災害対策における連携の強化について」（平成29年11月

24日付厚生労働省子ども家庭局子育て支援課長ほか連名通知）を通

知しているところであるので、各都道府県等におかれては、同通知

を踏まえ、土砂災害対策連携通知の内容の再確認、関係部局の情報

共有、管内市町村への周知等についても、併せて適切な対応をお願

いする。

カ 災害発生時における被災状況の把握について

災害発生時における社会福祉施設等の被災状況については、「災

害発生時における社会福祉施設等の被災状況の把握等について」(平

成29年２月20日付雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、社会

・援護局障害保健福祉部長、老健局長連名通知)に基づき、被災状

況を迅速かつ正確に把握できるよう、平時からの体制構築、関係機

関との連携強化に向けた取組の推進をお願いしているところである

が、近年自然災害が多発しており、昨年の台風第15号・第19号等で

は、停電・断水によりライフラインが長期間にわたって途絶し、被

災状況の把握に時間を要したケースも発生していることから、より

一層の取組の強化をお願いしたい。なお、令和元年度補正予算案に

おいて、災害発生時の被災状況等を社会福祉施設等が直接入力し、
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国・地方公共団体が一元的に確認できるシステムを構築する予定で

あるので、予めご了知願いたい。

キ 被災施設の早期復旧等

社会福祉施設等災害復旧事務の取扱いについては、「社会福祉施

設等災害復旧費国庫負担(補助)の協議について」(平成21年２月13

日付雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知)

に基づき、災害発生後速やかに報告をお願いするとともに、早期現

状回復に努め、施設運営に支障が生じないよう指導の徹底を図られ

たい。

なお、被災した社会福祉施設等の災害復旧事業については、「社

会福祉施設等災害復旧費国庫負担(補助)金」により国庫負担(補助)

してきたところであるが、早期復旧の観点や社会福祉施設が地域の

重要な防災拠点としての役割及び災害対策基本法に基づく「福祉避

難所」に指定されている場合もあることから、平成18年度から一般

財源化された公立保育所等についても、引き続き「社会福祉施設等

災害復旧費国庫補助金」の対象となっているので了知願いたい。

⑧ 社会福祉施設等におけるアスベスト対策について

社会福祉施設等における吹付けアスベスト対策については、「社会

福祉施設等における吹付けアスベスト（石綿）等使用実態調査の結果

の公表及び今後の対応について」（平成20年９月11日雇児発第091100

1号・社援発第0911001号・障発第0911001号・老発第0911001号、厚生

労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、社会・援護局障害

保健福祉部長、老健局長連名通知）などにより、従来から適切な対応

をお願いしてきたところであるが、総務省行政評価局から、厚生労働

省を含む関係省庁に対し、「アスベスト対策に関する行政評価・監視

－飛散・ばく露防止対策を中心として－」の結果に基づく勧告が行わ

れたところである。

当該勧告を踏まえ、「吹付けアスベスト等の使用実態の的確な把握

及び除去等の推進並びにアスベスト含有保温材等に関する注意喚起に

ついて」（平成28年９月30日雇児発0930第１号・社援発0930第11号・

障発0930第１号・老発0930第12号厚生労働省雇用均等・児童家庭局

長、社会・援護局長、社会・援護局障害保健福祉部長、老健局長連名

通知）により、吹付けアスベスト等の使用実態の的確な把握及び除去

等の推進並びにアスベスト含有保温材等に関する注意喚起をしている

ところであるが、昨年もアスベストが使用されている児童福祉施設等

において不適切な工事が行われた事例が見受けられた。このため、昨
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年８月に児童福祉施設等の整備におけるアスベスト対策の徹底につい

て事務連絡を発出し、児童福祉施設等の改築や大規模修繕等の工事を

行う際には、上記通知の内容に加え、

○ 工事着工前の石綿障害予防規則等の法令に基づく措置状況の確認

○ 児童が施設を利用していない時間帯での工事の徹底

などの必要なアスベスト対策について改めて万全を期すよう依頼した

ところであるため、児童福祉施設等の管理者等に周知するとともに、

適切な対処について指導方お願いする。

また、児童福祉施設等の吹付けアスベスト等の除去等に要する費用

については、次世代育成支援対策施設整備交付金（民間保育所等につ

いては保育所等整備交付金）の交付対象となっていることから、これ

らの補助制度を積極的に活用し、吹付けアスベスト等の除去等の早期

処理に努めるよう指導をお願いする。

⑨ 児童福祉施設等に設置している遊具の安全確保について

児童福祉施設等に設置している遊具については、「児童福祉施設等

に設置している遊具の安全確保について」（平成20年８月29日雇児総

発第0829002号、障障発第0829001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局

総務課長、社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長連名通知）によ

り対応をお願いしているところである。この中で、児童福祉施設等に

おいても参考とすることとしている、「都市公園における遊具の安全

確保に関する指針」については、子どもの遊びや遊具の安全性・事故

等に関する基本的な内容を示したものであり、平成26年６月30日に改

訂第２版が策定されているので、当該指針を参考に、遊具の事故防止

対策に活用していただくよう周知をお願いする。

⑩ 児童福祉施設等における埋没ガス管等の耐震化の推進について

現在、児童福祉施設等の敷地内に埋設されているガス管の中には鋼

製のものが残存しており、年数の経過や土壌環境等に伴い、腐食が進

行していることが推測されるところ。

このような腐食したガス管については、強い地震の影響により、継

手部分（ねじ継手）が緩んだり、その他の腐食した部分が折れたりし

て、ガスの漏えいによる火災や爆発が生じる恐れがあるが、ガス事業

者から経済産業省への報告によると、現時点においても、未だ古い埋

設ガス管が残存している施設もあり、ガス漏えいリスクを回避できて

いない状況にある。

ついては、当該児童福祉施設等において劣化した鋼製のガス管をポ

リエチレン管等のガス管に更新し、埋設ガス管の耐震化を推進してい
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ただくよう、管内市町村及び関係施設等に対し、周知いただくようお

願いする。

なお、平成28年熊本地震においても、古い埋設ガス管で亀裂・折損

等によるガス漏れが185箇所発生したのに対し、ポリエチレン管に交

換された埋設ガス管は一切被害を受けず、ポリエチレン管の耐震性能

が実証されたところである。

《参照通知》

・ 児童福祉施設等における埋設ガス管等の耐震化の推進について

（依頼）（平成30年２月７日厚生労働省子ども家庭局子育て支援課、

経済産業省産業保安グループガス安全室）

（２）児童福祉施設等の運営について

① 児童福祉施設等の運営について

ア 社会福祉施設は、利用者本位のサービスを提供するため、苦情処

理の仕組みの整備及び第三者評価を積極的に活用し、自らのサービ

スの質、人材養成及び経営の効率化などについて継続的な改善に努

めるとともに、地域福祉サービスの拠点としてその公共性、公益性

を発揮することが求められている。

このため、本来事業の適正な実施に加え、施設機能の地域への開

放及び災害時の要援護者への支援などの公益的取組が推進されるよ

う各都道府県等においては、法人に対する適切な指導をお願いする。

また、事故防止については、利用者一人一人の特性を踏まえたサ

ービスの提供、苦情解決の取組や第三者評価の受審等を通じたサー

ビスの質の向上により、多くの事故が未然に回避されることから、

施設全体の取組として危機管理（リスクマネジメント）が実施され

るよう指導されたい。

なお、社会的養護関係施設については、３年に１回以上の第三者

評価の受審と結果の公表が義務付けられるとともに、第三者評価を

受審しない年においても、各施設は第三者評価の項目に準じて自己

評価を行わなければならないこととなっているので、適切な指導を

お願いする。

イ 社会福祉施設の運営費については、不正使用など不祥事により社

会福祉施設に対する国民の信頼を損なうことがないよう施設所管課

と指導監査担当課との連携を十分図り、適正な施設運営について引

き続き指導願いたい。
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② 感染症の予防対策

児童福祉施設等における感染症予防対策については、従来より特段

の取組をお願いしているところであるが、今後も引き続き十分な対応

を図ることが必要である。

社会福祉施設等は高齢者や乳幼児等体力の弱い者が集団生活してい

ることを十分認識の上、ノロウイルスやインフルエンザ等の感染症に

対する適切な予防対策を講じることが極めて重要であることから、下

記の通知を参考に衛生主管部局、指導監査担当課及び市町村とも連携

しつつ、管内児童福祉施設等に対し適切な予防対策を図るよう周知徹

底をお願いする。

また、児童福祉施設等に対し、ウィルス肝炎等の感染症患者・感染

者に対する利用制限、偏見や差別を防ぐ観点から、衛生主管部局と連

携し正しい知識の普及啓発を行い、利用者等に対する人権上の配慮が

適切に行われるよう指導されたい。

《参照通知等》

・「社会福祉施設等におけるノロウイルスの予防啓発について」（平

成29年12月27日厚生労働省子ども家庭局子育て支援課、社会・援

護局福祉基盤課、社会・援護局障害保健福祉部企画課、老健局総

務課連名事務連絡）

・「社会福祉施設、介護保険施設等におけるノロウイルスによる感

染性胃腸炎の発生・まん延対策について」（平成19年９月20日雇

児総発第0920001号、社援基発第0920001号、障企発第0920001号、

老計発第0920001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長、

社会・援護局福祉基盤課長、社会・援護局障害保健福祉部企画課

長、老健局計画課長連名通知）

・「ノロウイルスに関するＱ＆Ａ」

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shoku

hinanzenbu/0000187294.pdf

・「社会福祉施設等における今冬のインフルエンザ総合対策の推進

について」（平成29年11月27日厚生労働省子ども家庭局子育て支

援課、社会・援護局福祉基盤課、社会・援護局障害保健福祉部企

画課、老健局総務課連名事務連絡）

・「結核院内（施設内）感染対策の手引きについて」（平成26年５

月１日厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課、社会・援護局福

祉基盤課、社会・援護局障害保健福祉部企画課、老健局総務課連

名事務連絡）

・「児童福祉施設等における「学校における麻しん対策ガイドライ

ン」の活用について」（平成20年６月17日雇児総発第0617001号、
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障障発第0617001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長、

社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長連名通知）

・「社会福祉施設等における感染症発生時に係る報告について」（平

成17年２月22日健康局長、医薬食品局長、雇用均等・児童家庭局

長、社会・援護局長、老健局長連名通知）

・「社会福祉施設等におけるレジオネラ症防止対策の徹底について」

（平成15年７月25日社援基発第725001号）別添「レジオネラ症を

予防するために必要な措置に関する技術上の指針」

③ 児童福祉行政指導監査について

児童福祉行政指導監査は、児童福祉行政の適正かつ円滑な実施の確

保のため、市町村の事務実施体制の整備並びに法人及び施設運営の適

正化に十分配慮した指導監査を実施する等により、常時その実態を把

握し、児童の安全確保、児童の最善の利益や権利擁護を踏まえた援助

の確保、不祥事事件、児童入所措置費の支弁事務などにおける不当事

項等の未然防止等を図るものであり、引き続き適切な指導監査及び指

摘事項に対する改善状況の確認等に努められたい。

特に、児童福祉施設等に対する指導監査については、児童福祉法施

行令の規定により、年１回以上の実地検査を行うこととされているこ

とを踏まえた適切な対応をお願いしたい。

なお、保育所等については、保育所等が遵守・留意すべき内容や、

死亡事故等の重大事故防止に関する助言・指導を行う巡回支援指導員

の配置を支援する事業を実施している。指導監査の実施率の低い自治

体をはじめ、各自治体におかれては、巡回支援指導員を積極的に活用

いただき、巡回支援指導員が助言・指導した内容を都道府県等の指導

監督部門に報告し、情報共有を行うとともに、問題が認められた保育

所等について優先的に実地監査等を実施するなど、巡回支援指導と指

導監督部門との十分な連携を図ることで適切な実地監査等の実施につ

なげていただくようお願いする。

また、社会福祉法人指導監査との連携については、「社会福祉法人

の法人監査及び施設監査の連携について」（平成29年９月26日府子本

第762号、29文科発第868号、子発0926第１号、社援発0926第１号、老

発0926第１号）を踏まえ、必要な連携を行い、適切な指導監査を行っ

ていただきたい。

④ 児童福祉施設等における児童の安全確保について

児童福祉施設等における児童の安全確保については、従来より種々

ご尽力いただいているところであるが、各都道府県等におかれては、
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事件・事故の発生の予防や発生した場合の迅速、的確な対応が図られ

るよう、引き続き市町村及び児童福祉施設等に対する指導をお願いし

たい。

また、児童福祉施設等においては、日頃からの職員の協力連携体制

は勿論のこと、保護者を含む地域との協力体制を確立することが重要

であり、地域全体の協力による児童福祉施設等における児童の安全確

保に努めるとともに、令和２年度予算案においても、引き続き、児童

養護施設等の防犯対策の強化を早急に図るため、次世代育成支援対策

施設整備交付金や保育所等整備交付金等において、門、フェンス等の

外構の設置・修繕や非常通報装置・防犯カメラの設置等に係る費用の

一部を支援対象としたところであり、本交付金の積極的な活用をお願

いする。

《参照通知等》

・「社会福祉施設等における防犯に係る安全の確保について」（平

成28年９月15日雇児総発0915第１号・社援基発0915第１号・障障

発0915第１号・老高発0915第１号厚生労働省雇用均等・児童家庭

局総務課長、社会・援護局福祉基盤課長、社会・援護局障害保健

福祉部障害福祉課長、老健局高齢者支援課長連名通知）

・「教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のた

めのガイドラインについて」（平成28年３月31日府子本第192号、

27文科初第1789号、雇児保発0331第３号内閣府子ども・子育て本

部参事官、文部科学省初等中等教育局幼児教育課長、厚生労働省

雇用均等・児童家庭局保育課長連名通知）

・「児童福祉施設等においてプール活動・水遊びを行う場合の事故

の防止について」（平成26年6月20日雇児総発0620第1号厚生労働

省雇用均等・児童家庭局総務課長通知）

・「教育・保育施設等においてプール活動・水遊びを行う場合の事

故の防止について」（平成30年６月８日府子本第649号、30初幼

教第９号、子少発0608第１号内閣府子ども・子育て本部参事官、

文部科学省初等中等教育局幼児教育課長、厚生労働省子ども家庭

局総務課少子化総合対策室長連名通知）

・「児童福祉施設等における児童の安全の確保について」（平成13

年6月15日雇児総発第402号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務

課長通知）

⑤ アレルギー疾患対策基本法の施行について

「アレルギー疾患対策基本法」（平成26年法律第98号）に基づき、

気管支ぜん息、アトピー性皮膚炎、花粉症、食物アレルギーなどのア
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レルギー疾患について、総合的なアレルギー疾患対策が推進されてい

るところである。

同法第９条において、学校等の設置者等の責務として、「学校、児

童福祉施設、老人福祉施設、障害者支援施設その他自ら十分に療養に

関し必要な行為を行うことができない児童、高齢者又は障害者が居住

し又は滞在する施設（以下「学校等」という。）の設置者又は管理者

は、国及び地方公共団体が講ずるアレルギー疾患の重症化の予防及び

症状の軽減に関する啓発及び知識の普及等の施策に協力するよう努め

るとともに、その設置し又は管理する学校等において、アレルギー疾

患を有する児童、高齢者又は障害者に対し、適切な医療的、福祉的又

は教育的配慮をするよう努めなければならない」と規定されているこ

とから、ご了知いただくとともに、管内市町村、関係団体及び関係機

関等に対する周知をお願いする。

《参照通知等》

・「アレルギー疾患対策基本法の施行について（施行通知）」（平成

27年12月２日健発1202第９号厚生労働省健康局長通知）

（３）令和元年台風第15号・第19号等により被害を受けた児童福祉施

設等の災害復旧について

（関連資料84参照）

令和元年台風第15号・第19号等への対応については、種々御尽力い

ただいているところであるが、被害を受けた児童福祉施設等に関し、

災害による被害から速やかな復旧を図り、もって施設入所児童等の福

祉を確保するため、令和元年度補正予算案において、被災施設の施設

復旧及び設備復旧に要する費用37.4億円を計上したので活用をお願い

する。

（４）東日本大震災により被災した子どもへの支援について

東日本大震災により被災した子どもへの支援については、「被災し

た子どもの健康・生活対策等総合支援事業」として、被災者支援の基

幹的事業を一括化した「被災者支援総合交付金」（復興庁所管）にお

いて実施しており、「復興・創生期間」の最終年度である令和２年度

においても、必要な施策を確実に実施するための予算を確保している

ので、地域の状況を踏まえ、被災した子どもへの支援を着実に進めて

いただくようお願いする。

また、「復興・創生期間」後における東日本大震災からの復興の基

本方針が昨年12月20日に閣議決定され、復興・創生期間後における復
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興の基本的方向性が示されたところであり、このような状況も見据え

ながら、施策の推進を図っていただくようお願いする。

（被災した子どもの健康・生活対策等総合支援事業として実施する事業）

① 子ども健やか訪問事業

② 仮設住宅に住む子どもが安心して過ごすことができる環境づくり

事業

③ 遊具の設置や子育てイベントの開催

④ 親を亡くした子ども等への相談・援助事業

⑤ 児童福祉施設等給食安心対策事業

⑥ 保育料等減免事業

４．児童虐待防止対策の強化について

（１）乳幼児健診未受診者等の状況確認等の実施について

① 乳幼児健診未受診者等の状況確認について

「児童虐待防止対策の強化に向けた緊急総合対策」（平成30年７月20

日児童虐待防止対策に関する関係閣僚会議決定）において、「乳幼児健

診未受診者、未就園児、不就学児等の緊急把握の実施」が掲げられたこ

とを受け、各市町村に対し、乳幼児健診未受診、未就園、不就学等で福

祉サービスを利用していないなど関係機関が安全を確認できていない子

どもの把握及び状況確認を行い、その実施状況の調査をしているが、令

和元年度以降も継続的に実施することとしている。

こうした子どもやその家庭は、特に支援を必要としている場合もある

ことから、

・ 当該子どもの存在を把握した場合は、迅速に要保護児童対策地域

協議会において情報共有し、関係部署及び関係機関が連携して家庭

訪問や情報収集などを実施し、状況確認に努めること

・ 子どもの安全確認を実施した際に、支援が必要と認められる場合

は、確実に要保護児童対策地域協議会にケース登録し、関係部署及

び関係機関が連携して支援の方針・内容を検討するとともに、継続

的に見守り等が行えるようにするため、積極的な家庭訪問等により、

子ども、保護者等と連絡を取り合う関係を構築しつつ支援を実施す

ること

に留意しつつ、調査に対する報告時点で状況確認に至っていない子ども

も含め、引き続き、当該子どもの把握及び状況確認に取り組んでいただ

きたい。

－80－



② 安全確認等の調査結果について

（関連資料85参照）

児童相談所において在宅指導している虐待ケースの安全確認について

は、昨年２月に決定した「「児童虐待防止対策の強化に向けた緊急総合

対策」の更なる徹底・強化について」に基づき、昨年６月１日時点の児

童相談所において在宅で指導している全ての虐待ケースについて安全確

認を行っていただいた。

また、ネグレクト事案における緊急一斉点検については鹿児島県出水

市で４歳女児が亡くなった事案を受け、昨年９月１日時点のネグレクト

を主の要因として児童相談所において在宅で指導しているケースについ

て安全確認を行っていただいた。

今般、両調査ともに結果を取りまとめたので、ご協力いただいた各自

治体に感謝申し上げる。

なお、関連資料に結果を掲載しているので、ご参照いただきたい。

（２） 要保護児童対策地域協議会におけるヤングケアラーへの対応に

ついて （関連資料86参照）

「要保護児童対策地域協議会におけるヤングケアラーへの対応につい

て」（令和元年７月４日付け厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課長通知）

において示したとおり、本来、大人が担うような家族の介護をすること

で自らの育ちや教育に影響を及ぼしている18歳未満の子どもであるヤン

グケアラーについて、その概念を認識している要保護児童対策地域協議

会は３割弱にとどまっており、認識していても、当該子どもの生活実態

を把握しているのは半数程度であることが明らかとなった。要対協調整

機関は、構成機関に対してヤングケアラーの概念を周知し、実態把握に

努めるとともに、新規のケース登録を検討する際などにはヤングケアラ

ーではないかという観点を持つよう留意されたい。

また、支援方針を策定する上で、家族に要介護者等がいる場合には、

高齢者福祉、障害者福祉部局などの関係部署と連携し、適切な支援につ

なげていくよう留意されたい。

（３）児童虐待防止推進月間における取組及び令和２年度全国フォー

ラムの開催について (関連資料87参照)

厚生労働省では、毎年11月を「児童虐待防止推進月間」と位置付け、

児童虐待問題に対する社会的関心の喚起を図るため、集中的な広報・

啓発活動を実施している。

令和元年度においては、関係府省庁、関係団体等とも協力し、
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・ 全国から募集した「児童虐待防止推進月間」標語の最優秀作品

や児童相談所全国共通ダイヤル「１８９」について掲載したポス

ター・リーフレット等の作成及び関係機関、関係団体等への配布

・ 新聞突き出し広告、政府広報ラジオ等の活用による広報

・ 厚生労働省庁舎のオレンジリボンドレスアップ（室内照明を活

用し、庁舎窓ガラスにオレンジリボンを浮かび上がらせる取組）

等の取組を実施した。

また、令和２年度においては、児童虐待防止推進月間に合わせ、厚

生労働省が主催、関係自治体が共催となって毎年度実施している「子

どもの虐待防止推進全国フォーラム」を令和２年11月７日（土）及び

８日（日）に高知県高知市において開催する予定である。

各自治体においては、来年度も引き続き、「子どもの虐待防止推進

全国フォーラム」への積極的な参加を始め、児童虐待防止推進月間の

各種取組への協力をお願いする。

（４）子ども虐待防止に係るポスターコンテストの実施について

（関連資料88参照）

児童虐待防止対策の象徴であるオレンジリボン運動への理解を広め

るため、厚生労働省が後援し、認定NPO法人児童虐待防止全国ネットワ

ークが主催している「子ども虐待防止オレンジリボン運動公式ポスタ

ーコンテスト」は、広く国民から啓発ポスターのデザインを募集する

ものであり、令和２年度も開催されるところ、現在、作品募集中であ

ることから、各自治体においても同ポスターコンテストについて広く

一般に呼びかけていただきたい。

５．社会的養育の充実について

（１）令和２年度における児童入所施設措置費等の取扱いについて

（関連資料62参照）

令和２年度予算案における児童入所施設措置費等については、①小規

模かつ地域分散化の更なる推進、②里親養育への支援の充実、③自立に

向けた支援の強化等を図るため、

ア 児童養護施設の小規模かつ地域分散化された生活単位における養

育体制の更なる充実（子ども：職員＝６：４ → 最大６：６（※））

※積極的に里親委託の実施や多機能化・機能転換を図っている施設

の場合

イ レスパイトケアを行った施設に対する補助額について、２歳未満
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の子どもを預かった場合の単価を拡充。

ウ 里親手当について、手当額に庁費相当分を上乗せするとともに、

複数人の子どもを養育する場合の２人目以降の手当額を拡充。

エ 児童養護施設等に、進学・就職等の自立支援や退所後のアフター

ケアを担う職員を配置（※）し、退所前後の自立に向けた支援の充

実を図る。※アフターケアの対象者が一定数以上の場合。

オ 施設機能強化推進費の適用がない里親、ファミリーホーム、自立

援助ホームにおける防災対策の強化のため、職員等への防災教育、

訓練の実施及び防災用具の整備に要する費用を支弁。

カ 自立援助ホームに入居している児童が、特別支援学校高等部に通

う場合についても、児童養護施設等と同様に教育費を支弁する。

キ 一般家庭の実態を踏まえ、入進学支度金及び入学時特別加算費を

増額する。

を盛り込んでいる。詳細については追ってご連絡する。

また、児童養護施設等の職員配置の改善（児童養護施設５．５：１→

４：１等）については、引き続き、措置費の保護単価を段階的に設ける

こととしているが、職員配置の最低基準引上げについては、施設におけ

る職員配置状況等をみながら、今後、省令等の改正を予定している。こ

れを踏まえ、社会的養護を担う施設職員の積極的な職員配置の改善に努

められたい。

（２）社会的養育を担う人材確保について

（関連資料62参照）

児童養護施設等の職員の人材確保に向けて、技能・経験に応じた処遇

改善や合計６％の処遇改善等を行ってきたところであり、各都道府県に

おかれては、引き続き、各施設に対し処遇改善の実施を促していただき

たい。

また、職員の人材確保のためには、給与等の処遇面の改善に加えて、

業務負担の軽減策を合わせて講じていくことが重要であることから、令

和元年度に「児童養護施設等体制強化事業」を創設したところである。

令和２年度予算案では、児童指導員等を目指す者の複数雇用を可能とす

るほか、夜間業務等の業務負担軽減のため補助者等を雇い上げる場合の

費用の補助を盛り込んでおり、当該事業の積極的な活用をお願いしたい。

なお「児童養護施設等の職員の資質向上のための研修事業」も引き続

き計上しており、各都道府県におかれては、職員の人材確保や人材育成

に向けて、これらの事業の積極的な活用をお願いしたい。
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（３）里親制度・特別養子縁組制度の広報啓発について

（関連資料89参照）

厚生労働省では、里親制度に対する社会的認知を高め、より一層の

推進を図るため、毎年10月を「里親月間（里親を求める運動）」と位

置付け、集中的な広報・啓発活動を実施している。

令和元年度においては、関係団体等とも協力し、

・ ポスター・リーフレット等の作成及び関係機関、関係団体等へ

の配布

・ 新聞広告及びインターネットによる広報活動

・ 政府広報（Twitter、Facebook、各種広報誌）による広報活動

等の取組を実施した。

なお、里親月間に合わせ、厚生労働省と関係団体が主催して毎年度

実施している「全国里親大会」について、令和２年度は、徳島県徳島

市で10月３日（土）、４日（日）に開催する予定である。

加えて、特別養子縁組制度についても、新聞広告（令和２年1月4日）

や特設サイトによる広報・啓発活動を行っている。

各自治体におかれても、里親制度や特別養子縁組制度の普及啓発に

向けて、地域の実情に応じて創意工夫を凝らした広報活動を展開する

など、積極的な取組をお願いする。

里親の認知度については、「聞いたことがある」程度の認識である

者が多く、まずは里親制度についての情報の発信が必要である。この

ため、里親制度や特別養子縁組制度の普及啓発においては、広く一般

市民が養育里親に関する情報に日常生活の中で触れる機会を数多く作

り、里親制度に関心を持つきっかけを作ることが重要である。

また、登録里親を増加させるには、従前より幅広いターゲット層に

対し、それぞれの特徴を捉えて戦略的なアプローチを行う必要がある。

そして、里親に関心を持った層に対しては、経験者の体験を共有す

る機会を持つことや、短期間のみの養育もあることの周知、サポート

体制などの説明を通じて、里親になることの不安や負担感を軽減する

ことが効果的であると考えられる。

６．ひとり親家庭等自立支援施策について

（１）児童扶養手当について

（関連資料66・90参照）

① 令和２年度の手当額について

令和元年の消費者物価指数が対前年比＋0.5％となったことから、
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法律の規定に基づき、＋0.5％の引き上げを予定しているので管内市

町村に対する情報提供をお願いする。

＜本体月額＞

（令和元年度） （令和２年度）

全部支給 ４２，９１０円 → ４３，１６０円（＋２５０円）

一部支給 ４２，９００円 → ４３，１５０円（＋２５０円

～１０，１２０円 ～１０，１８０円 ～＋６０円）

＜第２子加算月額＞

（令和元年度） （令和２年度）

全部支給 １０，１４０円 → １０，１９０円（ ＋５０円）

一部支給 １０，１３０円 → １０，１８０円（ ＋５０円

～５，０７０円 ～５，１００円 ～＋３０円）

＜第３子以降加算月額＞

（令和元年度） （令和２年度）

全部支給 ６，０８０円 → ６，１１０円（ ＋３０円）

一部支給 ６，０７０円 → ６，１００円（ ＋３０円

～３，０４０円 ～３，０６０円 ～＋２０円）

② マイナンバーを活用した情報連携について

令和元年10月より、日本年金機構等への情報照会事務が本格運用さ

れている。日本年金機構等とマイナンバーを活用した情報連携を行う

ことにより、新規申請等審査業務において、即座に公的年金等の情報

が取得でき、正確な手当額の算定が可能となる。これにより、申請者

及び地方自治体の事務においても負担軽減となることから、情報連携

の活用による適切な事務処理をお願いしたい。

また、児童扶養手当制度における受給者情報の円滑な把握を行うた

めのマイナンバーを活用した情報連携を推進するため、必要となるシ

ステム改修等に係る費用の補助について、令和２年度予算案に計上し

ているので、積極的な活用をお願いしたい。

③ プライバシーの保護に配慮した事務運営について

ア 事実婚の支給要件の確認方法に関する留意事項について

児童扶養手当の事実婚等の支給要件の確認に際しては、以下の点

を含め、プライバシーの保護に配慮した事務運営を行うよう、確認

をお願いするとともに、窓口を担う職員への周知徹底をお願いした
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い。（令和元年９月30日付け厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課長

通知）

・ 支給要件に関し、受給資格者の生活実態の確認に際しては、

必要以上にプライバシーの問題に立ち入らないよう十分配慮す

る必要があり、これらについて確認を行う場合は、一律に確認

を行うのではなく、確認が必要と個別に判断した者に限るべき

であること。

・ 異性との交際関係など、プライバシーに関わる事項について

確認が必要な場合には、確認の必要性について理解が得られる

よう、児童扶養手当の支給要件との関係について十分に説明を

行うこと。

・ プライバシーに関する聞き取りをする場合には、個室や衝立

のあるコーナーで行うなど、できる限りプライバシーの保護に

配慮すること。

・ 「すくすくサポート・プロジェクト」に基づき、窓口のワン

ストップ化を進めるとともに、窓口での相談を躊躇せず、支援

を必要とするひとり親が行政の窓口に確実につながるように留

意すること。

イ 児童扶養手当法第29条の規定に基づく調査の適正な実施について

児童扶養手当の事務運営における調査に際しては、以下の点に留

意をお願いするとともに、調査を担う職員への周知徹底をお願いし

たい。（令和元年９月30日付け厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課

長通知）

・ 児童扶養手当法第29条の規定に基づく調査については、受給

資格の有無及び手当額の決定のために必要な事項に関する書類

その他の物件の提出を命ずること、職員が受給資格者、児童そ

の他関係人に質問をすること、児童や児童の父母に石の診断を

受けさせること等が職権で行使できる旨が規定されているが、

受給資格者の自宅等へ立ち入って調査を行う権限は含まれてい

ない。

このため、自宅内を含めた調査で必要な場合には、同条に基

づく調査ではなく、受給資格者の同意を得て行う必要があるこ

と。

・ 調査に当たっては、真に確認が必要かの必要性について慎重

に個別判断するとともに、必要と判断した場合においては、必

ず丁寧に調査の趣旨を説明し、受給資格者の同意を得た上で、

調査される側の状況や立場を考慮し調査担当者や調査日時を設
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定するなど、プライバシーに十分配慮し、対応する必要がある

こと。

・ 受給資格者が自宅内等への調査に応じないことのみをもっ

て、法第14条の規定に基づく支給停止を行うことは不適当であ

ること。

④ 相談体制等について

児童扶養手当の現況届時（8月）を集中相談期間として、子育て・

生活、就業、養育費の確保など、ひとり親家庭が抱える様々な問題を

まとめて相談できる体制の構築を支援することとしているところであ

る。一方、受給者の中には休暇を取得することが難しい方もいること

から、夜間や休日等利用者の方の時間に合わせた対応ができるよう、

可能な限り努めていただくようお願いしたい。

（２）母子父子寡婦福祉資金貸付金について

（関連資料66参照）

① 令和２年度予算案における見直しについて

ひとり親家庭等の自立を促進するため、子どもの修学等に必要な資

金の貸付けを行っているが、大学等に修学しやすい環境を整えるため、

就学支度資金や修学資金に受験料や修学期間中の生活費等を加えるこ

ととしている。

今後、貸付限度額等の詳細な内容についてお示しさせていただく。

なお、令和２年４月から高等教育の修学支援新制度が実施されるが、

授業料の減免等の対象となる可能性のある者であっても、大学等にお

いて入学金等を一旦徴収する場合があり、その場合においては、入学

後に減免等が確定した際に、減免相当額が還付されることとなる。こ

のため、入学時において入学金等を納付する必要がある場合には、母

子父子寡婦福祉資金貸付金の貸付けを行っていただくようお願いす

る。

② 母子父子寡婦福祉資金貸付金の運用上の留意事項について

修学資金及び就学支度資金については、経済的理由により修学が困

難なひとり親家庭等の子どもの進学を容易にする観点から設けられて

いるものであるが、都道府県等における貸付審査に一定の期間を要す

るため、ひとり親家庭等への修学資金等の支払いが高等学校等の学費

の納付期限に間に合わず、ひとり親家庭等が資金繰りに苦慮する場合

があるとの指摘がなされている。
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これらの資金の貸付については、これまでも、願書の提出段階から

事前の審査を受け付けるなどの対応をお願いしてきたが、各都道府県

等におかれては、入学金等の納付が必要となった際に適切に資金の貸

付が行えるよう、引き続き、円滑な貸付の実施に努めていただくよう

お願いする。

なお、他の資金についても、必要な時期に資金を貸付けることがで

きるよう、相談の段階から事前の審査を受け付けるなど、円滑な貸付

の実施に努めていただくようお願いする。

また、母子父子寡婦福祉資金貸付金の貸付けに当たっては、特に経

済的条件は定められていないことから、貸付を受けようとする者の必

要性を考慮するとともに、この資金の活用により、経済的自立の助成

及び生活意欲の助長を期し得る場合には、積極的に支援することをお

願いしたい。

③ 「民法の一部を改正する法律」（平成29年法律第44号）の施行によ

る母子父子寡婦福祉資金貸付金の運用上の留意事項について

消滅時効や法定利率の見直し等を内容とする「民法の一部を改正す

る法律」（平成29年法律第44号。以下、「改正民法」という。）が令和

２年４月１日から施行される。

改正民法のうち、消滅時効、保証、連帯債務や法定利率に関する見

直しについては、母子父子寡婦福祉資金の運用に関わるため、改正内

容についてご留意いただきたい。（法務省ホームページ参照）

具体的には、以下の点に留意いただきたい。

・ 消滅時効が「10年行使しないとき」から「権利を行使すること

ができることを知った時から５年間」又は「権利を行使すること

できる時から10年間」とされたこと（民法第166条第１項）

・ 事業用融資の第三者保証に関する規定が新設され（民法第465

条の６）、保証契約にあたり、公証人があらかじめ保証人本人か

ら直接その保証意思を確認し、公正証書を作成しなければ、その

契約の効力を生じないこととされたことに伴い、事業開始資金及

び事業継続資金について、保証人を立てる場合には、改正民法の

規定に基づき、公証人による保証意思の確認を求める必要がある

こと

・ 主債務者による保証人（法人である場合を除く。）への財産及

び収支状況や期限の利益喪失に関する情報提供の義務の規定が新

設された（民法第465条の10及び第458条の３）ことから、母子父

子寡婦福祉資金貸付金についても、その適用を受けること（期限

の利益喪失に係る情報提供義務は事業用融資に限らず個人保証一
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般に適用される。）

・ 連帯債務について、現行においては、連帯債務者の１人に対す

る履行の請求、免除や消滅時効の完成も、その連帯債務者の負担

部分について、他の連帯債務者に対して、その効力を生ずるとこ

ろであるが、改正民法により、連帯債務者の一人に対する履行の

請求、免除や消滅時効の完成については、他の連帯債務者に対し

てその効力を生じないこととなること（民法第441条）。なお、

当該規定は連帯保証人についても同様の改正がなされていること

このほか、母子父子寡婦福祉資金貸付金の違約金率について、母子

父子寡婦福祉法施行令第17条において、年５％の割合をもって計算す

ることとしているが、法定利率に係る改正民法第404条の規定（年３

％）を踏まえ、その割合を見直すこととしている。詳細な内容につい

ては、今後お示しさせていただく。

（参考）法務省ホームページ

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html

（３）就業支援等について

（関連資料66・91参照）

① 母子・父子自立支援プログラム策定事業について

ハローワークや母子家庭等就業・自立支援センターと緊密に連携し

つつ、個々のひとり親家庭の実情に応じた自立支援プログラムの策定

において、母子・父子自立支援プログラム策定員等が適切な支援方針

の提示とともに効果的な資格取得を助言することができるよう、キャ

リアコンサルタントによる講習を受講する経費を補助する予定として

いるので、積極的な活用をお願いしたい。

② 高等学校卒業程度認定試験合格支援事業について

高等学校卒業程度認定試験に合格することは、ひとり親家庭の親や

その子どもの就職先や取得可能な資格の拡大に資するものと考えられ

る。

令和２年度予算案において、高等学校卒業程度認定試験を受験する

意欲を促進するために、試験合格のための講座を受け、これを修了し

た時に支給する受講修了時給付金について、受講のために支払った費

用の20%から40%に引き上げ（合格時において支給する合格時給付金に

ついては、受講のために支払った費用の40%から20%に引き下げ）を行

う予定としているので、引き続き、積極的な活用をお願いしたい。
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③ 自立支援給付金事業について

ひとり親家庭への資格取得支援について、ひとり家庭の親が養成機

関で修業する間、生活の負担を軽減し、資格取得を容易にするための

高等職業訓練促進給付金の支給及び、ひとり親家庭の親が地方自治体

が指定した教育訓練講座を受講し、修了した場合にその経費の一部を

支給する自立支援教育訓練給付金事業を実施しているところである。

引き続き、これらの就職に有利な資格の取得支援について、積極的な

活用をお願いしたい。

④ 自治体窓口のワンストップ化の推進について

ひとり親家庭の相談窓口において、母子･父子自立支援員に加えて、

就業支援専門員を配置することにより、子育て・生活に関する内容か

ら就業に関する内容まで、ワンストップで寄り添い型支援を行うこと

ができる体制を整備するための事業を引き続き実施することとしてい

る。

併せて、児童扶養手当の現況届の時期（毎年８月）等に、子育て・

生活、就業、養育費の確保など、ひとり親が抱える様々な問題をまと

めて相談できる体制の構築を支援することとしているところであり、

これらの取組により、ひとり親家庭の相談窓口のワンストップ化を推

進していただくようお願いする。

また、各自治体での就業支援に当たっては、ハローワーク等の労働

関係機関や生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援機関等と十分

に連携を図り、ハローワーク等の施策も含め広報等を行い、施策の効

果的な実施に努めていただきたい。

⑤ 令和元年度「はたらく母子家庭・父子家庭応援企業表彰」について

本事業については、令和元年12月４日付け子発1204第３号「令和元

年度母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の促進を図る優良企業等の

表彰について」を発出し、地方公共団体からの推薦をお願いした。よ

り多くの企業からの応募がなされるよう、管内市（指定都市及び中核

市を除き、特別区を含む）及び福祉事務所設置町村に対する周知等を

お願いしたい。

⑥ 母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法に

ついて

「母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法」

（平成24年法律第92号。以下「特別措置法」という。）が平成25年３

月１日に施行されている。

－90－



特別措置法においては、母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支

援に関する施策の充実、民間事業者に対する就業支援の協力の要請、

母子福祉団体等の受注機会の増大への努力、財政上の措置等について、

国及び地方公共団体の努力義務が規定されている。

この中で、地方公共団体については、民間事業者に対する就業支援

の協力の要請及び母子福祉団体等からの受注機会への増大への努力に

関して、国の施策に準じて努めることとされているので、引き続き積

極的な取組をお願いしたい。

（４）子育て・生活支援、養育費の確保等について

（関連資料66・92参照）

① ひとり親家庭等生活向上事業の積極的な実施について

ア ひとり親家庭等生活支援事業の実施について

ひとり親家庭は、就業や家事等日々の生活に追われ、家計管理等

様々な面において困難に直面する。また、ひとり親家庭の親の中に

は、高等学校を卒業しておらず、希望する就業ができないことから、

安定した就業が難しいなどの支障が生じている。

このため、平成28年度から、ひとり親家庭の親に対し、ファイナ

ンシャルプランナー等の専門家を活用した家計管理等の講習会の実

施、高等学校卒業程度認定試験の合格支援などの学習支援、ひとり

親家庭同士のネットワークづくり等を行うひとり親家庭等生活支援

事業を実施している。特に、ひとり親家庭は経済的に厳しい状況に

あることから、家計管理の支援をすることが重要であり、同事業に

よる講習会や個別相談の実施、必要に応じて、生活困窮者自立支援

制度の家計相談支援事業へつなぐ等の取組を進めることが重要であ

る。

なお、ひとり親家庭等への相談支援の充実を図るため、令和元年

度予算から、民間団体を活用した、ひとり親家庭に対する出張・訪

問相談の強化、サービスの申請補助等を行う同行支援や継続的な見

守り支援を実施することとしており、地域の母子・父子福祉団体や

NPO法人等との連携した相談支援を実施していただきたい。

また、令和２年度予算案においては、母子生活支援施設を活用し、

短期間の施設利用による子育てや生活一般に関する助言・指導、各

種支援につなげるための相談支援を実施することとしている。

各地方自治体においては、地域の母子生活支援施設、母子・父子

福祉団体やNPO法人等との連携を推進するとともに、ひとり親家庭

支援の相談体制の充実を図る観点から、ひとり親家庭等生活向上事
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業の積極的な実施をお願いしたい。

イ 子どもの生活・学習支援事業の実施について

ひとり親家庭の子どもが抱える特有の課題に対応し、貧困の連鎖

を防止する観点から、放課後児童クラブ等の終了後に、ひとり親家

庭の子どもに対し、児童館・公民館や民家等において、悩み相談を

行いつつ、基本的な生活習慣の習得支援・学習支援、食事の提供等

を行う「子どもの生活・学習支援事業」を2016（平成28）年度から

実施している。

令和２年度予算案においても必要な予算を確保しているので、各

地方自治体での事業の積極的な実施をお願いする。

また、生活困窮者自立支援制度における「子どもの学習・生活支

援事業」との連携を図ることで、学生ボランティアや会場の確保な

どを効率的に実施することができると考えられることから、事業の

連携についてもご検討いただきたい。

② ひとり親家庭等日常生活支援事業について

母子家庭、父子家庭及び寡婦が、安心して子育てをしながら生活す

ることが出来る環境を整備するため、修学や疾病などにより生活援助、

保育等のサービスが必要となった際に、家庭生活支援員（ヘルパー）

を派遣し、又はヘルパーの居宅等において子どもの世話等を行うひと

り親家庭等日常生活支援事業を実施している。

本事業は、就労と子育てを一手に担うひとり親家庭における、就労

と子育ての両立に向けた効果的な支援施策であることから、各自治体

におかれては、引き続き、本事業の積極的な実施をお願いする。

ア 本事業については、平成28年度から、未就学児のいるひとり親家

庭が、就業上の理由により帰宅時間が遅くなる等の場合に、定期的

に利用することができるよう拡充を図っている。併せて、ヘルパー

を確保しやすくするため、ヘルパーの資格要件について、自治体が

認めた資格を有する者や、自治体が認めた研修を修了した者も対象

とするよう緩和した。

また、子育て支援については、平成30年度において、本事業の実

施要綱等を改正し、子育て支援の実施場所として、子育て支援を受

ける者の居宅が含まれることや家庭生活支援の選定に当たり、子育

て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業）にお

ける援助を行う会員のうち、同事業の実施に係る通知（子育て援助

活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業）の実施につ

いて（平成26年５月29 日付け雇児発0529第17号厚生労働省雇用均
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等・児童家庭局長通知））においてお示ししている講習カリキュラ

ムの項目を全て受講した者又は同通知において当該講習を修了した

者とみなすこととされている者については、本事業の実施要綱等で

定める一定の研修と同等の研修を修了した者とすることができる旨

を明記した。

イ 令和２年度予算案においては、家庭生活支援員の派遣に係る補助

単価の充実を図るとともに、定期利用の対象範囲を小学生を養育す

る家庭まで拡大することとしている。

③ 養育費確保及び面会交流支援について

ア 養育費相談支援センターについて

厚生労働省においては、養育費相談支援センターを設置し、専門

の相談員がひとり親家庭等から直接相談に応じるとともに、養育費

や面会交流に関するパンフレットを作成し、制度の周知を図ってい

る。また、養育費相談支援センターによる地方自治体への支援とし

て、母子・父子自立支援員や母子家庭等就業・自立支援センターの

相談員が受け付けた困難事例への相談対応、相談員の技術向上のた

めの研修、自治体が行う研修への講師派遣も実施している。

各自治体におかれては、養育費相談支援センターを積極的に活用

されるとともに、地域のひとり親家庭等が養育費や面会交流に関す

る相談がしやすくなるよう、ホームページ等において、養育費相談

支援センターのホームページのURLを掲載するなどの周知も併せてお

願いしたい。

なお、養育費相談支援センターについては、「公共サービス改革基

本方針（2017（平成29）年７月11日閣議決定）別表」に基づき、民

間競争入札により委託先を決定し、2018（平成30）年度～2020（令

和２）年度の実施に当たっては、（公社）家庭問題情報センターに委

託して実施することとなっている。

（参考）養育費相談支援センターホームページ

http://www.youikuhi-soudan.jp/

イ 母子家庭等就業・自立支援事業について

地方自治体における養育費の支払いや面会交流の実施に関する相

談の取組を推進するため、母子家庭等就業・自立支援事業における

養育費等支援事業により、養育費の支払いや面会交流の実施に関す

る相談を実施するための専門の相談員の配置を支援するとともに、

平成28年度からは、弁護士による相談の実施を支援している。

各自治体におかれては、養育費等支援事業を積極的に実施いただ
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くとともに、養育費の確保や面会交流の実施等に関する周知に当た

っては、戸籍の窓口や児童扶養手当の窓口等でもパンフレット等を

配布し必要な相談につなぐなど、積極的に周知いただくようお願い

する。

なお、養育費等支援事業における弁護士相談等の実施に向けては、

厚生労働省から日本弁護士連合会に対して、自治体による養育費等

支援事業の実施に対する全国の弁護士会の協力を依頼しており、自

治体におかれては、地域の弁護士会と連携を図りながら、事業の積

極的な実施をお願いする。

また、面会交流の取り決めがある者を対象に、日程の調整、場所

の斡旋、付き添い、アドバイスなどの必要な支援活動を行う面会交

流支援事業については、平成30年度における実施自治体数は９自治

体と低調である。

すでに地域において面会交流支援を実施しているNPO法人等の活用

も含め、事業の実施に向けた検討をお願いしたい。

ウ 離婚前後親支援モデル事業の実施について

平成28年度全国ひとり親世帯等調査の結果によると、離婚する際

の養育費の取り決めをしている割合は、母子世帯が42.9％、父子世

帯が20.8％となっており、面会交流の取り決めをしている割合は、

母子世帯が24.1％、父子世帯が27.3％となっており、引き続き、養

育費や面会交流の取り決めの促進を図ることが必要である。

このため、令和元年度から、離婚協議開始前の父母等に対して、

離婚が子どもに与える影響、養育費や面会交流の取り決めや離婚後

の生活を考える機会を提供するため、「親支援講座」の開催やひとり

親家庭支援施策に関する情報提供等を行う離婚前後親支援モデル事

業を実施している。

また、令和２年度予算案においては、「親支援講座」に加え、地方

自治体が養育費の履行確保等に資するものとして先駆的に実施する

事業（公正証書作成への支援による養育費の取り決めを促進する事

業等）に対する補助を行うこととしている。

各地方自治体においては、養育費や面会交流の取り決めの促進等

に向けて、本事業の実施に向けた検討をお願いしたい。

エ 令和元年版養育費の算定表について

平成15年に東京・大阪の裁判官等により提案された「標準算定方

式・算定表」が家庭裁判所の家事審判及び家事調停等における養育

費等の算定の実務において定着しているところであるが、昨年12月
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に、平成30年度司法研究（養育費、婚姻費用の算定に関する実証的

研究）の報告が公表され、養育費の算定に係る改定算定表が提案さ

れた。

当該算定表は、養育費の取り決めに当たっての有用な目安となる

と考えられるので、その内容を理解いただき、ひとり親家庭に対す

る相談業務等に役立てていただきたい。もっとも，最終的な養育費

の額は，改定算定表の算定結果のほか，各事案における諸事情を踏

まえて定められるものであることにご留意いただきたい。

なお、改定算定表については、裁判所ホームページに掲載されて

いるので、ご確認いただきたい。

（参考）裁判所ホームページ

http://www.courts.go.jp/about/siryo/H30shihou_houkok

u/index.html

④ 母子・父子自立支援員等の相談員の専門性向上について

母子・父子自立支援員等のひとり親家庭の相談対応に従事する職員

の専門性の向上を図る観点から、令和２年度予算案においては、母子

家庭等就業・自立支援事業における相談関係職員研修支援事業を拡充

し、国や地方自治体等が実施する各種研修を積極的に受講できるよう、

研修派遣のための旅費や派遣中の代替職員の配置に必要な経費の補助

を行うこととしている。

ひとり親家庭の相談については、生活困窮者自立支援制度、ハロー

ワークによる就業支援や養育費の履行確保に資する制度などに関する

知識も必要であり、また、中長期的な寄り添った支援が求められるな

ど高い専門性が必要である。

各地方自治体においては、国の補助事業を活用し、母子・父子自立

支援員等の相談員が、各種研修に積極的に受講できる環境を整備され

るようお願いする。

（５）ひとり親に対する税制上の対応について

（関連資料93参照）

令和２年度税制改正の大綱（令和元年12月24日）に基づき、未婚のひ

とり親について寡婦（夫）控除を適用することとし、この際、適用する

条件は死別・離別の場合と同様とすることとされたので、ご承知おき願

いたい。

具体的には、寡婦（夫）控除について、以下の見直しを行うこととさ

れている。
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① 寡婦に寡夫と同じ所得制限（所得500万円（年収678万円））を

設ける。

② 住民票の続柄に「夫（未届）」「妻（未届）」の記載がある場

合には、控除の対象外とする。

③ 子ありの寡夫の控除額（現行所得税27万円、住民税26万円）

について、子ありの寡婦（所得税35万円、住民税30万円）と同

額とする。

上記の見直しは、令和２年分以後の所得税、令和３年度分以後の個人

住民税について適用する。

また、扶養親族がいない死別女性、子以外の扶養親族を持つ死別・離

別の女性（所得500万円（収入678万円）以下）については現状のままと

する。

さらに、現行の寡婦、寡夫又は単身児童扶養者に対する個人住民税の

非課税措置を見直し、上記の見直し後の寡婦若しくは寡夫又は上記の措

置により控除の対象となる未婚のひとり親（これらの者の前年の合計所

得金額が135万円を超える場合を除く。）を対象とすることとしている

ので、ご承知おき願いたい。

（６）子供の貧困対策に関する大綱のポイント（令和元年11月29日閣

議決定））

（関連資料94参照）

①大綱の考え方、目的

2019年（令和元年）６月に子供の貧困対策の推進に関する法律（以下、

「法」という。）が改正され、同年８月に子供の貧困対策に関する有識者

会議から提言が公表されたことを踏まえ、新たな子供の貧困対策に関す

る大綱（以下、「大綱」とする。）について同年11月に閣議決定をした。

大綱の目的については、法改正を踏まえて、「現在」の子供にも焦点を

当てることや、有識者会議提言を踏まえて「子育てや貧困を家庭のみの

責任と」しないことを明文化している。

②基本的方針

有識者会議において今後さらに力をいれていくべきとして提示された

点を、大綱の基本的方針に掲げている。

一つ目として、これまでの支援はとりわけ学齢期の支援が進展してき

たことを踏まえ、今後は産前産後期を含めたライフステージの中で切れ

目のない支援を実施する。

二つ目として、子供の貧困の問題は支援を必要とする家庭や子供が声
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を上げづらいという特徴があり、各種の支援を実施するうえで早期発見

とアウトリーチを強化していく。

三つ目として、地方自治体間で取組の格差が生じており、その平準化

を進めていく。とりわけ、昨年６月の法改正の中でこれまで都道府県に

対して課せられていた計画策定の努力義務が市町村に拡大されたことに

ご留意いただきたい。

③指標

以前の大綱（子供の貧困対策に関する大綱（平成26年８月29日閣議決

定））においては、25の指標を定め、その動向を確認しながら施策を推進

してきた。

大綱においては、ひとり親の正規雇用割合、食糧又は衣服が買えない

経験等、指標の数を39に増やし、子供の貧困の状況をより多角的に把握

できるようにしている。

④指標の改善に向けた重点施策

教育の支援、生活の支援、保護者の就労の支援、経済的支援という法

に定められた四つの柱に沿って様々な施策を記載している。厚生労働省

として重点的に取り組むものについては、以下のとおりである。

生活の支援については、産まれた瞬間から貧困の連鎖が始まることが

ないよう、産前産後の支援にしっかりと取り組む。とりわけ、若年妊婦

へのアウトリーチやSNSを活用した相談支援等を実施する。また、生活困

窮家庭の親がきちんと働くことができるよう就労の前段階の支援や家計

改善等の支援を実施する。

就労の支援については、生活の安定につながる働き方となるよう、ひ

とり親の資格取得や学び直しの支援等を実施する。

経済的支援については、児童扶養手当の支払回数の変更などの取組を

着実に実施していく。加えて、ひとり親の養育費確保の取組としては先

の通常国会で成立した民事執行法の改正により相手方の財産開示手続き

の実効性が向上しており、こうした点を確実に浸透させていく。

子供の貧困対策として、内閣府・文部科学省・厚生労働省の三府省で

連携しながら、引き続きしっかりと取り組んでいくこととしており、各

地方自治体においても、各種支援施策の実施をお願いする。
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７．婦人保護事業の見直しについて
（関連資料95～97参照）

（１）婦人保護事業事業の運用面における見直しについて

平成30年７月からの「困難な問題を抱える女性への支援のあり方に関

する検討会」における議論等を踏まえ、令和元年６月に婦人保護事業に

おける運用面の改善に向けた当面の対応として「婦人保護事業の運用面

における見直し方針について」を取りまとめ、公表したところである。

各都道府県等におかれては、この運用面における見直し方針を踏まえ、

ＤＶ、性暴力、貧困、家庭破綻、障害等、様々な困難な問題を抱える女

性に対して、相談から心身の健康回復、自立支援に至るまでのすべての

過程における婦人保護事業による支援が行き届くようご配意願いたい。

① 他法他施策優先の取扱いの見直しについて

婦人相談所や婦人保護施設等において支援を受けるべき女性が他法

他施策の事業に回され、婦人相談所の一時保護や婦人保護施設による

支援に結びつかないといった実態があることを踏まえ、平成14年の局

長通知（※）における婦人保護事業の対象となる女性の範囲に関する

規定を改正し、家庭関係の破綻、生活の困窮等正常な社会生活を営む

上で困難な問題を有する者への支援に際しては、被害者本人や同伴す

る児童等の状況等を踏まえ、関係機関との十分な連携・調整の上で、

婦人相談所や婦人保護施設等において支援する必要があると認められ

る場合は、必要な他法他施策を活用しながら、婦人保護事業による支

援が適切に提供されるよう改善を行ったので、各都道府県等におかれ

ては、被害女性に寄り添った適切な対応をお願いする。

また、上記通知改正の趣旨を踏まえ、婦人相談所ガイドラインにお

ける婦人相談所において対応すべき相談に係る規定についても同様に

改正したので、ご留意願いたい。

※「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」の施行

に対応した婦人保護事業の実施について」（平成14年3月29日雇児

発第0329003号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）

② 一時保護委託の対象拡大と積極的活用について

平成23年の局長通知（※）における婦人相談所が行う一時保護委託

の対象者の範囲に関する規定を改正し、これまで、定員を超えた場合

にのみ一時保護委託を可能としていた対象者について、保護が必要な

被害女性の意向や状態及び状況等を踏まえた一時保護委託が可能とな

るよう、対象者を拡大するとともに、婦人相談所は、委託先で保護を

受ける被害者の生活状況の把握や自立に向けた支援に際して、委託先
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施設と緊密な連携を図ることについての規定を追加しているので、適

切に対応されたい。

また、婦人相談所は、性暴力や虐待等の被害に遭った又は遭うおそ

れのある、主に10代から20代の女性（以下「若年被害女性等」という。）

の一時保護の受入れに当たっては、当該若年被害女性等の状況等を勘

案するとともに、本人の緊張と不安を勘案し、安心して援助を受ける

ことができるという気持ちが持てるよう留意するとともに、本人の意

向も踏まえた適切な支援を進めるため、一時保護委託について、民間

支援団体の積極的な活用について検討されたい。

なお、被害者が一時保護委託契約施設に直接一時保護を求めた場合

には、当該施設は、速やかに、被害者の安全を確保し、婦人相談所に

連絡するものとし、婦人相談所は、速やかに一時保護の要否の判断、

委託の適否の決定及び委託先の決定を行い、被害者及び当該施設に伝

えることとしているが、必ずしも当該対応が徹底されていない事例が

あることから、被害者の負担軽減と迅速な支援の実施が図られるよう、

当該対応を徹底されたい。

※「婦人相談所が行う一時保護委託について」（平成23年3月31日雇

児発0331第20号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）

③ 婦人保護施設の利用促進等について

婦人保護施設への入所について、自治体によっては、民間シェルタ

ー等の一時保護委託契約施設における保護の終了後、婦人相談所の一

時保護所に当該被害女性を入所させ、医学的、心理学的な面からの面

接、判定等を行った上で、婦人保護施設への入所を決定している事例

があるが、被害者の負担軽減を図りつつ、適切な支援に繋がるよう、

婦人相談所は、必要に応じて、医師、看護師、心理判定員等を一時保

護委託先に派遣して必要な面接、判定等を行い、婦人保護施設への入

所を決定し、民間シェルター等の一時保護委託先から直接、婦人保護

施設への入所に移行するなど柔軟に対応するよう留意されたい。

また、１０代の若年妊婦等が支援を必要とする場合には、婦人相談

所又は児童相談所が当該被害女性の保護等に関わることとなるが、そ

の場合には両者の連携を密にした上で、当該被害女性の状況から婦人

保護施設への一時保護委託が適切な場合には、その実施が可能となる

よう努められたい。

④ 母子生活支援施設の活用促進について

売春防止法第36条の２の規定により、婦人相談所長は、同法第34条

第3項に規定する要保護女子（以下「要保護女子」という。）であって
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配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護

すべき児童について、児童福祉法第23条第2項に規定する母子生活支援

施設における保護の実施（以下「母子保護の実施」という。）が適当で

あると認めたときは、これらの者を当該母子保護の実施に係る都道府

県又は市町村（特別区を含む。）の長に報告し、又は通知することとさ

れているので、当該対応について徹底されたい。

また、困難な問題を抱える妊婦の一時保護については、婦人保護施

設での対応のほか、「妊娠期からの妊娠・出産・子育て等に係る相談体

制等の整備について」（平成23年7月27日雇児総発0727第1号、雇児福発

0727第1号、雇児母発0727第1号厚生労働省雇用均等･児童家庭局総務課

長、家庭福祉課長、母子保健課長連名通知）において、「婦人相談所か

ら母子生活支援施設への一時保護委託が可能であり、出産後は、通常

の入所に切り替えることにより、妊娠段階から出産後まで一貫した母

子の支援を行うことができる。」としているところであるので、妊婦の

状況に応じて、積極的に当該対応を実行されたい。

なお、一時保護委託先の母子生活支援施設における一定期間の養育

ののち、母子分離となり退所した場合は、その後の母子への支援も重

要であるため、母子生活支援施設による退所後の相談等の支援の他、

必要に応じて、婦人相談所及び児童相談所等の関係機関が連携した上

で、当該母子の支援に当たるよう留意されたい。

（２）婦人相談員の配置促進について

「児童虐待防止対策の抜本的強化について」（平成31年３月19日児童

虐待防止対策に関する関係閣僚会議決定）により、婦人相談員が配置

されていない市において、ＤＶ対応と児童虐待対応との連携強化に資

するよう、婦人相談員の配置について検討することとしている。さら

に、令和元年６月に成立した「児童虐待防止対策の強化を図るための

児童福祉法等の一部を改正する法律」には、婦人相談員について、児

童虐待の早期発見に努める旨が規定されたことも踏まえ、各都道府県

等におかれては、内容について十分御了知の上、婦人相談員が担う役

割の必要性を十分考慮した上で、婦人相談員の専門性にふさわしい任

用、処遇等や配置の拡充について対応されるとともに、ＤＶ対応と児

童虐待対応の連携促進を図られたい。

（３）困難な問題を抱える女性への支援のあり方に関する検討会中間まとめ

について

昨年10月に報告された「困難な問題を抱える女性への支援のあり方に

関する検討会中間まとめ」においては、婦人保護事業の見直しに関する
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新たな制度の基本的な考え方が取りまとめられ、困難な問題を抱える女

性を支援する制度の必要性とともに、売春防止法を根拠とした従来の枠

組での対応は限界が生じていることから、女性を対象として専門的な支

援を包括的に提供する制度について、法制上も売春防止法ではなく、新

たな枠組みを構築していくこと等が求められている。

今後、この基本的な考え方に沿って新たな制度の構築に向けた具体的

制度設計等についての検討を加速することとしているので、各都道府県

におかれては、中間まとめの内容について、御了知いただきたい。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_00520.html

８．母子保健対策について

（１）「健やか親子２１（第２次）」中間評価について

（関連資料98～101参照）

「健やか親子２１」は、21世紀の母子保健の取組の方向性と目標を示

し、関係機関・団体が一体となって推進する国民運動として、2001（平

成13）年から取組を開始し、2015（平成27）年度からは、2024（令和６）

年度までを運動期間とする「健やか親子２１（第２次）」を開始している。

今年度、「『健やか親子２１（第２次）』の中間評価等に関する検討会」

を開催し、報告書をとりまとめた。

中間評価では、母子保健行政における都道府県及び県型保健所の役割

の再認識が必要であるとの指摘があったことを踏まえ、都道府県におか

れては改めて貴管内市町村間の格差の是正や母子保健サービスの質の向

上に向けた積極的な支援をお願いする。

（２）乳幼児健康診査における発達障害の早期発見及び情報の引き継

ぎについて （関連資料102～104参照）

乳幼児健康診査における発達障害の早期発見については、発達障害者

支援法（2004（平成16）年法律第167号）第５条において、市町村は、乳

幼児健康診査を行うに当たり、発達障害の早期発見に十分留意しなけれ

ばならない旨定められている。

また、2017（平成29）年１月の総務省勧告を受けて、市町村での乳幼

児健康診査における発達障害の早期発見の取り組み事例について、2018

（平成30）年６月に情報提供したところであり、さらに、2019（令和元）

年５月に特に効果的と考えられる事例分析及び好事例の取りまとめを行

った。今後の取組に当たっての参考とするなど、積極的な活用をお願い

－101－



する。

（３）乳幼児身体発育調査の実施について（関連資料105、106参照）

全国の乳幼児の身体発育の状態を調査し、我が国の乳幼児の身体発育

値を定めて、乳幼児の保健指導の改善に資するため、2020（令和２）年

度予算案において、乳幼児身体発育調査（10年周期の調査）を実施する

こととしている。前回調査どおり９月に調査を実施する予定であり、事

前に乳幼児身体発育調査説明会を開催することとしているので、調査に

あたっては御協力をお願いする。

（４）各種健康診査の結果の把握及び母子保健施策への活用について

妊婦健康診査、産婦健康診査、乳幼児健康診査の結果については、そ

れぞれ母子保健法や通知に基づき実施いただいているところであるが、

医療機関に健診の実施を委託している場合、健康診査の結果を集約でき

ていない状況が一部の自治体で生じている。

健康診査の結果を集約することは、

・妊産婦や乳幼児に対して保健指導を行うことや、

・Ｂ型肝炎やＨＴＬＶ－１などの母子感染防止事業の充実、

・マイナンバー制度を活用し、乳幼児健診及び妊婦健診情報をマイナポ

ータルでの閲覧や市町村間での情報連携

など、母子保健施策の企画立案等に資するものであることから、各自治

体におかれては、医療機関と密に連携の上、健康診査の結果を収集し、

積極的にご活用をお願いする。

（５）助産施設について

児童福祉法第22条に基づき、都道府県、市及び福祉事務所を設置する

町村（以下「都道府県等」という。）は、妊産婦が、保健上必要がある

にもかかわらず、経済的理由により入院助産を受けることができない場

合において、その妊産婦から申し込みがあった場合には、助産施設にお

いて助産を実施することとしている。

各都道府県等におかれては、上記に基づく適切な助産の実施や、同法

第22条第４項に基づく助産制度に関する情報の周知を図るとともに、助

産施設が未設置の都道府県等におかれては、設置について積極的な検討

をお願いする。

なお、助産制度の円滑な実施について、助産の実施が必要な妊産婦に

対し助産制度の活用とサービスの円滑な実施が図られるよう通知を発出

しているところであり、助助産制度の周知と徴収金基準額の弾力運用、
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各関係機関との連携について、特段の配慮をお願いする。

・「児童福祉法第22条の規定に基づく助産の円滑な実施について」（令

和元年８月８日厚生労働省子ども家庭局母子保健課長通知）

（６）旧優生保護法について（関連資料107、108参照）

「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給

等に関する法律」（平成31年法律第14号）については、2019（平成31）

年４月24日（旧優生保護法一時金認定審査会については６月24日）に施

行されたところである。

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金（以下「一

時金」という）の厚生労働省及び都道府県への請求件数は755件（2019

（令和元）年12月1日時点）、支給認定件数は274件（2019（令和元）年

11月末時点）である。

一時金の支給対象者が確実に請求を行うことができるよう、厚生労働

省においては、一時金についての専用ホームページの開設、政府広報を

活用したネット広告、ラジオ広告、テレビ番組などにより制度の周知に

取り組むとともに、障害特性に配慮した周知広報として、手話・字幕付

き動画及び点字版リーフレットを作成したところである。さらに、今後

はポスター及び制度を分かりやすく説明したリーフレットの作成、メデ

ィアを活用した広報に取り組む予定である。

都道府県におかれても、一時金の支給対象者となり得る者に確実に情

報が届くよう、様々な機会を捉えて積極的に周知・広報を行うようお願

いする。
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待
機
児
童
解
消
に
向
け
た
取
組
の
状
況
に
つ
い
て

【
子
育
て
安
心
プ
ラ
ン
】

○
「子
育
て
安
心
プ
ラ
ン
」は
、
20
18
～
20
20
（平
成
30
～
令
和
２
）年
度
ま
で
の
３
か
年
計
画
で
あ
り
、
待
機
児
童
解
消
を
図
り
、
女
性
の
就
業
率
８
割
に

対
応
で
き
る
よ
う
、
約
32
万
人
分
の
保
育
の
受
け
皿
を
確
保
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

今
回
は
、
３
か
年
計
画
の
１
年
目
の
実
績
及
び
３
年
目
ま
で
の
見
込
み
を
取
り
ま
と
め
た
も
の
。

【
保
育
の
受
け
皿
拡
大
の
状
況
】

○
現
時
点
の
市
区
町
村
等
の
計
画
を
積
み
上
げ
る
と
、
2
0
1
7
（
平
成
2
9
）
年
度
末
ま
で
の
子
育
て
安
心
プ
ラ
ン
の
前
倒
し
分
を
含
め
、
2
0
1
8

～
2
0
2
0
（
平
成
3
0
～
令
和
２
）
年
度
末
ま
で
の
３
年
間
で
約
2
9
.
7
万
人
分
が
拡
大
で
き
る
見
込
み
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
の
経
緯
を
踏
ま
え
れ

ば
、
毎
年
度
の
計
画
の
見
直
し
に
よ
り
、
政
府
目
標
の
約
3
2
万
人
ま
で
増
加
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。

【
保
育
の
申
込
者
数
、
待
機
児
童
数
の
状
況
】

○
女
性
就
業
率
（
2
5
歳
か
ら
4
4
歳
）
は
年
々
上
昇
し
て
お
り
、
そ
れ
に
伴
い
申
込
者
数
も
年
々
増
加
。

2
0
1
9
（
平
成
3
1
）
年
４
月
時
点
の
申
込
者
数
は
、
約
2
7
8
.
4
万
人
で
、
昨
年
度
と
比
較
し
て
増
加
（
約
7
.
2
万
人
増
）
。

○
2
0
1
9
（
平
成
3
1
）
年
４
月
時
点
の
待
機
児
童
数
は
、
1
6
,
7
7
2
人
と
な
り
、
調
査
開
始
以
来
最
少
の
調
査
結
果
。
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市
町
村
の
特
性
に
応
じ
た
待
機
児
童
解
消
支
援
の
重
点
化
・
強
化

○
全
体
で
見
れ
ば
、
自
治
体
毎
の
待
機
児
童
数
の
バ
ラ
つ
き
は
低
減
し
減
少
傾
向
。
一
方
、
待
機
児
童
が
増
加
し
て
い

る
自
治
体
等
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
各
自
治
体
に
お
け
る
待
機
児
童
の
特
性
に
応
じ
た
き
め
細
か
な
支
援
が
必
要
。

○
重
点
的
な
支
援
が
必
要
な
自
治
体
を
特
定
し
、
要
因
・対
策
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
行
う
と
と
も
に
、
さ
ら
に
着
実
な
実
行
を

担
保
す
る
た
め
、
新
た
に
、
定
期
的
に
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
を
行
い
、
必
要
な
支
援
を
実
施
。

✔
減
少
傾
向
を
継
続
さ
せ
る
た
め
、
保
育
の
受
け
皿
整
備
（
補
助
率

の
嵩
上
げ
）や
保
育
人
材
の
確
保
を
引
き
続
き
支
援

✔
各
自
治
体
に
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
行
い
、
地
域
の
ニ
ー
ズ
が
満
た
せ
る

よ
う
、
整
備
計
画
の
見
直
し
を
実
施
し
、
保
育
の
受
け
皿
整
備
を
着

実
に
促
進

✔
市
区
町
村
内
の
居
宅
か
ら
容
易
に
移
動
す
る
こ
と
が
可
能
な
区

域
（保
育
提
供
区
域
）ご
と
に
、
申
込
者
数
の
推
移
な
ど
を
分
析
し
、

ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
整
備
計
画
の
検
討
や
、
保
育
コ
ン
シ
ェ
ル
ジ
ュ
を

活
用
し
た
マ
ッ
チ
ン
グ
支
援
等
を
実
施

①
過
去
２
年
で
待
機
児
童
数
が
大
き
く
（
10
0人
以
上
）

減
少
し
た
自
治
体
（
3
9
/1
,7
41
)

②
見
込
み
を
上
回
る
申
込
者
数
の
増
に
よ
り
、
待
機
児

童
が
増
加
し
た
自
治
体
（1
2
3/
1
,7
41
）

③
待
機
児
童
数
が
３
年
間
１
～
1
00
人
台
で
推
移
し
て

い
る
自
治
体
（2
7
6/
1
,7
41
）

※
①
～
③
の
自
治
体
数
は
重
複
あ
り

0
人

1
0
0
人

2
0
0
人

3
0
0
人

4
0
0
人

5
0
0
人

6
0
0
人

7
0
0
人

8
0
0
人

9
0
0
人

H
2
7

H
2
8

H
2
9

H
3
0

H
3
1

世
田
谷
区

明
石
市

さ
い
た
ま
市

岡
山
市

西
宮
市

那
覇
市

神
戸
市

鹿
児
島
市

南
風
原
町

沖
縄
市

中
央
区

調
布
市

江
戸
川
区

姫
路
市

藤
沢
市

宝
塚
市

中
野
区

尼
崎
市

府
中
市

南
城
市

大
野
城
市

倉
敷
市

浦
安
市

市
川
市

東
大
阪
市

筑
紫
野
市

つ
く
ば
市

町
田
市

国
分
寺
市

福
津
市

待 機 児 童 数

1
,2
0
0
人

（
左
上
か
ら
右
に
H
31
の
待
機
児
童
数
の
多
い
順
）

19
,8

95
人

16
,7

72
人

26
,0

81
人

23
,5

53
人

23
,1

67
人
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【
待

機
児

童
を

解
消

】
東

京
都

を
は

じ
め

意
欲

的
な

自
治

体
を

支
援

す
る

た
め

、
待
機
児
童
解
消
に
必
要
な
受
け
皿
約
2
2
万
人
分
の
予
算
を

2
0
1
8
（

平
成

3
0
）

年
度

か
ら

2
0
1
9
（

令
和

元
）

年
度

末
ま

で
の
２
年
間
で
確
保

。
（

遅
く

と
も

2
0
2
0
（

令
和

2
）

年
度

末
ま

で
の

３
年

間
で

全
国

の
待

機
児

童
を

解
消

）

【
待

機
児

童
ゼ

ロ
を

維
持

し
つ

つ
、

５
年

間
で

「
Ｍ

字
カ

ー
ブ

」
を

解
消

】
「
Ｍ
字
カ
ー
ブ
」
を
解
消

す
る

た
め

、
2
0
2
0
（

令
和

2
）

年
度

末
ま

で
の
３
年
間
で
女
性
就
業
率
8
0
％

に
対

応
で

き
る
約
3
2
万

人
分

の
受

け
皿

整
備

（
当

初
５

年
間

の
計

画
を

３
年

間
に

２
年

前
倒

し
）

。
（

参
考

）
ス

ウ
ェ

ー
デ

ン
の

女
性

就
業

率
：

8
2
.5

％
（

2
0
1
6
）

「
子
育
て
安
心
プ
ラ
ン
」

【
平
成
2
9
年
６
月
２
日
公
表
】

「
待
機
児
童
解
消
加
速
化
プ
ラ
ン
」

（
５
年
間
）

2
0
1
3
（
Ｈ
2
5
）
年
度

2
0
1
7
（
Ｈ
2
9
）
年
度
末

2
0
2
0
（
R
2
）
年
度
末

「
子
育
て
安
心
プ
ラ
ン
」

（
３
年
間
）

待
機

児
童

数

女
性
(2
5
-
4
4
歳
)就
業
率

8
0
％

２
年
前
倒
し

1
6
,7
7
2
人
（
H
3
1
.4
)

約
3
2
万
人
増

7
6
.5
％
(H
3
0
)

5
0
万
人
増

整
備
目
標

約
5
3
.5
万
人
増

約
2
9
.7
万
人
増

（
実
績
)

（
整
備
見
込
み
量
)

達
成
状
況

プ
ラ
ン
名

※
毎
年
度
の
計
画
の
見
直
し
に
よ
り
、
整
備
見
込
み
量
の
増
加
を
想
定

2
0
2
2
（
R
4
）
年
度
末

ゼ
ロ
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【
趣

旨
】

市
区

町
村

が
策

定
す

る
整

備
計

画
等

に
基

づ
く

保
育

所
等

の
施

設
整

備
事

業
に

要
す

る
費

用
の

一
部

を
市

区
町

村
に

交
付

す
る

。

【
対

象
事

業
】

・
保

育
所

整
備

事
業

・
認

定
こ

ど
も

園
整

備
事

業
（

幼
稚

園
型

）
・

小
規

模
保

育
整

備
事

業
・

防
音

壁
整

備
事

業
・

防
犯

対
策

強
化

整
備

事
業

【
補

助
割

合
】

国
：

１
/２

、
市

区
町

村
：

１
/４

、
設

置
主

体
：

１
/４

※
国

：
２

/３
、

市
区

町
村

：
１

/1
2
、

設
置

主
体

：
１

/４
※

子
育

て
安

心
プ

ラ
ン

に
参

加
す

る
等

一
定

の
要

件
を

満
た

す
場

合

保
育
の
受
け
皿
整
備
等
に
つ
い
て

保
育

所
等

整
備

交
付

金

○
令

和
２

年
度

は
、

「
子

育
て

安
心

プ
ラ

ン
」

の
最

終
年

度
で

あ
り

、
残

り
７

．
４

万
人

分
の

受
け

皿
整

備
に

対
応

す
る

予
算

と
し

て
、

令
和

元
年

度
補

正
予

算
案

（
２

２
８

億
円

）
と

令
和

２
年

度
予

算
案

（
７

６
７

億
円

）
を

合
わ

せ
て

、
９

９
５

億
円

を
計

上
し

、
地

方
自

治
体

に
お

け
る

受
け

皿
整

備
を

引
き

続
き

支
援

す
る

こ
と

と
し

て
い

る
。

○
特

に
、

賃
貸

物
件

を
活

用
し

て
保

育
所

等
の

設
置

促
進

を
図

る
改

修
費

等
補

助
に

つ
い

て
、

こ
れ

ま
で

一
律

と
し

て
い

た
補

助
基

準
額

を
、

定
員

の
規

模
に

応
じ

た
額

に
見

直
し

、
引

上
げ

を
行

う
こ

と
と

し
た

の
で

、
積

極
的

に
活

用
さ

れ
た

い
。

【
趣

旨
】

賃
貸

物
件

を
活

用
し

て
保

育
所

等
を

設
置

す
る

場
合

等
に

必
要

な
改

修
費

等
の

一
部

を
補

助
す

る
。

【
対

象
事

業
】

（
１

）
賃

貸
物

件
に

よ
る

保
育

所
等

改
修

費
等

支
援

事
業

（
２

）
小

規
模

保
育

改
修

費
等

支
援

事
業

（
３

）
幼

稚
園

に
お

け
る

長
時

間
預

か
り

保
育

改
修

費
等

支
援

事
業

（
４

）
認

可
化

移
行

改
修

費
等

支
援

事
業

（
５

）
家

庭
的

保
育

改
修

等
支

援
事

業

【
主

な
補

助
基

準
額

（
案

）
】

※
 ①

緊
急

対
策

参
加

自
治

体
、

②
待

機
児

童
対

策
協

議
会

に
参

加
す

る
等

一
定

の
要

件
を

満
た

す
自

治
体

（
１

）
新

設
ま

た
は

定
員

拡
大

の
場

合
１

施
設

当
た

り
利

用
（

増
加

）
定

員
1
9
名

以
下

1
5
,0

0
0
千

円
（

①
2
0
,0

0
0
千

円
、

②
2
3
,0

0
0
千

円
）

利
用

（
増

加
）

定
員

2
0
名

以
上

5
9
名

以
下

2
7
,0

0
0
千

円
（

①
3
2
,0

0
0
千

円
、

②
3
5
,0

0
0
千

円
）

利
用

（
増

加
）

定
員

6
0
名

以
上

5
5
,0

0
0
千

円
（

①
6
0
,0

0
0
千

円
、

②
6
3
,0

0
0
千

円
）

【
補

助
割

合
】

（
１

）
～

（
４

）
国

：
１

/２
、

市
区

町
村

：
１

/４
、

設
置

主
体

：
１

/４
※

国
：

２
/３

、
市

区
町

村
：

１
/1

2
、

設
置

主
体

：
１

/４
（

５
）

国
：

１
/２

、
市

区
町

村
：

１
/２

※
国

：
２

/３
、

市
区

町
村

：
１

/３
※

子
育

て
安

心
プ

ラ
ン

に
参

加
す

る
等

一
定

の
要

件
を

満
た

す
場

合

保
育

所
等

改
修

費
等

支
援

事
業

【
拡

充
】

《
拡

充
》

（
１

）
の

事
業

に
つ

い
て

・
保

育
の

受
け

皿
整

備
の

更
な

る
促

進
を

図
る

た
め

、
こ

れ
ま

で
改

修
に

係
る

定
員

の
規

模
に

関
わ

ら
ず

一
律

と
し

て
い

た
補

助
基

準
額

を
、

定
員

の
規

模
に

応
じ

た
補

助
基

準
額

に
見

直
し

、
引

上
げ

を
行

う
・

幼
保

連
携

型
認

定
こ

ど
も

園
（

保
育

を
実

施
す

る
部

分
）

を
補

助
対

象
に

加
え

る
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待
機
児
童
対
策
協
議
会
の
設
置
状
況
に
つ
い
て

○
現
時
点
で
1
9
都
府
県
に
お
い
て
設
置
。
当
該
1
9
都
府
県
に
お
け
る
待
機
児
童
数
は
1
2
,9
5
9
人
（
全
国
（
1
6
,7
7
2
人
）
の
約
８
割
）

（
H
3
1
.4
.1
時
点
）
。

県
名

設
置
日

構
成
員

協
議
内
容
（
議
題
）

（
参
考
）

待
機
児
童
数

青
森
県

H3
1.
2.
8

6市
町
村
、保
育
事
業
者
、保
育
士
養
成
校
、関
係
機
関
、

学
識
経
験
者
、保
護
者

受
け
皿
整
備
、広
域
利
用
、保
育
人
材
確
保
等

0人
宮
城
県

H3
0.
5.
14

35
市
町
村
（
全
市
町
村
）

市
町
村
間
の
課
題
共
有
及
び
解
決
策
の
検
討
等

58
3人

秋
田
県

H3
0.
5.
9

17
市
町
、労
働
局
、保
育
協
議
会
、保
育
士
会
、私
立
幼

稚
園
・認
定
こど
も
園
連
合
会
、有
識
者

保
育
人
材
の
確
保
等

65
人

山
形
県

H3
0.
10
.2
9

28
市
町

協
議
会
が
別
に
定
め
る

45
人

福
島
県

H3
0.
7.
2

19
市
町
村
（
待
機
児
童
が
い
る
又
は
安
心
プラ
ン採
択
自

治
体
）
、子
ども
・子
育
て
会
議
委
員

受
け
皿
整
備
、保
育
人
材
確
保
、情
報
の
共
有

（
横
展
開
）

27
4人

埼
玉
県

H3
0.
5.
24

25
市
（
待
機
児
童
が
概
ね
20
人
以
上
）
、県
が
必
要
と認

め
る
市
町
村

広
域
的
な
調
整
、特
に
専
門
性
の
高
い
も
の
、好
事

例
の
横
展
開
等

1,
20
8人

千
葉
県

H3
0.
8.
27

30
市
町

保
育
の
受
け
皿
整
備
、保
育
所
等
の
広
域
利
用

（
広
域
連
携
）
、保
育
士
の
確
保
等

1,
02
0人

東
京
都

H3
0.
6.
8

53
市
区
町
村

協
議
会
が
別
に
定
め
る

3,
69
0人

神
奈
川
県

H3
0.
7.
9

33
市
町
村
（
全
市
町
村
）

受
け
皿
確
保
の
促
進
、保
育
人
材
の
確
保
等

75
0人

静
岡
県

H3
1.
2.
28

30
市
町

受
け
皿
整
備
、保
育
人
材
確
保
等

21
2人

愛
知
県

H3
1.
4.
1

54
市
町
村
（
全
市
町
村
）

協
議
会
が
別
に
定
め
る

25
8人

滋
賀
県

H3
0.
8.
21

19
市
町
（
全
市
町
）

保
育
人
材
確
保
、広
域
利
用
等

45
9人

大
阪
府

H3
0.
8.
27

43
市
町
村
（
全
市
町
村
）

協
議
会
が
別
に
定
め
る

58
9人

奈
良
県

R1
.7
.1

11
市
町

協
議
会
が
別
に
定
め
る

19
8人

岡
山
県

H3
0.
5.
24

12
市
町
（
待
機
児
童
が
い
る
自
治
体
）

協
議
会
が
別
に
定
め
る

58
0人

福
岡
県

H3
0.
12
.2
5

60
市
町
村
（
全
市
町
村
）

待
機
児
童
の
解
消
、保
育
士
の
確
保
等

1,
23
2人

佐
賀
県

H3
1.
1.
29

20
市
町
（
全
市
町
）

協
議
会
が
別
に
定
め
る

24
人

長
崎
県

R1
.5
.1
6

21
市
町
（
全
市
町
）
、長
崎
県
保
育
協
会
、長
崎
県
内

指
定
保
育
士
養
成
施
設

待
機
児
童
解
消
対
策
に
関
す
る
市
町
村
間
の
情

報
共
有
等

70
人

沖
縄
県

H3
0.
10
.2
2

23
市
町
村

受
け
皿
確
保
の
促
進
、保
育
所
等
の
広
域
利
用
の

推
進
等

1,
70
2人

※
議
題
内
容
は
設
置
届
出
書
に
記
載
の
あ
っ
た
内
容
で
あ
り
、
そ
の
詳
細
は
協
議
会
の
中
で
決
定
さ
れ
る
。
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待
機
児
童
対
策
協
議
会
参
加
自
治
体
へ
の
支
援
施
策

待
機

児
童

対
策

協
議

会
に

お
い

て
、

①
待

機
児

童
の

解
消

に
向

け
た

受
け

皿
整

備
、

保
育

人
材

の
確

保
・

資
質

の
向

上
に

係
る

取
組

の
達

成
状

況
を

評
価

す
る

た
め

の
地

域
の

実
情

に
応

じ
た

評
価

指
標

（
Ｋ

Ｐ
Ｉ

）
を

設
定

し
、

②
見

え
る

化
を

す
る

こ
と

で
、

よ
り

強
力

に
待

機
児

童
対

策
に

取
組

む
自

治
体

を
支

援
す

る
。

(1
)保
育
所
等
改
修
費
等
支
援
事
業
（
市
区
町
村
）
〈
前
掲
〉

賃
貸

物
件

等
に

よ
る

保
育

所
等

を
設

置
す

る
た

め
の

改
修

費
等

の
補

助
基

準
額

の
嵩

上
げ

※
補

助
基

準
額

（
案

）
賃

貸
物

件
に

よ
る

保
育

所
改

修
費

等
支

援
事

業
(2

0
名

以
上

5
9
名

以
下

の
場

合
)

3
5
,0

0
0
千

円
（

通
常

2
7
,0

0
0
千

円
）

(2
)都
市
部
に
お
け
る
保
育
所
等
へ
の
賃
借
料
支
援
事
業
（
市
区
町
村
）
〈
前
掲
〉

新
設

の
場

合
に

限
り

、
建

物
借

料
と

公
定

価
格

の
賃

借
料

加
算

の
乖

離
が

２
倍

を
超

え
た

場
合

に
つ

い
て

も
補

助
（

通
常

は
３

倍
）

※
補

助
基

準
額

（
案

）
1
2
,0

0
0
千

円
（

通
常

2
2
,0

0
0
千

円
）

(3
)待
機
児
童
対
策
協
議
会
推
進
事
業
（
都
道
府
県
）

保
育

所
等

の
広

域
利

用
調

整
や

公
有

地
等

の
保

育
所

等
設

置
に

係
る

調
整

や
市

区
町

村
を

ま
た

ぐ
保

育
対

策
関

係
事

業
の

取
組

状
況

の
横

展
開

を
担

う
職

員
を

配
置

※
補

助
基

準
額

（
案

）
2
,6

7
8
千

円
※

補
助

割
合

国
：

１
/２

、
都

道
府

県
：

１
/２

１
．
受
け
皿
整
備
等

(1
)潜
在
保
育
士
の
再
就
職
支
援
（
都
道
府
県
、
指
定
都
市
、
中
核
市
）
〈
前
掲
〉

保
育

士
・

保
育

所
支

援
セ

ン
タ

ー
に

お
い

て
、

潜
在

保
育

士
の

把
握

や
保

育
人

材
の

掘
り

起
こ

し
を

担
う

職
員

（
保

育
士

再
就

職
支

援
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
）

を
追

加
配

置
※

補
助

基
準

加
算

額
（

案
）

4
,0

0
0
千

円

(2
)保
育
人
材
等
就
職
・
交
流
支
援
事
業
（
市
区
町
村
）
〈
前
掲
〉

市
区

町
村

に
お

い
て

、
保

育
人

材
の

掘
り

起
こ

し
を

担
う

職
員

（
就

職
支

援
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
）

を
追

加
配

置
※

補
助

基
準

加
算

額
（

案
）

4
,0

0
0
千

円

２
．
保
育
人
材
の
確
保

○
新
た
な
待
機
児
童
対
策
提
案
型
事
業
（
都
道
府
県
、
市
区
町
村
）

待
機

児
童

対
策

協
議

会
に

参
加

す
る

自
治

体
が

実
施

す
る

、
待

機
児

童
解

消
に

向
け

た
先

駆
的

な
取

組
を

支
援

※
補

助
基

準
額

（
案

）
厚

生
労

働
大

臣
が

認
め

た
額

（
上

限
1
0
,0

0
0
千

円
の

定
額

補
助

）
※

補
助

割
合

国
：

1
0
/1

0

３
．
地
方
自
治
体
か
ら
の
提
案
型
事
業

設
定

及
び

見
え

る
化

す
る

Ｋ
Ｐ

Ｉ
項

目
・

指
標

は
、

待
機

児
童

の
解

消
に

向
け

た
受

け
皿

整
備

、
保

育
人

材
の

確
保

・
資

質
の

向
上

に
係

る
取

組
で

あ
っ

て
、

地
域

の
実

情
に

応
じ

た
達

成
状

況
の

見
え

る
化

に
適

し
た

も
の

と
す

る
。

「
１
．
受
け
皿
整
備
等
」
に
関
す
る
Ｋ
Ｐ
Ｉ
（
例
）

✔
待

機
児

童
数

（
対

前
年

度
減

）
（

市
区

町
村

）
✔

認
可

保
育

所
等

に
移

行
し

た
認

可
外

保
育

施
設

数
（

市
区

町
村

）
✔

広
域

利
用

に
係

る
協

定
の

締
結

を
目

指
す

各
市

区
町

村
の

施
設

ご
と

の
市

境
を

越
え

た
受

け
入

れ
児

童
数

（
都

道
府

県
、

市
区

町
村

）
「
２
．
保
育
人
材
の
確
保
」
に
関
す
る
Ｋ
Ｐ
Ｉ
（
例
）

✔
保

育
士

養
成

校
の

卒
業

生
の

保
育

所
等

へ
の

就
職

件
数

の
増

加
数

（
都

道
府

県
）

✔
潜

在
保

育
士

の
「

保
育

士
・

保
育

所
支

援
セ

ン
タ

ー
」

へ
の

新
規

届
出

件
数

（
都

道
府

県
）

✔
「

保
育

士
・

保
育

所
支

援
セ

ン
タ

ー
」

へ
の

求
人

登
録

の
件

数
（

都
道

府
県

）
✔

保
育

士
の

平
均

勤
続

年
数

（
都

道
府

県
、

市
区

町
村

）

Ｋ
Ｐ
Ｉ
項
目
・
指
標
及
び
見
え
る
化

（
保

育
対

策
総

合
支

援
事

業
費

補
助

金
令

和
元

年
度

予
算

：
3
9
4
億

円
の

内
数

→
令

和
２

年
度

予
算

案
：

3
9
4
億

円
の

内
数

）
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新
し
い
経
済
政
策

パ
ッ
ケ
ー
ジ

（
消
費
税
財
源
）

1.
0%

1.
0%

0.
8%

0.
8%

0.
8%

1.
1%

1.
1%

1.
1%

1.
1%

1.
3%

1.
3%

1.
3%

1.
3%

1.
3%

1.
9%

1.
9%

1.
9%

1.
9%

1.
9%

1.
9%

2.
0%

2.
0%

2.
0%

2.
0%

2.
0%

2.
0%

2.
0%

2.
85

%

3.
0%

3.
0%

3.
0%

3.
0%

3.
0%

3.
0%

2.
85

%

2.
0%

2.
0%

2.
0%

2.
0%

1.
0%

1.
0%

0
.
0
%

2
.
0
%

4
.
0
%

6
.
0
%

8
.
0
%

1
0
.
0%

1
2
.
0%

1
4
.
0%

1
6
.
0%

1
8
.
0%

H
2
4年

度
H
2
5年

度
H
2
6年

度
H
2
7年

度
H
2
8年

度
H
2
9年

度
H
3
0年

度
R
元
年
度
(
予
定
)

R
2
年
度
(予

定
)

安
心
こ
ど
も
基
金

に
お
い
て
創
設

保
育
緊
急
確
保
事
業

で
事
業
継
続

（
2
0
1
2
）

（
2
01
3）

（
2
01
4
）

（
2
0
1
5
）

（
2
0
1
6）

（
2
0
1
7）

（
20
1
8
）

（
2
0
1
9
）

０
．
３
兆
円

超
メ
ニ
ュ
ー

０
．
７
兆
円

メ
ニ
ュ
ー

（
消
費
税
財
源
）

公
定
価
格
に

組
み
込
む

（
恒
久
化
）

＋
約
３
％

（
月
額
約
9,
00
0
円
）

＋
約
５
％

（
月
額
約
15
,0
00
円
）

＋
約
７
％

（
月
額
約
21
,0
00
円
）

＋
約
８
％

（
月
額
約
26
,0
00
円
）

＋

※
26
年
人
勧
準
拠

（
26
補
正
）

※
27
年
人
勧
準
拠

（
27
補
正
）

※
28
年
人
勧
準
拠
(2
8
補
正
)

※
処
遇
改
善
等

加
算

（
賃
金
改
善
要
件
分
）

消
費
税
財
源
以
外

※
処
遇
改
善
等

加
算
Ⅰ

（
賃
金
改
善
要
件
分
）

消
費
税
財
源

※
処
遇
改
善
等

加
算
Ⅰ

（
賃
金
改
善
要
件
分
）

消
費
税
財
源

（
改
善
率
）

※
処
遇
改
善
等
加
算
（
賃
金
改
善
要
件
分
）
は
、
平
成
2
5、

26
年
度
に
お
い
て
は
「
保
育
士
等
処
遇
改
善
臨
時
特
例
事
業
」
に
よ
り
実
施

※
各
年
度
の
月
額
給
与
改
善
額
は
、
予
算
上
の
保
育
士
の
給
与
改
善
額

※
上
記
の
改
善
率
は
、
各
年
度
の
予
算
に
お
け
る
改
善
率
を
単
純
に
足
し
上
げ
た
も
の
で
あ
り
、
24
年
度
と
比
較
し
た
実
際
の
改
善
率
と
は
異
な
る
。

保
育
士
等
の
処
遇
改
善
の
推
移

＋
約
11
％

＋
最
大
４
万
円

（
月
額
約
35
,0
00
円

＋
最
大
４
万
円
）

※
29
年
人
勧
準
拠
(2
9
補
正
)

＋
＋

＋
約
12
％

＋
最
大
４
万
円

（
月
額
約
38
,0
00
円

＋
最
大
４
万
円
）

＋
約
14
％

＋
最
大
４
万
円

（
月
額
約
45
,0
00
円

＋
最
大
４
万
円
）

※
30
年
人
勧
準
拠
(3
0
補
正
)

＋
約
14
％

＋
最
大
４
万
円

（
月
額
約
45
,0
00
円

＋
最
大
４
万
円
）

技
能
・
経
験
に
着
目
し
た
更
な
る
処
遇
改
善

＋

※
R元

年
人
勧
準
拠
（
R元

補
正
）
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◆
「
子
育
て
安
心
プ
ラ
ン
」
に
基
づ
く
約
3
2
万
人
分
の
保
育
の
受
け
皿
整
備
に
伴
い
、
保
育
の
担
い
手
と
な
る
保
育
人
材
（
新
た
に
約
7
.7
万
人
）

を
確
保
す
る
た
め
、
処
遇
改
善
の
ほ
か
、
新
規
の
資
格
取
得
、
就
業
継
続
、
離
職
者
の
再
就
職
と
い
っ
た
支
援
に
総
合
的
に
取
り
組
む
。

保
育
人
材
の
確
保
に
向
け
た
総
合
的
な
対
策

就
業

継
続

支
援

【
養

成
校

ル
ー

ト
】

○
保

育
士

修
学

資
金

貸
付

の
実

施
（

養
成

校
に

通
う

学
生

に
対

し
、

修
学

資
金

の
一

部
を

貸
付

け
）

【
2
4
補

正
～

：
R
２

予
算

案
で

貸
付

原
資

等
を

確
保

】

・
卒

業
後

、
５

年
間

の
実

務
従

事
に

よ
り

返
還

を
免

除
・

学
費

５
万

円
（

月
額

）
な

ど

○
保

育
士

資
格

取
得

支
援

事
業

の
拡

充
（

保
育

所
等

で
働

き
な

が
ら

養
成

校
の

卒
業

に
よ

る
資

格
の

取
得

を
目

指
す

方
へ

の
授

業
料

の
補

助
）

・
補

助
対

象
者

を
常

勤
職

員
か

ら
非

常
勤

職
員

を
含

む
全

職
員

に
拡

大
【

3
0
予

算
～

】

【
保

育
士

試
験

ル
ー

ト
】

※
年

２
回

の
試

験
を

実
施

（
2
7
年

度
：

４
府

県
で

実
施

→
 2

9
年

度
：

全
て

の
都

道
府

県
で

実
施

）

○
保

育
士

試
験

に
よ

る
資

格
取

得
支

援
事

業
の

拡
充

（
保

育
士

試
験

の
合

格
に

よ
る

資
格

の
取

得
を

目
指

す
方

へ
の

教
材

費
等

の
補

助
）

・
支

給
対

象
期

間
を

拡
大

（
試

験
の

１
年

前
ま

で
に

要
し

た
費

用
→

試
験

の
２

年
前

ま
で

に
要

し
た

費
用

）
【

3
0
予

算
～

】

○
保

育
所

等
に

お
け

る
Ｉ

Ｃ
Ｔ

化
の

推
進

・
保

育
士

の
業

務
負

担
を

軽
減

す
る

た
め

、
保

育
に

関
す

る
計

画
・

記
録

や
保

護
者

と
の

連
絡

、
子

ど
も

の
登

降
園

管
理

等
の

業
務

を
Ｉ

Ｃ
Ｔ

化
す

る
た

め
の

シ
ス

テ
ム

の
導

入
費

用
を

支
援

す
る

。
【

2
7
補

正
～

：
R
１

補
正

案
】

○
保

育
補

助
者

の
雇

い
上

げ
支

援
の

拡
充

（
保

育
士

の
業

務
を

補
助

す
る

方
の

賃
金

の
補

助
）

・
研

修
受

講
要

件
を

緩
和

し
、

保
育

人
材

の
裾

野
を

拡
大

（
子

育
て

支
援

員
研

修
の

受
講

→
保

育
所

等
で

の
実

習
）

【
3
0
予

算
～

】
・

補
助

基
準

額
の

引
き

上
げ

（
１

施
設

１
名

分
（

2
2
6
.4
万

円
）

→
定

員
1
2
1
人

以
上

の
施

設
：

２
名

分
（

4
5
2
.8
万

円
）

）
【

3
0
予

算
～

】

○
保

育
体

制
強

化
事

業
の

拡
充

（
清

掃
等

の
業

務
を

行
う

方
の

賃
金

の
補

助
）

・
実

施
主

体
の

拡
大

（
待

機
児

童
解

消
加

速
化

プ
ラ

ン
参

加
市

区
町

村
→

全
て

の
市

区
町

村
）

等
【

3
0
予

算
～

】
・

補
助

基
準

額
の

拡
充

（
園

外
活

動
時

の
見

守
り

等
に

も
取

り
組

む
場

合
：

月
1
0
0
千

円
→

月
1
5
0
千

円
等

）
【

R
２

予
算

案
】

○
保

育
士

宿
舎

借
り

上
げ

支
援

（
補

助
額

：
一

人
当

た
り

の
月

額
を

市
区

町
村

単
位

で
設

定
（

月
額

8
.2

万
円

を
上

限
）

【
R
２

予
算

案
】

・
対

象
者

の
要

件
見

直
し

（
採

用
か

ら
1
0
年

以
内

の
者

※
直

近
２

か
年

の
待

機
児

童
数

と
保

育
士

の
有

効
求

人
倍

率
の

状
況

に
よ

っ
て

５
年

以
内

）
【

R
２

予
算

案
】

新
規

資
格

取
得

支
援

○
保

育
士

・
保

育
所

支
援

セ
ン

タ
ー

の
拡

充
（

潜
在

保
育

士
の

掘
り

起
こ

し
を

行
い

、
保

育
事

業
者

と
の

マ
ッ

チ
ン

グ
支

援
（

職
業

紹
介

）
を

実
施

）

・
保

育
士

・
保

育
所

支
援

セ
ン

タ
ー

に
マ

ッ
チ

ン
グ

シ
ス

テ
ム

を
導

入
す

る
費

用
を

支
援

し
、

業
務

の
効

率
化

を
図

る
と

と
も

に
、

潜
在

保
育

士
等

保
育

人
材

の
ニ

ー
ズ

に
合

わ
せ

た
、

よ
り

き
め

細
か

な
マ

ッ
チ

ン
グ

を
実

施
。

（
補

助
額

7
0
0
万

円
）

【
R
１

予
算

～
】

○
潜

在
保

育
士

再
就

職
支

援
事

業
・

長
い

ブ
ラ

ン
ク

に
よ

る
潜

在
保

育
士

の
職

場
復

帰
へ

の
不

安
を

軽
減

す
る

た
め

、
保

育
所

等
が

潜
在

保
育

士
を

非
常

勤
と

し
て

試
行

的
に

雇
用

す
る

際
に

行
う

研
修

等
に

要
す

る
費

用
を

補
助

（
補

助
額

1
0
万

円
）

【
R
1
予

算
～

】

○
就

職
準

備
金

貸
付

事
業

（
再

就
職

す
る

際
等

に
必

要
と

な
る

費
用

を
貸

し
付

け
、

２
年

間
勤

務
し

た
場

合
、

返
還

を
免

除
）

・
貸

付
額

の
上

限
を

引
き

上
げ

（
2
0
万

円
→

4
0
万

円
）

【
2
8
補

正
～

：
R
2
予

算
案

で
貸

付
原

資
等

を
確

保
】

離
職

者
の

再
就

職
支

援
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「
保
育
の
現
場
・職
業
の
魅
力
向
上
検
討
会
（案
）
」に
つ
い
て

１
．
目
的 現
在
、
「
子
育
て
安
心
プ
ラ
ン
」
に
基
づ
き
、
認
可
保
育
所
等
を
中
心
に
整
備
を
進
め
る
中
で
、
保
育
の
担
い
手
の
確
保
が
困
難
な
状
況
が

続
い
て
い
る
。

ま
た
、
令
和
元
年
１
０
月
か
ら
幼
児
教
育
・
保
育
の
重
要
性
に
か
ん
が
み
無
償
化
が
始
ま
っ
た
中
で
、
子
ど
も
の
豊
か
で
健
や
か
な
育
ち
を

支
え
促
す
保
育
の
機
会
を
保
障
す
る
た
め
に
は
、
保
育
の
質
を
確
保
・
向
上
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
り
、
保
育
の
質
を
担
う
保
育
士
等

の
役
割
は
一
層
重
要
に
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
背
景
を
踏
ま
え
つ
つ
、
保
育
士
を
目
指
す
人
や
保
育
士
に
復
帰
し
よ
う
と
す
る
人
が
増
え
、
保
育
現
場
に
参
加
・
復
帰
し
や
す
く
な
る

よ
う
、
保
育
士
と
い
う
職
業
や
、
働
く
場
所
と
し
て
の
保
育
所
の
魅
力
向
上
や
そ
の
発
信
策
に
つ
い
て
、
子
ど
も
家
庭
局
長
が
学
識
者
等
の
参
集

を
求
め
、
検
討
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

２
．
主
な
検
討
事
項

（
１
）
保
育
士
と
い
う
職
業
の
魅
力
向
上
と
そ
の
発
信
策

（
２
）
魅
力
あ
る
職
場
づ
く
り
に
向
け
て
雇
用
管
理
改
善
と
業
務
効
率
化

（
３
）
保
育
士
資
格
を
有
す
る
者
と
保
育
所
と
の
マ
ッ
チ
ン
グ
の
改
善

３
．
運
営

検
討
会
の
庶
務
は
、
子
ど
も
家
庭
局
保
育
課
が
行
う
。

４
．
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

令
和
２
年
２
月
～
４
月
に
か
け
て
、
５
回
程
度
開
始
、
そ
の
後
必
要
に
応
じ
て
継
続
的
に
開
催
。

５
．
そ
の
他

こ
の
要
綱
に
定
め
る
ほ
か
、
検
討
会
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
座
長
が
子
ど
も
家
庭
局
長
と
協
議
の
上
定
め
る
。
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1
 

 

  

子
ど

も
・
子

育
て
支
援

新
制

度
施

行
後
５
年

の
見

直
し

に
お
い
て

今
後
検
討

が
必
要
と

考
え

ら
れ

る
事
項
 

 

子
ど
も
・
子
育
て
支
援

新
制
度
施
行
後
５
年
の
見
直
し
に
お
い
て
検
討
が
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
第

3
5
回
会
議
（
平
成

3
0
年
５
月

2
8
日
）
後
に

各
委
員
に
照
会
し
、
御
意
見
を
提
出
い
た
だ
い

た
と
こ
ろ
。
 

提
出

い
た

だ
い
た

御
意
見
や

地
方

分
権

改
革

に
関
す
る

提
案

事
項

等
を

踏
ま
え

、
子

ど
も

・
子

育
て

支
援
新

制
度

の
見

直
し

に
係
る
具

体
的
な

検
討

事

項
と
し
て
、
以
下
に
記
載
し
た
事
項
を
中
心
に
検
討

を
行
う
。
 

 １
．
制
度
全
般
に
関
す
る
事
項
 

 （
検
討
を
行
う
事
項
）
 

(
1
)
 
支
給
認
定
証
の
交
付
等
に
関
す
る
事
務
負
担
軽
減
の
状
況
等
を
踏
ま
え
た
、
保
育
標
準
時
間
・
短
時
間
の
区
分
、
認
定
証
の
交
付
や
職
権
変
更
、
求

職
要
件
な
ど
支
給
認
定
の
在
り
方
 

(
2
)
 
幼
稚
園
で
受
け
入
れ
て
い
る
２
歳
児
を
教
育
認
定
の
対
象
と
す
る
こ
と
の
可
否

 

(
3
)
 
大
型
マ
ン
シ
ョ
ン
内
に
認
可
保
育
所
を
設
置
す
る
場
合
の
居
住
者
の
取
扱
い
な
ど
、
大
規
模
開
発
時
の
利
用
調
整
の
在
り
方
 

(
4
)
 
認
可
外
保
育
施
設
の
認
可
施
設
へ
の
移
行
に
向
け
た
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
付
与
な
ど
、
移
行
促
進
の
た
め
の
方
策
 

 （
中
長
期
的
な
検
討
課
題
）
 

(
5
)
 
認
定
こ
ど
も
園
に
係
る
利
用
調
整
に
つ
い
て
の
、
直
接
契
約
で
あ
る
こ
と
や
、
当
分
の
間
市
町
村
が
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
等
を
踏
ま
え
た
、

今
後
の
在
り
方
 

(
6
)
 
総
合
的
な
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
を
図
る
観
点
か
ら
の
、
出
産
及
び
育
児
休
業
に
係
る
給
付
と
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
給
付
の
統
合
 

(
7
)
 
都
道
府
県
と
市
町
村
の
連
携
強
化
や
福
祉
と
教
育
の
連
携
推
進
な
ど
に
よ
る
、
地
域
に
お
け
る
包
括
的
な
子
育
て
支
援
体
制
の
構
築
 

(
8
)
 
子
ど
も
・
子
育
て

支
援

に
係
る
計
画
と
障
害
児
支
援
に
係
る
計
画
の
整
合
性
の
確
保
な
ど
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
と
障
害

児
支
援
と
の
連
携
強
化

の
在
り
方
 

第
4
4
回

子
ど

も
・

子
育

て
会
議

（
令
和

元
年

８
月

29
日
）
 

資
料

３
よ

り
抜

粋
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2
 

 ２
．
公
定
価
格
 

 （
検
討
を
行
う
事
項
）
 

(
1
)
 
利
用
実
態
を
踏
ま
え
た
土
曜
日
開
所
の
取
扱
い

、
地
域
区
分
の
在
り
方

な
ど
、
施
設
の
運
営
実
態
を
踏
ま
え
た
算
定
方
式
、
基
本
単
価
や
各
種
加
減

算
の
在
り
方
 

(
2
)
 
管
理
業
務
の
効
率
化
等
を
踏
ま
え
た
、

複
数
施
設
を
設
置
し
て
い
る
法
人
に
係
る
調
整
措
置
の
在
り
方
 

(
3
)
 
処
遇
改
善
等
加
算
の
職
員
給
与
へ
の
反
映
状
況

に
関
す
る
実
態
把
握
と
検
証
・
分
析
を
踏
ま
え
た
、
各
施
設
に
お
け
る
処
遇
改
善
の
着
実
な
実
施
の

た
め
の
方
策
 

(
4
)
 
申
請
書
類
の
様
式
統
一
化
な
ど
、
施
設
型
給
付
の
請
求
に
係
る
事
業
者
の
事
務
負
担
の
軽
減
方
策
 

 （
中
長
期
的
な
検
討
課
題
）
 

(
5
)
 
経
営
実
態
調
査
等
の
実
施
周
期
な
ど
、

今
後
の
公
定
価
格
の
実
態
把
握
の
在
り
方
 

  ３
．
保
育
人
材
の
確
保
 

 （
検
討
を
行
う
事
項
）
 

(
1
)
 
土
曜
日
に
お
け
る
共
同
保
育
の
実
施
、
子
ど
も

の
帰
宅
後
も
保
育
士
が
閉
園
ま
で
勤
務
す
る
と
い
う
運
用
の
改
善
な
ど
、
働
き
や
す
い
職
場
づ
く
り
、

業
務
負
担
の
軽
減
に
よ
る
、
保
育
士
等

の
勤
務
環
境
の
向
上
の
た
め
の
方
策
 

(
2
)
 
 
保
育
所
に
お
け
る
職
員
の
短
時
間
勤
務
に
つ
い
て
、
配
置
可
能
な
条
件
の
見
直
し
、
対
象
職
員
の
拡
大
な
ど
、
配
置
要
件
の
在
り
方
 

(
3
)
 
地
方
自
治
体
等
に
お
け
る
研
修
体
制
の
整
備
、
職
員
の
研
修
受
講
や
園
内
研
修
の
実
施
を
評
価
す

る
仕
組
み
な
ど
、
保
育
士
等
が
研
修
を
受
講
し
や

す
く
す
る
た
め
の
体
制
づ
く
り
 

(
4
)
 
都
市
部
と
は
違
っ
た
形
で
の
人
材
確
保
対
策
な
ど
、
人
口
減
少
地
域
に
お
け
る
保
育
事
業
継
続
の
た
め
の
支
援
策
 

(
5
)
 
看
護
師
等
免
許
保
持
者
の
届
出
制
度
と
同
様
の
制
度

を
導
入
す
る
な
ど
、
潜
在
保
育
士
の
就

職
・
再
就
職
支
援
の
強
化
の
た
め
の
方
策
 

 （
中
長
期
的
な
検
討
課
題
）
 

(
6
)
 
幼
稚
園
教
諭
免
許
・
保
育
士
資
格
の
一
体
化
や
、
保
育
士
資
格
と
他
の
福
祉
職
と
の
共
通
資
格
課
程
の
検
討
な
ど
、
各
資
格
の
在
り
方
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3
 

  ４
．
認
定
こ
ど
も
園
 

 （
検
討
を
行
う
事
項
）
 

(
1
)
 
施
設
類
型
、
設
置
者
及
び

利
用
者
の
支
給
認
定
区
分
の
違
い
に
よ
っ
て
、「

特
別
支
援
教
育
費
補
助
」「

多
様
な
事
業
者
の
参
入
促
進
・
能
力
活
用
事

業
」
な
ど
、
異
な
る
制
度
が
適
用
さ
れ

る
私
立
認
定
こ
ど
も
園
に
お
け
る
障
害
児
等
支
援
の
補
助
体
系
の

在
り
方
 

(
2
)
 
３
歳
以
上
園
児
の
保
育
室
の
３
階
以
上
へ
の
設
置
の
可
否
な
ど
、

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も

園
の
設
備
に
関
す
る
基
準
の
在
り
方
 

(
3
)
 
５
年
間
延
長
さ
れ
て
い
る
保
育
教
諭
の
資
格
に
係
る

経
過
措
置
期
間
中
に
、
免
許
併
有
を
促

進
す
る
た
め
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
付
与
等
の
方
策
 

  ５
．
地
域
型
保
育
事
業
 

 （
検
討
を
行
う
事
項
）
 

(
1
)
 
小
規
模
保
育
事
業
に
お
け
る
運
営
等
の

在
り
方
（
B
型
か
ら

A
型
へ
の
移
行
促
進
、
一
時
預

か
り
事
業
や
共
同
保
育
実
施
の
要
件
な
ど
）
 

(
2
)
 
保
育
士
資
格
を
有
す
る
者
が
家
庭
的
保
育
者

等
と
し
て
従
事
す
る
場
合
の
、
家
庭
的
保
育
等

研
修
の
受
講
要
件
の
柔
軟
化
 

(
3
)
 
居
宅
で
家
庭
的
保
育
を
実
施
し
て
い
る
事
業
者
が

、
５
年
間
延
長
さ
れ
て
い
る
自
園
調
理
に
係
る
経
過
措
置
期
間
中
に
自
園
調
理
を
実
現
で
き
る
よ

う
に
す
る
た
め
の
支
援
策
 

(
4
)
 
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
の
運
用
の
在
り
方
（
派
遣
対
象
の
拡
大
や
対
象
児
童
等
の
観
点
か
ら
の
事
業
類
型
の
創
設
な
ど
）
 

(
5
)
 
連
携
施
設
制
度
の
在
り
方
（
連
携
施
設

確
保
促
進
の
た
め
の
地
方
自
治
体
の
関
与
、
小
規
模
保
育
卒
園
児
を
対
象
と
し
た
先
行
利
用
調
整
の
仕
組
み

の
検
討
な
ど
）
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4
 

  ６
．
地
域
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
 

 （
検
討
を
行
う
事
項
）
 

(
1
)
 
 
各
事
業
の
実
施
状
況
、
運
営
実
態
を
踏
ま
え
た
、
補
助
内
容
の
在
り
方
や
事
業
の
促
進
の
た
め
の
方
策
 

(
2
)
 
条
例
に
よ
る
事
務
処
理
特
例
の
運
用
状
況
を
踏
ま
え
た
、
一
時
預
か
り
事
業
及
び
病
児
保
育
事
業
の
届
出
先
や
立
入
検
査
に
係
る
事
務
の
都
道
府
県

か
ら
市
町
村
へ
の
権
限
移
譲
の
可
否
 

(
3
)
 
一
時
預
か
り
事
業
、
病
児
保
育
事
業
、
延
長
保
育
事
業
に
お
い
て
居
宅
訪
問
型

の
実
施
が
進

ま
な
い
要
因
の
分
析
、
実
施
の
促
進
の
た
め
の
方
策
 

(
4
)
 
病
児
保
育
事
業
に
係
る
人
材
の
確
保

に
向
け
た
、
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
や
待
遇
改
善
等
、
事
業
の

安
定
的
な
運
営
の
た
め
の
支
援
等
の
在
り
方
 

(
5
)
 
幼
稚
園
の
一
時
預
か
り
事
業
に
お
け
る
特
別
な
支
援
が
必
要
な
子
供
へ
の
対
応

 

  ７
．
そ
の
他
 

 （
検
討
を
行
う
事
項
）
 

(
1
)
 
職
員
配
置
改
善
な
ど
更
な
る
「
質

の
向
上
」
の
た
め
の

0
.
3
兆
円
超
の
財
源
確
保
を
は
じ
め
と
し
た
、
量
の
拡
充
・
質
の
向
上
を
図
る
た
め
の
安
定

的
な
財
源
の
確
保
 

(
2
)
 
幼
児
教
育
・
保
育
の
無
償
化
を
始
め
と
す
る
各
種
政
策
や
制
度
変
更
の
効
果
・
検
証
の
在
り
方
 

(
3
)
 
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
お
い
て

施
設
の
設
置
者
か
ら
の
求
め
に
応
じ
て
市
町
村
が
行

う
保
育
料
の
徴
収
事
務
に
つ
い
て
、
幼
稚
園
等
に
対
象

を
拡
大
す
る
こ
と
の
可
否
 

(
4
)
 
地
方
の
実
情
に
応
じ
た
保
育
所
等
の
面
積

基
準
等
の
見
直
し
や
、
民
間
保
育
所
等
に
お
け
る

0
～
2
歳
児
の
給
食
の
外
部
搬
入
規
制
緩
和
の
要
否
 

 （
中
長
期
的
な
検
討
課
題
）
 

(
5
)
 
保
育
所
等
の
突
然
の
閉
鎖
に
対
応
す
る
た
め

、
経
営
の
安
定
し
た
事
業
者
へ
の
事
業
譲
渡
、
近
隣
園
と
の
合
併
な
ど
、
安
定
的
な
経
営

を
確
保
し
や

す
く
す
る
仕
組
み
の
整
備
 

(
6
)
 
 
保
育
の
長
時
間
化
な
ど
保
育
所
の
現
状
に
関
す
る
保
護
者
側
の
理
解
醸
成
の
在
り
方
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「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
新
制
度
施
行
後
５
年
の
見
直
し
に
係
る
対
応
方
針
に
つ
い
て
」
の
概
要

▷
平
成
２
７
年
度
の
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
新
制
度
の
施
行
後
、
政
府
は
、
保
育
の
受
け
皿
整
備
や
、
保
育
士
等
の
処
遇
改
善
等
、
幼
児
教
育
・
保
育
・
子

育
て
支
援
の
量
的
拡
充
と
質
の
向
上
に
取
り
組
ん
で
き
た
。
今
年
１
０
月
か
ら
は
、
幼
児
教
育
・
保
育
の
無
償
化
が
開
始
。

▷
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
の
附
則
に
お
い
て
、
施
行
後
５
年
を
目
途
と
し
て
、
法
律
の
施
行
の
状
況
を
勘
案
し
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
検
討
を

加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
所
要
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

▷
平
成
２
７
年
度
の
施
行
か
ら
数
え
て
今
年
度
が
５
年
目
。
今
般
、
子
ど
も
・子
育
て
会
議
に
お
い
て
、
地
方
分
権
改
革
に
関
す
る
提
案
事
項
や
制
度
の
施
行

状
況
等
を
勘
案
し
、
検
討
が
必
要
な
事
項
を
整
理
し
検
討
し
た
。
以
下
の
対
応
方
針
に
よ
り
、
政
府
に
お
い
て
必
要
な
対
応
を
と
る
こ
と
を
求
め
る
。

○
保
育
標
準
時
間
・
短
時
間
の
区
分
に
つ
い
て
は
、
事
務
負
担
軽
減
が
期
待
さ
れ
る
一
方
で
、
保
育
の
長
時
間
化
の
懸
念
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
在

り
方
に
つ
い
て
引
き
続
き
検
討
す
べ
き
。

○
保
育
の
必
要
性
認
定
に
お
け
る
「
求
職
」
の
取
扱
い
に
つ
い
て
、
求
職
活
動
の
内
容
・
確
認
方
法
の
例
示
等
を
通
知
等
に
よ
り
周
知
す
べ
き
。

制
度
全
般
に
関
す
る
主
な
事
項

○
公
定
価
格
の
設
定
方
法
に
つ
い
て
は
、
「
積
み
上
げ
方
式
」
を
維
持
す
べ
き
。

○
本
年
１
０
月
の
改
定
に
よ
り
２
号
認
定
子
ど
も
に
係
る
公
定
価
格
に
存
置
さ
れ
た
旧
副
食
費
相
当
額
の
一
部
に
つ
い
て
は
、
経
営
実
態
調
査
に
お
い
て

人
件
費
割
合
が
増
加
し
収
支
差
率
が
悪
化
し
て
い
る
状
況
に
鑑
み
、
そ
の
財
源
分
を
人
件
費
に
上
乗
せ
す
る
べ
き
。

○
地
域
区
分
に
つ
い
て
、
自
地
域
よ
り
支
給
割
合
の
高
い
区
分
の
地
域
に
囲
ま
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ら
の
地
域
の
う
ち
、
支
給
割
合
が
最
も
近
い

地
域
区
分
ま
で
引
き
上
げ
る
仕
組
み
の
導
入
を
検
討
す
べ
き
。

○
保
育
所
等
の
安
定
的
な
運
営
に
も
配
慮
し
つ
つ
、
土
曜
日
の
開
所
日
数
に
応
じ
た
調
整
に
つ
い
て
検
討
す
べ
き
。
一
方
で
、
土
曜
日
の
利
用
児
童
が

少
な
い
こ
と
に
着
目
し
た
評
価
に
つ
い
て
は
、
保
育
所
等
の
運
営
全
体
に
与
え
る
影
響
に
鑑
み
、
慎
重
に
検
討
す
べ
き
で
あ
り
、
特
に
人
件
費
の
削
減

は
、
人
員
配
置
の
実
態
に
も
鑑
み
行
う
べ
き
で
は
な
い
。

○
減
価
償
却
費
加
算
の
地
域
区
分
に
つ
い
て
、
保
育
所
等
整
備
交
付
金
制
度
と
同
様
に
区
分
を
見
直
す
べ
き
。

公
定
価
格
全
般
に
関
す
る
主
な
事
項

○
更
な
る
処
遇
改
善
に
つ
い
て
、
必
要
な
財
源
の
確
保
や
改
善
努
力
の
見
え
る
化
と
併
せ
て
引
き
続
き
検
討
す
べ
き
。

○
処
遇
改
善
等
加
算
に
つ
い
て
、
賃
金
改
善
の
基
準
年
度
の
取
扱
い
を
含
め
、
事
務
負
担
の
軽
減
を
図
る
観
点
か
ら
見
直
し
を
検
討
す
べ
き
。

○
夜
間
保
育
所
の
よ
り
安
定
し
た
経
営
の
構
築
に
向
け
、
夜
間
保
育
加
算
を
拡
充
す
べ
き
。

○
離
島
・
へ
き
地
を
含
め
た
人
口
減
少
地
域
等
に
お
け
る
保
育
に
関
す
る
実
態
把
握
や
対
応
策
の
検
討
に
着
手
す
べ
き
。

処
遇
改
善
や
事
務
負
担
軽
減
等
、人
材
の
確
保
に
関
す
る
主
な
事
項

は
じめ
に

令
和
元
年
1
2月
1
0日
子
ど
も
・
子
育
て
会
議
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○
職
員
配
置
基
準
の
改
善
に
つ
い
て
は
、
「
0
.3
兆
円
超
」
の
安
定
的
な
財
源
の
確
保
と
併
せ
て
引
き
続
き
検
討
す
べ
き
。

○
チ
ー
ム
保
育
推
進
加
算
・
栄
養
管
理
加
算
の
充
実
に
つ
い
て
は
、
必
要
と
な
る
財
源
の
確
保
と
併
せ
て
検
討
す
べ
き
。

○
給
食
実
施
加
算
に
つ
い
て
は
、
園
と
し
て
必
要
と
な
る
費
用
に
応
じ
た
内
容
と
な
る
よ
う
加
算
適
用
の
在
り
方
を
見
直
す
と
と
も
に
、
き
め
細
か
な
栄
養
・

衛
生
管
理
等
の
下
で
調
理
し
給
食
を
実
施
す
る
場
合
の
加
算
単
価
の
充
実
を
検
討
す
べ
き
。

○
主
幹
教
諭
等
専
任
加
算
に
つ
い
て
、
継
続
的
な
幼
小
連
携
な
ど
教
育
・
保
育
の
質
の
向
上
に
資
す
る
取
組
に
よ
っ
て
も
取
得
で
き
る
よ
う
要
件
を
弾
力

化
す
べ
き
。

○
施
設
関
係
者
評
価
加
算
に
つ
い
て
、
学
校
関
係
者
評
価
が
単
な
る
運
営
評
価
に
と
ど
ま
ら
ず
、
教
育
・
保
育
の
質
向
上
に
つ
な
が
る
も
の
と
す
る
た
め
、

自
己
評
価
の
実
施
を
前
提
に
、
公
開
保
育
の
取
組
と
の
一
体
的
な
実
施
に
対
す
る
一
層
の
支
援
に
向
け
、
検
討
す
べ
き
。

教
育
・保
育
の
質
の
向
上
に
関
す
る
主
な
事
項

○
障
害
の
あ
る
子
ど
も
の
受
入
れ
や
、
地
域
に
お
け
る
子
育
て
支
援
の
取
組
の
、
公
定
価
格
に
お
け
る
評
価
を
検
討
す
べ
き
。

○
被
虐
待
児
等
の
要
保
護
児
童
の
支
援
に
関
し
、
要
保
護
児
童
対
策
地
域
協
議
会
へ
の
参
加
や
個
別
の
支
援
と
い
っ
た
保
育
所
等
で
の
取
組
を
評
価

す
る
こ
と
を
検
討
す
べ
き
。

地
域
の
子
育
て
支
援
活
動
の
充
実
に
関
す
る
主
な
事
項

○
私
立
認
定
こ
ど
も
園
に
係
る
障
害
児
等
支
援
事
業
の
補
助
対
象
の
一
部
を
見
直
し
、
事
務
の
簡
素
化
を
図
る
べ
き
。

○
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
保
育
教
諭
の
免
許
状
・
資
格
併
有
の
促
進
の
た
め
、
保
育
者
の
質
の
確
保
に
留
意
し
つ
つ
特
例
の
在
り
方
に
つ
い
て

引
き
続
き
検
討
す
べ
き
。

認
定
こど
も
園
に
関
す
る
主
な
事
項

○
先
行
利
用
調
整
の
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
な
対
応
策
を
活
用
し
て
、
地
域
型
保
育
事
業
所
卒
園
後
の
受
入
先
確
保
を
促
す
べ
き
。

○
連
携
施
設
制
度
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
連
携
施
設
の
設
定
状
況
等
を
踏
ま
え
て
、
引
き
続
き
検
討
す
べ
き
。

地
域
型
保
育
事
業
に
関
す
る
主
な
事
項

○
一
時
預
か
り
事
業
に
つ
い
て
、
職
員
の
処
遇
改
善
や
補
助
単
価
の
見
直
し
等
を
検
討
す
べ
き
。

○
病
児
保
育
事
業
に
つ
い
て
、
実
態
調
査
を
踏
ま
え
た
検
討
を
行
う
と
と
も
に
、
利
用
管
理
の
た
め
の
シ
ス
テ
ム
構
築
費
用
の
補
助
等
を
検
討
す
べ
き
。

○
一
時
預
か
り
事
業
（
幼
稚
園
型
Ⅰ
）
に
お
い
て
、
障
害
児
を
受
け
入
れ
る
場
合
の
単
価
の
あ
り
方
を
検
討
す
べ
き
。

地
域
子
ども
・子
育
て
支
援
事
業
に
関
す
る
主
な
事
項

●
制
度
全
般
に
対
す
る
見
直
し
は
第
３
期
の
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
計
画
期
間
と
の
関
係
性
も
考
慮
し
、
５
年
後
を
目
途
と
し
て
行
う
べ
き
。

●
公
定
価
格
の
次
回
の
全
般
的
な
見
直
し
及
び
経
営
実
態
調
査
は
、
制
度
全
般
の
見
直
し
に
あ
わ
せ
て
５
年
後
に
実
施
す
る
こ
と
と
し
、
そ
れ
ま
で
の

間
に
お
け
る
中
間
的
な
見
直
し
の
実
施
に
つ
い
て
も
引
き
続
き
検
討
す
べ
き
。

終
わ
りに
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（
子
ど
も
・
子
育
て
会
議
に
お
け
る
検
討
の
経
緯
）

2
0
1
8
年
５
月
2
8
日
（
月
）
見
直
し
に
係
る
議
論
を
開
始
＜
会
議
後
に
各
委
員
に
意
見
を
照
会
＞

2
0
1
8
年
７
月
3
0
日
（
月
）
５
年
間
で
経
過
措
置
の
期
限
が
到
来
す
る
事
項
を
中
心
に
検
討

2
0
1
8
年
1
0
月
９
日
（
火
）
５
年
間
で
経
過
措
置
の
期
限
が
到
来
す
る
事
項
に
係
る
対
応
方
針
を
整
理

2
0
1
9
年
８
月
2
9
日
（
木
）
上
記
以
外
で
、
検
討
が
必
要
な
事
項
を
整
理

2
0
1
9
年
９
月
2
7
日
（
金
）
公
定
価
格
関
係
以
外
の
事
項
を
中
心
に
検
討

2
0
1
9
年
1
0
月
1
0
日
（
木
）
経
営
実
態
調
査
結
果
＜
速
報
値
＞
の
報
告
、
関
係
者
か
ら
の
ヒ
ア
リ
ン
グ

2
0
1
9
年
1
0
月
3
1
日
（
木
）
関
係
者
か
ら
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
、
公
定
価
格
関
係
の
事
項
を
中
心
に
検
討

2
0
1
9
年
1
1
月
1
2
日
（
火
）
公
定
価
格
関
係
の
事
項
を
中
心
に
検
討

2
0
1
9
年
1
1
月
2
6
日
（
火
）
新
制
度
施
行
後
５
年
の
見
直
し
に
係
る
対
応
方
針
案
を
提
示
・
議
論

2
0
1
9
年
1
2
月
1
0
日
（
火
）
新
制
度
施
行
後
５
年
の
見
直
し
に
係
る
対
応
方
針
の
と
り
ま
と
め
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子ども・子育て支援新制度施行後５年の見直しに係る対応方針について 
令和元年 12 月 10 日 
子ども・子育て会議 

１．はじめに 
 平成 27 年４月の子ども・子育て支援新制度の施行以来、政府においては、「待
機児童解消加速化プラン」「子育て安心プラン」に基づく保育の受け皿整備や、
保育士等の処遇改善等、幼児教育・保育・子育て支援の量的拡充と質の向上に取
り組んできた。さらに本年 10 月からは、「新しい経済政策パッケージ」（平成 29
年 12 月８日閣議決定）等に基づく幼児教育・保育の無償化が開始されるなど、
一定の成果をあげてきたところである。 
 他方、子ども・子育て支援法（平成 24 年法律第 65 号）附則第２条第４項及
び就学前の子供に関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一
部を改正する法律（平成 24 年法律第 66 号）附則第２条第２項においては、法
律の施行後５年を目途として、施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、
法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるもの
とされている。 
 この規定を踏まえ、本会議では、第 35 回会議（平成 30 年５月 28 日開催）か
ら施行後５年を目途とする検討を開始し、各委員から提出された検討すべき事
項を整理した。その上で、まずは経過措置の期限が到来する、幼保連携型認定こ
ども園における保育教諭の資格特例等の事項について検討を行い、その結果に
基づいて政府において特例や経過措置の延長等の必要な対応が行われたところ
である。 
 さらに、第 44 回会議（令和元年８月 29 日開催）以降、地方分権改革に関す
る提案事項や、会議におけるこれまでの議論や制度の施行状況等を勘案し、検討
が必要な事項についても検討を重ねた。この度、これらの検討結果を踏まえ、以
下の方針により政府において必要な対応をとることを求めることとする。 
 
２．制度全般に関する事項 
（１）支給認定区分の変更、保育標準時間・短時間の区分、求職要件など支給認

定の在り方 
  ① 支給認定区分の変更の時点について 
   ３号認定から２号認定への職権による区分の変更について、既に区分が
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切り替わる毎に通知が必要だったものを、年度の末日までに通知をすれば
よい取扱いとしているところであり、変更の時点の見直しなど、更なる制度
改正を行うことによって生じる影響等への懸念が大きいため、現行の制度
を維持すべきである。 

  ② 保育標準時間・短時間の区分について 
   現行の保育の必要量の区分を統合することについては、認定等に係る市

町村の事務負担の軽減が期待される一方で、保育標準時間に統合した場合
に保育所等における保育の長時間化につながるとの懸念が指摘されている。 

   保護者の就労の実態に応じ、子どもの健全な育成を図る観点から必要な
範囲で保育を利用できるようにすることは重要であることから、無償化の
施行の状況等も注視しながら、多様な働き方への対応や公費負担への影響
等も踏まえつつ、区分の在り方について引き続き検討すべきである。 
③ 保育の必要性認定における「求職活動」の要件について 

   保育の必要性認定における求職事由の取扱いについて、以下の点を踏ま
え、通知等により周知すべきである。 

  ▷求職活動の取扱いについては、他の認定事由との公平性、地域における実
情、求職活動の性質等を踏まえるものであること。 

  ▷求職活動の内容及び確認方法について、以下のような例示を行うこと。 
  ・ 求職活動の内容については、客観的に求職活動と認められる内容及び状

態であることが求められ、主なものとして、ハローワークにおける求職申
込、求人への応募、職業相談・職業紹介、各種講習・セミナー受講、個別
相談ができる企業説明会等への参加等が含まれる。なお、自宅における、
新聞・インターネット等での求人情報の閲覧のみを行っている場合や、知
人への紹介依頼等、活動頻度や時間、内容等に鑑み、その活動のみをもっ
て保育の必要性が生じているとは言い難い場合は含まない。 

  ・ 申請時に、今後の求職活動の計画等の提出を求め、認定の有効期間終了
後に再度申請する場合には、活動内容の報告を求める。 

 
（２）幼稚園等で受け入れている２歳児を支給認定（教育認定）の対象とするこ

とについて 
   現時点では、幼稚園における２歳児の受入れについては、実施の有無や目

的・内容が多様であり、支給認定の対象とし一律の公定価格を設定する状況
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にあるとは言えないため、引き続き多様な活動を地域子ども・子育て支援事
業や公定価格の子育て支援活動費加算等により支援すべきである。 

 
（３）大型マンション内に認可保育所を設置する場合の居住者の取扱いなど、大

規模開発時の利用調整の在り方 
   大型マンション等の建設時に、当該マンション等に認可保育所を設置す

るような場合の利用調整における取扱いについては、自宅と保育所との距
離等を勘案し入所する保育所を決定する中で各自治体において個別に判断
することとしつつ、こうした場所における保育所等の設置促進のための取
組について、再度通知や FAQ の発出等により周知すべきである。 

 
（４）認可外保育施設の認可施設への移行に向けたインセンティブ付与など、移

行促進のための方策 
   認可外保育施設への指導監督や巡回支援を徹底するとともに、現在実施

している移行促進策を引き続き実施し、認可外保育施設の認可施設への移
行の支援に取り組むべきである。 

 
３．公定価格全般に関する事項 
（１）公定価格の算定方法など、公定価格に算定されている経費と実際の運営コ

ストの比較による公定価格の検証の在り方 
   公定価格の設定方法については、対象となる費目を積み上げて金額を設

定する「積み上げ方式」を維持すべきである。 
   公定価格の見直しを行う際には、公定価格の算定経費と実際の運営に要

した費用が乖離しないよう、経営実態調査の結果を考慮し、人件費、管理費
及び事業費の水準の見直しを図ることを基本とすべきである。本年 10 月の
改定により２号認定子どもに係る公定価格に存置された旧副食費相当額の
一部については、経営実態調査において人件費割合が増加し収支差率が悪
化している状況に鑑み、その財源分を人件費に上乗せするべきである。 

 
（２）基本分単価の加算化や加算の基本分単価への組み入れなど、基本分単価と

加算の在り方 
  ① 所長設置加算等の算定方式の見直し 
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   所長（管理者）設置加算については、所長の設置は義務とはされていない
が、95％以上の園において設置されており、事務負担軽減の観点から、基本
分単価に組み入れ、要件を満たさない場合に減算する仕組みとすべきであ
る。 

   事務職員雇上費加算の基本分単価への組み入れについては、施設等にお
ける事務負担の状況も踏まえながら公定価格における事務職員の評価につ
いて引き続き検討することとし、今回の見直しに際にしては現行の仕組み
を維持すべきである。 
② 認定こども園のよさを生かす算定方法の在り方 

   認定こども園におけるチーム保育加配加算の算定方法について、保護者
の就労状況にかかわらず子どもの受入れが可能である認定こども園のよさ
を生かす観点から、３歳以上の子どもの認定区分が１号から２号へと変更
される場合の算定方法を見直すべきである。 

 
（３）地域の給与の状況を反映するための地域区分の在り方 
   人件費に係る地域区分の在り方については、より広域的な設定を提案す

る意見もあったが、統一的かつ客観的なルールによることが必要であり、国
家公務員及び地方公務員の地域手当の支給割合に係る地域区分に準拠して
設定するという基本的な考え方を維持すべきである。 

   その上で、子ども・子育て支援新制度独自の区分設定について、国家公務
員等の地域手当の設定がない地域における現行の補正措置に加えて、介護
保険制度における改正の状況を考慮し、国家公務員等の地域手当の設定が
ある地域においても、当該地域の地域区分よりも支給割合の高い地域に囲
まれている場合には、当該地域を囲んでいる地域のうち支給割合が最も近
い地域区分まで引き上げる仕組みの導入を検討すべきである。 

   また、子ども・子育て支援新制度施行時に令和元年度までの時限措置とし
て設けた地域区分の経過措置については、施設・事業所の運営に与える影響
を考慮して継続すべきである。 

地域区分の在り方については、経過措置の将来的な取り扱いも含め、引き
続き検討すべきである。 

 
（４）土曜開所に対する公定価格上の評価の在り方 
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   土曜日における保育所等の開所状況について、一部の園において土曜日
に閉所しており、また、開所している園について利用児童数や職員数が平日
より少ない園が多いという実態がある。一方で、現行制度上、土曜日は月に
１日でも開所していれば公定価格の調整がかからない仕組みとなっている。
こうした実態や現行制度の積み上げ方式という仕組みも踏まえ、土曜日開
所の公定価格上の評価について、「開所日数」、「利用児童が少ない場合の事
業費」、「利用児童が少ない場合の人件費」の観点から議論を行った。 

   「開所日数」に着目する評価については、一部の土曜日だけ閉所した場合
も、全て開所した場合と同様に評価することを維持する根拠に乏しく、影響
も一部の土曜日に閉所する園に限られるものであり、調整を実施すべきと
いう意見が多かったことを踏まえ、保育所等の安定的な運営にも配慮しつ
つ、土曜日の開所日数に応じた調整について検討すべきである。一方で、経
営実態調査の結果をみても、保育所等の全体の収支差は小さいものとなっ
ており、土曜日の利用児童が少ないことに着目した評価については慎重な
検討を求める意見が多数あり、保育所等の運営全体に与える影響を鑑み、慎
重に検討すべきものである。特に、人員配置については公定価格での評価以
上の人員を配置している実態があり、保育所等の人件費について現在より
も削減することについては多くの委員から反対意見が示されており、現行
以上に人件費を削減することは行うべきではない。 

 
（５）施設整備費補助の仕組みと整合性等を考慮した減価償却費加算・賃借料加

算の仕組みの在り方 
   減価償却費加算における地域区分について、区分設定の際に参考とした

保育所等整備交付金制度では平成 29 年度に区分を見直したことを踏まえ、
保育所等整備交付金制度と同様に区分を見直すべきである。 

   賃借料加算における地域区分について、区分設定の際に参考とした生活
保護制度では平成 27 年度に区分を見直しているが、 仮に同様の見直しを
行った場合、減額になる自治体もありうるところ、待機児童の解消に向けて
保育の受け皿整備を進めているという現下の情勢に鑑み、現行の地域区分
を維持すべきである。 

 
４．処遇改善や事務負担軽減等、教育・保育の現場で働く人材の確保に関する事
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項 
（１）処遇改善等加算の職員給与への反映状況等の実態を踏まえた、処遇改善の

着実な実施とそのための方策 
  ① 更なる処遇改善 
   保育士等の給与の状況については、これまでの処遇改善に向けた取組が

一定の効果を上げてきている一方で、依然として全産業平均の賃金月額と
の間で差があることを強く認識すべきである。これを踏まえ、処遇改善に関
する加算の取得の一層の支援を図るとともに、更なる処遇改善について、必
要な財源の確保や改善努力の見える化と併せて引き続き検討すべきである。 

  ② 処遇改善等加算に係る事務負担の軽減や運用の改善 
   処遇改善等加算について、賃金改善の基準年度の取扱いを含め、地方自治

体や事業者の実務への影響を精査しつつ、一定の場合には、計画・実績報告
の手続をより簡素に行うことを選択できるようにするなど、事務負担の軽
減を図る観点から見直しを検討すべきである。 

   また、処遇改善等加算の認定権限の移譲については、都道府県と加算の認
定の実施を希望する市町村との間で協議が調っていること、広域利用時の
事務の重複を回避することを前提として、当該市町村に移譲することを認
めるべきである。 

   処遇改善等加算Ⅱの施設内での配分方法については、加算の取得割合が
着実に向上している一方で、未取得の理由に職責と給与の逆転を挙げる施
設が多いことを踏まえ、加算の取得のきめ細かな支援や効果の状況を見極
めつつ、定額配分者の最低人数の更なる緩和を引き続き検討すべきである。 

 
（２）保育士以外の職種の配置に関する公定価格上の評価の在り方 
   保育士以外の職種の活用を促進する観点から、特に、地域の高齢者の方に

参画いただく入所児童処遇特別加算について、その趣旨・目的を適切に表現
できるよう、加算名称を見直すべきである。 

 
（３）休日保育における共同保育の在り方 
   複数の施設が休日保育において共同保育を行い、施設ごとに輪番制で各

施設の利用児童を受け入れる場合についても、休日保育加算の対象となる
よう、加算要件を見直すべきである。 
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（４）夜間保育所に関する公定価格上の評価の在り方 
   夜間保育所は就労形態の多様化に伴う夜間の保育ニーズに対応するもの

であるということや、夜間保育所固有の業務や経費があることに鑑み、夜間
保育所のより安定した経営の構築に向け、夜間保育加算を拡充すべきであ
る。 

 
（５）申請書類の様式統一化など、施設型給付の請求に係る事務負担の軽減方策 
   施設型給付の請求様式については、市町村が実際に使用している様式も

参考にしながら、統一的な請求様式を作成するとともに、普及に向けて取組
を進めるべきである。 

 
（６）土曜日における共同保育の実施、子どもの帰宅後も保育士が閉園まで勤務

するという運用の改善など、働きやすい職場づくり、業務負担の軽減による、
保育士等の勤務環境の向上のための方策 

   土曜日の利用児童数が少なくなっている中で、保育士等の働き方改革等
の観点からも、土曜日における共同保育の実施は有効であり、取組の在り方
等について通知やＦＡＱの発出等により明確化すべきである。 

   保育士等の業務負担軽減等による働き方改革については、子どもが全員
帰宅した後の取扱いに関し、「市町村や保護者から連絡があった場合に備え
て確実な連絡手段や体制が確保されていること」など連絡体制の確保措置
を要件にしたうえで、そうした時間については保育士がいなくても可とす
ることを明確化すべきである。 

 
（７）保育所における職員の短時間勤務について、配置可能な条件の見直し、対

象職員の拡大など、配置要件の在り方 
   保育所における短時間勤務職員の配置については、調理員等に短時間勤

務職員を導入することについて、保育の質の確保にも留意しつつ現行の職
員配置基準においても実施することが可能である旨、通知や FAQ の発出等
により明確化すべきである。 

 
（８）地方自治体等における研修体制の整備、職員の研修受講や園内研修の実施
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を評価する仕組みなど、保育士等が研修を受講しやすくするための体制づく
り 

   保育士等に対する研修の実施については、今後も効果的かつ効率的な受
講が可能となるよう、取組を検討し、必要な対応策を講じるべきである。 

 
（９）都市部とは違った形での人材確保対策など、人口減少地域における保育の

継続のための支援策 
   地域ごとに異なる具体的状況に応じた保育の在り方については、少子高

齢化の急速な進行も踏まえ、離島・へき地を含めた人口減少地域等における
保育に関するニーズの見通しや取組事例を把握するための実態調査の実施
など、その実態の把握や対応策として何が考えられるかの検討に着手すべ
きである。また、保育所等の空きスペースを活用した児童発達支援の実施の
方策なども検討すべきである。 

 
（10）保育人材の確保に向けた保育士等の魅力向上のための方策 
   保育人材の確保については、これまで処遇改善や事務負担軽減などの取

組を実施してきたが、依然として保育士の求人倍率は全職種平均と比較し
ても高く、保育人材の確保が困難な状況が続いている。このような状況を踏
まえ、保育士等を目指す人や保育士等に復帰しようとする人が増え、保育現
場に参加・復帰しやすくなるよう、保育士等という職業や働く場としての保
育所等の魅力の向上とその発信に向けた取組等の検討に着手すべきである。 

 
（11）潜在保育士の就職・再就職支援の強化のための方策 
   保育人材確保に向けた、潜在保育士に対する研修の実施や資格試験の充

実については、これまで、復帰後の保育士に対する園内研修の費用補助や年
２回の保育士試験実施の取組を行ってきたところであり、引き続き研修機
会の確保等による再就職支援等を行うべきである。 

   また、看護師等免許保持者類似の届出制度の導入については、法令上必要
となる措置や実務的な事務体制の整備可能性も勘案しつつ必要な財源等の
費用対効果も踏まえ、引き続きどのような対応が可能か検討すべきである。 

 
５．教育・保育の質の向上に関する事項 
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（１）質の高い教育・保育の実施のため、基準を超えた職員を配置する施設・事
業所への対応 

   「１歳児の職員配置基準の改善」及び「４・５歳児の職員配置基準の改善」
を始めとする配置改善については、「0.3 兆円超」の安定的な財源の確保と
併せて引き続き検討すべきである。 

※「0.3 兆円超」関連項目 
   本年 10 月の実施を見送った保育所におけるチーム保育推進加算の充実に

ついては、必要となる財源の確保と併せて検討すべきである。 
 
（２）きめ細かな調理・アレルギー対応等の食育の推進 
   幼稚園・認定こども園における１号認定子どもに係る給食実施加算につ

いては、園として必要となる費用に応じた内容となるよう加算適用の在り
方を見直すとともに、きめ細かな栄養・衛生管理等の下で調理し給食を実施
する場合の加算単価の充実を検討すべきである。 

   また、栄養管理加算の充実については、食育の充実など教育・保育の質の
向上に栄養士・栄養教諭等が重要な役割を果たしていることを踏まえ、必要
となる財源の確保と併せて検討すべきである。 

※「0.3 兆円超」関連項目 
 
（３）小学校との連携・接続や外部評価など、教育・保育の質の向上に資する取

組の推進 
   幼稚園・認定こども園における主幹教諭等専任加算について、継続的な幼

小連携など教育・保育の質の向上に資する取組によっても取得できるよう
要件を弾力化し、加算の取得促進と教育・保育の質向上を図るべきである。 

※「0.3 兆円超」関連項目 
   また、幼稚園・認定こども園における施設関係者評価加算について、学校

関係者評価が単なる運営評価にとどまらず、教育・保育の質向上につながる
ものとするため、自己評価の実施を前提に、公開保育の取組との一体的な実
施に対する一層の支援に向け、検討すべきである。 

 
６．地域の子育て支援等の機能の充実に関する事項 
（１）地域の子育て支援活動の評価の在り方 
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   現行の、地域の子育て支援の取組状況に着目した加算の在り方に関し、障
害のある子どもの受入れや、地域における子育て支援の機能を保育所等が
担っていくことを踏まえ、公定価格上の評価について検討すべきである。 

 
（２）被虐待児等の要保護児童等といった支援が必要な子どもへの対応の評価の

在り方 
   地域の関係機関が連携した要保護児童対策や子育て支援の必要性は増し、

そうした関係機関の１つとして、保育所等に期待される役割や実際の対応
も、今後増大していくと見込まれる。一方で、要保護児童への支援等は、保
育所等が日常的に行う業務の１つであるという面もある。こうした中で、被
虐待児等の要保護児童への支援を進めていくに当たり、要保護児童対策地
域協議会への参加や個別の支援といった保育所等での取組を評価すること
を検討すべきである。 

   医療的ケア児の受入れ促進策について、医療的ケア児の受入れに関する
モデル事業や実態調査等の結果を踏まえて、引き続きどのような対応が可
能か検討すべきである。 

 
７．認定こども園に関する事項 
（１）施設類型、設置者及び利用者の支給認定区分の違いによって、「特別支援  

教育費補助」「多様な事業者の参入促進・能力活用事業」など、異なる制度が
適用される私立認定こども園における障害児等支援の補助体系の在り方 

   既に一般財源化した保育認定子どもに係る部分については、国と地方の
税財源配分の在り方に関わる課題であり直ちに変更を行うことは困難であ
ることなどから、現時点で認定こども園に係る障害児等支援事業を一元化
することは困難であるが、各園への支援レベルが低下することのないよう
にしつつ少しでも事務の簡素化を図る観点から、法律上私学助成を交付す
ることが可能な学校法人立認定こども園の３～５歳については、「多様な事
業者の参入促進・能力活用事業」ではなく一律私学助成の補助対象とすべき
である。 

   一方、施設類型や設置主体により障害児等に対する必要な支援は異なる
ものではないため、更なる支援の一元化については、国地方の税財源配分の
在り方等に関する大局的な議論の機会をとらえるなどして、引き続き検討
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すべきである。 
 
（２）３歳以上園児の保育室の３階以上への設置の可否など、幼保連携型認定こ

ども園の設備に関する基準の在り方 
   満３歳以上園児の保育室を２階までに確保している場合においては、当

該園児が使用する遊戯室を３階以上に設置可能とするなどについて周知し
ており、更なる基準緩和は行わないこととすべきである。 

 
（３）５年間延長されている保育教諭の資格特例に係る経過措置期間中に、免許

状・資格併有を促進するためのインセンティブ付与等の方策 
   令和６年度末までの保育教諭の資格特例に係る経過措置期間中に更なる

免許状・資格の併有を促進するため、保育者の質の確保に留意しつつ、認定
こども園で保育教諭としての勤務経験を有する場合、上記特例の適用に当
たって考慮できる点はないか等、①保育士の登録を受けた者についての、幼
稚園教諭免許状取得特例と、②幼稚園教諭免許状所有者の、保育士資格取得
特例の在り方について、引き続き更なる検討を進めるべきである。 

 
８．地域型保育事業に関する事項 
（１）小規模保育事業における運営等の在り方（B 型から A 型への移行促進、  

一時預かり事業など） 
   小規模保育事業 A 型への移行促進については、現在においても小規模 

保育事業B 型からA 型に移行するインセンティブを公定価格上設けており、
各種講演や自治体の担当者会議等において周知・説明すること等により引
き続きその活用促進に努めるべきである。 

   小規模保育事業所での一般型一時預かり事業の実施については、現行の
実施要綱においても可能であり、そのことにつき通知や FAQ の発出等によ
り周知すべきである。 

 
（２）家庭的保育事業や小規模保育事業 C 型に従事する者の研修要件の在り方 
   家庭的保育補助者が業務に従事するに当たり受講が求められる研修につ

いては、その受講時期につき事業への従事開始後一定期間内の受講も認め
るなどの措置を講じるとともに、保育士資格を有する者が小規模保育事業
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C 型や居宅訪問型保育事業で家庭的保育者として従事するために必要な研
修項目の見直しも含めて検討すべきである。 

 
（３）居宅で家庭的保育を実施している事業者が、５年間延長されている自園調

理に係る経過措置期間中に自園調理を実現できるようにするための支援策 
   家庭的保育事業における自園調理の実施については、実施義務を猶予す

る経過措置が新制度施行後 10 年まで延長されたことや、家庭的保育者の居
宅その他の場所で家庭的保育事業を実施するうえで保育環境を整えるため
に必要な経費の一部を補助する「家庭的保育改修費等支援事業」が利用可能
であることを、各種講演や自治体の担当者会議等において、周知・説明すべ
きである。 

 
（４）居宅訪問型保育事業の運用の在り方（派遣対象の拡大や対象児童等の観点

からの事業類型の創設など） 
   保護者の疾患や障害等により養育を受けることが困難な乳幼児に対する

居宅訪問型保育の実施については、現行の家庭的保育事業等の設備及び運
営に関する基準（平成 26 年厚生労働省令第 61 号）第 37 条第４号により現
在でも可能であるが、今般、居宅訪問型保育事業者はそのような乳幼児に対
する保育の提供が可能であることを、同省令上明確化すべきである。 

   また、居宅訪問型保育事業の類型化については、居宅訪問型保育事業の活
用促進に向けて必要となる事項を、運営費等コスト面の調査を含む制度運
用の実態把握や事例収集を行いつつ、引き続き検討すべきである。 

 
（５）連携施設制度の在り方（連携施設確保促進のための地方自治体の関与、地

域型保育事業所卒園児を対象とした先行利用調整の仕組みの検討など） 
   地域型保育事業所を卒園した児童の受け皿確保については、留意事項通

知において優先利用の例示の１つとして既に記載しているところではある
が、有効な取組を明確化する観点から、先行利用調整のようなさまざまな対
応策を活用して、地域型保育事業所卒園後の受入先確保を促すべきである。
また、先行利用調整等により卒園後も引き続き教育・保育の提供を受けるこ
とができる場合には、卒園後の受入先確保のための連携施設の確保を不要
とすべきである。 
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   また、連携施設制度の在り方については、連携施設の設定状況や、今般延
長を行った連携施設設置に係る経過措置期間における状況等を踏まえて、
引き続き検討すべきである。 

 
９．地域子ども・子育て支援事業に関する事項 
（１）各事業の実施状況、運営実態を踏まえた、補助内容の在り方や事業の促進

のための方策 
   利用者支援事業、地域子育て支援拠点事業の量的拡充や補助の在り方に

ついては、ニーズ等を踏まえつつ検討すべきである。 
   一時預かり事業については、経営上の課題に対応するための職員の処遇

改善や補助単価の見直し等を検討すべきである。 
 
（２）条例による事務処理特例の運用状況を踏まえた、一時預かり事業及び病児

保育事業の届出先や立入検査に係る事務の都道府県から市町村への権限委譲
の可否 

   昨年の自治体に対する調査の結果を踏まえ、一時預かり事業と病児保育
事業に係る届出の受理や立入検査等の実施権限は引き続き都道府県等に属
することとしつつ、条例による事務処理特例制度を活用することで市町村
への権限委譲が可能である現行の取扱いについて、通知や FAQ の発出等に
より再度周知すべきである。 

 
（３）一時預かり事業、病児保育事業、延長保育事業において居宅訪問型の実施

が進まない要因の分析、実施の促進のための方策 
   各種事業における居宅訪問型の利用を阻害する要因の分析については、

現在の実施数が少ないことも踏まえつつ、分析方法も含め引き続き検討す
べきである。 

 
（４）病児保育事業に係る人材の確保に向けた、スキルアップや待遇改善等、事

業の安定的な運用のための支援等の在り方 
   病児保育事業に係る事業経営については、今年度運営実態を把握するた

めの調査を行うこととしており、当該調査の結果を踏まえ、更なる検討を行
うべきである。 
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   また、病児保育事業の安定的運営に向け、実施施設の空き状況確認や利用
予定の管理のためのシステム構築に要する費用の補助に加え、需要の不安
定さや人材確保の困難さに鑑み、柔軟な制度の運用に向けた取組を検討す
べきである。 

 
（５）幼稚園の一時預かり事業における特別な支援が必要な子どもへの対応 
   一時預かり事業（幼稚園型Ⅰ）において、障害児を受け入れる場合の単価

の在り方を検討すべきである。 
 
10．その他の事項 
（１）職員配置改善など更なる「質の向上」のための 0.3 兆円超の財源確保をは

じめとした、量の拡充・質の向上を図るための安定的な財源の確保 
   「経済財政運営と改革の基本方針 2019」（令和元年６月 21 日閣議決定）

など、閣議決定された方針に基づき、引き続き、各年度の予算編成過程にお
いて、量の拡充・質の向上を図るための安定的な財源の確保に努めるべきで
ある。 

 
（２）幼児教育・保育の無償化を始めとする各種政策や制度変更の効果・検証の

在り方 
   今般の幼児教育・保育の無償化は、子育てや教育にかかる費用負担の軽減

を図るといった少子化対策と、生涯にわたる人格形成の基礎や、その後の義
務教育の基礎を培う幼児教育・保育の重要性から実施されており、国立社会
保障・人口問題研究所の「出生動向基本調査」や内閣府の「結婚・家族形成
に関する意識調査」において、理想の子ども数を持たない理由として、子育
てや教育に費用がかかることが挙げられていることや、幼児教育・保育が、
将来の所得の向上や生活保護受給率の低下等の効果をもたらすという海外
の研究結果もあることなどが参考にされている。 

   こうしたことを踏まえ、当面は、少子化対策については参考とした指標に
係る数値の変化を、幼児教育・保育の重要性については年齢別・施設別の利
用者数及び割合の変化を確認するとともに、中長期的には、出生率への影響
やその後の学校教育へ与える影響など幼児教育・保育の効果等について、学
識経験者による研究等を踏まえ、検証方法も含め検討すべきである。 
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（３）幼保連携型認定こども園において施設の設置者からの求めに応じて市町 

村が行う保育料の徴収事務について、幼稚園等に対象を拡大することの可否 
   保育所、幼保連携型認定こども園等における市町村による保育料の徴収

権限は、児童福祉施設としての責務の履行を担保するために付与されたも
のであり、また、幼児教育・保育の無償化により、幼稚園等について市町村
が保育料の強制徴収を行うことができるようにする意義は薄くなっている
ことから、強制徴収の対象となる施設の拡大は行わないこととすべきであ
る。 

 
（４）保育所等の面積基準及び外部搬入規制の在り方 
   保育所等の面積基準については、一定の条件下で既に特例措置が講じら

れているため、追加の措置は行わないこととすべきである。 
   また、給食の外部搬入の更なる拡大については、質の観点からの懸念も示

されているため、現時点においては方針を決定するのは時期尚早であり、見
直しは行わないこととすべきである。 

 
11．終わりに 
 今般、法律の施行後５年を目途に制度全般についての見直しを行ったが、こう
した制度全般に対する見直しについては、第３期の子ども・子育て支援事業計画
期間との関係性も考慮し、５年後を目途として行うべきである。 
 公定価格については、毎年度、人事院勧告に準じた給与法の改正や物価指数の
変動を考慮した水準の見直しのほか、その時々における政策的な課題を踏まえ、
各種加算の創設・拡充を行っているが、次回の全般的な見直し及び経営実態調査
は、制度全般の見直しにあわせて５年後に実施することとし、それまでの間にお
ける中間的な見直しの実施についても、引き続き検討すべきである。 
 また、子ども・子育て支援新制度に関する各種運用等については、逐次改善を
行っていくことが必要であり、本対応方針において引き続き検討することとし
た事項や、他の福祉分野との連携の推進など第 44 回会議において中長期的な検
討課題とした事項に加え、それ以外の事項についても、必要に応じ検討を行うこ
とが重要である。例えば、本会議でもその必要性について指摘された、災害時に
おける保育所等の臨時休園に係る基準については、現在厚生労働省において調
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査研究を実施しているところであり、この結果も踏まえて政府は対応していく
べきである。その他にも、多胎児をもつ子育て家庭等への支援や、保育の長時間
化への懸念と保育に対する保護者の理解醸成の在り方、制度の複雑化や市町村
等の更なる事務負担の軽減等についても、問題提起がなされたところであり、こ
うした点についても、検討を行うべきである。 
 そもそも、子ども・子育て支援法において、子ども・子育て支援は、父母その
他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、
家庭、学校、地域、職域その他の社会のあらゆる分野における全ての構成員が、
各々の役割を果たすとともに、相互に協力して行われなければならないという
基本理念を掲げている。本会議はこうした基本理念に基づき、引き続き、施策の
進捗を点検・評価していくことにより、子ども・子育て支援策が全ての子どもが
健やかに成長するように支援するものであって、良質かつ適切なものとなって
いるかを確認していく。 
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新
制
度
施
行
後
、
５
年
間
で
経
過
措
置
の
期
限
が
到
来
す
る
項
目

項
目

第
37
回
会
議
（

H3
0.

10
.9
開
催

)に
お
け
る
方
向
性

そ
の
後
の
取
組
状
況

①
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
お
け
る
保
育
教

諭
の
資
格
特
例

②
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
お
け
る
保
育
教

諭
の
幼
稚
園
免
許
状
及
び
保
育
士
資
格
取
得
の

特
例

保
育
教
諭
等
の
資
格
特
例
及
び
教
育
職
員
免
許
法

の
適
用
除
外
並
び
に
免
許
状
・
資
格
取
得
の
特
例
を

５
年
間
延
長
す
る

第
1
9
8
回
国
会
（
常
会
）
に
お
い
て
成
立
し
た
第
９
次

地
方
分
権
一
括
法
に
よ
り
、
認
定
こ
ど
も
園
法
一
部
改

正
法
及
び
教
育
職
員
免
許
法
を
改
正
し
、
特
例
期
間

を
５
年
間
延
長

こ
れ
に
あ
わ
せ
て
、
保
育
士
資
格
の
取
得
に
係
る
特

例
期
間
を
５
年
間
延
長
す
る
告
示
改
正
を
予
定

※
関
連
事
項
と
し
て
、
配
置
職
員
数
に
算
入
す
る
副
園
長
・
教

頭
の
資
格
に
係
る
特
例
期
間
を
５
年
間
延
長
す
る
内
閣
府

令
改
正
を
予
定

③
み
な
し
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
等
に
お
け
る

職
員
配
置
に
関
す
る
経
過
措
置

経
過
措
置
は
延
長
し
な
い

経
過
措
置
を
延
長
し
な
い
旨
を
、
平
成
3
1
年
３
月
2
9

日
付
の
事
務
連
絡
に
よ
り
周
知

④
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
お
け
る
保
健
師
、

看
護
師
、
准
看
護
師
の
み
な
し
保
育
教
諭
の
特
例

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
お
け
る
保
育
教
諭

の
資
格
特
例
と
同
様
に
５
年
間
延
長

第
９
次
地
方
分
権
一
括
法
の
成
立
を
踏
ま
え
、
特
例

の
期
間
を
５
年
間
延
長
す
る
旨
を
通
知
す
る
予
定

⑤
新
制
度
施
行
時
点
で
市
町
村
が
定
め
る
利
用
者

負
担
額
よ
り
も
低
い
保
育
料
を
設
定
し
て
い
た
私

立
幼
稚
園
、
認
定
こ
ど
も
園
の
利
用
料
に
係
る
経

過
措
置

幼
児
教
育
の
無
償
化
に
伴
い
、
本
特
例
の
必
要
性

は
失
わ
れ
る

経
過
措
置
を
延
長
し
な
い
旨
を
、
平
成
3
1
年
３
月
2
9

日
付
の
事
務
連
絡
に
よ
り
周
知

⑥
み
な
し
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
お
け
る
施

設
長
に
係
る
経
過
措
置

経
過
措
置
は
延
長
し
な
い

経
過
措
置
を
延
長
し
な
い
旨
を
、
平
成
3
1
年
３
月
2
9

日
付
の
事
務
連
絡
に
よ
り
周
知

第
44
回
子
ど
も
・
子
育
て
会
議
（
令
和
元
年
８
月

29
日
）

参
考
資
料
１
よ
り
抜
粋
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項
目

第
37
回
会
議
（

H3
0.

10
.9

)に
お
け
る
方
向
性

そ
の
後
の
取
組
状
況

⑦
地
域
型
保
育
事
業
（
居
宅
訪
問
型
事
業
を
除
く
）

に
お
け
る
食
事
の
提
供
に
係
る
経
過
措
置

①
自
宅
以
外
の
場
所
に
お
け
る
家
庭
的
保
育
事
業

に
つ
い
て
は
、
経
過
措
置
を
５
年
間
延
長

②
小
規
模
保
育
事
業
、
事
業
所
内
保
育
事
業
に
つ

い
て
は
、
経
過
措
置
は
延
長
し
な
い

①
自
宅
以
外
の
場
所
に
お
け
る
家
庭
的
保
育
事
業

・
・
・
経
過
措
置
を
５
年
間
延
長
す
る
改
正
を
行
う
省

令
を
、
平
成
3
1
年
３
月
2
9
日
に
公
布

②
小
規
模
保
育
事
業
・
事
業
所
内
保
育
事
業

・
・
・
経
過
措
置
は
延
長
し
な
い
旨
を
、
平
成
3
1
年
２

月
1
8
日
の
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
新
制
度
都
道

府
県
等
説
明
会
や
３
月
１
日
の
全
国
児
童
福
祉

主
管
課
長
会
議
に
お
い
て
周
知

⑧
地
域
型
保
育
事
業
（
居
宅
訪
問
型
事
業
を
除
く
）

に
お
け
る
連
携
施
設
に
関
す
る
経
過
措
置

経
過
措
置
を
５
年
間
延
長

・
経
過
措
置
を
５
年
間
延
長
す
る
改
正
と
、

・
定
員
が
2
0
名
以
上
で
あ
っ
て
、
市
区
町
村
が
適
当
と

認
め
る
①
企
業
主
導
型
保
育
施
設
、
②
地
方
公
共

団
体
が
運
営
費
支
援
等
を
行
っ
て
い
る
認
可
外
保

育
施
設
を
連
携
施
設
と
し
て
位
置
付
け
る
改
正

を
行
う
省
令
を
、
平
成
3
1
年
３
月
2
9
日
に
公
布

⑨
小
規
模
保
育
事
業
Ｂ
型
等
に
係
る
経
過
措
置
（
保

育
従
事
者
の
資
格
）

経
過
措
置
は
延
長
し
な
い

経
過
措
置
を
延
長
し
な
い
旨
を
、
平
成
3
1
年
２
月
1
8

日
の
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
新
制
度
都
道
府
県
等
説

明
会
や
３
月
１
日
の
全
国
児
童
福
祉
主
管
課
長
会
議

に
お
い
て
周
知

⑩
小
規
模
保
育
事
業
Ｃ
型
に
係
る
経
過
措
置
（
定
員

上
限
）

経
過
措
置
は
延
長
し
な
い

経
過
措
置
を
延
長
し
な
い
旨
を
、
平
成
3
1
年
２
月
1
8

日
の
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
新
制
度
都
道
府
県
等
説

明
会
や
３
月
１
日
の
全
国
児
童
福
祉
主
管
課
長
会
議

に
お
い
て
周
知

⑪
放
課
後
児
童
支
援
員
の
認
定
資
格
研
修
受
講
に

係
る
経
過
措
置

「
従
う
べ
き
基
準
」
の
参
酌
化
に
係
る
検
討
と
合
わ

せ
、
経
過
措
置
の
在
り
方
を
検
討
し
て
い
く

第
９
次
地
方
分
権
一
括
法
に
よ
り
、
児
童
福
祉
法
を

改
正
し
、
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
に
従
事
す
る

者
の
配
置
・
資
格
に
関
す
る
基
準
を
参
酌
化
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令
和
２
年
度
の
公
定
価
格
の
対
応
に
つ
い
て
（
案
）

項
目

内
容

①
公
定
価
格
の
設
定
方
法

公
定
価
格
の
設
定
方
法
に
つ
い
て
、「
積
み
上
げ
方
式
」を
維
持
。

②
旧
副
食
費
の
取
扱
い

令
和
元
年
10
月
の
改
定
に
より
２
号
認
定
子
ども
の
公
定
価
格
に
存
置
され
た
旧
副
食
費
相
当
額
を、
２
号
認
定
子
ども

の
人
件
費
に
上
乗
せ
。

③
土
曜
日
に
閉
所
した
場
合
の
減
算
の
見
直
し

土
曜
日
の
閉
所
日
数
に
応
じた
減
算
調
整
の
仕
組
み
を導
入
。

※
現
在
、全
て
の
土
曜
日
を
閉
所
して
い
る
場
合
に
６
～
８
％
減
算
。

④
地
域
区
分
の
見
直
し

国
家
公
務
員
等
の
地
域
手
当
の
設
定
が
あ
る
地
域
に
つ
い
て
、当
該
地
域
の
地
域
区
分
より
も
支
給
割
合
の
高
い
地
域
に

囲
まれ
て
い
る
場
合
に
、当
該
地
域
を囲
ん
で
い
る
地
域
の
うち
支
給
割
合
が
最
も
近
い
地
域
区
分
まで
引
上
げ
。

※
子
ども
・子
育
て
支
援
新
制
度
施
行
時
の
経
過
措
置
に
つ
い
て
は
継
続
。

⑤
減
価
償
却
費
加
算
の
地
域
区
分
の
見
直
し

地
域
区
分
（
4区
分
）
を廃
止
し、
加
算
額
を最
も
高
い
単
価
に
統
一
。

⑥
所
長
設
置
加
算
・管
理
者
設
置
加
算
の
基
本
分

単
価
へ
の
組
み
入
れ

所
長
設
置
加
算
・管
理
者
設
置
加
算
を基
本
分
単
価
に
組
み
入
れ
。

※
所
長
・管
理
者
が
配
置
され
て
い
な
い
場
合
は
減
算
。

⑦
チ
ー
ム
保
育
加
配
加
算
（
認
定
こど
も
園
）
の

算
定
方
法
の
見
直
し

チ
ー
ム
保
育
加
配
加
算
に
つ
い
て
、利
用
して
い
る
子
ども
の
認
定
区
分
の
状
況
に
より
加
算
額
が
変
動
しな
い
仕
組
み
に
見

直
し。

⑧
幼
保
連
携
型
認
定
こど
も
園
に
お
け
る
施
設
長
に

係
る
加
算
措
置
の
廃
止

新
制
度
施
行
後
も
引
き続
き２
名
の
施
設
長
を配
置
して
い
る
幼
保
連
携
型
認
定
こど
も
園
に
対
す
る
施
設
長
に
係
る
加

算
措
置
に
つ
い
て
、経
過
措
置
期
間
（
令
和
元
年
度
末
まで
）
の
終
了
に
伴
い
廃
止
。

※
第
37
回
子
ども
・子
育
て
会
議
（
H3
0.
10
.9
開
催
）
に
お
い
て
方
針
を決
定
済
。

項
目

内
容

①
保
育
士
等
の
処
遇
改
善

令
和
元
年
人
事
院
勧
告
に
伴
う国
家
公
務
員
給
与
の
改
定
に
準
じた
保
育
士
等
の
処
遇
改
善

（
保
育
士
平
均
＋
1.
0％
）
を令
和
２
年
度
の
公
定
価
格
に
も
反
映
。

②
処
遇
改
善
等
加
算
に
係
る
運
用
改
善
及
び
事
務

負
担
の
軽
減

・処
遇
改
善
等
加
算
Ⅱ
に
お
け
る
加
算
額
の
配
分
ル
ー
ル
をさ
らに
緩
和
。

・賃
金
改
善
の
基
準
年
度
を含
め
、実
務
へ
の
影
響
を精
査
しつ
つ
、計
画
・実
績
報
告
の
手
続
をよ
り簡
素
に
行
うこ
とを

選
択
で
きる
よう
に
す
る
な
ど、
事
務
負
担
の
軽
減
を検
討
。

※
併
せ
て
、処
遇
改
善
等
加
算
の
認
定
権
限
に
つ
い
て
、都
道
府
県
との
間
で
協
議
が
調
った
場
合
に
は
、希
望
す
る
市
町
村
に
移
譲
。

公
定
価
格
全
般
に
関
す
る
事
項

処
遇
改
善
や
事
務
負
担
軽
減
等
、教
育
・保
育
の
現
場
で
働
く人
材
の
確
保
に
関
す
る
事
項
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項
目

内
容

③
夜
間
保
育
加
算
の
拡
充

夜
間
保
育
加
算
に
つ
い
て
固
有
の
業
務
や
経
費
に
鑑
み
、加
算
額
を拡
充
。

【例
】６
/1
00
地
域
定
員
40
人
の
場
合
：
年
額
約
82
0万
円
→
年
額
約
93
0万
円
（
＋
約
11
0万
円
）
※
処
遇
改
善
等
加
算
Ⅰ
を含
む
。

④
休
日
保
育
に
お
け
る
共
同
保
育
へ
の
加
算

休
日
保
育
加
算
に
つ
い
て
、複
数
の
施
設
が
輪
番
制
に
より
年
間
を通
じて
利
用
児
童
を受
け
入
れ
る
場
合
も
対
象
。

⑤
入
所
児
童
処
遇
特
別
加
算
の
名
称
変
更

高
齢
者
等
を非
常
勤
職
員
とし
て
雇
用
した
場
合
に
加
算
され
る
「入
所
児
童
処
遇
特
別
加
算
」の
名
称
を、
その
趣
旨
・目

的
を適
切
に
表
現
で
きる
よう
「高
齢
者
等
活
躍
促
進
加
算
」
（
仮
称
）
に
変
更
。

⑥
申
請
書
類
の
様
式
の
統
一
化

施
設
型
給
付
の
請
求
様
式
に
つ
い
て
、市
町
村
が
実
際
に
使
用
して
い
る
様
式
も
参
考
に
、統
一
的
な
請
求
様
式
の
作
成
・

普
及
を推
進
。

項
目

内
容

①
栄
養
管
理
加
算
の
拡
充

※
0.
3兆
円
超
メニ
ュー
の
一
部
実
施

栄
養
士
を雇
用
等
した
場
合
に
、週
３
日
程
度
の
費
用
を措
置
。

※
年
額
12
万
円
（
嘱
託
の
場
合
）
→
年
額
約
８
0万
円
【１
号
認
定
】、
90
万
円
【２
・３
号
認
定
】

※
調
理
員
を
兼
務
す
る
場
合
も
拡
充
の
対
象
年
額
約
50
万
円
【１
号
認
定
】、
60
万
円
【２
・３
号
認
定
】

②
チ
ー
ム
保
育
推
進
加
算
(保
育
所
)の
要
件
緩
和

１
人
分
の
常
勤
保
育
士
の
人
件
費
相
当
額
が
加
算
され
る
「チ
ー
ム
保
育
推
進
加
算
」の
要
件
に
つ
い
て
、職
員
の
平
均
経

験
年
数
を「
15
年
以
上
」か
ら「
12
年
以
上
」に
緩
和
。

③
給
食
実
施
加
算
(１
号
認
定
子
ども
)の
拡
充
及
び

見
直
し

１
号
認
定
子
ども
に
給
食
を提
供
す
る
場
合
の
「給
食
実
施
加
算
」に
つ
い
て
、き
め
細
か
な
栄
養
・衛
生
管
理
の
下
で
調
理

す
る
場
合
の
単
価
を拡
充
す
る
とと
も
に
、外
部
搬
入
の
場
合
の
単
価
を見
直
し。

④
主
幹
教
諭
等
専
任
加
算
(幼
稚
園
)の
要
件
弾
力

化
主
幹
教
諭
等
専
任
加
算
に
つ
い
て
、充
実
した
幼
小
連
携
の
実
施
に
よっ
て
も
取
得
で
きる
よう
要
件
を弾
力
化
。

⑤
施
設
関
係
者
評
価
加
算
(1
号
認
定
子
ども
)の
拡

充
と要
件
見
直
し

公
開
保
育
と学
校
関
係
者
評
価
を組
み
合
わ
せ
て
実
施
す
る
場
合
の
単
価
を拡
充
す
る
とと
も
に
、自
己
評
価
を実
施
して

い
な
い
場
合
の
加
算
適
用
を見
直
し。

処
遇
改
善
や
事
務
負
担
軽
減
等
、教
育
・保
育
の
現
場
で
働
く人
材
の
確
保
に
関
す
る
事
項
【続
き】

教
育
・保
育
の
質
の
向
上
に
関
す
る
事
項

※
公
定
価
格
に
関
す
る
検
討
事
項
とし
て
い
た
「被
虐
待
児
等
の
要
保
護
児
童
等
へ
の
支
援
」に
つ
い
て
は
、厚
生
労
働
省
の
補
助
事
業
に
お
い
て
、保
育
士
等
が
有
す
る
専
門
性
を

活
か
した
保
護
者
の
状
況
に
応
じた
相
談
支
援
な
どの
業
務
を行
う地
域
連
携
推
進
員
（
仮
称
）
の
配
置
を促
進
し、
保
育
所
等
に
お
け
る
要
支
援
児
童
等
の
対
応
や
関
係
機
関
と

の
連
携
の
強
化
等
を図
る
た
め
の
事
業
を実
施
。
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令
和
元
年
度
幼
稚
園
・
保
育
所
・
認
定
こ
ど
も
園
等
の

経
営
実
態
調
査
集
計
結
果
＜
速
報
値
＞

令
和
元
年
１
１
月
２
６
日

令
和
元
年
１
０
月
１
０
日
に
公
表
し
た
資
料
を
修
正
し
た
も
の

（
赤
字
部
分
が
訂
正
部
分
）
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令
和
元
年
度
幼
稚
園
・保
育
所
・認
定
こど
も
園
等
の
経
営
実
態
調
査

集
計
結
果
＜
速
報
＞

【目
的
】

子
ども
・子
育
て
支
援
新
制
度
施
行
５
年
後
の
見
直
しに
合
わ
せ
た
公
定
価
格
の
検
討
に
資
す
る
よう
、幼
稚
園
・保
育
所
・認
定
こど
も
園
等
に
お
け
る
経
営
実
態
や
職

員
給
与
の
状
況
等
を
把
握
す
る
こと
を目
的
とす
る
。

【調
査
対
象
等
】

調
査
対
象
：
保
育
所
、幼
稚
園
、認
定
こど
も
園
、地
域
型
保
育
事
業
所
（
小
規
模
保
育
、
家
庭
的
保
育
、事
業
所
内
保
育
、居
宅
訪
問
型
保
育
）

※
層
化
無
作
為
抽
出
法
に
より
抽
出
（
地
域
区
分
・定
員
区
分
を考
慮
）

実
施
時
期
：
令
和
元
年
６
月
下
旬
～
７
月
下
旬

【調
査
事
項
】

①
概

要
経
営
主
体
、利
用
定
員
、入
所
児
童
数
等
（
平
成
31
年
３
月
）

②
職
員
の
配
置

職
種
別
の
配
置
状
況
（
平
成
31
年
３
月
末
日
）

③
職
員
の
給
与

処
遇
改
善
等
加
算
の
未
取
得
理
由
、職
種
別
の
勤
続
年
数
や
支
給
額
等
（
平
成
31
年
３
月
（
職
種
別
の
勤
続
年
数
や
支
給
額
等
に

つ
い
て
は
平
成
29
年
3月
と平
成
31
年
3月
）
）

④
収
支
の
状
況

公
定
価
格
に
対
応
す
る
年
間
の
収
支
差
（
平
成
30
年
度
）

【回
収
状
況
】
※
休
止
、廃
止
、施
設
の
種
類
変
更
に
よる
除
外
分
を除
く。

「
新
経
済
・
財
政
再
生
計
画
改
革
工
程
表
2
0
1
8
」
（
平
成
3
0
年
1
2
月
2
0
日
経
済
財
政
諮
問
会
議
）

（
2
0
1
9
年
度
～
）

教
育
・
保
育
給
付
費
の
基
礎
と
な
る
公
定
価
格
に
つ
い
て
、
経
営
実
態
調
査
の
あ
り
方
を
検
証
し
つ
つ
、
経
営
実
態
や
収
益
性
、
公
費
負
担
の
範
囲
な
ど
の
観
点
か
ら

公
定
価
格
全
体
の
適
正
化
に
つ
い
て
早
急
に
検
討
を
加
え
、
予
算
に
そ
の
内
容
を
反
映
す
る
。

１
．
調
査
概
要

1

回
収
数

有
効
回
答
数

回
収
数

有
効
回
答
数

割
合

割
合

割
合

割
合

8
,4
8
8
か
所

4
,8
2
3
か
所

5
6
.8
%

4
,6
5
4
か
所

5
4
.8
%

5
,6
7
0
か
所

2
,8
0
0
か
所

4
9
.1
%

2
,7
4
6
か
所

4
8
.4
%

幼
稚
園
（
新
制
度
）

2
,2
9
6
か
所

1
,6
4
9
か
所

7
1
.8
%

1
,4
3
1
か
所

6
2
.3
%

8
3
1
か
所

5
4
4
か
所

6
5
.5
%

4
3
9
か
所

5
2
.8
%

認
定
こ
ど
も
園

2
,5
2
9
か
所

1
,7
2
6
か
所

6
8
.2
%

1
,6
5
7
か
所

6
5
.5
%

1
,6
9
4
か
所

1
,0
5
3
か
所

6
1
.9
%

1
,0
3
4
か
所

6
1
.0
%

2
,6
8
7
か
所

1
,2
2
3
か
所

4
5
.5
%

1
,1
0
5
か
所

4
1
.1
%

2
,6
1
1
か
所

1
,1
7
2
か
所

4
4
.7
%

1
,0
5
4
か
所

4
0
.4
%

1
6
,0
0
0
か
所

9
,4
2
1
か
所

5
8
.9
%

8
,8
4
7
か
所

5
5
.3
%

1
0
,8
0
6
か
所

5
,5
6
9
か
所

5
1
.5
%

5
,2
7
3
か
所

4
8
.8
%

地
域
型
保
育
事
業
所

合
計

保
育
所

調
査
客
対
数

調
査
客
対
数

回
収
状
況

（
う
ち
私
立
）

回
収
状
況

全
体
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２
．
結
果
概
要

①
保
育
所
収
支
状
況

（
１
）
経
営
の
状
況
（
私
立
施
設
）

2
※

費
用
の
構
成
割
合
は
、
収
益
計
（
➀
）
に
対
す
る
割
合
。

※
収
益
・
費
用
に
は
、
調
査
対
象
事
業
以
外
の
事
業
（
延
長
保
育
事
業
・
一
時
預
か
り
事
業
等
、
地
方
単
独
事
業
）
も
含
ま
れ
て
い
る
。

金
額

構
成
割
合

千
円

％

１
　
保
育
事
業
収
益

1
3
7
,3
4
7

-

２
　
児
童
福
祉
事
業
収
益

3
3

-

３
　
そ
の
他
収
益

1
,3
3
6

-

１
　
借
入
金
利
息
補
助
金
収
入

5
7

-

２
　
受
取
利
息
配
当
金
収
入

2
2

-

Ⅲ
　
特
別
増
減
に
よ
る
収
益

4
,8
2
1

-

１
　
人
件
費

1
0
3
,1
7
0
7
5
.1
%

２
　
事
業
費

1
4
,9
8
8
1
0
.9
%

３
　
事
務
費

1
1
,1
9
2

8
.1
%

４
　
そ
の
他
の
費
用

3
,9
9
7

2
.9
%

Ⅴ
　
サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
に
よ
る
費
用

１
　
支
払
利
息

1
9
6

0
.1
%

Ⅵ
　
特
別
増
減
に
よ
る
費
用

１
　
法
人
本
部
帰
属
費

6
9
8

0
.5
%

①
収
益
計
：
Ⅰ
（
３
そ
の
他
収
益
を
除
く）
+
Ⅱ

1
3
7
,4
5
9
1
0
0
.0
%

②
費
用
計
：
Ⅳ
+
Ⅴ
+
Ⅵ

1
3
4
,2
4
1
9
7
.7
%

③
収
支
差
：
①
－
②

3
,2
1
9

2
.3
%

※
構
成
割
合
は
、
収
益
計
（
①
）
に
対
す
る
割
合
。

④
施
設
数

2
,1
6
4
施
設

⑤
平
均
利
用
定
員
数

1
0
2
.3
人

⑥
平
均
児
童
数

1
0
5
.4
人

費
用

Ⅳ
　
サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
に
よ
る
費
用科
目

私
立

収
益

Ⅰ
　
サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
に
よ
る
収
益

Ⅱ
　
サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
に
よ
る
収
益
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．
結
果
概
要

②
幼
稚
園
（
新
制
度
）
収
支
状
況

（
１
）
経
営
の
状
況
（
私
立
施
設
）

3

※
費
用
の
構
成
割
合
は
、
収
益
計
（
➀
）
に
対
す
る
割
合
。

※
収
益
・
費
用
に
は
、
調
査
対
象
事
業
以
外
の
事
業
（
預
か
り
保
育
・
子
育
て
支
援
等
、
地
方
単
独
事
業
）
も
含
ま
れ
て
い
る
。

※
本
表
に
お
い
て
、
平
成
3
0
年
度
ま
で
に
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
新
制
度
に
移
行
し
た
園
を
計
上
し
て
お
り
、
小
規
模
園
や
都
市
部
以
外
に
所
在
す
る
園
の
占
め
る
割
合
が

高
い
点
に
留
意
が
必
要

（
有
効
回
答
数
（
3
5
7
か
所
）
の
属
性
：
平
均
利
用
定
員
1
0
8
人
）

金
額

構
成
割
合

千
円

％

１
　
学
生
生
徒
等
納
付
金

1
9
,2
2
7

-

２
　
経
常
費
等
補
助
金

6
4
,9
1
6

-

３
　
付
随
事
業
収
入

5
,8
4
5

-

４
　
そ
の
他
収
入

3
,1
8
5

-

Ⅱ
　
教
育
活
動
外
収
入

１
　
借
入
金
利
息
補
助
金
収
入

0
-

１
　
受
取
利
息
配
当
金
収
入

1
5
6

-

２
　
そ
の
他
収
入

1
,3
6
6

-

１
　
人
件
費

5
7
,5
0
9
6
3
.8
%

２
　
教
育
研
究
経
費

2
0
,9
1
6
2
3
.2
%

３
　
管
理
経
費

2
,3
0
8

2
.6
%

４
　
そ
の
他
支
出

2
1
1

0
.2
%

Ⅴ
　
教
育
活
動
外
支
出

１
　
借
入
金
等
利
息

1
7
7

-

Ⅵ
　
特
別
支
出

１
　
法
人
本
部
帰
属
経
費

1
5
0

-

①
収
益
計
：
Ⅰ
（
４
そ
の
他
収
入
を
除
く
）
+
Ⅱ
＋
Ⅲ
（
１
の
み
）

9
0
,1
4
3
1
0
0
.0
%

②
費
用
計
：
Ⅳ
+
Ⅴ
+
Ⅵ

8
1
,2
7
0
9
0
.2
%

③
基
本
金
組
入
前
収
支
差
：
①
－
②

8
,8
7
3

9
.8
%

④
基
本
金
組
入
額

-
5
,4
0
5

-
6
.0
%

⑤
収
支
差
：
③
+
④

3
,4
6
8

3
.8
%

⑥
施
設
数

3
5
7
施
設

⑦
平
均
利
用
定
員
数

1
0
8
.1
人

⑧
平
均
児
童
数

1
0
5
.8
人

科
目

私
立

収
益

Ⅰ
　
教
育
活
動
収
入

費
用

Ⅳ
　
教
育
活
動
支
出

Ⅲ
　
特
別
収
入
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２
．
結
果
概
要

③
認
定
こど
も
園

収
支
状
況

（
１
）
経
営
の
状
況
（
私
立
施
設
）

4
※

費
用
の
構
成
割
合
は
、
収
益
計
（
➀
）
に
対
す
る
割
合
。

※
収
益
・
費
用
に
は
、
調
査
対
象
事
業
以
外
の
事
業
（
延
長
保
育
事
業
・
一
時
預
か
り
事
業
等
、
地
方
単
独
事
業
）
も
含
ま
れ
て
い
る
。

※
今
回
調
査
か
ら
、
学
校
法
人
会
計
基
準
の
適
用
さ
れ
る
認
定
こ
ど
も
園
に
つ
い
て
、
幼
稚
園
と
同
様
に
基
本
金
組
入
額
を
加
味
し
た
収
支
差
を
算
出
し
て
い
る
。

金
額

構
成
割
合

千
円

％

１
　
保
育
事
業
収
益

1
3
3
,3
0
2

-

２
　
児
童
福
祉
事
業
収
益

3
6

-

３
　
そ
の
他
収
益

5
,7
5
7

-

１
　
借
入
金
利
息
補
助
金
収
入

2
8

-

２
　
受
取
利
息
配
当
金
収
入

1
0
7

-

Ⅲ
　
特
別
増
減
に
よ
る
収
益

4
,4
3
5

-

１
　
人
件
費

9
2
,8
2
5
6
9
.5
%

２
　
事
業
費

2
3
,4
4
5
1
7
.6
%

３
　
事
務
費

7
,8
7
1

5
.9
%

４
　
そ
の
他
の
費
用

2
,8
3
5

2
.1
%

Ⅴ
　
サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
に
よ
る
費
用

１
　
支
払
利
息

2
8
7

-

Ⅵ
　
特
別
増
減
に
よ
る
費
用

１
　
法
人
本
部
帰
属
経
費

6
4
3

-

①
収
益
計
：
Ⅰ
（
３
そ
の
他
収
益
を
除
く
）
+
Ⅱ

1
3
3
,4
7
2
1
0
0
.0
%

②
費
用
計
：
Ⅳ
+
Ⅴ
+
Ⅵ

1
2
7
,9
0
7
9
5
.8
%

③
基
本
金
繰
入
前
収
支
差
：
①
－
②

5
,5
6
6

4
.2
%

④
基
本
金
組
入
額

-2
,8
4
7

-2
.1
%

⑤
収
支
差
：
③
+
④

2
,7
1
9

2
.0
%

⑥
施
設
数

7
6
0
施
設

⑦
平
均
利
用
定
員
数

1
4
5
.7
人

⑧
平
均
児
童
数

1
4
3
.6
人

科
目

私
立

収
益

Ⅰ
　
サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
に
よ
る
収
益

費
用

Ⅳ
　
サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
に
よ
る
費
用

Ⅱ
　
サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
に
よ
る
収
益
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２
．
結
果
概
要

④
地
域
型
保
育
事
業
（
家
庭
的
保
育
事
業
、小
規
模
保
育
事
業
）
収
支
状
況

（
１
）
経
営
の
状
況
（
私
立
施
設
）

5
※

費
用
の
構
成
割
合
は
、
収
益
計
（
➀
）
に
対
す
る
割
合
。

※
収
益
・
費
用
に
は
、
調
査
対
象
事
業
以
外
の
事
業
（
延
長
保
育
事
業
・
一
時
預
か
り
事
業
等
、
地
方
単
独
事
業
）
も
含
ま
れ
て
い
る
。

金
額

構
成
割
合

金
額

構
成
割
合

金
額

構
成
割
合

金
額

構
成
割
合

千
円

％
千
円

％
千
円

％
千
円

％

１
　保
育
事
業
収
益

13
,8
28

-
45
,6
96

-
37
,7
10

-
27
,1
40

-

２
　児
童
福
祉
事
業
収
益

1
-

49
-

11
-

42
1

-

３
　そ
の
他
収
益

80
-

44
1

-
17
5

-
51

-

１
　借
入
金
利
息
補
助
金
収
入

6
-

1
-

0
-

4
-

２
　受
取
利
息
配
当
金
収
入

0
-

0
-

15
-

0
-

Ⅲ
　特
別
増
減
に
よ
る
収
益

24
-

1,
07
5

-
62
9

-
96
6

-

１
　人
件
費

7,
38
3
53
.4
%

29
,6
26

64
.8
%

24
,3
59

64
.6
%

17
,2
33

62
.5
%

２
　事
業
費

1,
91
6
13
.8
%

3,
56
2

7.
8%

3,
55
2

9.
4%

2,
11
7

7.
7%

３
　事
務
費

1,
92
4
13
.9
%

6,
27
9
13
.7
%

4,
85
9
12
.9
%

2,
93
0
10
.6
%

４
　そ
の
他
の
費
用

37
8

2.
7%

79
1

1.
7%

60
9

1.
6%

25
1

0.
9%

Ⅴ
　サ
ー
ビス
活
動
外
増
減
に
よ
る
費
用

１
　支
払
利
息

4
0.
0%

51
0.
1%

23
0.
1%

13
0.
0%

Ⅵ
　特
別
増
減
に
よ
る
費
用

１
　法
人
本
部
帰
属
経
費

27
0.
2%

72
2

1.
6%

66
2

1.
8%

0
0.
0%

①
収
益
計
：
Ⅰ
（
３
そ
の
他
収
益
を
除
く）
+
Ⅱ

13
,8
36
10
0.
0%

45
,7
46
10
0.
0%

37
,7
36
10
0.
0%

27
,5
65
10
0.
0%

②
費
用
計
：
Ⅳ
+
Ⅴ
+
Ⅵ

11
,6
31

84
.1
%

41
,0
31

89
.7
%

34
,0
64

90
.3
%

22
,5
45

81
.8
%

③
収
支
差
：
①
－
②

2,
20
4
15
.9
%

4,
71
6
10
.3
%

3,
67
2

9.
7%

5,
02
1
18
.2
%

④
事
業
所
数

16
7
事
業
所

33
9
事
業
所

18
5
事
業
所

30
事
業
所

⑤
平
均
利
用
定
員
数

4.
6
人

16
.7
人

15
.2
人

10
.0
人

⑥
平
均
児
童
数

4.
6
人

16
.7
人

15
.1
人

9.
7
人

小
規
模
B

小
規
模
C

収
益

Ⅰ
　サ
ー
ビス
活
動
増
減
に
よ
る
収
益

費
用

Ⅳ
　サ
ー
ビス
活
動
増
減
に
よ
る
費
用科
目

家
庭
的
保
育

小
規
模
A

Ⅱ
　サ
ー
ビス
活
動
外
増
減
に
よ
る
収
益
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２
．
結
果
概
要

⑤
地
域
型
保
育
事
業
（
事
業
所
内
保
育
事
業
）
収
支
状
況

（
１
）
経
営
の
状
況
（
私
立
施
設
）

6
※

費
用
の
構
成
割
合
は
、
収
益
計
（
➀
）
に
対
す
る
割
合
。

※
収
益
・
費
用
に
は
、
調
査
対
象
事
業
以
外
の
事
業
（
延
長
保
育
事
業
・
一
時
預
か
り
事
業
等
、
地
方
単
独
事
業
）
も
含
ま
れ
て
い
る
。

金
額

構
成
割
合

金
額

構
成
割
合

金
額

構
成
割
合

千
円

％
千
円

％
千
円

％

１
　保
育
事
業
収
益

40
,5
88

-
38
,8
17

-
82
,7
90

-

２
　児
童
福
祉
事
業
収
益

0
-

0
-

0
-

３
　そ
の
他
収
益

96
-

84
-

1,
29
4

-

１
　借
入
金
利
息
補
助
金
収
入

9
-

0
-

0
-

２
　受
取
利
息
配
当
金
収
入

0
-

0
-

0
-

Ⅲ
　特
別
増
減
に
よ
る
収
益

20
6

-
2,
32
1

-
2,
36
1

-

１
　人
件
費

27
,3
14

67
.3
%

29
,9
94

77
.3
%

62
,9
41

76
.0
%

２
　事
業
費

2,
59
8

6.
4%

2,
97
2

7.
7%

5,
97
9

7.
2%

３
　事
務
費

5,
55
6

13
.7
%

3,
21
6

8.
3%

9,
35
1

11
.3
%

４
　そ
の
他
の
費
用

1,
30
0

3.
2%

40
1

1.
0%

3,
40
4

4.
1%

Ⅴ
　サ
ー
ビス
活
動
外
増
減
に
よ
る
費
用

１
　支
払
利
息

44
0.
1%

38
0.
1%

66
0.
1%

Ⅵ
　特
別
増
減
に
よ
る
費
用

１
　法
人
本
部
帰
属
経
費

51
3

1.
3%

0
0.
0%

95
0

1.
1%

①
収
益
計
：
Ⅰ
（
３
そ
の
他
収
益
を
除
く）
+
Ⅱ

40
,5
97

10
0.
0%

38
,8
17

10
0.
0%

82
,7
90

10
0.
0%

②
費
用
計
：
Ⅳ
+
Ⅴ
+
Ⅵ

37
,3
25

91
.9
%

36
,6
21

94
.3
%

82
,6
91

99
.9
%

③
収
支
差
：
①
－
②

3,
27
2

8.
1%

2,
19
6

5.
7%

98
0.
1%

④
事
業
所
数

57
事
業
所

19
事
業
所

46
事
業
所

⑤
平
均
利
用
定
員
数

16
.9
人

16
.1
人

40
.2
人

⑥
平
均
児
童
数

15
.9
人

15
.7
人

41
.0
人

事
業
所
内
（
Ｂ
型
適
用
）
事
業
所
内
（
20
人
以
上
）

収
益

Ⅰ
　サ
ー
ビス
活
動
増
減
に
よ
る
収
益

費
用

Ⅳ
　サ
ー
ビス
活
動
増
減
に
よ
る
費
用科
目

事
業
所
内
（
Ａ
型
適
用
）

Ⅱ
　サ
ー
ビス
活
動
外
増
減
に
よ
る
収
益
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２
．
結
果
概
要

①
保
育
所
（
私
立
・公
立
）

（
２
）
職
種
別
職
員
１
人
当
た
り給
与
月
額
（
全
体
状
況
）

7

※
「
１
人
当
た
り
給
与
月
額
（
賞
与
込
み
）
」
の
金
額
は
、
平
成
3
1
年
3
月
分
の
月
額
給
与
。
常
勤
職
員
の
給
与
に
は
、
月
額
給
与
の
他
、
平
成
3
0
年
度
分
の
賞
与
の
1
/
1
2
が

含
ま
れ
る
。

※
「
常
勤
」
・
・
・
・
・
施
設
で
定
め
た
勤
務
時
間
（
所
定
労
働
時
間
）
の
す
べ
て
を
勤
務
す
る
者
。
た
だ
し
、
１
日
６
時
間
以
上
月
2
0
日
以
上
勤
務
し
て
い
る
非
常
勤
職
員
は

「
常
勤
」
に
含
め
て
計
上
。

※
「
非
常
勤
」
・
・
・
・
常
勤
職
員
以
外
の
従
事
者
。

※
「
平
均
勤
続
年
数
」
は
、
現
に
勤
務
し
て
い
る
施
設
だ
け
で
な
く
、
過
去
に
勤
務
し
て
い
た
保
育
所
等
に
お
け
る
勤
続
年
数
も
含
め
て
算
定
。

平
均
勤
続

年
数

１
人
当
たり
給
与
月

額
（
賞
与
込
み
）

平
均
勤
続

年
数

１
人
当
たり
給
与
月

額
（
賞
与
込
み
）

平
均
勤
続

年
数

１
人
当
たり
給
与
月

額
（
賞
与
込
み
）

平
均
勤
続

年
数

１
人
当
たり
給
与
月

額
（
賞
与
込
み
）

年
円

年
円

年
円

年
円

1　
施
設
長

25
.8

56
5,
89
5

20
.7

53
6,
14
6

31
.8

63
2,
98
2

-
-

2　
主
任
保
育
士

21
.7

42
2,
96
6

26
.1

34
4,
10
3

25
.1

56
1,
72
5

20
.9

25
7,
53
1

3　
保
育
士

11
.2

30
1,
82
3

10
.1

18
7,
81
6

11
.0

30
3,
11
3

7.
8

16
2,
85
9

4　
保
育
補
助
者
（
資
格
を有
して
い
な
い
者
）

4.
9

22
3,
58
4

6.
1

16
8,
56
1

4.
9

14
8,
72
0

5.
9

14
9,
23
8

5　
調
理
員

24
.4

26
9,
53
4

7.
1

17
3,
29
0

14
.9

32
9,
21
1

5.
4

14
4,
38
4

6　
栄
養
士
（
５
に含
まれ
る者
を除
く）

8.
2

29
8,
36
2

5.
7

23
1,
11
8

12
.6

37
2,
53
9

5.
6

23
5,
94
4

7　
看
護
師
（
保
健
師
・助
産
師
）
、准
看
護
師

12
.3

34
0,
14
2

9.
8

24
8,
83
3

12
.4

39
6,
93
1

5.
1

20
8,
38
9

8　
事
務
職
員

10
.4

34
0,
91
9

11
.2

24
6,
03
8

6.
4

25
8,
92
6

4.
0

13
9,
34
6

9　
その
他

15
.7

37
5,
17
2

9.
0

19
0,
00
9

13
.2

31
8,
40
6

4.
9

13
8,
94
1

合
計

13
.0

31
7,
06
0

9.
2

19
0,
49
8

12
.7

33
0,
27
9

7.
1

23
5,
62
9

集
計
施
設
数

施
設

施
設

1,
94
8

職
種

公
立

非
常
勤

常
勤

非
常
勤

私
立

常
勤

2,
44
7
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２
．
結
果
概
要

②
幼
稚
園
（
新
制
度
）
（
私
立
・公
立
）

（
２
）
職
種
別
職
員
１
人
当
た
り給
与
月
額
（
全
体
状
況
）

8

※
「
１
人
当
た
り
給
与
月
額
（
賞
与
込
み
）
」
の
金
額
は
、
平
成
3
1
年
3
月
分
の
月
額
給
与
。
常
勤
職
員
の
給
与
に
は
、
月
額
給
与
の
他
、
平
成
3
0
年
度
分
の
賞
与
の
1
/
1
2
が

含
ま
れ
る
。

※
「
常
勤
」
・
・
・
・
・
・
施
設
で
定
め
た
勤
務
時
間
（
所
定
労
働
時
間
）
の
す
べ
て
を
勤
務
す
る
者
。
た
だ
し
、
１
日
６
時
間
以
上
月
2
0
日
以
上
勤
務
し
て
い
る
非
常
勤
職
員

は
「
常
勤
」
に
含
め
て
計
上
。

※
「
非
常
勤
」
・
・
・
・
常
勤
職
員
以
外
の
従
事
者
。

※
「
平
均
勤
続
年
数
」
は
、
現
に
勤
務
し
て
い
る
施
設
だ
け
で
な
く
、
過
去
に
勤
務
し
て
い
た
保
育
所
等
に
お
け
る
勤
続
年
数
も
含
め
て
算
定
。

※
本
表
に
お
い
て
、
私
立
に
つ
い
て
は
平
成
3
0
年
度
ま
で
に
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
新
制
度
に
移
行
し
た
園
を
計
上
し
て
お
り
、
小
規
模
園
や
都
市
部
以
外
に
所
在
す
る
園
の

占
め
る
割
合
が
高
い
点
に
留
意
が
必
要
。

平
均
勤
続

年
数

１
人
当
た
り
給
与
月

額
（
賞
与
込
み
）

平
均
勤
続

年
数

１
人
当
た
り
給
与
月

額
（
賞
与
込
み
）

平
均
勤
続

年
数

１
人
当
た
り
給
与
月

額
（
賞
与
込
み
）

平
均
勤
続

年
数

１
人
当
た
り
給
与
月

額
（
賞
与
込
み
）

年
円

年
円

年
円

年
円

1
　
園
長

2
8
.6

4
5
3
,4
5
8

2
4
.7

4
7
2
,5
3
9

2
9
.5

6
2
5
,5
2
4

1
6
.0

1
8
6
,6
4
4

2
　
副
園
長

2
5
.2

4
1
3
,6
1
0

-
-

2
3
.5

5
7
0
,8
4
2

-
-

3
　
教
頭

2
0
.4

3
5
8
,0
4
6

-
-

2
5
.3

5
7
5
,2
0
1

-
-

4
　
主
幹
教
諭

1
9
.3

3
4
9
,9
6
1

-
-

2
1
.2

5
3
7
,1
3
4

-
-

5
　
指
導
教
諭

1
4
.4

3
2
7
,5
2
9

-
-

1
8
.4

4
5
2
,0
1
3

-
-

6
　
教
諭

7
.8

2
8
7
,4
9
2

1
0
.3

1
6
9
,5
9
9

1
1
.1

3
7
8
,3
5
6

7
.4

1
5
0
,2
7
0

7
　
助
教
諭

9
.2

2
4
6
,4
7
4

5
.8

1
9
1
,2
8
1

6
.2

2
3
8
,6
1
2

7
.9

1
5
6
,1
5
2

8
　
講
師

8
.6

2
7
6
,0
5
3

1
6
.9

4
1
9
,0
6
2

7
.2

2
3
7
,8
5
3

4
.8

1
3
2
,7
8
9

9
　
教
育
補
助
者

1
0
.0

2
0
6
,1
4
7

9
.3

1
5
6
,9
5
0

7
.2

1
5
8
,8
2
5

8
.0

1
2
6
,6
5
1

1
0
　
事
務
職
員

1
2
.4

3
0
4
,1
4
1

9
.8

1
5
7
,0
3
9

8
.5

2
6
0
,3
8
9

6
.1

1
3
9
,5
3
2

1
1
　
バ
ス
運
転
手

7
.1

2
0
7
,2
9
7

7
.5

2
2
5
,1
2
6

6
.7

1
6
9
,5
8
8

6
.2

1
5
6
,7
1
1

1
2
　
調
理
員

8
.3

1
8
4
,2
4
0

1
0
.2

1
5
6
,7
9
9

1
2
.7

2
9
7
,9
0
8

6
.2

1
6
7
,8
2
4

1
3
　
教
育
補
助
者
（
資
格
無
）

6
.4

1
8
2
,5
4
7

6
.1

1
6
5
,7
5
4

5
.3

1
4
0
,5
6
2

3
.5

1
1
9
,8
0
2

1
4
　
そ
の
他

1
3
.0

2
6
4
,9
2
6

1
0
.4

1
6
6
,7
0
7

5
.4

1
5
1
,3
3
4

3
.8

1
2
0
,4
1
9

合
計

1
2
.4

3
1
3
,0
6
3

9
.7

2
0
3
,5
5
5

1
1
.9

3
1
7
,1
0
1

5
.1

1
2
5
,2
9
6

集
計
施
設
数

施
設

施
設

9
8
1

職
種

公
立

非
常
勤

常
勤

非
常
勤

私
立

常
勤

4
0
8
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２
．
結
果
概
要

③
認
定
こど
も
園
（
私
立
・公
立
）

（
２
）
職
種
別
職
員
１
人
当
た
り給
与
月
額
（
全
体
状
況
）

9

※
「
１
人
当
た
り
給
与
月
額
（
賞
与
込
み
）
」
の
金
額
は
、
平
成
3
1
年
3
月
分
の
月
額
給
与
。
常
勤
職
員
の
給
与
に
は
、
月
額
給
与
の
他
、
平
成
3
0
年
度
分
の
賞
与
の
1
/
1
2
が

含
ま
れ
る
。

※
「
常
勤
」
・
・
・
・
・
施
設
で
定
め
た
勤
務
時
間
（
所
定
労
働
時
間
）
の
す
べ
て
を
勤
務
す
る
者
。
た
だ
し
、
１
日
６
時
間
以
上
月
2
0
日
以
上
勤
務
し
て
い
る
非
常
勤
職
員
は

「
常
勤
」
に
含
め
て
計
上
。

※
「
非
常
勤
」
・
・
・
・
常
勤
職
員
以
外
の
従
事
者
。

※
「
平
均
勤
続
年
数
」
は
、
現
に
勤
務
し
て
い
る
施
設
だ
け
で
な
く
、
過
去
に
勤
務
し
て
い
た
保
育
所
等
に
お
け
る
勤
続
年
数
も
含
め
て
算
定
。

平
均
勤
続

年
数

１
人
当
た
り給
与
月

額
（
賞
与
込
み
）

平
均
勤
続

年
数

１
人
当
た
り給
与
月

額
（
賞
与
込
み
）

平
均
勤
続

年
数

１
人
当
た
り給
与
月

額
（
賞
与
込
み
）

平
均
勤
続

年
数

１
人
当
た
り給
与
月

額
（
賞
与
込
み
）

年
円

年
円

年
円

年
円

1　
園
長

27
.9

5
56
,4
00

3
5.
5

5
26
,6
71

3
1.
7

6
18
,9
28

1
5.
5

22
2,
3
59

2　
副
園
長

22
.3

4
62
,5
97

2
1.
8

8
47
,9
19

2
7.
9

6
02
,0
86

-
-

3　
教
頭

24
.2

3
95
,5
12

-
-

2
5.
9

5
56
,7
30

-
-

4　
主
幹
保
育
教
諭

19
.2

3
75
,9
65

-
-

2
3.
1

5
14
,2
14

6.
2

20
9,
0
68

5　
指
導
保
育
教
諭

14
.1

3
36
,7
39

2
1.
4

3
61
,5
75

1
7.
3

4
55
,7
17

-
-

6　
保
育
教
諭

8.
2

2
79
,9
54

9.
6

1
88
,7
25

9.
9

2
87
,1
81

8.
9

15
0,
4
41

7　
助
保
育
教
諭

7.
8

2
35
,9
21

1
1.
2

1
72
,5
16

8.
4

1
63
,0
80

1
1.
6

14
7,
1
72

8　
講
師

7.
9

2
50
,9
87

1
1.
6

2
32
,1
19

6.
5

1
84
,8
52

3.
7

15
3,
5
27

9　
教
育
・保
育
補
助
者

8.
8

2
13
,1
70

6.
7

1
74
,4
07

7.
8

1
71
,9
61

8.
0

14
2,
8
45

10
　調
理
員

8.
8

2
57
,0
59

7.
1

1
51
,9
19

1
2.
0

2
48
,9
14

5.
7

13
9,
6
16

11
　栄
養
教
諭
・栄
養
士

6.
6

2
70
,3
25

1
1.
2

2
31
,0
56

8.
8

2
93
,8
46

7.
2

17
6,
6
00

12
　看
護
職
員

9.
7

2
78
,0
00

1
0.
0

1
85
,5
45

1
2.
5

3
47
,7
85

3.
5

18
4,
8
83

13
　事
務
職
員

10
.4

3
18
,0
47

6.
7

2
06
,1
08

6.
8

2
53
,2
70

5.
0

16
5,
2
09

14
　教
育
・保
育
補
助
者
（
資
格
無
）

4.
4

2
05
,5
29

8.
2

1
67
,6
04

5.
5

2
54
,6
11

3.
2

11
7,
9
62

15
　そ
の
他

8.
0

2
23
,8
51

6.
9

1
95
,5
14

8.
5

1
84
,2
15

5.
1

13
0,
3
16

合
計

10
.9

3
08
,5
67

9.
1

1
95
,8
32

1
1.
3

2
84
,2
66

7.
6

16
0,
3
80

集
計
施
設
数

施
設

施
設

64
1

職
種

公
立

非
常
勤

常
勤

非
常
勤

私
立

常
勤

94
3
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２
．
結
果
概
要

④
家
庭
的
保
育
事
業
（
私
立
）

（
２
）
職
種
別
職
員
１
人
当
た
り給
与
月
額
（
全
体
状
況
）

10

※
「
１
人
当
た
り
給
与
月
額
（
賞
与
込
み
）
」
の
金
額
は
、
平
成
3
1
年
3
月
分
の
月
額
給
与
。
常
勤
職
員
の
給
与
に
は
、
月
額
給
与
の
他
、
平
成
3
0
年
度
分
の
賞
与
の
1
/
1
2
が

含
ま
れ
る
。

※
「
常
勤
」
・
・
・
・
・
施
設
で
定
め
た
勤
務
時
間
（
所
定
労
働
時
間
）
の
す
べ
て
を
勤
務
す
る
者
。
た
だ
し
、
１
日
６
時
間
以
上
月
2
0
日
以
上
勤
務
し
て
い
る
非
常
勤
職
員
は

「
常
勤
」
に
含
め
て
計
上
。

※
「
非
常
勤
」
・
・
・
・
常
勤
職
員
以
外
の
従
事
者
。

※
「
平
均
勤
続
年
数
」
は
、
現
に
勤
務
し
て
い
る
施
設
だ
け
で
な
く
、
過
去
に
勤
務
し
て
い
た
保
育
所
等
に
お
け
る
勤
続
年
数
も
含
め
て
算
定
。

平
均
勤
続

年
数

１
人
当
た
り給
与
月

額
（
賞
与
込
み
）

平
均
勤
続

年
数

１
人
当
た
り給
与
月

額
（
賞
与
込
み
）

年
円

年
円

1　
家
庭
的
保
育
者

16
.0

35
8,
98
8

-
-

2　
家
庭
的
保
育
補
助
者

9.
7

23
2,
89
2

4.
4

17
1,
01
8

3　
調
理
員

6.
9

27
0,
51
1

3.
4

19
7,
22
8

4　
栄
養
士
（
3に
含
ま
れ
る
者
を
除
く）

-
-

-
-

5　
事
務
職
員

-
-

8.
2

19
1,
53
3

6　
そ
の
他

-
-

7.
3

18
2,
59
4

合
計

14
.0

33
0,
86
7

5.
7

18
4,
03
0

集
計
事
業
所
数

事
業
所

職
種

非
常
勤

私
立

常
勤

14
7

－150－



２
．
結
果
概
要

⑤
小
規
模
保
育
事
業
（
A型
、B
型
）
（
私
立
）

（
２
）
職
種
別
職
員
１
人
当
た
り給
与
月
額
（
全
体
状
況
）

11

※
「
１
人
当
た
り
給
与
月
額
（
賞
与
込
み
）
」
の
金
額
は
、
平
成
3
1
年
3
月
分
の
月
額
給
与
。
常
勤
職
員
の
給
与
に
は
、
月
額
給
与
の
他
、
平
成
3
0
年
度
分
の
賞
与
の
1
/
1
2
が

含
ま
れ
る
。

※
「
常
勤
」
・
・
・
・
・
施
設
で
定
め
た
勤
務
時
間
（
所
定
労
働
時
間
）
の
す
べ
て
を
勤
務
す
る
者
。
た
だ
し
、
１
日
６
時
間
以
上
月
2
0
日
以
上
勤
務
し
て
い
る
非
常
勤
職
員
は

「
常
勤
」
に
含
め
て
計
上
。

※
「
非
常
勤
」
・
・
・
・
常
勤
職
員
以
外
の
従
事
者
。

※
「
平
均
勤
続
年
数
」
は
、
現
に
勤
務
し
て
い
る
施
設
だ
け
で
な
く
、
過
去
に
勤
務
し
て
い
た
保
育
所
等
に
お
け
る
勤
続
年
数
も
含
め
て
算
定
。

平
均
勤
続

年
数

１
人
当
たり
給
与
月

額
（
賞
与
込
み
）

平
均
勤
続

年
数

１
人
当
たり
給
与
月

額
（
賞
与
込
み
）

平
均
勤
続

年
数

１
人
当
たり
給
与
月

額
（
賞
与
込
み
）

平
均
勤
続

年
数

１
人
当
たり
給
与
月

額
（
賞
与
込
み
）

年
円

年
円

年
円

年
円

1　
管
理
者

14
.6

34
2,
86
1

2.
2

18
3,
37
0

15
.4

36
2,
00
7

-
-

2　
主
任
保
育
士

11
.9

30
3,
28
9

-
-

15
.4

30
9,
91
2

-
-

3　
保
育
士

8.
1

26
8,
75
5

8.
5

17
2,
32
4

8.
8

26
9,
61
7

9.
9

19
2,
00
1

4　
保
育
補
助
者
（
資
格
を有
して
い
な
い
者
）

7.
5

23
5,
18
3

3.
8

17
0,
38
7

5.
7

23
1,
11
5

2.
9

16
1,
93
1

5　
調
理
員

6.
6

24
1,
89
7

6.
2

17
1,
05
8

7.
2

22
7,
42
0

6.
5

16
9,
81
7

6　
栄
養
士
（
５
に含
まれ
る者
を除
く）

6.
3

25
5,
38
2

-
-

7.
2

27
2,
18
5

-
-

7　
看
護
師
（
保
健
師
・助
産
師
）
、准
看
護
師

6.
5

29
5,
27
7

-
-

3.
6

25
2,
59
5

-
-

8　
事
務
職
員

5.
4

24
8,
02
9

10
.5

35
7,
75
5

2.
7

21
9,
91
8

19
.5

24
8,
50
5

9　
その
他

-
-

-
-

-
-

-
-

合
計

9.
7

28
6,
02
3

7.
8

19
7,
99
5

10
.1

28
3,
28
6

8.
5

20
3,
48
5

集
計
事
業
所
数

事
業
所

事
業
所

16
1

小
規
模
保
育
事
業
（
Ａ
型
）

常
勤

非
常
勤

37
3

私
立

私
立

職
種

小
規
模
保
育
事
業
（
Ｂ
型
）

常
勤

非
常
勤
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２
．
結
果
概
要

⑥
小
規
模
保
育
事
業
C型
（
私
立
）

（
２
）
職
種
別
職
員
１
人
当
た
り給
与
月
額
（
全
体
状
況
）

12

※
「
１
人
当
た
り
給
与
月
額
（
賞
与
込
み
）
」
の
金
額
は
、
平
成
3
1
年
3
月
分
の
月
額
給
与
。
常
勤
職
員
の
給
与
に
は
、
月
額
給
与
の
他
、
平
成
3
0
年
度
分
の
賞
与
の
1
/
1
2
が

含
ま
れ
る
。

※
「
常
勤
」
・
・
・
・
・
施
設
で
定
め
た
勤
務
時
間
（
所
定
労
働
時
間
）
の
す
べ
て
を
勤
務
す
る
者
。
た
だ
し
、
１
日
６
時
間
以
上
月
2
0
日
以
上
勤
務
し
て
い
る
非
常
勤
職
員
は

「
常
勤
」
に
含
め
て
計
上
。

※
「
非
常
勤
」
・
・
・
・
常
勤
職
員
以
外
の
従
事
者
。

※
「
平
均
勤
続
年
数
」
は
、
現
に
勤
務
し
て
い
る
施
設
だ
け
で
な
く
、
過
去
に
勤
務
し
て
い
た
保
育
所
等
に
お
け
る
勤
続
年
数
も
含
め
て
算
定
。

平
均
勤
続

年
数

１
人
当
た
り給
与
月

額
（
賞
与
込
み
）

平
均
勤
続

年
数

１
人
当
た
り給
与
月

額
（
賞
与
込
み
）

年
円

年
円

1　
管
理
者

16
.7

34
6,
46
6

-
-

2　
家
庭
的
保
育
者

8.
9

29
1,
77
5

14
.7

20
8,
91
1

3　
家
庭
的
保
育
補
助
者

10
.4

25
0,
11
7

-
-

4　
調
理
員

-
-

-
-

5　
栄
養
士
（
4に
含
ま
れ
る
者
を
除
く）

-
-

-
-

6　
事
務
職
員

-
-

-
-

7　
そ
の
他

-
-

-
-

合
計

10
.8

29
2,
79
9

12
.5

19
9,
66
5

集
計
事
業
所
数

事
業
所

30

職
種

非
常
勤

私
立

常
勤
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２
．
結
果
概
要

⑦
事
業
所
内
保
育
事
業
（
私
立
）

（
２
）
職
種
別
職
員
１
人
当
た
り給
与
月
額
（
全
体
状
況
）

13

※
「
１
人
当
た
り
給
与
月
額
（
賞
与
込
み
）
」
の
金
額
は
、
平
成
3
1
年
3
月
分
の
月
額
給
与
。
常
勤
職
員
の
給
与
に
は
、
月
額
給
与
の
他
、
平
成
3
0
年
度
分
の
賞
与
の
1
/
1
2
が

含
ま
れ
る
。

※
「
常
勤
」
・
・
・
・
・
施
設
で
定
め
た
勤
務
時
間
（
所
定
労
働
時
間
）
の
す
べ
て
を
勤
務
す
る
者
。
た
だ
し
、
１
日
６
時
間
以
上
月
2
0
日
以
上
勤
務
し
て
い
る
非
常
勤
職
員
は

「
常
勤
」
に
含
め
て
計
上
。

※
「
非
常
勤
」
・
・
・
・
常
勤
職
員
以
外
の
従
事
者
。

※
「
平
均
勤
続
年
数
」
は
、
現
に
勤
務
し
て
い
る
施
設
だ
け
で
な
く
、
過
去
に
勤
務
し
て
い
た
保
育
所
等
に
お
け
る
勤
続
年
数
も
含
め
て
算
定
。

平
均
勤
続

年
数

１
人
当
た

り給
与
月

額
（
賞
与

込
み
）

平
均
勤
続

年
数

１
人
当
た

り給
与
月

額
（
賞
与

込
み
）

平
均
勤
続

年
数

１
人
当
た

り給
与
月

額
（
賞
与

込
み
）

平
均
勤
続

年
数

１
人
当
た

り給
与
月

額
（
賞
与

込
み
）

平
均
勤
続

年
数

１
人
当
た

り給
与
月

額
（
賞
与

込
み
）

平
均
勤
続

年
数

１
人
当
た

り給
与
月

額
（
賞
与

込
み
）

年
円

年
円

年
円

年
円

年
円

年
円

1　
管
理
者

11
.3
34
1,
69
1

15
.0
31
5,
34
9

17
.8
32
3,
54
6

-
-

10
.4
35
2,
21
2

-
-

2　
主
任
保
育
士

15
.5
26
6,
08
1

13
.7
25
6,
70
5

16
.1
26
6,
26
4

-
-

15
.0
35
5,
91
8

-
-

3　
保
育
士

10
.8
23
8,
16
8

10
.0
22
6,
31
2

11
.9
26
4,
23
8

-
-

8.
0
26
9,
78
2

12
.3
23
6,
32
9

4　
保
育
補
助
者
（
資
格
を
有
して
い
な
い
者
）

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

5　
調
理
員

-
-

-
-

-
-

-
-

5.
1
26
5,
41
4

-
-

6　
栄
養
士
（
５
に
含
ま
れ
る
者
を
除
く）

-
-

-
-

-
-

-
-

7.
2
29
4,
99
9

-
-

7　
看
護
師
（
保
健
師
・助
産
師
）
、准
看
護
師

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

8　
事
務
職
員

-
-

6.
9
23
0,
38
4

-
-

-
-

4.
1
21
3,
33
2

-
-

9　
そ
の
他

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

合
計

10
.7
25
1,
19
0

11
.2
24
6,
73
4

12
.8
27
6,
65
0

4.
5
29
9,
31
5

8.
6
28
4,
92
3

9.
1
26
7,
70
2

集
計
事
業
所
数

事
業
所

事
業
所

事
業
所

職
種

非
常
勤

事
業
所
内
保
育
事
業
（
20
人
以
上
）

常
勤

59

事
業
所
内
保
育
事
業
（
Ａ
型
適
用
）

常
勤

非
常
勤

78

事
業
所
内
保
育
事
業
（
Ｂ
型
適
用
）

常
勤

非
常
勤

22

私
立

私
立

私
立
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２
．
結
果
概
要

①
保
育
所

（
３
）
職
員
配
置
の
状
況
（
私
立
施
設
）

14

※
「
公
定
価
格
基
準
の
み
の
配
置
状
況
」
・
・
公
定
価
格
上
の
職
員
配
置
状
況
。
保
育
士
に
つ
い
て
は
、
年
齢
別
配
置
基
準
に
よ
り
配
置
さ
れ
る
数
。

た
だ
し
、
３
歳
児
配
置
改
善
加
算
及
び
主
任
保
育
士
専
任
加
算
等
が
適
用
さ
れ
る
場
合
は
、
当
該
加
算
の
適
用
に
必
要
な
保
育
士
等

の
数
。

※
「
実
際
の
配
置
状
況
」
・
・
・
・
・
・
・
・
公
定
価
格
（
基
本
分
）
や
各
種
加
算
、
地
方
単
独
補
助
等
に
よ
り
配
置
し
て
い
る
職
員
を
含
め
た
配
置
状
況
。

※
「
常
勤
」
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
施
設
で
定
め
た
勤
務
時
間
（
所
定
労
働
時
間
）
の
す
べ
て
を
勤
務
す
る
者
。
た
だ
し
、
１
日
６
時
間
以
上
月
2
0
日
以
上
勤
務
し
て

い
る
非
常
勤
職
員
は
「
常
勤
」
に
含
め
て
計
上
。

※
「
非
常
勤
」
・
・
・
・
常
勤
職
員
以
外
の
従
事
者
。

※
表
中
の
人
数
は
、
す
べ
て
常
勤
換
算
後
の
人
数
（
職
員
が
勤
務
し
た
１
週
間
の
勤
務
時
間
を
、
施
設
が
定
め
る
１
週
間
の
勤
務
時
間
（
所
定
労
働
時
間
）
で
除
し
た
数
値
）
。

公
定
価
格
基
準

の
み
の
配
置
状
況

常
勤
換
算

（
常
勤
＋
非
常
勤
）

常
勤

非
常
勤

人
人

人

1　
施
設
長

1.
0

1.
0

0.
0

2　
主
任
保
育
士

1.
0

0.
9

0.
0

3　
保
育
士

11
.4

13
.4

2.
3

4　
保
育
補
助
者
（
資
格
を
有
して
い
な
い
者
）

ー
0.
5

1.
3

5　
調
理
員

1.
9

1.
3

0.
6

6　
栄
養
士
（
５
に
含
ま
れ
る
者
を
除
く）

ー
0.
9

0.
1

7　
看
護
師
（
保
健
師
・助
産
師
）
、准
看
護
師

ー
0.
4

0.
1

8　
うち
、保
育
業
務
従
事
者

ー
0.
0

0.
0

9　
事
務
職
員

1.
0

0.
6

0.
1

10
　そ
の
他

ー
0.
2

0.
2

合
計

ー
19
.1

4.
6

集
計
施
設
数

1,
74
1
施
設

平
均
利
用
定
員
数

86
人

職
種

実
際
の
配
置

私
立

－154－



２
．
結
果
概
要

②
幼
稚
園
（
新
制
度
）

（
３
）
職
員
配
置
の
状
況
（
私
立
施
設
）

15

※
「
公
定
価
格
基
準
の
み
の
配
置
状
況
」
・
・
・
公
定
価
格
上
の
職
員
配
置
状
況
。
教
諭
等
に
つ
い
て
は
、
年
齢
別
配
置
基
準
に
よ
り
配
置
さ
れ
る
数
。

た
だ
し
、
３
歳
児
配
置
改
善
加
算
、
満
３
歳
児
対
応
加
配
加
算
、
主
幹
教
諭
等
専
任
加
算
又
は
チ
ー
ム
保
育
加
配
加
算
等
が

適
用
さ
れ
る
場
合
は
、
当
該
加
算
の
適
用
に
必
要
な
教
諭
等
の
数
。

※
「
実
際
の
配
置
状
況
」
・
・
・
・
・
・
・
・
・
公
定
価
格
（
基
本
分
）
や
各
種
加
算
、
地
方
単
独
補
助
等
に
よ
り
配
置
し
て
い
る
職
員
を
含
め
た
配
置
状
況
。

※
「
常
勤
」
・
・
・
・
・
・
施
設
で
定
め
た
勤
務
時
間
（
所
定
労
働
時
間
）
の
す
べ
て
を
勤
務
す
る
者
。
た
だ
し
、
１
日
６
時
間
以
上
月
2
0
日
以
上
勤
務
し
て
い
る
非
常
勤

職
員
は
「
常
勤
」
に
含
め
て
計
上
。

※
「
非
常
勤
」
・
・
・
・
常
勤
職
員
以
外
の
従
事
者
。

※
表
中
の
人
数
は
、
す
べ
て
常
勤
換
算
後
の
人
数
（
職
員
が
勤
務
し
た
１
週
間
の
勤
務
時
間
を
、
施
設
が
定
め
る
１
週
間
の
勤
務
時
間
（
所
定
労
働
時
間
）
で
除
し
た
数
値
）
。

※
本
表
に
お
い
て
、
平
成
3
0
年
度
ま
で
に
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
新
制
度
に
移
行
し
た
園
を
計
上
し
て
お
り
、
小
規
模
園
や
都
市
部
以
外
に
所
在
す
る
園
の
占
め
る
割
合
が

高
い
点
に
留
意
が
必
要
。

（
有
効
回
答
数
（
2
0
9
か
所
）
の
属
性
：
平
均
利
用
定
員
1
0
4
人
）

公
定
価
格
基
準

の
み
の
配
置
状
況

常
勤
換
算

（
常
勤
＋
非
常
勤
）

常
勤

非
常
勤

人
人

1　
園
長

1.
0

1.
0

0.
0

2　
副
園
長

0.
5

0.
0

3　
教
頭

0.
1

0.
0

4　
主
幹
教
諭

0.
9

0.
0

5　
指
導
教
諭

0.
3

0.
0

6　
教
諭
・助
教
諭
・講
師
・教
育
補
助
者
（
免
許
有
）

6.
0

7.
1

1.
2

7　
事
務
職
員

1.
1

0.
8

0.
2

8　
バ
ス
運
転
手

0.
4

0.
7

0.
4

9　
調
理
員

0.
2

0.
1

0.
1

10
　教
育
補
助
者
（
免
許
無
）

ー
0.
2

0.
3

11
　そ
の
他

ー
0.
1

0.
1

合
計

ー
11
.8

2.
3

集
計
施
設
数

20
0
施
設

平
均
利
用
定
員
数

10
3
人

職
種

実
際
の
配
置

私
立

0.
5

1.
0
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２
．
結
果
概
要

③
認
定
こど
も
園

（
３
）
職
員
配
置
の
状
況
（
私
立
施
設
）

16

※
「
公
定
価
格
基
準
の
み
の
配
置
状
況
」
・
・
公
定
価
格
上
の
職
員
配
置
状
況
。
保
育
教
諭
等
に
つ
い
て
は
、
年
齢
別
配
置
基
準
に
よ
り
配
置
さ
れ
る
数
。

た
だ
し
、
３
歳
児
配
置
改
善
加
算
、
満
３
歳
児
対
応
加
配
加
算
又
は
チ
ー
ム
保
育
加
配
加
算
等
が
適
用
さ
れ
る
場
合
は
、

当
該
加
算
の
適
用
に
必
要
な
保
育
教
諭
等
の
数
。

※
「
実
際
の
配
置
状
況
」
・
・
・
・
・
・
・
・
公
定
価
格
（
基
本
分
）
や
各
種
加
算
、
地
方
単
独
補
助
等
に
よ
り
配
置
し
て
い
る
職
員
を
含
め
た
配
置
状
況
。

※
「
常
勤
」
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
施
設
で
定
め
た
勤
務
時
間
（
所
定
労
働
時
間
）
の
す
べ
て
を
勤
務
す
る
者
。
た
だ
し
、
１
日
６
時
間
以
上
月
2
0
日
以
上
勤
務
し
て

い
る
非
常
勤
職
員
は
「
常
勤
」
に
含
め
て
計
上
。

※
「
非
常
勤
」
・
・
・
・
常
勤
職
員
以
外
の
従
事
者
。

※
表
中
の
人
数
は
、
す
べ
て
常
勤
換
算
後
の
人
数
（
職
員
が
勤
務
し
た
１
週
間
の
勤
務
時
間
を
、
施
設
が
定
め
る
１
週
間
の
勤
務
時
間
（
所
定
労
働
時
間
）
で
除
し
た
数
値
）
。

公
定
価
格
基
準

の
み
の
配
置
状
況

常
勤
換
算

（
常
勤
＋
非
常
勤
）

常
勤

非
常
勤

人

1　
園
長
（
施
設
長
）

1.
0

1.
0

0.
0

2　
副
園
長

0.
6

0.
0

3　
教
頭

0.
0

0.
0

4　
主
幹
保
育
教
諭

1.
4

0.
0

5　
指
導
保
育
教
諭

0.
6

0.
0

10
.8

13
.7

3.
4

7　
調
理
員

1.
9

1.
1

0.
8

8　
栄
養
教
諭
・栄
養
士

ー
0.
5

0.
0

9　
看
護
師
（
保
健
師
・助
産
師
）
、准
看
護
師

ー
0.
3

0.
1

10
　事
務
職
員

2.
0

0.
9

0.
2

11
　教
育
・保
育
補
助
者
（
免
許
無
）

ー
0.
4

0.
5

12
　そ
の
他

ー
0.
4

0.
4

合
計

ー
20
.8

5.
5

集
計
施
設
数

77
7
施
設

平
均
利
用
定
員
数

14
7
人

6　
保
育
教
諭
・助
保
育
教
諭
・講
師
・

　　
　　
　教
育
・保
育
補
助
者
（
免
許
有
）

私
立

1.
0

0.
4

職
種

実
際
の
配
置

－156－



２
．
結
果
概
要

④
家
庭
的
保
育
事
業

（
３
）
職
員
配
置
の
状
況
（
私
立
施
設
）

17

※
「
公
定
価
格
基
準
の
み
の
配
置
状
況
」
・
・
公
定
価
格
上
の
職
員
配
置
状
況
。

※
「
実
際
の
配
置
状
況
」
・
・
・
・
・
・
・
・
公
定
価
格
（
基
本
分
）
や
各
種
加
算
、
地
方
単
独
補
助
等
に
よ
り
配
置
し
て
い
る
職
員
を
含
め
た
配
置
状
況
。

※
「
常
勤
」
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
施
設
で
定
め
た
勤
務
時
間
（
所
定
労
働
時
間
）
の
す
べ
て
を
勤
務
す
る
者
。
た
だ
し
、
１
日
６
時
間
以
上
月
2
0
日
以
上
勤
務
し
て

い
る
非
常
勤
職
員
は
「
常
勤
」
に
含
め
て
計
上
。

※
「
非
常
勤
」
・
・
・
・
常
勤
職
員
以
外
の
従
事
者
。

※
表
中
の
人
数
は
、
す
べ
て
常
勤
換
算
後
の
人
数
（
職
員
が
勤
務
し
た
１
週
間
の
勤
務
時
間
を
、
施
設
が
定
め
る
１
週
間
の
勤
務
時
間
（
所
定
労
働
時
間
）
で
除
し
た
数
値
）
。

公
定
価
格
基
準

の
み
の
配
置
状
況

常
勤
換
算

（
常
勤
＋
非
常
勤
）

常
勤

非
常
勤

人
人

人

1　
家
庭
的
保
育
者

1.
0

1.
1

0.
3

2　
家
庭
的
保
育
補
助
者

0.
8

0.
2

1.
2

3　
調
理
員

1.
0

0.
1

0.
3

4　
栄
養
士
（
3に
含
ま
れ
る
者
を
除
く）

ー
0.
0

0.
0

5　
事
務
職
員

0.
6

0.
0

0.
1

6　
そ
の
他

ー
0.
0

0.
1

合
計

ー
1.
4

2.
0

集
計
施
設
数

17
5
施
設

平
均
利
用
定
員
数

4
人

私
立

職
種

実
際
の
配
置
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２
．
結
果
概
要

⑤
小
規
模
保
育
事
業
A型

（
３
）
職
員
配
置
の
状
況
（
私
立
施
設
）

18

※
「
公
定
価
格
基
準
の
み
の
配
置
状
況
」
・
・
公
定
価
格
上
の
職
員
配
置
状
況
。

※
「
実
際
の
配
置
状
況
」
・
・
・
・
・
・
・
・
公
定
価
格
や
地
方
単
独
補
助
、
各
種
加
算
等
に
よ
り
配
置
し
て
い
る
職
員
を
含
め
た
配
置
状
況
。

※
「
常
勤
」
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
施
設
で
定
め
た
勤
務
時
間
（
所
定
労
働
時
間
）
の
す
べ
て
を
勤
務
す
る
者
。
た
だ
し
、
１
日
６
時
間
以
上
月
2
0
日
以
上
勤
務
し
て

い
る
非
常
勤
職
員
は
「
常
勤
」
に
含
め
て
計
上
。

※
「
非
常
勤
」
・
・
・
・
常
勤
職
員
以
外
の
従
事
者
。

※
表
中
の
人
数
は
、
す
べ
て
常
勤
換
算
後
の
人
数
（
職
員
が
勤
務
し
た
１
週
間
の
勤
務
時
間
を
、
施
設
が
定
め
る
１
週
間
の
勤
務
時
間
（
所
定
労
働
時
間
）
で
除
し
た
数
値
）
。

公
定
価
格
基
準

の
み
の
配
置
状
況

常
勤
換
算

（
常
勤
＋
非
常
勤
）

常
勤

非
常
勤

人
人

人
1　
管
理
者

1.
0

1.
0

0.
0

2　
主
任
保
育
士

ー
0.
3

0.
0

3　
保
育
士

4.
4

4.
2

1.
7

4　
保
育
補
助
者
（
資
格
を
有
して
い
な
い
者
）

0.
1

0.
1

0.
2

5　
調
理
員

1.
0

0.
3

0.
5

6　
栄
養
士
（
５
に
含
ま
れ
る
者
を
除
く）

ー
0.
1

0.
1

7　
看
護
師
（
保
健
師
・助
産
師
）
、准
看
護
師

ー
0.
0

0.
0

8　
うち
保
育
業
務
従
事
者

ー
0.
0

0.
0

9　
事
務
職
員

0.
6

0.
2

0.
1

10
　そ
の
他

ー
0.
0

0.
0

合
計

ー
6.
4

2.
7

集
計
施
設
数

23
1
施
設

平
均
利
用
定
員
数

16
人

私
立

職
種

実
際
の
配
置
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２
．
結
果
概
要

⑥
小
規
模
保
育
事
業
B型

（
３
）
職
員
配
置
の
状
況
（
私
立
施
設
）

19

※
「
公
定
価
格
基
準
の
み
の
配
置
状
況
」
・
・
公
定
価
格
上
の
職
員
配
置
状
況
。

※
「
実
際
の
配
置
状
況
」
・
・
・
・
・
・
・
・
公
定
価
格
や
地
方
単
独
補
助
、
各
種
加
算
等
に
よ
り
配
置
し
て
い
る
職
員
を
含
め
た
配
置
状
況
。

※
「
常
勤
」
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
施
設
で
定
め
た
勤
務
時
間
（
所
定
労
働
時
間
）
の
す
べ
て
を
勤
務
す
る
者
。
た
だ
し
、
１
日
６
時
間
以
上
月
2
0
日
以
上
勤
務
し
て

い
る
非
常
勤
職
員
は
「
常
勤
」
に
含
め
て
計
上
。

※
「
非
常
勤
」
・
・
・
・
常
勤
職
員
以
外
の
従
事
者
。

※
表
中
の
人
数
は
、
す
べ
て
常
勤
換
算
後
の
人
数
（
職
員
が
勤
務
し
た
１
週
間
の
勤
務
時
間
を
、
施
設
が
定
め
る
１
週
間
の
勤
務
時
間
（
所
定
労
働
時
間
）
で
除
し
た
数
値
）
。

公
定
価
格
基
準

の
み
の
配
置
状
況

常
勤
換
算

（
常
勤
＋
非
常
勤
）

常
勤

非
常
勤

人
人

人
1　
管
理
者

1.
0

1.
0

0.
0

2　
主
任
保
育
士

ー
0.
3

0.
0

3　
保
育
士

4.
3

4.
0

1.
6

4　
保
育
補
助
者
（
資
格
を
有
して
い
な
い
者
）

0.
4

0.
2

0.
4

5　
調
理
員

1.
0

0.
3

0.
5

6　
栄
養
士
（
５
に
含
ま
れ
る
者
を
除
く）

ー
0.
1

0.
1

7　
看
護
師
（
保
健
師
・助
産
師
）
、准
看
護
師

ー
0.
0

0.
0

8　
うち
保
育
業
務
従
事
者

ー
0.
0

0.
0

9　
事
務
職
員

0.
6

0.
2

0.
1

10
　そ
の
他

ー
0.
0

0.
0

合
計

ー
6.
2

2.
6

集
計
施
設
数

31
2
施
設

平
均
利
用
定
員
数

16
人

私
立

職
種

実
際
の
配
置

－159－



２
．
結
果
概
要

⑦
小
規
模
保
育
事
業
C型

（
３
）
職
員
配
置
の
状
況
（
私
立
施
設
）

20

※
「
公
定
価
格
基
準
の
み
の
配
置
状
況
」
・
・
公
定
価
格
上
の
職
員
配
置
状
況
。

※
「
実
際
の
配
置
状
況
」
・
・
・
・
・
・
・
・
公
定
価
格
や
地
方
単
独
補
助
、
各
種
加
算
等
に
よ
り
配
置
し
て
い
る
職
員
を
含
め
た
配
置
状
況
。

※
「
常
勤
」
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
施
設
で
定
め
た
勤
務
時
間
（
所
定
労
働
時
間
）
の
す
べ
て
を
勤
務
す
る
者
。
た
だ
し
、
１
日
６
時
間
以
上
月
2
0
日
以
上
勤
務
し
て

い
る
非
常
勤
職
員
は
「
常
勤
」
に
含
め
て
計
上
。

※
「
非
常
勤
」
・
・
・
・
常
勤
職
員
以
外
の
従
事
者
。

※
表
中
の
人
数
は
、
す
べ
て
常
勤
換
算
後
の
人
数
（
職
員
が
勤
務
し
た
１
週
間
の
勤
務
時
間
を
、
施
設
が
定
め
る
１
週
間
の
勤
務
時
間
（
所
定
労
働
時
間
）
で
除
し
た
数
値
）
。

公
定
価
格
基
準

の
み
の
配
置
状
況

常
勤
換
算

（
常
勤
＋
非
常
勤
）

常
勤

非
常
勤

人
人

人
1　
管
理
者

0.
6

0.
6

0.
0

2　
家
庭
的
保
育
者

2.
6

2.
3

1.
3

3　
家
庭
的
保
育
補
助
者

1.
3

0.
4

1.
0

4　
調
理
員

0.
5

0.
1

0.
5

5　
栄
養
士
（
４
に
含
ま
れ
る
者
を
除
く）

ー
0.
0

0.
1

6　
事
務
職
員

0.
3

0.
1

0.
1

7　
そ
の
他

ー
0.
0

0.
0

合
計

ー
3.
6

2.
9

集
計
施
設
数

26
施
設

平
均
利
用
定
員
数

10
人

私
立

職
種

実
際
の
配
置

－160－



２
．
結
果
概
要

⑧
事
業
所
内
保
育
事
業
（
A型
適
用
）

（
３
）
職
員
配
置
の
状
況
（
私
立
施
設
）

21

※
「
公
定
価
格
基
準
の
み
の
配
置
状
況
」
・
・
公
定
価
格
上
の
職
員
配
置
状
況
。

※
「
実
際
の
配
置
状
況
」
・
・
・
・
・
・
・
・
公
定
価
格
や
地
方
単
独
補
助
、
各
種
加
算
等
に
よ
り
配
置
し
て
い
る
職
員
を
含
め
た
配
置
状
況
。

※
「
常
勤
」
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
施
設
で
定
め
た
勤
務
時
間
（
所
定
労
働
時
間
）
の
す
べ
て
を
勤
務
す
る
者
。
た
だ
し
、
１
日
６
時
間
以
上
月
2
0
日
以
上
勤
務
し
て

い
る
非
常
勤
職
員
は
「
常
勤
」
に
含
め
て
計
上
。

※
「
非
常
勤
」
・
・
・
・
常
勤
職
員
以
外
の
従
事
者
。

※
表
中
の
人
数
は
、
す
べ
て
常
勤
換
算
後
の
人
数
（
職
員
が
勤
務
し
た
１
週
間
の
勤
務
時
間
を
、
施
設
が
定
め
る
１
週
間
の
勤
務
時
間
（
所
定
労
働
時
間
）
で
除
し
た
数
値
）
。

公
定
価
格
基
準

の
み
の
配
置
状
況

常
勤
換
算

（
常
勤
＋
非
常
勤
）

常
勤

非
常
勤

人
人

人
1　
管
理
者

0.
8

0.
9

0.
0

2　
主
任
保
育
士

ー
0.
3

0.
0

3　
保
育
士

4.
5

4.
0

1.
4

4　
保
育
補
助
者
（
資
格
を
有
して
い
な
い
者
）

0.
1

0.
1

0.
1

5　
調
理
員

1.
0

0.
2

0.
3

6　
栄
養
士
（
５
に
含
ま
れ
る
者
を
除
く）

ー
0.
2

0.
1

7　
看
護
師
（
保
健
師
・助
産
師
）
、准
看
護
師

ー
0.
1

0.
0

8　
うち
保
育
業
務
従
事
者

ー
0.
0

0.
0

9　
事
務
職
員

0.
6

0.
1

0.
0

10
　そ
の
他

ー
0.
0

0.
0

合
計

ー
5.
9

2.
0

集
計
施
設
数

55
施
設

平
均
利
用
定
員
数

15
人

私
立

職
種

実
際
の
配
置

－161－



２
．
結
果
概
要

⑨
事
業
所
内
保
育
事
業
（
B型
適
用
）

（
３
）
職
員
配
置
の
状
況
（
私
立
施
設
）

22

※
「
公
定
価
格
基
準
の
み
の
配
置
状
況
」
・
・
公
定
価
格
上
の
職
員
配
置
状
況
。

※
「
実
際
の
配
置
状
況
」
・
・
・
・
・
・
・
・
公
定
価
格
や
地
方
単
独
補
助
、
各
種
加
算
等
に
よ
り
配
置
し
て
い
る
職
員
を
含
め
た
配
置
状
況
。

※
「
常
勤
」
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
施
設
で
定
め
た
勤
務
時
間
（
所
定
労
働
時
間
）
の
す
べ
て
を
勤
務
す
る
者
。
た
だ
し
、
１
日
６
時
間
以
上
月
2
0
日
以
上
勤
務
し
て

い
る
非
常
勤
職
員
は
「
常
勤
」
に
含
め
て
計
上
。

※
「
非
常
勤
」
・
・
・
・
常
勤
職
員
以
外
の
従
事
者
。

※
表
中
の
人
数
は
、
す
べ
て
常
勤
換
算
後
の
人
数
（
職
員
が
勤
務
し
た
１
週
間
の
勤
務
時
間
を
、
施
設
が
定
め
る
１
週
間
の
勤
務
時
間
（
所
定
労
働
時
間
）
で
除
し
た
数
値
）
。

公
定
価
格
基
準

の
み
の
配
置
状
況

常
勤
換
算

（
常
勤
＋
非
常
勤
）

常
勤

非
常
勤

人
人

人
1　
管
理
者

1.
0

1.
0

0.
0

2　
主
任
保
育
士

ー
0.
1

0.
0

3　
保
育
士

4.
1

3.
5

1.
9

4　
保
育
補
助
者
（
資
格
を
有
して
い
な
い
者
）

0.
2

0.
3

0.
3

5　
調
理
員

1.
0

0.
1

0.
6

6　
栄
養
士
（
５
に
含
ま
れ
る
者
を
除
く）

ー
0.
1

0.
2

7　
看
護
師
（
保
健
師
・助
産
師
）
、准
看
護
師

ー
0.
0

0.
0

8　
うち
保
育
業
務
従
事
者

ー
0.
0

0.
0

9　
事
務
職
員

0.
6

0.
0

0.
1

10
　そ
の
他

ー
0.
1

0.
0

合
計

ー
5.
2

3.
2

集
計
施
設
数

12
施
設

平
均
利
用
定
員
数

17
人

私
立

職
種

実
際
の
配
置

－162－



２
．
結
果
概
要

⑩
事
業
所
内
保
育
事
業
（
20
人
以
上
）

（
３
）
職
員
配
置
の
状
況
（
私
立
施
設
）

23

※
「
公
定
価
格
基
準
の
み
の
配
置
状
況
」
・
・
公
定
価
格
上
の
職
員
配
置
状
況
。

※
「
実
際
の
配
置
状
況
」
・
・
・
・
・
・
・
・
公
定
価
格
や
地
方
単
独
補
助
、
各
種
加
算
等
に
よ
り
配
置
し
て
い
る
職
員
を
含
め
た
配
置
状
況
。

※
「
常
勤
」
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
施
設
で
定
め
た
勤
務
時
間
（
所
定
労
働
時
間
）
の
す
べ
て
を
勤
務
す
る
者
。
た
だ
し
、
１
日
６
時
間
以
上
月
2
0
日
以
上
勤
務
し
て

い
る
非
常
勤
職
員
は
「
常
勤
」
に
含
め
て
計
上
。

※
「
非
常
勤
」
・
・
・
・
常
勤
職
員
以
外
の
従
事
者
。

※
表
中
の
人
数
は
、
す
べ
て
常
勤
換
算
後
の
人
数
（
職
員
が
勤
務
し
た
１
週
間
の
勤
務
時
間
を
、
施
設
が
定
め
る
１
週
間
の
勤
務
時
間
（
所
定
労
働
時
間
）
で
除
し
た
数
値
）
。

公
定
価
格
基
準

の
み
の
配
置
状
況

常
勤
換
算

（
常
勤
＋
非
常
勤
）

常
勤

非
常
勤

人
人

人
1　
管
理
者

1.
0

1.
0

0.
0

2　
主
任
保
育
士

ー
0.
4

0.
0

3　
保
育
士

9.
9

10
.1

2.
9

4　
保
育
補
助
者
（
資
格
を
有
して
い
な
い
者
）

0.
2

0.
0

0.
2

5　
調
理
員

2.
0

0.
6

0.
4

6　
栄
養
士
（
５
に
含
ま
れ
る
者
を
除
く）

ー
0.
4

0.
1

7　
看
護
師
（
保
健
師
・助
産
師
）
、准
看
護
師

ー
0.
3

0.
1

8　
うち
保
育
業
務
従
事
者

ー
0.
3

0.
0

9　
事
務
職
員

0.
6

0.
5

0.
1

10
　そ
の
他

ー
0.
1

0.
0

合
計

ー
13
.8

3.
9

集
計
施
設
数

30
施
設

平
均
利
用
定
員
数

42
人

私
立

職
種

実
際
の
配
置

－163－



幼
児
教
育
・
保
育
の
無
償
化
の
概
要

○
「新

しい
経

済
政

策
パ

ッケ
ー

ジ
」、

「骨
太

の
方

針
20

18
」、

「幼
児

教
育

無
償

化
の

制
度

の
具

体
化

に
向

け
た

方
針

」等
を踏

まえ
、令

和
元

年
５

月
10

日
子

ども
・子

育
て

支
援

法
の

一
部

を改
正

す
る

法
律

が
成

立
。同

年
10

月
１

日
か

ら実
施

。
○

趣
旨

：
幼

児
教

育
・保

育
の

負
担

軽
減

を図
る

少
子

化
対

策
、生

涯
に

わ
た

る
人

格
形

成
や

義
務

教
育

の
基

礎
を培

う幼
児

教
育

の
重

要
性

（
１
）
幼
稚
園
、保
育
所
、認
定
こど
も
園
等

●
３

～
５

歳
：

幼
稚

園
、保

育
所

、認
定

こど
も

園
、地

域
型

保
育

、企
業

主
導

型
保

育
（

標
準

的
な

利
用

料
）

の
利

用
料

を無
償

化
※

新
制

度
の

対
象

と
な

ら
な

い
幼

稚
園

に
つ

い
て

は
、
月

額
上

限
2
.5

7
万

円
（注

：国
立

大
学

附
属

幼
稚

園
0
.8

7
万

円
、
国

立
特

別
支

援
学

校
幼

稚
部

0
.0

4
万

円
）
ま

で
無

償
化

※
開

始
年

齢
…

原
則

、
小

学
校

就
学

前
の

３
年

間
を

無
償

化
。
た

だ
し

、
幼

稚
園

に
つ

い
て

は
、
学

校
教

育
法

の
規

定
等

に
鑑

み
、
満

３
歳

か
ら

無
償

化

※
保

護
者

が
直

接
負

担
し

て
い

る
通

園
送

迎
費

、
食

材
料

費
、
行

事
費

な
ど

は
、
無

償
化

の
対

象
外

。
食

材
料

費
に

つ
い

て
は

、
保

護
者

が
負

担
す

る
考

え
方

を
維

持
。

３
～

５
歳

は
施

設
に

よ
る

徴
収

を
基

本
。
低

所
得

者
世

帯
等

の
副

食
費

の
免

除
を

継
続

し
、
免

除
対

象
者

を
拡

充
（年

収
3
6
0
万

円
未

満
相

当
世

帯
）

●
０

～
２

歳
：

上
記

の
施

設
を利

用
す

る
住

民
税

非
課

税
世

帯
を対

象
とし

て
無

償
化

（
２
）
幼
稚
園
の
預
か
り保
育

●
保

育
の

必
要

性
の

認
定

を受
け

た
場

合
、幼

稚
園

に
加

え
、利

用
実

態
に

応
じて

、月
額

1.
13

万
円

まで
の

範
囲

で
無

償
化

※
保

育
の

必
要

性
の

認
定

…
  
２
号

認
定

又
は

２
号

認
定

と
同

等
の

認
定

（
無

償
化

給
付

の
た

め
に

新
た

に
法

制
化

）

※
預

か
り
保

育
は

子
ど

も
・
子

育
て

支
援

法
の

一
時

預
か

り
事

業
（
幼

稚
園

型
）
と

同
様

の
基

準
を

満
た

す
よ

う
指

導
・
監

督

（
３
）
認
可
外
保
育
施
設
等

●
３

～
５

歳
：

保
育

の
必

要
性

の
認

定
を受

け
た

場
合

、認
可

保
育

所
に

お
け

る
保

育
料

の
全

国
平

均
額

（
月

額
3.

7万
円

）
まで

の
利

用
料

を無
償

化
※

認
可

外
保

育
施

設
の

ほ
か

、
一

時
預

か
り
事

業
、
病

児
保

育
事

業
及

び
フ

ァ
ミ
リ
ー

・
サ

ポ
ー

ト・
セ

ン
タ

ー
事

業
を

対
象

※
上

限
額

の
範

囲
内

に
お

い
て

、
複

数
サ

ー
ビ

ス
利

用
も

可
能

。
ま

た
、
幼

稚
園

が
十

分
な

水
準

の
預

か
り
保

育
を

提
供

し
て

い
な

い
場

合
な

ど
に

は
、
幼

稚
園

利
用

者
が

認
可

外
保

育
施

設
等

を
利

用
す

る
場

合
も

無
償

化
の

対
象

※
都

道
府

県
等

に
届

出
を

行
い

、
国

が
定

め
る

認
可

外
保

育
施

設
の

基
準

を
満

た
す

こ
と

が
必

要
。
た

だ
し

、
経

過
措

置
と

し
て

５
年

間
の

猶
予

期
間

を
設

定

●
０

～
２

歳
：

保
育

の
必

要
性

の
認

定
を受

け
た

住
民

税
非

課
税

世
帯

の
子

供
た

ち
を対

象
とし

て
、月

額
4.

2万
円

まで
の

利
用

料
を無

償
化

１
．
総
論

２
．
対
象
者
・対
象
範
囲
等
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●
認

可
外

保
育

施
設

等
に

お
け

る
質

の
確

保
・向

上
に

向
け

て
以

下
の

取
組

を実
施

・
児

童
福

祉
法

に
基

づ
く
都

道
府

県
等

の
指

導
監

督
の

充
実

等
（
認

可
施

設
へ

の
移

行
支

援
、
巡

回
支

援
指

導
員

の
配

置
の

拡
充

、
指

導
監

督
基

準
の

見
直

し
等

）

・
市

町
村

に
お

け
る

、
対

象
施

設
を

特
定

す
る

確
認

や
、
必

要
に

応
じ

た
施

設
へ

の
報

告
徴

収
、

勧
告

、
命

令
、

確
認

の
取

消
し

、
都

道
府

県
知

事
に

対
す

る
協

力
要

請

・
都

道
府

県
等

が
有

す
る

認
可

外
保

育
施

設
の

情
報

を
市

町
村

が
確

認
可

能
と

す
る

情
報

共
有

シ
ス

テ
ム

の
構

築

・
５
年

間
の

経
過

措
置

に
つ

い
て

、
法

施
行

後
２

年
を

目
途

に
見

直
す

旨
の

検
討

規
定

・
５
年

間
の

経
過

措
置

中
の

措
置

と
し

て
、
市

町
村

が
保

育
の

需
給

状
況

等
を

勘
案

し
、

条
例

に
よ

り
対

象
施

設
の

範
囲

を
定

め
る

こ
と

を
可

能
と

す
る

仕
組

み

（
１
）
負
担
割
合

●
財

源
負

担
の

在
り方

：
国

と地
方

で
適

切
な

役
割

分
担

を
す

る
こと

が
基

本
。消

費
税

増
収

分
を

活
用

し必
要

な
地

方
財

源
を

確
保

●
負

担
割

合
：

国
1/

2、
都

道
府

県
1/

4、
市

町
村

1/
4。

た
だ

し、
公

立
施

設
（

幼
稚

園
、保

育
所

及
び

認
定

こど
も

園
）

は
市

町
村

等
10

/1
0

（
２
）
財
政
措
置
等

●
初

年
度

の
取

扱
い

：
初

年
度

（
令

和
元

年
度

）
に

要
す

る
経

費
を全

額
国

費
で

負
担

●
事

務
費

：
初

年
度

と２
年

目
を

全
額

国
費

。認
可

外
保

育
施

設
等

の
５

年
間

の
経

過
措

置
期

間
に

係
る

費
用

相
当

額
を

全
額

国
費

で
負

担
す

る
べ

く措
置

●
シ

ス
テ

ム
改

修
費

：
平

成
30

年
度

・令
和

元
年

度
予

算
を活

用
して

対
応

●
就

学
前

の
障

害
児

の
発

達
支

援
を利

用
す

る
子

供
た

ち
に

つ
い

て
、利

用
料

を無
償

化
●

幼
稚

園
、保

育
所

、認
定

こど
も

園
等

とこ
れ

らの
発

達
支

援
の

両
方

を利
用

す
る

場
合

は
、と

も
に

無
償

化
の

対
象

○
幼

児
教

育
・保

育
の

無
償

化
に

関
す

る
様

々
な

課
題

に
つ

い
て

、Ｐ
Ｄ

Ｃ
Ａ

サ
イク

ル
を行

うた
め

、国
と地

方
自

治
体

に
よる

協
議

を継
続

して
実

施
○

支
払

方
法

：
新

制
度

の
対

象
施

設
…

 現
物

給
付

を原
則

。
未

移
行

幼
稚

園
…

 市
町

村
が

実
情

に
応

じて
判

断
（

現
物

給
付

の
取

組
を支

援
）

認
可

外
保

育
施

設
等

…
 償

還
払

い
を基

本
とし

つ
つ

、市
町

村
が

地
域

の
実

情
に

応
じて

現
物

給
付

とす
る

こと
も

可

３
．
財
源

４
．
就
学
前
の
障
害
児
の
発
達
支
援

５
．
そ
の
他
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幼
児
教
育
・
保
育
の
無
償
化
に
係
る
国
と
地
方
の
所
要
額
に
つ
い
て

（
令
和
２
年
度
予
算
案
ベ
ー
ス
）

＜
備
考
＞

四
捨
五
入
に
よ
り
、
端
数
に
お
い
て
合
計
と
は
一
致
し
な
い
。

区
分

国
・
地
方
合
計
（
億
円
）

国
都
道
府
県

市
町
村

施
設
型
給
付

（
地
域
型
保
育
給
付
含
む
）
＜
新
制
度
＞
保
育
所
・
幼
稚
園
等

私
立

4,
98

0
2,

49
0

1,
24

5
1,

24
5

公
立

2,
03

8
-

-
2,

03
8

子
育
て
の
た
め
の

施
設
等
利
用
給
付

＜
旧
制
度
＞
私
立
幼
稚
園
等

1,
24

7
62

3
31

2
31

2

認
可
外
保
育
施
設
等

26
7

13
3

67
67

預
か
り
保
育
等

32
6

16
3

82
82

合
計

8,
85

8
3,

41
0

1,
70

5
3,

74
3

－166－

TTYIY
テキスト ボックス
資料14



【
参
考
】
幼
児
教
育
・
保
育
の
無
償
化
に
係
る
国
と
地
方
の
所
要
額
（
令
和
元
年
度
補
正
予
算
案
）

○
今
般
、
令
和
元
年
１
０
月
１
日
時
点
の
利
用
児
童
数
等
の
直
近
の
数
値
を
基
に
推
計
し
た
結
果
、
国
と
地
方
の
所
要
額

が
合
わ
せ
て
４
９
３
億
円
増
加
し
た
こ
と
か
ら
、
令
和
元
年
度
補
正
予
算
案
に
当
該
額
を
計
上
す
る
。

※
１
端
数
処
理
の
関
係
で
合
計
と
内
訳
が
一
致
し
な
い
場
合
が
あ
る
。

※
２
内
閣
府
の
補
正
予
算
案
に
は
、
上
記
（+
15
1億
円
）の
ほ
か
、
人
事
院
勧
告
を
踏
ま
え
た
人
件
費
の
改
定
（+
10
8億
円
）及
び
既
定
予
算
の
残
余
(△
10
1億
円
）と
合
わ
せ
て
15
8億
円
を
計
上
。

＜
幼
児
教
育
・保
育
の
無
償
化
に
係
る
国
と
地
方
の
所
要
額
＞

（
単
位
：
億
円
）

○
幼
児
教
育
・
保
育
の
無
償
化
の
実
施
に
要
す
る
令
和
元
年
度
の
所
要
額
に
つ
い
て
は
、
国
負
担
分
は
内
閣
府
予
算
計
上

の
「
子
ど
も
の
た
め
の
教
育
・
保
育
給
付
交
付
金
」
等
か
ら
、
地
方
負
担
分
は
総
務
省
予
算
計
上
の
「
子
ど
も
・
子
育

て
支
援
臨
時
交
付
金
」
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
負
担
し
、
全
額
を
国
費
で
負
担
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

項
目

財
源
負
担
割
合

令
和
元
年
度
当
初
予
算

令
和
元
年
度
補
正
予
算
案

国
県

市
町
村

国
県

市
町
村

国
県

市
町
村

＜
新
制
度
＞

保
育
所
・

幼
稚
園
等

私
立

1
/
2

1
/
4

1
/
4

2
,0
5
9

1
,0
3
0

5
1
5

5
1
5

2
,3
6
1

+
3
0
2

1
,1
8
1

+
1
5
1

5
9
0

+
7
5

5
9
0

+
7
5

公
立

-
-

1
0
/
1
0

8
1
8

0
0

8
1
8

1
,0
0
9

+
1
9
1

0
0

1
,0
0
9

+
1
9
1

私
立
幼
稚
園
（
未
移
行
）
、

認
可
外
保
育
施
設
等

1
/
2

1
/
4

1
/
4

1
,0
0
4

5
0
2

2
5
1

2
5
1

左
と
同
額

合
計
※
１

3
,8
8
2

1
,5
3
2

7
6
6

1
,5
8
4

4
,3
7
5

+
4
9
3

1
,6
8
3

+
1
5
1
※
２

8
4
2

+
7
6

1
,8
5
0

+
2
6
6

○
所
要
見
込
額
が
増
加
し
た
主
な
要
因
は
、
女
性
活
躍
や
保
育
の
受
け
皿
拡
大
が
進
展
し
て
い
る
中
で
、
世
帯
の
所
得
が

増
加
す
る
と
と
も
に
、
保
育
所
等
の
利
用
者
が
増
加
し
た
こ
と
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。
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幼
児
教
育
・
保
育
の
無
償
化
に
係
る
事
務
費
に
つ
い
て

幼
児
教
育
無
償
化
の
制
度
の
具
体
化
に
向
け
た
方
針
（
平
成
3
0
年
1
2
月
2
8
日
関
係
閣
僚
合
意
）
※
抜
粋

３
（
２
）
財
政
措
置
等

（
事
務
費
・
シ
ス
テ
ム
改
修
費
）

○
幼
児
教
育
無
償
化
の
実
施
に
当
た
っ
て
、
【
①
】
初
年
度
（
2
0
1
9
年
度
）
及
び
【
②
】
２
年
目
（
2
0
2
0
年
度
）
の
導
入

時
に
必
要
な
事
務
費
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
全
額
国
費
に
よ
る
負
担
と
し
て
措
置
す
る
。
さ
ら
に
、
新
た
に
対
象
と
な
る

【
③
】
認
可
外
保
育
施
設
等
の
無
償
化
に
係
る
事
務
費
に
つ
い
て
は
、
経
過
措
置
期
間
（
～
2
0
2
3
年
度
）
に
係
る
費
用
相
当

額
を
全
額
国
費
で
負
担
す
る
べ
く
措
置
を
講
ず
る
。

（
参
考
）
無
償
化
の
対
象
と
な
る
認
可
外
保
育
施
設
の
利
用
者
数
は
、
無
償
化
の
対

象
と
な
る
全
利
用
者
数
の
数
％
程
度
と
見
込
ま
れ
て
い
る

各
年
度
毎
の
執
行
は
、
地
域
の
実
情

に
応
じ
て
柔
軟
に
対
応
す
る
こ
と
が

可
能

安
心
こ
ど
も
基
金
に
積
み
増
し

①
令
和
元
年
度
の
事
務
費

1
2
0
億
円
（
令
和
元
年
度
当
初
予
算
）

※
令
和
元
年
1
0
月
か
ら
半
年
分
の
事
務
費

2
4
0
億
円
（
令
和
２
年
度
当
初
予
算
案
）

1
2
0
億
円
（
令
和
２
年
度
当
初
予
算
案
）

※
３
年
分
の
事
務
費

具
体
的
な
運
用
上
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
地
方
自
治
体
か
ら
の
意
見

も
伺
い
つ
つ
、
検
討
す
る

②
令
和
２
年
度
の
事
務
費

③
令
和
３
～
５
年
度
の
認
可
外
保
育
施
設
の

無
償
化
に
係
る
事
務
費

令
和
２
年
度
予
算
(案
)
3
6
0
億
円

※
対
象
経
費
に
つ
い
て
は
、
シ
ス
テ
ム
改
修
に
係
る

経
費
を
含
む
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＜
国
と
地
方
の
協
議
の
場
＞

【
ハ
イ
レ
ベ
ル
】
「
幼
児
教
育
・
保
育
の
無
償
化
に
関
す
る
協
議
の
場
」

○
認
可
外
保
育
施
設
の
質
の
確
保
・
向
上
を
は
じ
め
と
す
る
様
々
な
課
題
に
つ
い
て
、
P
D
C
A
サ
イ
ク
ル
を
行
う
た
め
、

昨
年
末
に
設
置
。
地
方
３
団
体
の
会
長
と
３
大
臣
に
よ
る
会
議
を
1
0
月
3
1
日
に
開
催
。

○
地
方
３
団
体
か
ら
首
長
が
参
加
す
る
幹
事
会
を
こ
れ
ま
で
に
計
３
回
開
催
。

【
実
務
レ
ベ
ル
】
「
市
町
村
実
務
検
討
チ
ー
ム
」

○
1
3
市
区
町
村
と
無
償
化
に
関
す
る
実
務
を
検
討
す
る
た
め
の
打
合
せ
を
、
昨
年
８
月
か
ら
計
１
０
回
開
催
。

○
①
無
償
化
の
対
象
と
な
る
施
設
・
事
業
ご
と
の
詳
細
な
事
務
の
流
れ
を
見
え
る
化
し
た
実
務
フ
ロ
ー
、
②
利
用
者
や

事
業
者
に
記
入
い
た
だ
く
申
請
書
の
参
考
様
式
、
③
自
治
体
担
当
者
用
の
F
A
Q
、
④
住
民
や
事
業
者
に
無
償
化
の
概
要
を

分
か
り
や
す
く
説
明
す
る
た
め
の
資
料
、
な
ど
を
作
成
し
、
全
国
の
自
治
体
に
周
知
。

＜
自
治
体
向
け
説
明
会
＞

○
都
道
府
県
等
説
明
会
（
５
月
3
0
日
）

○
都
道
府
県
主
催
の
市
町
村
説
明
会
に
内
閣
府
職
員
等
派
遣
（
６
月
以
降

計
5
1
回
）

＜
地
方
自
治
体
の
事
務
に
係
る
財
政
措
置
＞

〔
事
務
費
〕
初
年
度
と
２
年
目
を
全
額
国
費
負
担
：
H3
0年
度
：
30
1億
円

R元
年
度
：
12
0億
円

R2
年
度
案
：
36
0億
円

（
う
ち
R
3～
R5
の
認
可
外
分
と
し
て
12
0億
円
）

〔
シ
ス
テ
ム
改
修
費
〕
全
額
国
費
負
担
：
H3
0年
度
：
19
2億
円

R元
年
度
：
62
億
円

＜
広
報
＞

○
特
設
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
開
設

※
多
言
語
対
応
、
Q
＆
A
、
個
人
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン

○
ポ
ス
タ
ー
を
全
国
の
自
治
体
に
配
布

○
テ
レ
ビ
C
M
、
新
聞
・
ウ
ェ
ブ
広
告

○
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
の
設
置

幼
児
教
育
・
保
育
の
無
償
化
の
円
滑
な
実
施
に
向
け
た
取
組

幼
児
教
育
・
保
育
の
無
償
化
の
円
滑
な
実
施
に
向
け
た
取
組

（
１
）
実
務
を
担
う
地
方
自
治
体
と
の
連
携

（
１
）
実
務
を
担
う
地
方
自
治
体
と
の
連
携

（
２
）
無
償
化
に
つ
い
て
の
丁
寧
な
周
知
・
説
明

（
２
）
無
償
化
に
つ
い
て
の
丁
寧
な
周
知
・
説
明
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認
可
外
保
育
施
設
の
指
導
監
督
基
準
等
に
係
る
主
な
改
正
経
緯

平
成
31
年
３
月

○
児
童
福
祉
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
〔平
成
31
年
４
月
１
日
（
一
部
７
月
１
日
）
施
行
〕

令
和
元
年

５
月

○
「認
可
外
保
育
施
設
に
対
す
る
指
導
監
督
の
実
施
に
つ
い
て
」（
通
知
）
の
一
部
改
正

７
月

○
社
会
保
障
審
議
会
児
童
部
会
子
ども
の
預
か
りサ
ー
ビス
の
在
り方
に
関
す
る
専
門
委
員
会
議
論
の
とり
ま
とめ

「認
可
外
の
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
の
資
格
・研
修
受
講
等
に
関
す
る
基
準
の
創
設
等
に
つ
い
て
」

９
月

○
児
童
福
祉
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
〔令
和
元
年
９
月
27
日
施
行
〕

○
「認
可
外
保
育
施
設
に
対
す
る
指
導
監
督
の
実
施
に
つ
い
て
」（
通
知
）
の
一
部
改
正

○
『「
認
可
外
保
育
施
設
指
導
監
督
基
準
」に
定
め
る
認
可
外
の
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
等
に
お
け
る
保
育
に

従
事
す
る
者
に
関
す
る
研
修
に
つ
い
て
』（
通
知
）

※
都
道
府
県
知
事
が
同
等
以
上
の
も
の
と認
め
る
研
修
の
基
準
等
は
、追
って
示
す
予
定
。

10
月

幼
児
教
育
・保
育
の
無
償
化
施
行

令
和
２
年
２月
～３
月
○
「認
可
外
保
育
施
設
に
対
す
る
指
導
監
督
の
実
施
に
つ
い
て
」（
通
知
）
及
び
「認
可
外
保
育
施
設
指
導

監
督
基
準
を
満
た
す
旨
の
証
明
書
の
交
付
に
つ
い
て
」（
通
知
）
の
改
正

＜
主
な
内
容
＞

・全
て
の
事
業
所
内
保
育
施
設
の
届
出
対
象
化

・利
用
料
変
更
に
係
る
変
更
の
内
容
及
び
理
由
の
掲
示
を義
務
づ
け

＜
主
な
内
容
＞

・全
て
の
事
業
所
内
保
育
施
設
の
届
出
対
象
化

・認
可
外
の
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
等
に
係
る
保
育
従
事
者
の
資
格
・研
修
要
件
の
設
定

＜
主
な
内
容
＞

・認
可
外
の
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
等
に
お
け
る
研
修
受
講
状
況
の
掲
示
の
義
務
づ
け

・幼
稚
園
併
設
施
設
の
届
出
対
象
化

（
予
定
）

＜
主
な
内
容
（
予
定
）
＞

・認
可
外
の
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
の
集
団
指
導

・市
町
村
権
限
との
関
係

・地
方
自
治
体
か
らの
意
見
を踏
まえ
た
対
応

等
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認
可
外
施
設
・
事
業

認
可
施
設
・
事
業

認
可
保
育
所
、
小
規

模
保
育
事
業
な
ど

指
導
監
督
基
準
を

満
た
す
施
設

指
導

監
督

基
準

設
備
運
営
基
準

認
可
化
移
行

希
望
施
設

児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
立
入
調
査
の

実
施
（
年
１
回
）

↓

○
巡
回
支
援
指
導
の
実
施

遵
守
す
べ
き
基
準
に
係
る
指
導
・

助
言

○
調
査
・
助
言
指
導
事
業
の
実
施

基
準
を
満
た
す
た
め
に
必
要
な
助
言

指
導
を
継
続
的
に
実
施

児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
立
入
調
査

の
実
施
（
年
１
回
） ↓

○
巡
回
支
援
指
導
の
実
施

遵
守
す
べ
き
基
準
に
係
る
指

導
・
助
言

認
可
化
移
行
計
画
を
作
成
し
、

計
画
期
間
内
に
認
可
へ
移
行
を

図
る
施
設
に
対
す
る
各
種
支
援

○
改
修
費
支
援

○
移
行
移
転
費
支
援

○
運
営
費
支
援

○
調
査
・
助
言
指
導
事
業
の
実
施

認
可
化
移
行
に
必
要
な
保
育

内
容
や
運
営
等
の
助
言
指
導
を

実
施

児
童
福
祉
施
設
設
備
運

営
基
準
に
基
づ
い
た
設
備
、

人
員
配
置
に
よ
る
保
育
の

実
施
。

↓

○
公
定
価
格
に
よ
る
運
営

費
の
支
援

○
施
設
整
備
に
要
す
る

費
用
の
補
助

指
導
監
督
基
準
を

満
た
さ
な
い
施
設

認
可
外
保
育
施
設
に
対
す
る
質
の
確
保
に
関
す
る
支
援
の
流
れ
（
イ
メ
ー
ジ
）
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１
．
施
設
数
・
事
業
所
数

ベ
ビ
ー
ホ
テ
ル

事
業
所
内
保
育
施
設

ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー

そ
の
他
の
認
可
外

保
育
施
設

合
計

届
出
施
設
数

1
,3
4
7
か
所

1
,7
8
6
か
所

1
,9
7
7
か
所

事
業
者
：
3
2
7

個
人
：
1
,6
5
0

4
,5
5
6
か
所

9
,6
6
6
か
所

（
出
典
：
平
成
2
9
年
度
認
可
外
保
育
施
設
の
現
況
と
り
ま
と
め
）

２
．
立
入
調
査
の
実
施
状
況

ベ
ビ
ー
ホ
テ
ル

事
業
所
内
保
育
施
設

そ
の
他
の
認
可
外

保
育
施
設

合
計

届
出
対
象
施
設
①

1
,3
4
7
か
所

1
,7
8
6
か
所

4
,5
5
6
か
所

7
,6
8
9
か
所

立
入
実
施
施
設
②

9
5
4
か
所

1
,0
0
5
か
所

3
,3
7
3
か
所

5
,3
3
2
か
所

実
施
率
(②
/①
)

7
1
％

5
6
％

7
4
％

6
9
％

※
認
可
外
保
育
施
設
の
う
ち
届
出
対
象
施
設
に
つ
い
て
は
、
指
導
監
督
基
準
に
お
い
て
年
１
回
以
上
立
入
調
査
を
行
う
こ
と
を
原
則
と
し
て
い
る
。

※
ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー
に
つ
い
て
は
、
指
導
監
督
基
準
上
、
都
道
府
県
等
が
必
要
と
判
断
す
る
場
合
に
指
導
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

施
設
数
・
事
業
所
数
、
利
用
児
童
数
の
み
把
握
し
て
い
る
。

３
．
指
導
監
督
基
準
の
適
合
状
況

ベ
ビ
ー
ホ
テ
ル

事
業
所
内
保
育
施
設

そ
の
他
の
認
可
外

保
育
施
設

合
計

立
入
実
施
施
設
③

9
5
4
か
所

1
,0
0
5
か
所

3
,3
7
3
か
所

5
,3
3
2
か
所

基
準
適
合
施
設
④

4
0
1
か
所

6
1
4
か
所

1
,9
1
0
か
所

2
,9
2
5
か
所

基
準
適
合
率
(④
/③
)

4
2
％

6
1
％

5
7
％

5
5
％

※
ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー
の
「
事
業
者
」
は
ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー
を
雇
用
等
し
て
事
業
を
実
施
し
て
い
る
も
の
、
「
個
人
」
は
個
人
で
ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー
事
業

を
実
施
し
て
い
る
も
の
を
い
う
。

認
可
外
保
育
施
設
の
現
状
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【
業
務
内
容
】

保
育
所
等
の
質
の
確
保
・
向
上
の
た
め
、
施
設
を
巡
回
し
、
以
下
の
内
容
に
関
す
る
助
言
・
指
導
を
実
施

①
保
育
中
に
お
い
て
死
亡
事
故
等
の
重
大
事
故
が
発
生
し
や
す
い
場
面
（
睡
眠
中
、
食
事
中
、
水
遊
び
中
等
）

②
保
育
所
等
が
満
た
す
べ
き
基
準
の
遵
守
状
況

③
保
育
所
等
の
事
故
防
止
の
取
組
、
事
故
発
生
時
の
対
応

【
要
件
】

次
の
要
件
を
い
ず
れ
も
満
た
し
て
い
る
者
と
し
て
、
都
道
府
県
等
が
適
当
と
認
め
る
者

・
上
記
【
業
務
内
容
】
に
掲
げ
る
業
務
に
関
し
て
、
専
門
的
な
知
見
を
有
す
る
者

・
巡
回
指
導
の
趣
旨
を
理
解
し
、
保
育
所
等
に
対
す
る
巡
回
支
援
指
導
を
適
切
に
実
施
で
き
る
者

※
指
導
員
の
具
体
例
：
保
育
所
の
園
長
や
保
育
士
経
験
者

【
配
置
主
体
】

・
認
可
外
保
育
施
設
、
認
可
外
の
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
（
ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー
）
：
都
道
府
県
、
指
定
都
市
、
中
核
市

・
認
可
保
育
所
、
認
定
こ
ど
も
園
、
地
域
型
保
育
事
業
、
地
域
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
：
市
区
町
村

※
巡
回
支
援
指
導
員
の
配
置
に
つ
い
て
、
保
育
に
関
す
る
知
見
等
を
有
す
る
団
体
等
へ
の
委
託
も
可
。

（
委
託
先
の
具
体
例
：
指
定
保
育
士
養
成
施
設
、
社
会
福
祉
協
議
会
、
地
域
の
N
P
O
法
人
、
子
育
て
支
援
団
体
な
ど
）

【
補
助
率
・
補
助
単
価
】

補
助
率
：
国

1
/2

、
都
道
府
県
又
は
市
区
町
村

1
/2

補
助
単
価
：
巡
回
支
援
指
導
員
１
人
あ
た
り

4
,0
6
2
千
円

【
配
置
状
況
(H
3
0
補
助
金
交
付
決
定
)】

3
1
自
治
体

1
8
0
名

※
こ
の
他
、
国
の
補
助
事
業
に
よ
ら
ず
各
自
治
体
独
自
で
実
施
し
て
い
る
事
例
も
あ
り
。

認
可
外
保
育
施
設

認
可
保
育
所
等

巡
回
支
援
指
導
員

巡
回
支
援
指
導
員
に
つ
い
て

都
道
府
県

市
区
町
村

公
募
等
に
よ
り
採
用
・
配
置

(知
見
の
あ
る
団
体
へ
の
委
託
可
)

＜
配
置
イ
メ
ー
ジ
＞

各
施
設
を
巡
回
し
助
言
・
指
導

巡
回
に
当
た
っ
て
は
、
国
の
定
め
る
事
故
防
止
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
な
ど
を
踏
ま
え
、
重
大
事
故
防
止
に

資
す
る
助
言
・
指
導
を
行
う
。
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【
研
修
対
象
者
】

保
育
所
等
に
勤
務
す
る
保
育
士
等
や
保
育
士
以
外
の

職
員
、
巡
回
支
援
指
導
員
等

【
研
修
内
容
】

・
保
育
所
等
が
遵
守
・
留
意
す
べ
き
内
容

・
保
育
中
の
事
故
防
止
、
事
故
発
生
時
の
対
応

・
園
外
活
動
等
に
お
け
る
安
全
対
策
（
拡
充
）
等

質
の
確
保
・
向
上
の
た
め
の
研
修
事
業

質
の
確
保
・
向
上
の
た
め
の
巡
回
支
援
指
導
事
業

・
重
大
事
故
が
発
生
し
や
す
い
場
面
、
事
故
防
止
の
取
組
、
事
故
発
生
時
の
対
応
に
関
す
る
助
言
・

指
導

・
保
育
所
等
が
遵
守
・
留
意
す
べ
き
内
容
や
利
用
料
の
便
乗
値
上
げ
の
注
意
喚
起
等
を
実
施

※
指
導
監
査
・
立
入
調
査
の
事
前
準
備
な
ど
の
実
施
補
助
や
、
監
査
後
の
ア
フ
タ
ー
フ
ォ
ロ
ー

の
実
施
に
つ
い
て
も
、
巡
回
支
援
指
導
員
の
役
割
と
し
て
明
確
化

・
園
外
活
動
等
に
お
け
る
安
全
対
策
の
実
地
指
導
等
を
実
施
（
拡
充
）

※
認
可
外
保
育
施
設
に
対
す
る
巡
回
支
援
指
導
に
つ
い
て
は
、
市
区
町
村
も
実
施
可
能
で
あ
る
旨
を

要
綱
上
明
確
化
す
る
。

【
事
業
内
容
】

保
育
所
や
認
可
外
保
育
施
設
等
の
質
の
確
保
及
び
向
上
を
目
的
と
し
て
、
保
育
所
等
が
遵
守
・
留
意
す
べ
き
内
容
や
死
亡
事
故
等
の
重
大

事
故
の
防
止
に
関
す
る
指
導
・
助
言
を
行
う
「
巡
回
支
援
指
導
員
」
の
配
置
に
要
す
る
費
用
や
、
保
育
所
職
員
や
巡
回
支
援
指
導
員
等
に
対

し
て
、
遵
守
・
留
意
す
べ
き
内
容
や
重
大
事
故
防
止
に
関
し
て
必
要
な
知
識
、
技
能
の
修
得
、
資
質
の
確
保
の
た
め
の
研
修
の
実
施
に
要
す

る
費
用
の
一
部
を
補
助
す
る
。

《
拡
充
》

子
ど
も
が
集
団
で
移
動
す
る
際
の
安
全
確
保
を
図
る
た
め
、
保
育
所
等
に
勤
務
す
る
職
員
や
巡
回
支
援
指
導
員
を
対
象
と
し
た
研
修
の

内
容
に
園
外
活
動
等
に
お
け
る
安
全
対
策
を
加
え
る
と
と
も
に
、
巡
回
支
援
指
導
の
内
容
に
園
外
活
動
等
に
お
け
る
安
全
対
策
の
実
地
指

導
等
の
実
施
を
加
え
る
。

【
実
施
主
体
】
都
道
府
県
、
市
区
町
村

【
補
助
基
準
額
(案
)】
・
研
修
事
業
：
１
回
当
た
り

3
5
2
千
円

・
巡
回
支
援
指
導
事
業
：
指
導
員
１
人
当
た
り
4
,0
6
2
千
円
（
管
内
の
施
設
数
等
に
応
じ
た
配
置
）

【
補
助
割
合
】

国
：
1
/2
、
都
道
府
県
・
市
区
町
村
：
1
/2

保
育
所
等
の
質
の
確
保
・
向
上
の
た
め
の
取
組
強
化
事
業
【
拡
充
】

認
可
外
保
育
施
設

認
可
外
の
居
宅

訪
問
型
保
育
事
業

（
ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー
）

認
可
保
育
所
等

巡
回
支
援
指
導
員

（
保
育
対
策
総
合
支
援
事
業
費
補
助
金

令
和
元
年
度
予
算
：
3
9
4
億
円
の
内
数

→
令
和
２
年
度
予
算
案
：
3
9
4
億
円
の
内
数
）
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認
可
を
目
指
す
認
可
外
保
育
施
設
へ
の
支
援

＜
目

的
＞

認
可

外
保

育
施

設
の

認
可

化
移

行
を

支
援

し
、

待
機

児
童

の
解

消
を

図
る

と
と

も
に

、
子

ど
も

を
安

心
し

て
育

て
る

こ
と

が
で

き
る

体
制

整
備

を
行

う
。

＜
実
施
要
件
等
＞

・
認

可
化

移
行

計
画

（
*
1
）

を
策

定
し

、
計

画
期

間
内

（
*
2
）

に
移

行
を

図
る

こ
と

。

・
施

設
設

備
は

、
計

画
期

間
内

に
認

可
基

準
を

満
た

す
こ

と
。

・
職

員
配

置
に

つ
い

て
は

、
認

可
基

準
の

１
／

４
以

上
は

有
資

格
者

と
し

、
比

率
（

１
／

４
、

1
／

3
、

6
割

、
９

割
）

に
応

じ
て

補
助

単
価

を
設

定
。

*
1
 施

設
設

備
面

で
の

課
題

解
決

（
「

認
可

化
移

行
可

能
性

調
査

」
の

実
施

等
）

や
、

保
育

士
人

材
確

保
（

保
育

士
資

格
の

取
得

支
援

等
）

等
を

踏
ま

え
策

定
*
2
 地

方
単

独
保

育
施

設
以

外
の

施
設

は
５

年
間

が
上

限

・
認

可
基

準
を

満
た

す
た

め
に

必
要

な
改

修
費

等
の

補
助

を
行

う
。

（
間

仕
切

り
、

調
理

室
や

ト
イ

レ
の

設
備

の
改

修
費

、
賃

借
料

等
）

【
補

助
率

】
国

１
／

２
（

市
町

村
１

／
４

、
設

置
主

体
１

／
４

）
(*

)
*
子

育
て

安
心

プ
ラ

ン
実

施
計

画
の

採
択

を
受

け
て

い
る

等
一

定
の

条
件

を
満

た
す

市
町

村
に

つ
い

て
は

、
国

２
／

３
（

市
町

村
１

／
1
2
、

設
置

主
体

１
／

４
）

な
る

【
補

助
基

準
額

】
１

施
設

当
た

り
３

，
２

０
０

万
円

①
認

可
化

移
行

調
査

・
助

言
指

導
事

業
【

補
助

率
】

国
１

／
２

・
認

可
保

育
園

等
に

移
行

す
る

た
め

に
障

害
と

な
っ

て
い

る
事

由
を

診
断

し
、

移
行

す
る

た
め

の
計

画
書

の
作

成
に

要
す

る
費

用
を

補
助

す
る

。
【

補
助

基
準

額
】

１
施

設
当

た
り

５
６

.４
万

円
・

認
可

保
育

園
等

へ
の

移
行

に
必

要
な

保
育

内
容

や
施

設
運

営
等

に
つ

い
て

助
言

・
指

導
す

る
た

め
の

費
用

を
補

助
す

る
。

【
補

助
基

準
額

】
１

施
設

当
た

り
５

０
.４

万
円

・
指

導
監

督
基

準
を

満
た

さ
な

い
認

可
外

保
育

施
設

が
指

導
監

督
基

準
を

満
た

す
た

め
に

必
要

な
助

言
指

導
を

継
続

的
に

行
う

た
め

の
費

用
を

補
助

す
る

。
【

補
助

基
準

額
】

１
施

設
当

た
り

７
５

.５
万

円

②
認

可
化

移
行

移
転

費
等

支
援

事
業

【
補

助
率

】
国

１
／

２
・

現
行

の
施

設
で

は
、

立
地

場
所

や
敷

地
面

積
の

制
約

上
、

設
備

運
営

基
準

を
満

た
す

こ
と

が
で

き
な

い
場

合
の

移
転

等
に

必
要

な
費

用
を

補
助

す
る

。
【

補
助

基
準

額
（

移
転

費
）

】
１

施
設

当
た

り
１

２
０

万
円

【
補

助
基

準
額

（
仮

設
設

置
費

）
】

１
施

設
当

た
り

３
８

０
万

円

・
認

可
保

育
園

等
へ

の
移

行
を

希
望

す
る

認
可

外
保

育
施

設
に

対
し

、
運

営
費

を
補

助
を

す
る

。

【
補

助
率

】
国

１
／

２
（

都
道

府
県

１
／

４
、

市
町

村
１

／
４

）
【

補
助

基
準

額
】

①
運

営
費

補
助

（
児

童
一

人
当

た
り

月
額

）

※
消

費
税

８
％

の
場

合
の

粗
い

試
算

※
地

域
区

分
2
0
/1

0
0
、

定
員

4
0
名

、
基

準
上

必
要

と
さ

れ
る

職
員

の
う

ち
９

割
が

保
育

士
の

場
合

※
補

助
単

価
は

、
地

域
区

分
、

定
員

区
分

、
配

置
さ

れ
て

い
る

保
育

士
の

割
合

等
に

よ
り

異
な

る
。

②
保

育
サ

ポ
ー

タ
ー

加
算

（
基

準
上

必
要

と
さ

れ
る

職
員

の
う

ち
、

保
育

士
以

外
の

従
事

者
一

人
当

た
り

月
額

）
【

補
助

基
準

額
】

1
4
.1

万
円

③
開

設
準

備
費

加
算

（
増

加
定

員
一

人
当

た
り

月
額

）
【

補
助

基
準

額
】

0
.8

万
円

④
地

方
単

独
保

育
施

設
加

算
（

児
童

一
人

当
た

り
月

額
）

【
補

助
基

準
額

】
2
.0

万
円

基
本

分
単

価
公 定 価 格 に 準 じ た

各 種 加 算

４
歳

以
上

児
５

.６
万

円

３
歳

児
６

.２
万

円
＋

１
，

２
歳

児
１

１
.３

万
円

０
歳

児
１

８
.１

万
円

２
．
移
行
費
支
援

１
．
改
修
費
支
援

３
．
運
営
費
支
援

新

新
拡
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認
可
外
保
育
施
設
改
修
費
等
支
援
事
業
【新
規
】

認
可

施
設

・
事

業
（

指
導

監
督

基
準
満
た
さ
な
い

）
（

指
導

監
督

基
準
満
た
す

）

認
可
外

施
設

・
事

業

○
：
認
可

基
準

を
満

た
す

△
：
認
可
外

の
指

導
監

督
基

準
を

満
た

す
×

：
〃

を
満

た
さ

な
い

【事
業
内
容
】

○
認
可
外
保
育
施
設
に
つ
い
て
、指
導
監
督
基
準
の
うち
、職
員
配
置
基
準
は
満
た
して
い
る
が
設
備
基
準
を
満
た
して
い
な
い
施
設
に
対
して
、認
可
保
育
所
等
の

設
備
の
基
準
を
満
た
す
た
め
に
必
要
な
改
修
費
や
移
転
費
等
の
費
用
を
補
助
す
る
。

＜
補
助
要
件
＞

○
職
員
配
置
は
指
導
監
督
基
準
を
満
た
して
い
る
こと
（
有
資
格
者
の
配
置
１
／
３
以
上
）
。

○
設
備
基
準
に
つ
い
て
は
、改
修
費
等
の
支
援
を
受
け
る
こと
に
よ
り認
可
基
準
を
満
た
す
こと
。

○
「認
可
化
移
行
計
画
」を
策
定
し、

①
無
償
化
猶
予
期
間
で
あ
る
20
24
年
度
ま
で
の
間
に
指
導
監
督
基
準
（
※
）
適
合
化
を
図
る
こと

（
※
）
職
員
配
置
、設
備
基
準
だ
け
で
は
な
く、
職
員
の
健
康
診
断
の
実
施
、消
防
計
画
の
策
定
・訓
練
の
実
施
な
ど、
他
の
要
件
も
満
た
す
こと
。

②
当
該
事
業
に
よ
る
補
助
を
受
け
た
後
、2
02
5年
度
ま
で
の
間
に
認
可
化
移
行
運
営
費
支
援
事
業
に
よ
る
補
助
を
開
始
し、
補
助
を
受
け
た
時
点

か
ら５
年
以
内
に
認
可
施
設
・事
業
へ
の
移
行
を
図
る
こと

に
よ
り、
段
階
的
に
認
可
施
設
・事
業
へ
の
移
行
を
目
指
す
。

【実
施
主
体
】

都
道
府
県
、市
町
村

【補
助
基
準
額
(案
)】
改
修
費
等
１
か
所
当
た
り
32
,0
00
千
円
、移
転
費
等
１
か
所
当
た
り
5,
00
0千
円

【補
助
割
合
】

国
：
１
／
２
、都
道
府
県
、市
町
村
：
１
／
４
、設
置
主
体
：
１
／
４

○ ○

職
員
配
置

設
備
基
準

△ ×

△ ○

当
該
事
業

認
可
化
移
行
支
援
（
運
営
費
）

（
５

年
以

内
）

2
0
2
5
年

度
ま

で

②
①

（
保

育
対

策
総

合
支

援
事

業
費

補
助

金
令

和
２

年
度

予
算

案
：

3
9
4
億

円
の

内
数

）
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